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序章   

私はこれまでの心理臨床の業務の中で、乳幼児健診後の心理相談の場などで、母親に対

しての発達相談・育児相談・子どもの発達検査等に携わる経験を多く重ねてきた。その中

で、乳幼児期の子どもの発達をアセスメントする上で遠城寺式や新版Ｋ式，田中ビネー式

等の発達検査と共に描画テストを導入してきた。子どもの 1 歳、2 歳、3 歳の時期の描画の

進度には個人差が大きく見られる。しかし、多くのケースから、通常発達していく子ども

たちの描画の発達過程は、その進度に違いこそあれ、おおむね同じような道程をたどる。 

本研究においては、子どもの心理アセスメントとして、描画テストの中でも人物画をテ

ーマに据えた。人物画は、子どもの対人関係や内面的発達について多くの重要な情報を与

えてくれる。 

発達障害の疑いのある子どもの描画の初期段階は、通常発達をしていく子どもの表すも

のとは異なっていることが多く、その個性的な特徴、特に対人関係面の何らかの難しさを

示唆するものとなっている。これは人の描画の発達過程が、人間は他者との関係性の中に

生きることを象徴するものであり、なぐり描きから、ぐるぐるまる、そして閉じるまるか

ら、人の顔、という道程をたどり、それが他者を意識して認識する、関係を築いていく歩

みそのものであるからである。 

心理臨床の実践的なかかわりの中で、発達上の特徴のある子どもの描出では、なぐり描

きから、ぐるぐるまる、そして閉じるまるから、人の顔、という道程をたどることのない

まま、ゲームのキャラクターに見えるものを早い時期から描き始めるという表現や、人を

描き、身体も表現しようとしているが、ボディイメージの乏しさや、ボディイメージのア

ンバランスさが気になる表現を目にしてきた。グッドイナフ人物画知能検査による分析

も、「人を描こう」と言ってもゲームのキャラクターを描いてしまう場合、姿こそ人に近

くても、これを数値でカウントして、MA（精神年齢）や、IQ（知能指数）を算出すること

にはどれほどの意味があるだろうか。また、ボディイメージの乏しさやアンバランスさ

は、発達上の特徴のある子どもの描出の特徴である、と言えるのだろうか。 

「なぐり描きから、ぐるぐるまる、そして閉じるまるから、人の顔、という道程をたど

ることのないまま、ゲームのキャラクターに見えるものを早い時期から描き始めるという

表現」や、「人を描き、身体も表現しようとしているが、ボディイメージの乏しさや、ボ

ディイメージのアンバランスさが気になる表現」のような子どもの描出の傾向が表れるの
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は何故だろうか。また、こうした描出をどのようにとらえ、子どもの発達への支援と、母

親への支援にどう生かしていけばよいのだろうか。この点が、私の問題意識の発端となっ

ている。 

発達障害に関しては、感覚的な過敏さなどの特徴から、育てにくさにつながることで、

母子関係の構築が悪循環を呈しやすいことが大きな問題である。人間の発達の礎となって

いくところで悪循環が生じてしまうことで、子どものその後の発達は難しさを広げていく

ものとなっていく。しかし、ごく早期の介入で、母親に子どもの持っている特徴、例えば

感覚的にどのような過敏さがあるかなどということを伝え、刺激の少ない抱っこの仕方

や、目や耳からも静かに優しく情報を伝えていくなどのかかわり方を伝え、そしてその実

践が子どもの柔軟な成長・発達を促していくということを、目の前の母親に丁寧に伝えて

いく、こうしたことができていくならば、母子関係の構築を支えることになり、子どもの

情緒的な基盤を安定したものにしていくことにつながっていくと考える。そこで、母親

に、子どもの特徴を理解しやすく伝えるツールとしても、子どもの表現した人物描出は有

効に活かされるのではないかと考える。 

ただ、ここで重視しなければならないことは、子どもが描くものを、固定的で安易な判

断によって解釈してしまわないことである。子どもは刻々と成長変化していく存在である

と共に、大人と同じように、視覚的なイメージで描出表現をしているのではないことを踏

まえる必要がある。子どもの、この世界との出会いとかかわりは、はじめは口に入れ舐め

ること、そして触って確かめること、といった直接的な感覚的体験によって行われる。生

後間もない赤ちゃんが、自分の母親を知る過程は、視覚以外の感覚的な体験に他ならな

い。赤ちゃんが視覚的に物事をとらえることは、触覚的体験の先にあるという発達的理解

が必要である。つまり、子どもの描出は、大人の描出とは切り離してとらえなければなら

ないのである。 

また、アセスメントとして人物画を活用していく上では、子どもの描出表現は、常に多

義的な意味を有することや、意識的・無意識的なさまざまな側面を同時に表しているこ

と、そして、子ども自身が描いた絵の意味だと言葉によって述べた意味が、その時点で意

識された意味であっても、それ以外に無意識の意味があることもあるし、他の時点では違

った意味だと述べる可能性があることにも、目を向けておかなければならない。 



 [文書のタイトルを入力] 

5 

 

既述したように、特に子どもは刻々と成長変化していく存在であり、今という瞬間を生

きているから、描画意図や、描かれたものを明らかにしようと急ぐことは多くの危険性を

孕む。描画意図と、出来上がった絵の解釈とにずれが生じる場合もあるし、まだ何にもな

っていない、言葉にならない深くて大きなイメージが表れているかもしれない時に、「命

名」を大人側のペースで促してしまうことにより、言葉により何かを固定化して限定して

しまうような場合も考えられる。つまり、子どもの描いたものを前にする私たちは、例え

ば「これ、なあに？」と安易に聞いてしまうことの危険性、つまりその言葉が子どもに及

ぼしてしまうかもしれない影響を熟知することが重要であり、（こちら側の都合による）

必要性があって投げかけたその質問に、子どもが答えてくれたとしても、子どもから出て

きたその言葉を、一義的な限定的解釈により、理解したつもりになって完結してしまうこ

とには十分注意しなければならない。 

このように、子どもの描出をアセスメントとして活用していく上では、様々な側面に目

を向け、配慮することが必要であるが、子どもの、内面的な成長発達は、目にはとらえら

れない様々な側面が関与するからこそ、そのありようについて、貴重な情報を提示してく

れる子どもの描出を、一つ一つ大切に見つめ、子どもの成長発達のために活かしていきた

いと考える。 

本研究では、子どもの人物画を、特に、自己像、身体像の描出に着目してアセスメント

として活用することの有効性を明らかにする。まず、理論的背景として、１章で、「子ど

もの心理アセスメント」や「心理アセスメントとしての人物画の発展」、また、「人物画

に表現される自己像と身体意識」について整理し、２章では、最近の人物画研究について

の知見を見ていく。3 章で問題の所在を明らかにし、本研究の目的と仮説、方法について

述べる。４章では、描画発達の過程への着目から実施した、二つの調査研究から明らかに

なったことを提示する。５章では、実践的事例研究から、子ども理解における人物描出の

有効性を検討する。６章として、総合的考察を行い、最後に論文の意義と今後の課題を提

示する。 
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1 章 子どもの心理アセスメントとしての人物画について 

  

第 1 節 子どもの心理アセスメント 

 

（１）子どもの心理アセスメントの特徴について  

岡堂（1998）は、臨床心理査定、つまり心理アセスメントについて、「援助対象者であ

るクライエントをトータルに把握し、回復への道筋を照らしだし、支援の方法を示唆する

ために行われる」ものであるとしている。松本（2010）は、心理アセスメントという言葉

の、岡堂（1998）ら諸家のさまざまな定義を考え合わせた上で、臨床心理アセスメントと

は、「何らかの臨床心理学的援助が必要とされる可能性のある対象（クライエント）に対し

て、必要と考えられる情報を臨床心理学的方法によって収集し、臨床心理学的側面から見

立て、援助の方針を決定すること」とまとめている。そして、この「援助」ということに

対して松本は、「臨床心理学的援助は、独自性をもった存在としての“ひと”を対象とする

ものである」から、「その独自性や個別性としての存在に対する共感に基づいた理解が援助

の方針にとって何よりも大切なことである」と述べている。 

上記の臨床心理アセスメントの基本的とらえ方を踏まえて、本論文で対象としている

「子ども」の心理アセスメントについて整理する。松本（2010）は、対象が子どもである

場合に重要となる二つの視点を提示している。第一に提示しているのは「子どもは成長・

発達する存在である」という視点である。その理由として、アセスメントの対象となる子

どもたちは、困難さを抱える一方で、大きな可能性や能力を秘めた存在であることを示

す。それ故、「アセスメントにおいて援助すべき課題を明らかにすると同時に、対象の持つ

可能性や能力のアセスメントが極めて大切なことである」とする。第二に提示しているの

は「子どもは取り巻く環境の中で生きている」という視点である。この場合の環境とは、

物理的環境のみでなく、人的環境も含んでいるとした上で、この視点を提示する理由とし

て、子どもは環境を取捨選択することが難しいこと、すなわち、自らの力では回避するこ

とのできない環境からの影響を大きく受けながら日々成長、発達するのが子どもである、

ということを示す。子どもの生活の大部分は家庭と学校が占めているため、例えば、学校

で安心感は得られているのだろうか、教師とは信頼関係にあるのだろうか、家庭内にキー
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パーソンとなる人物はいるのだろうかなどが、子どものアセスメントにおいては不可欠で

あるのだ、と松本（2010）は説明している。 

 本郷（2008）は、心理アセスメントの中でも、発達途上にある子どもを対象とし、子ど

もの発達と支援を目的に行われるアセスメントを「発達アセスメント」と呼んでいる。そ

して、発達アセスメント（developmental assessment）の定義を、「人を理解し、人の行

動や発達を予測し、その発達を支援する方法を決定するために行われる測定・評価」とし

ている。この発達アセスメントには、「理解するためのアセスメント」と「支援するための

アセスメント」の 2 側面があり、これらは重なり合う側面であるが、アセスメントの適切

性、有効性を評価する際には、分けてとらえておく方が良い、と説明している。 

また、本郷（2008）は、ここでいう発達アセスメントは、必ずしも標準化された発達検

査や知能検査に限定されるわけではないこと、また、量的に測定することだけがアセスメ

ントでもないことを述べ、発達アセスメントには、心理検査の他、行動観察、保護者から

の聞き取りなど多様な方法があり、その対象には、子どもの能力や特性だけでなく、子ど

もを取り巻く環境なども含まれる、と説明している。そして、このような多様なアセスメ

ントを通して、子どもをどのように理解するのか、発達の特徴に基づきどのような支援を

進めるのかということが重要であり、発達アセスメントは手段であって、目的ではないと

強調する。本郷（2008）も、松本（2010）と同様に、子どもが、取り巻く環境の中で生

きている、という点を重視している。 

 さらに、本郷（2008）は、発達アセスメントの目的を、次の四つに整理している。第一

に、「発達支援のニーズを把握するためのアセスメント」であり、「理解するためのアセス

メント」にあたるものである。具体的には、「子どもの発達について保護者から何らかの相

談があった場合、あるいは巡回相談の場で子どもに出会った場合、その子どもに何らかの

発達障害や知的障害があるのか否か、あるいは特定の障害とは断定できないものの、何ら

かの支援ニーズがあるのか否かについて判断することが求められる。このようなアセスメ

ントの手段には、個別の発達検査、知能検査だけでなく、保健所の乳幼児健診などにおけ

るスクリーニング課題なども含まれる。また、行動観察や問診票などを通した保護者から

の聞き取りも重要な情報となる」と説明する。第二に、「支援目標・方法を決定するための

アセスメント」であり、「支援するためのアセスメント」にあたるものである。一般に支援

目標は、発達アセスメントの結果から導かれたものになっている必要がある。また、どの
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ような支援目標を設定するのかによって、支援方法が決まってくる、とする。第三に、「発

達を確認するためのアセスメント」である。これには、「理解するためのアセスメント」と

「支援するためのアセスメント」の 2 側面が含まれる、とする。そして、子どもの発達を

とらえるにあたっては、各領域の発達水準はどうか、発達のスピードは領域によって異な

るのかなどの点について定期的にアセスメント・ツールを組み合わせて評価することによ

り、測定の妥当性が増すと考えられる、と説明する。第四に、「支援の妥当性を確認するた

めのアセスメント」である、とする。これは、第三のアセスメントと重なるが、発達の理

解というよりも支援の妥当性を評価するために補足的なアセスメントをする場合があるこ

とから、分けておいた方がよいと述べている。すなわち、発達アセスメントによって支援

目標と支援方法が決定され、それに沿って具体的な支援が行われる。そして、支援によっ

て、子どものどのような側面の発達が促されたのか、あるいはその伸びは予測通りのもの

であったのか、別の問題行動を引き起こしていないかなどが評価される。それによって、

支援目標、支援方法の妥当性が検討され、支援目標や支援方法の変更が必要か否かについ

て判断がなされることになる、とする。 

 このように、発達アセスメントは、子どもの発達を理解し、支援するためのものである

こと、発達支援は、必ずしも知能を伸ばすことだけが目的ではないし、ましてや発達検査

の成績を上げることが目的ではないとし、重要な点は、支援によって、現在の子どもの生

活をどのように豊かにするのか、子どもの将来の発達をどのように準備するのかという点

であることを本郷（2008）は述べている。 

 つまり、子どもの心理アセスメントとは、「何らかの臨床心理学的援助が必要とされる可

能性のある対象（クライエント）に対して、必要と考えられる情報を臨床心理学的方法に

よって収集し、臨床心理学的側面から見立て、援助の方針を決定すること」という臨床心

理アセスメントの定義に包含される、「人を理解し、人の行動や発達を予測し、その発達を

支援する方法を決定するために行われる測定・評価」を定義とする、発達アセスメントを

核とするものであると考えられる。そして、この発達アセスメントには、「理解するための

アセスメント」と「支援するためのアセスメント」の 2 側面があるが、実際にはこの 2 側

面は重なり合っており「理解と支援のためのアセスメント」と整理できると思われる。ま

た、アセスメントの目的は、本郷（2008）が「発達支援のニーズを把握」、「支援目標、方

法を決定」、「発達を確認」、「支援の妥当性を確認」と整理したが、松本（2010）も、「子
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どもは成長・発達する存在である」とその特徴を述べたように、子どもの発達の経過を辿

ること、そして経過を辿りつつ、その都度の状態を見極めていきながら支援を構築し直し

ていくことが心理アセスメントには重要なポイントであることがわかる。もう一つの重要

なポイントは、本郷（2008）、松本（2010）も指摘している、子どもが取り巻く環境の中

で生きているという点、これは、子どもの関係性の発達を見ていく視点ともいえるのでは

ないだろうか。 

 実践の現場では、様々なアセスメントのツールを複合的に用いながら、本郷（2008）が

示す、「発達支援のニーズを把握」、「支援目標、方法を決定」、「発達を確認」、「支援の妥当

性を確認」などのことが実施され、そこには関係性を見ていく視点もそれぞれの臨床家の

センスに頼る形で織り込まれていることが多いのではないだろうか。 

 子どものアセスメントを、「理解と支援のためのアセスメント」として行う上で、有効と

なるのが人物画であると考える。山形（2000）は初期描出に、対人場面における表現意図

（P.23, 9 行）を重視した。つまり、初期発達における他者とのコミュニケーションへの着

目である。小林（2010）も、情動が中心的役割を占める情動水準のコミュニケーションが

繰り返される中で、やがて話し言葉や身振りなどなどの媒介を介したコミュニケーション

の成立に進むとし、他者との関係が表現意欲につながることに目を向けている。これらの

理論によって描出をとらえることで、「子どもは取り巻く環境の中で生きている」という点

を重視したアセスメントを可能にする。また、鬼丸（1981,1996）は、なぐり描きから、

円形へ、円形から直線の出る段階、それがやがて頭足類へとつながるとして、初期の描出

の過程は、人物画につながる過程であるとした（P.22）。その人物画の描出過程を見ていく

ことは、松本（2010）の示した、「子どもは成長・発達する存在である」という点を重視

したアセスメントを可能にするのではないだろうか。 

 

（２）心理アセスメントとしての人物画 

子どもを対象としたアセスメントでは、言語能力の限界もあり、知能検査においても、

性格検査においても、非言語的な検査手段が有効な場合が多いことや、遊戯療法の一環と

しても用いやすいことから、描画をアセスメントとして活用することは多い。描画の中で

も人物画によるアセスメントの有効性の実証につなげていくため、心理アセスメントの一

環としての人物画についての意義について述べる。 
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心理アセスメントとしての描画テストの目的は、言うまでもなく、絵を芸術的表現とし

ては見ない。深田（1986）が言うように「描画者が自分の生きている日々の世界、周囲の

社会をどんなものと見ているかの表現として読み取る」のである。深田（1986）はさらに

「単なる現実の模写ではない」こと、「偏見や主観に彩られた自分の見た世界とそこに在る

物や人を描くのであり、またそれしか人間にはできない」とも述べている。心理アセスメ

ントとして描かれた描画は、描き手の治療や支援のために用いるのであるから、描き手の

治療や支援のための手段である。目的は、目の前の「人」を治療すること、支援するこ

と、成長・発達を支えることなのである。 

心理テストを実施するにあたっては、適切な場面を設定する必要があり、検査者と対象

者との間にラポール（rapport：心のつながり）を形成しなければならない。このラポー

ルの形成がどうであるかも、対象者の描画への反応に影響する。そして、知能検査として

DAM（Draw a Man）を実施する場合も、投影法として DAP（Draw a Person）を実施

する場合も、描き終えられた画と同じように、描出される途中の観察も臨床実践には重要

である。描画中に描画者は様々な発信をしてくれる。時には鼻歌を歌いながら描いたり、

時には「描けない」や、「絵を描くのは苦手」とつぶやいたり、「○○を描いても良いか」、

「上手に描かないといけないのか」などと質問することなど、いずれも貴重な情報であ

る。一旦描いたものを抹消する、描き直しをする、それらのプロセス、あるいは所要時間

の長短、考え迷う様子、時に乱暴な描き方や消し方、反対にあまりに弱々しい描き方や消

し方、これらはすべて出来上がった画以外の、多くの貴重な判断材料を検査者に与えてく

れる。描画者が幼児の場合は、たいていの場合、母子同席のもとで実施するため、描き出

しや、描く途中、描き終わった時、子どもが母親の反応をどのように気に留めているか、

そして、母親の、子どもの描出中の行為や描いた画への反応がどうであるか、などは母子

関係を見ていく上での貴重な情報になる。しかし、これらの貴重な情報を、どれだけ意味

深い情報として受け取ることができるかは、検査者の経験や力量によるところがある。母

子同席の場合、検査者が、子どもの描いた画にどう反応したかが、その後の母子関係に影

響を与えることも十分あり得るのであり、こうしたことをしっかりと視野に入れておかな

ければならない。投影法としての理解や解釈には、極めて熟達した経験や知識、柔軟な包

容力が必要である。 
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 心理アセスメントとして人物画を活用する上では、このような前提条件があり、「今・こ

こ」という、検査者と対象者との出会いによってこそ表現されるものであり、他に替えの

ない描画が生み出されるのだということを忘れてはならない。加えて、子どもを対象にし

て人物画を心理アセスメントとして用いる場合には、コ―ピッツ（Koppitz, E. M., 

1968）が「人物画の単一の徴候を取り上げそれに基づいて、児童の行動や障害に関する確

かな診断や評価をすることは不可能である。絵の全体と、各種の徴候や指標の組み合わせ

がいつも考慮されるべきだし、さらに児童の年齢・成熟・情緒の状態、社会的あるいは文

化的背景に基づいて分析がされるべきだ」と述べているように、基本的な指標を踏まえな

がらも、安易な解釈をせず、常に子どもの発達の状況や環境的な背景なども含め、総合的

な視点を持っておく必要がある。 

 

第２節 心理アセスメントとしての人物画の発展 

 

人物画はセルフ・イメージの一端をとらえるものとしてしばしば活用される。人物画は

もともとグッドイナフ（Goodenough, F. L., 1926）が知能・発達検査として開発した

が、マッコーバー（Machover, K., 1949）が精神分析的解釈仮説を提出して以来、投影法

としても利用されることが多い。また、コーピッツ（Koppitz, E. M., 1968）は人物画の

発達的側面と情緒的側面の相互関係に目を向けた。つまり、人物画は発達的・情緒的な状

態像を視覚的な情報として表すものであると言え、近年では発達障害児のパーソナリティ

の理解への利用が進み、心理臨床の専門家だけでなく他の様々な療育の専門家によっても

アセスメントや指導の中で活用されている。こうした背景から、（１）では、人物画のアセ

スメントの海外での発展について概説する。まず、グッドイナフ（Goodenough, F. L., 

1926）による知能・発達検査としての人物画についての理論、マッコーバー（Machover, 

K., 1949）による精神分析的解釈、投影法としての理論、コーピッツ（Koppitz, E. M.,  

1968）による発達的側面・情緒的側面の相互関係に注目した理論を整理する。その上で、

本研究のテーマである、子どもの人物描出の発達過程への着目から心理アセスメントとし

ての人物画の有効性を探る視点にしぼり、発達をアセスメントする側面を軸とするグッド

イナフ人物画知能検査の日本での発展について（２）で見ていき、（３）で最近の動向を整

理する。 
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（１）人物画のアセスメントの海外での発展 

 表１-1 に、人物画を用いたアセスメントの、海外における主な理論を整理する。  

 
表１-1 人物画を用いたアセスメントの、海外における主な理論まとめ 
 人物画理論の提

唱者 

理論のポイント 実施・分析方法の

特徴 

実際の適用から

見出されたポイン

ト 

知能検査 グッドイナフ 

 

 

 

 

 

 

・人物画を描かせて

知能指数を求める。

知的レベルの測定。 

・グッドイナフ人物

画テスト（Draw-a-

Man Test:DAM） 

 

・一人の男の子を描

出させる 

・検査の所要時間は

10 分程度 

・適用範囲は精神年

齢 4 歳から 10 歳 

・スタンフォー

ド・ビネー知能検

査との相関性か

ら、信頼性・妥当

性が高い 

・簡便性が高い 

ハリス 

 

・人物画を描かせて

知能指数を求める。

知的レベルの測定。 

・グッドイナフ－ハ

リ描画テスト

（Goodenough-

Harris Drawing 

Test） 

・グッドイナフの実

施・分析方法を基本

的には踏襲 

・男子像、女子像、

自画像の 3 枚を描出

させる 

・煩雑性、所要時間

が長い 

 

・信頼性・妥当性

は高い。 

・簡便性に乏しい 

性格検査 マッコーバー ・人物画を描かせて

性格分析をする。パ

ーソナリティー投影

法（Draw-a-Person 

Test:DAP） 

・男女一対の全身

像、すなわち 2 枚の

人物画を描かせる。

男女いずれを先に描

いてもよい。 

・適用範囲は児童か

ら成人まで 

・知能以外の豊か

な臨床程知見が得

られる 

知能検

査・性格検

査 

コーピッツ ・人物画を描かせて

発達的側面・情緒的

側面の相互関係見る 

人物画 HFD

（Human Figure 

Drawings） 

・各児童に一枚だけ

の絵を描かせる 

・グッドイナフーハ

リスの採点体系に加

え、独自の発達項目

を追加 

・情緒指標も追加 

・適用範囲は 5 歳か

ら 12 歳 

・絵の全体と、各

種の徴候や指標の

組み合わせがいつ

も考慮されるべき 

 

１）知能検査としてのアセスメント ～グッドイナフ（Goodenough,F.L., 1926）の理論

を中心に～  

➀グッドイナフ人物画知能検査 
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 グッドイナフ（Goodenough,F.L., 1926）は以前から関心をもたれていた子どもの人物

画について、年齢による明細化過程を整理し、標準化を試みた。そして、人物画検査

（Draw-A-Man Test）を発表し、知的レベルの測定に利用した。これは、「一人の男の子

を描出させる」、「非言語性検査」、「検査の所要時間は 10 分程度」、「適用範囲は精神年齢 4

歳から 10 歳」という特徴を持つ検査であり、検査の容易さ・簡便さ、そして信頼性・妥

当性の高さが評価され、汎用されることになった。  

➁ハリス（Harris, 1963）の人物画知能検査 

 ハリス（Harris, 1963）はグッドイナフ（1926）の考え方を踏襲しながらも大幅な改訂

を試みた。「一人の男の子を描いてください」と指示を出し、評価も男子像を念頭に置いた

採点項目が設定されていた。しかし、女児は女子像を好んで描出するし、男子像を強制的

に描出させたものより、明らかに明細化が進んでいることは明白である点に改定のポイン

トをおいたのである。改訂されたハリス（Harris, 1963）による「Goodenough-Harris 

Drawing Test」は知的能力の測定において信頼性・妥当性も高いと評価されている。しか

しながら、採点項目は当然のこととして男女別々にリストアップされ、それぞれについて

70 項目以上の採点項目が取り上げられている。そして、実施に当たって 3 枚（男子と女子

像そして自画像）の描画に要する時間、および採点に当たっての煩雑性と時間の延長とい

った問題が生じることになる。このことは、DAM の最大の利点である簡便性が損なわれ

ることになる。 

 

２）性格検査としてのアセスメント 

～マッコーバー（Machover,K., 1946）の理論を中心に～ 

【精神分析的解釈、投影法について】 

 ベル（Bell,1948）は投影技法なる一書の中の絵画とその他の美術と題する一章で、絵画

は性格分析の重要な方法だと述べた。また、ベック（Buck, 1948）は家-木-人を自由に描

かせて分析し、性格の構造、性格と環境との関係について知見を得ようとするに至った。

マッコーバー（Machover, K., 1949）は人物画を描かせて性格分析をする（Draw-a-

Person Test,DAP と呼称）ことを見出したが、この考えは世界的に大いに利用され、研究

され、“児童の絵は児童の発達の表示である”という認識から、やがては児童の絵によって
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児童の知能が読み取れるとされ、やがて人物画を描かせるとそこには知能のみか性格も表

現（project）されると考えられるようになった。 

 普通の知能指数を求める目的でのグッドイナフ人物画テスト（Draw-a-Man 

Test:DAM）の実行途上で、個々の描画作品を入念に調べることは単に対象者の知能水準

を知るのみではなくて、もっと豊かな臨床的知見をそこから得られることが見い出された

のである。同じ知能年齢の評価を得た子どもたちでも、しばしば驚くほど違うか、また個

性的な絵を描くのである。さらに、社会的に引っ込んでいたり、話をしなかったりするよ

うな子どもが、彼ら自身の個人的空想やその不安、または罪悪感を個性の乏しい普通一般

の画像の上に吐き出す機会を喜んでいるのは、我々の誰もが経る経験である。子どもたち

の絵画的コミュニケーションにこのような価値があることがわかったので、間もなく人物

画は正規の臨床的テストの手続きの中に取り入れられ、しかも子どものみか成人年齢の段

階まで運用が拡大された。 

 

３）発達的側面・情緒的側面の相互関係に注目した理論から 

～コーピッツ（Koppitz,E.M., 1968）の理論を中心に～ 

 コ―ピッツ（Koppitz,E.M., 1968）はグッドイナフ（Goodenough, F. L., 1926）と同

じく、各児童に一枚だけの絵を描かせ、それをテスト材料とした。5 歳から 12 歳に至る

1856 名の児童の描いた人物画 HFD（Human Figure Drawings）を検討することによっ

てテストを発展させた。コ―ピッツ（Koppitz,E.M., 1968）は“グッドイナフーハリスの

採点体系及びコ―ピッツ自身の体験に由来する”30 の発達項目を彼女のテストのために選

択した。 

 テスト場面では、各児童が“人の全体を描け”と求められた。評価にはただ一枚の絵だ

けが用いられた。テストは個人別に行われることもあり、また集団場面において施行され

ることもある。自発的に自由に（家庭などで）描いた絵はテスト用の人物画として認めら

れない。30 の発達項目は年齢水準ごとに四つのカテゴリーに分けられる。それは“期待さ

れるもの”、“普通”、“特異ではない”、“例外的”である。コ―ピッツ（Koppitz,E.M., 

1968）は“例外というのは精神成熟において平均以上の児童の人物画にのみ見られる発達

項目だと仮定”している。そしてコ―ピッツ（Koppitz,E.M., 1968）はテストにおいて例

外的という評価には 1 点ずつを得点に加えている。期待されるものの出現にもまた１点を
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与えるが、もしこの項目が欠けていると 1 点を減じる。得点合計が負になるのを避けるた

めに、各児童に、実際の得点に 5 点ずつを加えている。得点が７～８点というのは高得点

で、少なくとも知能指数では 110 である。得点が 2 点であると知能指数では 60 から 80 程

度を意味する。得点 2 以下は精神薄弱か著しい情緒問題を示唆する。 

 30 の発達項目に加えて、コ―ピッツ（Koppitz,E.M., 1968）は人物画の中に見出した

各種の情緒指標を掲げている。これらの指標は次の項目を含む。眼・口・腕・脚・手・

足・あるいは頸の欠除。画像の身長が 9 インチあるいはそれ以上。画像の身長が 2 インチ

あるいはそれ以下。画像が垂直から 15 度以上傾斜。たいそう長い腕。たいそう短い腕。

雲・雨・雪・あるいは飛ぶ鳥を描き加えている。 

 情緒指標については、76 組の児童を用いて妥当性を検討した。半数の児童はその教師か

ら、“社会的、情緒的に、また学業に対しても適応が良い生徒”として選ばれた者である。

ただし彼らについては、知能テストの得点は入手できていない。他の半数は児童相談所の

来訪者から得られた。児童相談所から得た臨床群では 166 個の情緒指標が見られたが、他

方の 76 名の適応児群ではただ 22 個の情緒指標が見られただけであった。各児童の情緒適

応あるいはその障害は、児童が求められて描いた絵に見られる情緒指標の数で測れる。 

 カリフォルニアの湾地区の公立学校に通っている 5 歳児によって描かれた 2683 枚の人

物画（ローダ・ケロッグ児童画コレクションからの 2683 枚の「人間」画）において、コ

―ピッツ（Koppitz,E.M., 1968）の選んだ 8 項目の情緒指標（5 歳）では、「身体がな

い：741」、「鼻がない：692」、「手がない：644」、「顔に陰影：499」、「口がない：253」、

「傾斜する姿勢：216」、「手足が左右非対称：164」、「微笑像：125」という結果となって

いる。児童たちは“全身を描け”とは求められなかったが、全員の 1/4 より多くの人が胴

を欠いている。掲げた項目中でも微小像の如きは出現頻度が全部の絵の 1/20 以下であり、

これらの徴候の出現頻度には有意差がある。これらが同頻度で出現するとは期待できな

い。 

 コ―ピッツ（Koppitz,E.M., 1988）は、簡単な解釈をすることの危険性を指摘し、次の

ように述べている。「人物画の単一の徴候を取り上げそれに基づいて、児童の行動や障害に

関する確かな診断や評価をすることは不可能である。絵の全体と、各種の徴候や指標の組

み合わせがいつも考慮されるべきだし、さらに児童の年齢・成熟・情緒の状態、社会的あ
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るいは文化的背景に基づいて分析がされるべきだ。また入手できる限りの他の資料も評価

されるべきはもちろんである。」 

 

（２）日本でのグッドイナフ人物画知能検査（Draw-a-Man Test:DAM）の発展 

１）丸山（1927）、岩田（1929）、桐原（1930）の先駆的研究 

➀丸山（1927）は描画に表現された人物像の部位数を「観念数」と呼び、その総数によっ

て精神能力を測定できると考えた。3 歳から 7 歳までの直線的な増加数に着目した。1926

年からスタートした研究はグッドイナフの DAM と関係なく進められていた。 

➁岩田（1929）はグッドイナフの DAM の本邦における追試を実施した。結果は日本の児

童のレベルが高いこと、しかし、それなりに他の知能検査との相関の高いことから、言葉

の違いなどに影響されない有効な検査法であるとしている。 

③桐原（1930）はグッドイナフの DAM を忠実に翻訳し本邦の児童に適用し、2 歳から 14

歳 6 カ月の男・女児 3347 名を対象者として標準化を行った。その結果、本邦の児童の得

点が米国の児童より高いレベルにあること、男児よりも女児の得点が高得点で推移するこ

とを示した。ビネー・シモン法（久保の大正 11 年法）との知能指数における相関（桐原, 

1930）については、6 歳から 8 歳までは比較的高い相関係数が示され、併存的妥当性が認

められる。しかし、9 歳以上となると相関は低下する傾向にあることが示されている。   

 

２）DAM の発展～小林ら（1965）の研究～ 

 日本における先駆的研究を受けて、小林ら（1965）は桐原の基準を追試し、信頼性・妥

当性が低下していることを明らかにした。先駆的研究以後の、小林ら（1965）の研究を中

心に表 1-２に整理する。 

 
表 1-２ DAM の発展～小林ら（1965）の研究について 
著者

（年） 

研究対象 研究方法 結果 

小林ら

（1965） 

 桐原の基準を追試 信頼性・妥当性の低下が明らか

となった 

小林・

小野

（1976） 

幼児 710 名、学

齢児 1173 名（合

計 1883 名）を披

検児として、再標

準化 

・テスト施行時の教示の工

夫：「人を一人描いてくださ

い。頭から足の先まで全部で

すよ。しっかりやってね」と

教示。 

・通過率の高い項目から低い項目

へと整理し、50 項目を設定 

・簡便性を重視。 

・信頼性・妥当性を勘案した検査

法とした。 
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・描出された人物像について

男か女かを確認。 

・女子像である場合は「今度

は男の子を描いてね」と教

示。 

・採点は男子像のみ。 

・視覚・運動系の動作性の検査で

あることを強調。 

木舩

（1980） 

一般児童と、養

護学校、特殊学級

の生徒 

・DAM と田中・ビネー知能検

査の併存的妥当性を検討 

・一般児童において IQ で.642 の

相関を見い出した 

・養護学校、特殊学級の生徒にお

いても.583 の相関値が認められ

た 

木舩

（1984） 

 

脳性麻痺児 ・DAM と WISC-R との併存的

妥当性を検討 

・言語性 IQ で.638、動作性 IQ

で.730 と比較的高い相関値を見

い出した 

真田

（1980a,

1980b） 

知的障害児 ・DAM と WISC およびベンダー

ゲシュタルトテストとの併存

的妥当性を検討 

・高い妥当性がある 

 

➀小林・小野（1976）の研究 

 DAM の再標準化に当たっては幼児 710 名、学齢児 1173 名（合計 1883 名）が披検児と

された。この資料を基に小林（1977）によって「DAM グッドイナフ人物画知能検査」と

して公刊された。この検査の特徴としては、これまで採点項目は概ね身体の上部から下方

に向けて配列され、部分の比率、明細化などがあげられていた。この配列を修正して、通

過率の高い項目から低い項目へと整理した。これは採点する際に時間の短縮となり、臨床

的利用に有効となるとの考え方で行われた。女児が男児より高い得点を示すという女児優

位の男女差への対処がなされている。小林・小野（1976）はテスト施行時の教示の工夫を

試みたのである。グッドイナフ・桐原らの教示は「男子を描くこと、全身を描くこと、こ

れで十分だと思うまで、できるだけよく描くこと」（do your best！）であった。小林・小

野（1976）は「人を一人描いてください。頭から足の先まで全部ですよ。しっかりやって

ね」と教示する。そして、描出された人物像について男か女かを確認する。女子像である

場合は「今度は男の子を描いてね」と教示する。採点は男子像のみとする。  

グッドイナフ・桐原の方法では採点は 51 項目であった。小林・小野（1976）の方法で

は項目として不適当であったり、採点が困難であったりするものを修正・除外がおこなわ

れ、結果的には 50 項目を設定した。 

 以上のように、簡便性を重視し、信頼性・妥当性を勘案した検査法とした。しかし、あ

くまでも視覚・運動系の動作性の検査であり、総合的な知的レベルを測定しているもので

はないと強調している。 
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➁木舩（1980,1984）、真田（1980a,1980b）らの研究 

 木舩（1980）は併存的妥当性を検討するために DAM と田中・ビネー知能検査の相関に

ついて報告している。一般児童において IQ で.642 の相関を見い出し、養護学校、特殊学

級の生徒においても.583 の相関値が認められたとしている。更に、木舩（1984）は、脳性

麻痺児の場合での DAM と WISC-R との併存的妥当性を検討した。その結果として、言語

性 IQ で.638、動作性 IQ で.730 と比較的高い相関値を見い出している。 

 知的障害児の DAM の併存的妥当性については、真田（1980a,1980b）は WISC および

ベンダーゲシュタルトテストとの相関を検討し、高い妥当性のあることを示している。 

  

（３）DAM 研究の最近の動向 

 表 1-3 に、DAM 研究の最近の動向を整理して示す。 

 
表 1-３ DAM 研究の最近の動向について 
著者（年） 研究対象 研究方法 結果 

今給黎・藤原・

安川・松山・山

田・倉内・笠井

（2006） 

 

３―5 歳児、79 名 

3 歳児 30 名（男

児 12 名、女児 18

名）、4 歳児 25 名

（男児 12 名、女児

13 名）、5 歳児 24

名（男児 7 名、女児

17 名） 

DAM の採点項目 50

の中で、一人も描い

た児がいなかった 14

項目を除いた 36 項目

について調査 

・DAM の採点項目は、通過率の

高い順序で配列がなされてい

る。しかし、年齢的に描かれて

いてもいいはずの項目が必ずし

も描かれていない場合もあれ

ば、反対に年齢的には描くのが

難しいと思われる項目が出現し

てくることもあり得る 

加藤・山田

（2010） 

3 歳 9 カ月～6 歳

8 カ月までの 166 名 

日本版ミラー幼児

発達スクリーニング

検査と DAM を実施 

・発達指数は生活年齢 5 歳 8 カ

月までは年齢相応の 100 を超え

る値 

・5 歳 9 カ月～6 歳 2 カ月では

96.9 

・6 歳 3 カ月～6 歳 8 カ月では

94.5 と低下 

・全ての年齢段階において女児

の得点が高い（女児については

女子像を対象としての採点） 

郷間英・木下・

川越・中市・木

村・郷間安

（2010） 

3 歳～6 歳の 544

名の幼児 

DAM 実施 ・広汎性発達障害や知的障害と

診断された子ども 17 名：DAM-

IQ の平均 70.1 

・「気になる子ども」63 名：

DAM-IQ 平均 92.2（人物像はア

ンバランスの印象を受ける例が

多い） 

・診断名のない子ども：DAM-

IQ 平均 98.3 
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川越・郷間英・

牛山・池田・郷間

安（2011） 

保育園の年長クラ

ス・5 歳 4 カ月～6

歳 4 カ月の幼児（男

児：48 名、女児：

53 名） 

DAM 実施 

・小林（1977）の

データと比較 

・男女の比較 

・小林（1977）のデータと比較

してほぼ 6 カ月の遅れ(全体の

IQ:91.3) 

・女児の結果は男児より有意に

高得点（男児 IQ：86.9、女児

IQ：95.4） 

福元・森・森

本・岡田・小倉・

畠垣・野邑

（2013） 

小学校 2 年生につ

いて男児 114 名、女

児 106 名 

DAM 実施 

・小林（1977）の

50 項目で男女差が認

められる項目を抽出

し検討 

・女児が男児より有意に高い

IQ を得た 

 

➀今給黎・藤原・安川・松山・山田・倉内・笠井（2006）は、３歳～5 歳の 79 名、3 歳児

30 名（男児 12 名、女児 18 名）、4 歳児 25 名（男児 12 名、女児 13 名）、5 歳児 24 名

（男児 7 名、女児 17 名）を対象に DAM の採点項目 50 の中で、一人も描いた児がいなか

った 14 項目を除いた 36 項目について調査を行った。その結果から、DAM の採点項目

は、通過率の高い順序で配列がなされているが、年齢的に描かれていてもいいはずの項目

が必ずしも描かれていない場合もあれば、反対に年齢的には描くのが難しいと思われる項

目が出現してくることもあり得ることを報告した。 

➁加藤・山田（2010）は 3 歳 9 カ月～6 歳 8 カ月までの 166 名を対象者として日本版ミラ

ー幼児発達スクリーニング検査と DAM を実施した結果を報告している。DAM の発達指

数は生活年齢で 5 歳 8 ヶ月までは年齢相応の 100 を超える値を示しているが、5 歳 9 ヶ月

～6 歳 2 カ月（32 名）では 96.9、6 歳 3 カ月～6 歳 8 カ月では 94.5 と低下している。い

ずれの年齢段階においても女児が高い得点を得ているとしている。しかし、DAM は男子

像を評価対象にしているが、女児については女子像を対象としての採点であることに留意

する必要がある。女子像を対象としての採点がなされている理由としては、母子家庭など

の家族関係の複雑化などを背景に、性別に関係なく採点をしている先行研究や、定型発達

児を対象とした研究で男女ともに同性画を好んで描く傾向のあることが報告されているこ

とを挙げている。 

③郷間英・木下・川越・中市・木村・郷間安（2010）は、3 歳～6 歳の 544 名の幼児を対

象に DAM を実施した。広汎性発達障害や知的障害と診断された子ども 17 名では DAM-

IQ は平均 70.1 となり、診断名のない子どもの DAM-IQ の平均 98.3 と比較して低値であ

った。診断名はないが、「気になる子ども」63 名の DAM-IQ は平均 92.2 の値であった

が、描出された人物像はアンバランスの印象を受ける例が多かった。このことは発達障害
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の子どもと同様の特徴を持っていると言えるが、より詳細な検討は必要であるとしてい

る。 

④川越・郷間英・牛山・池田・郷間安（2011）は保育園の年長クラス・5 歳 4 カ月～6 歳

4 カ月の幼児（男児：48 名、女児：53 名）を対象として DAM を実施した。全体の IQ は

91.3 であった。この結果は小林（1977）のデータと比較してほぼ 6 カ月の遅れのあるこ

とを示している。そして、女児の結果は男児に比べて有意に高得点を得ていることが示さ

れている（男児 IQ：86.9、女児 IQ：95.4）。 

⑤福元・森・森本・岡田・小倉・畠垣・野邑（2013）は小学校 2 年生について男児 114

名、女児 106 名を対象に DAM を実施し、その結果を報告している。その中で、小林

（1977）の 50 項目で男女差が認められる項目を抽出し検討している。そして、全体とし

て DAM の算出された IQ：83.6 となり、女児が男児より有意に高い IQ を得たとしてい

る。この結果は小林（1977）と比較して明らかに低水準であり、1 歳以上の差が生じてい

る。 

 こうした結果から、教示の変更や、評価の対象に女子像を導入したりするなどの影響だ

けでなく、40 年近くの経過による情勢の変化も考慮していかなければならないという流れ

となり、DAM の再標準化が求められることになった。そこで、小林・伊藤（2017）によ

り、再標準化が行われ、DAM 新版が完成した。 

 

第３節 人物画に表現される自己像と身体意識 

～特に初期の発達と人物画につながる表現との関係～ 

 

（１）人物画表現における自己像と身体意識 

鬼丸（1981）は、子どもが表出するようになる円形、そして頭足類の円形部を、「触

覚、否むしろそれを含んだ子供の、直接的な全身体的感覚である」とし、子どもは、無意

識の内に相手の存在そのものになって、相手の息づく存在感を全身で感じ取っているのだ

と説明する。そして、この、自我と対象との間の距離が欠けている、両者が一つになって

いるという状態は、知らず知らずのうちに相手の内側に入り込み、無意識のうちに相手と

一体化して「見る」ことにつながるのだという。これは、ワロン（Wallon,H., 
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1949/1969）の示す、“「自己意識」は「他者意識」と一体的に、やがては分化しつつ同時

に発生する”という見解と類似している。 

 「無意識のうちに相手と一体化して「見る」」（鬼丸, 1981,1996）については、「触知器

官が対象の表面を移動することで、対象をよりよく知覚できる」として、それを鬼丸

（1981）は「触覚的な視」と呼んでおり、「見る」という表現が視覚に基づいたものでは

ないということがわかる。鬼丸（1981）は目による外界の認識は、「体性感覚のはたらき

の協力によって、早くから訓練されると考えられる」とし、「目に教え、目を訓練するのが

触覚や運動感覚なのだ。さわること、つかむこと、這うこと、歩くことが、目に映る世界

が実際になんであるかを実感させる。だから、幼い時ほどこれら体性感覚が、子供の精神

活動を主導している」と説明する 

子どもははじめ、莫とした状態から、共生状態にある母親との情緒的コミュニケーショ

ンを軸として徐々に自己を形成していくが、その形成には常に響き合う依存対象である母

親の存在と共に、自ら動き、触ったり、つかんだり、舐めたり、そして無地の面にしるし

をつけたりしていくことが必要となる。これらは内的衝動によるものである。つまり、自

己の形成過程が子どものはじめの描画行為に必然的に表れ、自己の形成を支えるものとな

る。そうした過程を経ていく中で、やがて自己と他者を見出し、なぐり描きから円形と直

線の発見、そして頭足類へと至る。このどの段階の描画行為も、それ自体が自己の形成を

支える働きをすると共に、その時、その時の発達段階における子どもの状態像をうつし出

す「自己像」であるといえ、「触覚的な視」（鬼丸,1981）によってとらえることのできた

「他者像」でもあるといえるのではないだろうか。 

 

鬼丸（1981）による子どもの描画表現の発達段階 

  
 ―再現期―  

 視覚の関与  

移行期（過渡期）   

 

           

―構成期―  

頭足人～  

  

 ―表出期―  

たたきつけ→振幅・回転・迷走  

    

1 歳  2 歳  3 歳  4 歳～         学童期～   前思春期以降～     

図 1-１ 鬼丸（1981）による子どもの描画表現の発達段階 

 

鬼丸（1981）による子どもの描画表現の発達段階 

  

 ―再現期― 

 視覚の関与 

移行期（過渡期）  

 

           

―構成期― 

頭足人～ 

  

 ―表出期―  

たたきつけ→振幅・回転・迷走 

    

1 歳 2 歳  3 歳  4 歳～         学童期～  前思春期以降～    
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図 1-１に、鬼丸（1981）による子どもの描画表現の発達段階を示した。鬼丸（1981）

は、描画表現の発達段階を「表出期」、「構成期」、「再現期」に分けた。表出期の描画は、

いわゆるなぐり描きの時期にあたり、2 歳前後の叩きつけに始まり、筋肉・運動神経の発

達に伴い、振復、回転、迷走を経て、円と直線の発見にいたる。そして、一見顔に似た円

形が子供にとって「存在するもの」の原初的表現であることを示した。円形は全身であ

り、手足が元来方向線であり触知線であるとし、円と直線、「表出期」の試行の中から獲得

されたただこの二つの（円と直線という）「語彙」をもって、生きた存在を現したのが「頭

足類」であると、「構成期」に突入したばかりの頭足類の表現について説明している。鬼丸

（1981）は、「方向線」とは、「線はある方向に向かっての運動を示すから、方向線と呼べ

る」とし、「触知線」とは、「線は未知の空間を探るはたらきをするので、この意味では、

触知線と言ってよい」とする。こうして生きた存在として表された「頭足類」こそ、周囲

の人からも認識できる、つまり、周囲の人とも共有できる、その子どもの最初の「自己

像」であり、「身体意識」の表れとも言えると思われる。ワロン（Wallon,H., 

1949/1969）のいう、「個体になっていく」その過程は、まさに鬼丸（1981）の示す、子

どもの描画の「表出期」の表出行為に重なるのではないだろうか。   

また、マリアンヌ・フロスティッグ（Frostig,M., 1970/2007）は、「子どもは『なすこ

と』によって『自分の力』で学ぶ」と説いている。鬼丸（1981）も、子どもの「描く」と

いう行為は自己発生的な起源をもつとする。描くという行為により、外界に働きかけるこ

とそのものを通して、子どもは自己を発見していくともいえよう。つまり、「私」という言

葉、「頭足類」の描画、こうした象徴表現の出現に至るまでの、情緒的共生状態の時期を、

自己と他者を見出し、身体意識を育んでいくために、情動によるコミュニケーションをい

かに大切に積み重ねていくことができるかが、非常に重要なことであると思われる。津守

（1987）も、「描画の最初は、子どもが紙の上に鉛筆で何かしるしをつけようとする行為

そのものに意味がある。それは、自分の存在のあとをしるしづけようとする能動的行為で

ある。」と述べ、視覚の影響よりも、内側から表れてくる表現意欲に着目した。山形

（2000）の場合は、視覚の要素を取りあげて「関係付け」による子どもの描出に視点を置

いてはいるが、子どもの描出には、社会的な人間関係の形成を中心とする、環境とのかか

わり、つまり関係性の発達が重要な意味を持つことを重視し、「年少幼児は周囲の人々と親

密な関係を保ちつつ、社会的な対人的文脈下で成長し、発達する。子どものこうした発達
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様態を考慮すると、周囲の人々や環境との相互交渉を通じて初期描画発達の特質を解明す

ることが極めて重要」であるとする。社会的な対人的文脈下で、相互の交渉において精神

面が動かされ、能動的な行為として表出が促されていくという意味において、山形

（2000）も、初期描出に関係性の発達による精神のはたらきの出現を見ている。 

山形（2000）は、「対人場面」に、「シンボルの発達」、「運動制御発達」を加えたもの

を、初期描画発達における変化の過程を規定する要因として挙げ、対象表現成立に至る発

達段階と、その発達的特徴を整理してまとめている。それによると、1 歳前半には子ども

はなぐり描きにとどまっているが、約 1 歳半に対人場面における描画活動（足場造り）を

介して、シンボルとして描線を理解し、表現意図ならびに原初的表現活動が芽生える。そ

して、子どもはなにかを描こうとし、初歩的表象活動が見られ、また、対象の特徴も抽出

可能となるが、まだ対象を視覚的形態で慣用的に描出する段階には達していない。しか

し、2 歳代になると、構成活動における表示法が習得され、幾何学的描線の発達も出現

し、対象表現が視覚的形態に基づいて段階的に構成され、認定可能な図式画に到達する。

ここでは、経験と成熟の両要因が初期描画発達に複合的に関連していると見なされてお

り、前者の要因として対人場面の足場造りや 2 歳代の表示法の習得が、また、後者の要因

として描線発達が関与していると捉えられている。山形（2000）は、2 歳～2 歳半に対象

表現の成立に不可欠な幾何学的描線の描出が見られ、ここで急激に発達する縦線と円の描

出が、人物画の成立に相関が高い描線であるとしている。円形の発見以降の過程におい

て、山形（2000）は視覚の関与を重視するため、鬼丸（1981）の、視覚の関与はまだ先

であるという考えと異なる部分が出てくるが、なぐり描きから円形へ、円形から直線の出

る段階が続き、やがて頭足類へとつながる、とした鬼丸（1981）と、描出の過程の流れは

同様である。鬼丸（1996）が「子どもの内部から生じてくるはたらき」に着目し、山形

（2000）は「表現意図（P.23, ９行）」を重視した。なぐり描きの描出過程の規定要因とし

ては、どちらも、内側からの形成のはたらきを見ていると言える。鬼丸（1981）や津守

（1987）の着目、そして山形（2000）の「表現意図（P.23, 9 行）」への視点のように、

初期の描出には、子ども一人ひとりの、内側からの形成のはたらきの違いが表れるからこ

そ、早期の発達のアセスメント的な視点での活用が意義深いものとなるのではないだろう

か。 
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また、鬼丸（1981）は、「表出期」の表出性は、「構成期」にも存続するとし、「頭足

類」も、触知と運動とを主にした直接の身体感覚の表れであることを強調している。つま

り、人体表現の、身体性を含んだ内面吐露は、児童期の画を見ていく上でも重要な観点と

なると考えられる。しかし、このような性質は、最後の画期、「再現期」になると失われて

いく、とする。その理由は、「再現期」は目のはたらきが強まるので、可視的自然に反した

プロポーションを受け入れにくくなるからである、と説明する。鬼丸（1981）は、児童画

の表出性は、身体性の感覚すなわち体性感覚の強度と一致すること、そしてその表出価値

は児童画の始めほど強く、一般的であり、終わりに近づくにつれて弱くなってくるとし

た。しかし、「再現期」のいわゆる「触覚型」にのみ、それが視覚的に制約されつつも生き

残るとした。これについては、ワロン（Wallon,H., 1949/1969）が、身体空間と対象空間

の関係について、次のように述べていることにも関連しているように思われ、興味深い。

ワロン（Wallon,H., 1949/1969）は、「身体の空間が対象の空間を侵蝕する場合もある」

とする。そして、「手指失認の患者は、視野にある他のものはそれと認めることができるの

に、自分の指を認知することができず、同様に他人の指や絵に描かれた指も認知すること

ができない」と指摘し、「自分の身体についての直観が、他人（の身体）を知覚するために

必要な媒体になっている」こと、「自己身体の直観は、個人がその環境に対して持つ関係

や、またその反対に環境が個人に及ぼす影響に、大きな意味を持っている」ことを説明し

た。さらに、「身体の左半身と右半身とが、事実上につまり潜在的に分離しているとき、そ

のことが、外界への活動の中に現れてくることもある。右手から左半身へ、左手から右半

身へという交叉動作ができなくなったり、誤りやすくなったりする。身体軸は、幼児の精

神運動面の発達に大きな役割を演じているひとつの現実であるとともに、おとなにおいて

もその影響が失われることはない。」と続けている。 

 つまり、個人の、環境との関係を見ていく上でも、自己身体の直観がどうであるのかを

見ることがまず重要なことである。マリアンヌ・フロスティッグ（Frostig,M., 

1970/2007） は、「身体像の障害は描画の失敗に現れる」とし、「子どもが身体のある部分

の欠けた自画像を描き続ける場合や、自分自身を全く弱小で無意味なものと感ずるために

自分を非常に小さく描く場合、あるいは、自分に脅威を感じさせる世界の広がりを支配し

たいと願うために自分をとてつもなく巨大に描く場合は、身体像の障害に随伴している

か、あるいはその結果として生じた情緒障害を反映してもいるのである」という考えか
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ら、自己像、身体像の在り方を見る上で人物画を重視した。このように、人物画に表れる

自己像、身体像には、他者と一緒に形成されてくる自己像から、初期に形成されて以後

も、周囲との関係の中にある自己が表れる、ととらえられよう。 

以上見てきたように、子どもが自己と他者を見出していく、その過程の中では自己と他

者、多くの場合は母親がその他者を担うため、母子の関係性が重要となる。母子の情動に

よるコミュニケーションが上手く蓄積されていく、つまり、渡辺（1994）の示した「乳幼

児―母親相互作用」のように、乳幼児が、母親の微妙な眼差しや抱き方を通して、母親の

深層で自分がどのような存在意義をもつかを敏感に察知し自己と対象像を発達させていく

ことにより、子どもは自己を知るようになる。「する・される」、「触れる・触れられる」と

いう、身体感覚を根源とする、能動―受動の二重性の認知から、乳児は自他分化へ向けて

一歩を踏み出していくことをワロン（Wallon,H., 1956/1983）が示したように、自他の分

化、そして自己の形成過程を見ていく上では、母子の直接的な触れ合いを伴う密度の濃い

かかわり合いが、身体の感覚、身体意識の形成につながることに着目する必要がある。加

えて、ワロン（Wallon,H., 1956/1983）が、「外界の状況は、それ自体において認識され

るのではなく、状況が惹き起こした興奮を介して認識されるのである」としたように、子

ども自身の情動が、楽しく、心地よく、幸福な方向へと促されることの重要性にも注目し

なければならないであろう。だからこそ、そのかかわり合い、コミュニケーションの、発

達に応じた在り方、進め方としては、快適な感覚的・身体的刺激、発達の状態に合わせ

た、身体を豊かに用いた楽しい遊びの活用が鍵となる。こうして、子どもが身体意識を確

立していき、関係性の中で自己と他者を見出し、表現意欲を持ち始めていく、その過程

が、人物画の描出発達に表れるのではないかと考えられる。 

 さらに、子どもの描く頭足類、人物画の、手足は、方向線（P.22, 6 行）であり、触知線

（P.22, 6 行）であり、‘はたらき’（P.22, 10 行）であることを踏まえると、手足がどのよ

うに描かれているのか、その描かれようを見ていくことで、その子どもの自己意識の明確

さや、社会に対する働きかけのエネルギーの状態にも、何らかの示唆が得られる。鬼丸

（1981）は、「腕や脚を方向線としてではなく、手でつかめる実体として、塊量として感

ずる感覚の方が時として強い場合には、これらが円形となって体部に付着する」としてい

る。この根拠としては、「周囲を手でなぞりながらあるものの形体を、しっかりと触知し得

たことを意味する」のが完結した円形の描出である、という鬼丸（1981）の説明が該当す
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る。これを「子供の身体運動性からくる結果のバランス」（鬼丸,1981）という観点で見る

ならば、幼児の描出において手や脚が線のみで描かれている場合と、円形、つまりは肉付

きのある形で描かれている場合とでは、子どもの手脚の体性感覚、身体運動性のバランス

は異なる、実体として感じる感覚がより強いならば肉付きとして描かれる、ということに

なるのではないだろうか。そして、心身二元論のもとに進められてきているような、知識

や科学偏重の、身体を動かすことを軽視した子育て環境の影響を受けた子どもたちに、マ

リアンヌ・フロスティッグ（Frostig,M., 1970/2007） が示したような、身体意識を形成

し、促進していく身体活動を、親子の間はもちろん、保育現場の中でも、遊びとして取り

入れていくことによって、社会性の育ちを含めた全体的な発達を促すことにつながってい

くのではないか、と考えられる。 

  

（２）発達障害の疑いのある子どもの自己の発達と人物画 

 定型発達していく子どもたちの描画の発達過程は、その進度に違いこそあれ、おおむね

同じような道程をたどる。一方で、臨床の中で見られる多くのケースから、発達障害の疑

いのある子どもの描画の初期の表出は、定型発達をしていく子どもの表すものとはすでに

異なる様相を示し、その個性的な特徴、特に対人関係面の何らかの難しさを示唆するもの

となっている。発達障害に関しては、その難しさの特徴から、母子関係の構築が悪循環を

呈しやすいことが大きな問題である。またそれは何らかの診断を受けるには至らないが、

微妙な特徴故に経過を丁寧に見ていかなければならないグレーゾーンの子どもたちにも同

様のことが言える。人間の発達の礎となっていくところで悪循環が生じてしまうことで、

子どものその後の発達は難しさを広げていくものとなっていく。 

 ワロン（Wallon,H., 1949/1969）は、子どもは発生的に社会的存在である、とした。社

会性は個人の生涯の途中で獲得されていくものではなく、それは子どもの生存と発達との

一つの絶対的条件なのである。子どもは他者との共生において、他の人々、集団、社会と

の葛藤や対立を通じて、自我の感情を獲得していくのである、と説明した。こうした考え

に基づくならば、発達障害のある子ども、またはグレーゾーンの子どもの特徴や、母子関

係に関しては、最早期に遡って目を向けることが重要となる。そして、より早期の介入の

可能性も示唆されると思われる。その際、既に見てきたように、乳幼児期の描画の表出の

ありようは、子どもの状態像、母子関係の状態像を理解する一つの糸口となり得るのでは
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ないだろうか。そうしたことを踏まえ、ここではまず１）として、発達障害をどうとらえ

るか、を整理する。そして、２）として、発達上の特徴と人物画につながる表現の理解に

向けて、という視点で見ていくこととする。 

 

１）発達障害をどうとらえるか 

 小林（2010）は、「今日、軽度発達障害と称されているものに代表されるように多様な

発達障害の診断概念が生まれているが、発達障害の子どもたちを数多く診てきたものが最

初に抱く素朴な疑問のひとつは、実際の事例において、その臨床診断に迷うことが少なく

ないことである。」と述べている。小林（2010）の言うように、とりわけ軽度発達障害と

いわれる子どもたちの場合、一つの事例においても、ある時期には ADHD とみなされ、

数年後には LD へ、思春期に入ると広汎性発達障害（PDD）へと変更されることは珍しく

ない。続けて小林（2010）は、乳幼児期早期における診断の難しさも指摘する。さらにこ

のことにより、1 歳の時に相談に行っても、まだ早すぎて診断を確定することは困難であ

ると言われて、結果的にそのまま放置されることになり、早期介入の機会が失われてしま

うことも少なくないことを危惧している。そして、ここには発達障害における「発達」と

は何かという基本的かつ重要な問題が深く関係していると思われる、としている。  

 こうした問題について、鯨岡（2005）は、「発達」の意味に注目し、なぜ「発達」障害

なのか、次のように指摘している。第一には、発達障害にみられる現在の症状（障害）の

大半は、過去から現在に至る過程で形成されてきたものだということである。生誕直後

（あるいはそれ以前の胎生期を含め）から現在までの時間軸の中で、つまりは発達の過程

で生み出されてきたものだと考える必要がある。たとえば、自閉症の本態は何かという問

題については今なお議論の多いところであるが、自閉症にみられる多様な言語発達病理像

や行動障害の大半は、これまでの発達過程、つまりは子どもを取り巻く周囲他者との対人

交流の蓄積の中で生まれてきたものだと考えられるのである。乳幼児期早期には診断が容

易ではないということ自体、発達障害にみられる障害特性や症状も生誕後の発達過程で形

作られてきたものであることを意味している。このような考えは、自閉症を初めとする発

達障害が環境によって生み出されるという環境因に寄与しようとしたものではなく、人間

の発達過程がそもそも個体と環境の不断の交互作用を内実として孕んでいるからに他なら

ない。従来の発達観においては、個体能力の問題（障害）に焦点化し、障害がどのような
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発達過程を通して形作られていくのかという重要な視点がないがしろにされているのでは

ないか、という問題点を指摘したいのである。第二に、発達障害にみられる症状（障害）

は将来にわたって改善したり憎悪したりする、つまりは変容していく可能性があるという

ことである。第三に、発達障害においては、土台が育ってその上に上部が組み立てられる

という一般の発達の動きが阻害されているということである。乳幼児期早期に子どもと養

育者とのあいだでなんらかのボタンの掛け違いが起こり、そこに関わり合うことの難しさ

（関係障害）が生まれ、それをもとに対人交流が蓄積されていくことによって、関係障害

は拡大再生産され、その結果、子どもに多様な障害がもたらされていくとみなす必要があ

るということである。 

 こうした考え方を踏まえて、小林（2010）は、診断概念に明確に適合しない事例が少な

くはないことや、一つの事例の診断がその発達過程でいろいろと変更されていくことは、

ある意味では当然起こり得ることだといわざるをえない、とした上で、「われわれに今求め

られているのは、人間の発達過程が個体と環境の不断の交互作用の結果の蓄積の上に展開

していくものであるという至極当然の事実をふまえた上で、発達過程の全体像に可能な限

り肉迫していくことである。」と述べる。そして、「（軽度）発達障害が疑われる子どもた

ち、あるいはその可能性を秘めた子どもたちを前にしたとき、そこにみられる関係性の特

徴は何か、その特徴が発達過程で子どもにあるいは親子双方にどのような影響を及ぼすの

か、そのことがその後の子どもの発達にどのような障害をもたらす可能性があるのか、さ

らに現在みられる障害がその後の援助によってどのように変容していくのか、といった問

題について臨床知見を積み重ねていくことが大切である。」と続けている。 

 この小林（2010）の考え方は、多くの発達心理学の知見がそうであるように、子どもを

「個体」としてとらえるところから始まっているものと思われる。しかし、小林（2010）

は「乳児を目の前にして養育者は乳児をこころある存在として接し、そのこころに語りか

けている。そこで繰り広げられる養育者による成り込みと映し返しが、乳児にとって自ら

の姿を映し出す鏡となっていく」とし、「このようにこころは「関係」を通して初めて育ま

れていく」と説明しており、子どもを「個体」としてとらえてはいても、既に述べてき

た、ワロン（Wallon,H., 1949/1969）の、自己の意識の芽生え、パーソナリティーの発達

は、関係性の中からしか生じ得ないとした考えに極めて近いといえるのではないだろう

か。 
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 一般的に発達障害は、子どもの発達途上で出現する障害（disorder/disability）で、そ

の障害が生涯に渡ってなんらかの形で持続し、その基盤には中枢神経系の機能発達の障害

または遅滞が想定されるものとされている。ここでいう障害とは医学モデルに基づき、中

枢神経系の機能に起因する（主に生得的、ときに後天的）基礎障害（impairment）によ

って個体能力の正常発現過程が損なわれ、時間経過の中で心身両面にさまざまな正常から

の偏奇（disorder/disability）が出現する（一次障害、診断を特定化する上での重要な障

害であり、特異的障害）と考えられている。そして、学童期から思春期にかけて多彩な行

動面や精神面の障害や症状を呈することが多いが、これらは二次障害と称され、その後の

成長過程で環境要因が深く関与して形成されるものと見なされている。 

しかし小林（2010）は、基礎障害、一次障害（または特異的障害）、二次障害の三者が

どのような関係にあるのか、いまだ判然としていないのだとする。その理由として、基礎

障害を仮定するにしろ、一人の子どもが生まれた後の成長過程は子ども独自の自己完結的

な営みではないことは自明のことであるとし、「そこには身近な養育者を初めとする多くの

人々との関わり合いがあり、その結果、子どもの発達が保障されることになる。従って、

基礎障害と深く関連付けられている disorder/disability の多くも養育者などとの深い関わ

り合いの中で生み出されてきたものとみなさなければならない。とするならば、

disorder/disability として指摘されている障害も二次障害と同様に、個体と環境との相互

作用の結果の産物として理解する必要があるのではないか」と指摘している。 

  

２）発達上の特徴と人物画につながる表現の理解に向けて 

ワロン（Wallon,H., 1949/1969）は機能連関の考え方から発達をとらえていたが、これ

は、発達障害の子どもの、一見ばらばらに見える諸々の症状も、元をたどれば連関の中か

ら派生してきたものという理解につながる考え方であった。ワロン（Wallon,H., 

1949/1969）の、子どもの描画に関する視点は、「手の運動の軌跡として始まったなぐり描

き」という、初期の描画の発生過程に特に注目するものであった。そして、後に見られる

ようになる子どもの発達上の特徴も、機能連関の考え方からすれば、元々は同じつながり

のあるところからの派生、つまり、初期の状態像を見ることで何らかの示唆を得られると

いう考えから、初期の描画の発生過程であるなぐり描きをとらえていた。ワロンは臨床家
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として、今でいう発達障害と思われる子どもたちの臨床に数多く携わっていた経験を持

ち、その子どもたちの症状の原点をたどる必要性を感じていたと考えられる。 

また、加藤（2015）は「外からは見えないが内には多くのエネルギーを抱え込んだ、身

体全体の関与する状態」である受動の重要性について述べた。発達障害の子どもの、対人

関係面の難しさなどの臨床像を思い描く時、この受動の相の働きの難しさを感じざるを得

ない。例えば、前述した、「見つめられる」ことを受けとめるからこそ「見つめ返す」、こ

うした受動体としての難しさがあると思われる。そしてこの難しさは、全身体的感覚で他

者、さらには周囲の情報を柔軟に受けとめていくことの困難さとしても表れるのではない

だろうか。このことは、マリアンヌ・フロスティッグ（Frostig,M., 1970/2007） も、感

覚的な機能によって情報を受け取ることを重視し、適切に感覚―運動機能を働かせること

ができないと、外界の情報を適切に受け取ることができないと指摘していることからも明

らかである。ワロン（Wallon,H., 1956/1983）による「乳児は情動機能を介して養育者と

繋がり、続いては姿勢機能を介してその関係を発展させる」という表現を重視するなら

ば、領域固有の発達も、その前提に機能連関があり、機能連関の基盤は、この「情動機

能」と「姿勢機能」による養育者との関係性の発達にあると考えることができる。外の世

界とつながれない発達障害の子どもは、まず自分の内側がつながっていないことが考えら

れ、これは受動の相としても表れる、全身体的感覚の働きが大きな要因となるものだと考

えられる。鬼丸（1981）が、円形を「生きた具体的な存在」「中身のびっしり詰まった生

きた実体」として描かれる、としたように、円形の表出は、子どもの内側が「つながり」

始めたことの一つの証にもなる。逆に、円形の表出に向かう過程のありようによっては、

「つながり」の難しさが示唆されることになるともといえよう。 

1 章の第 1 節（１）で見てきたように、発達アセスメント（developmental 

assessment）の定義は、「人を理解し、人の行動や発達を予測し、その発達を支援する方

法を決定するために行われる測定・評価」であった。子どもの初期の発達において、人物

描出に至る過程、さらには円形の表出に向かう過程をも丁寧に見て発達をアセスメントす

ることにより、発達障害の疑いも早期に発見すると共に、症状を予防するための効果的な

対応に結びつけることも可能になるのではないだろうか。効果的な対応とは、つまり、母

子の情動によるコミュニケーションの積み重ねと、心地よい感覚的・運動的な刺激につな

がる遊びを重視したかかわりの実践である。 
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2 章 最近の人物画研究についての知見 

      

 本章では、最近の人物画研究についての知見を、第 1 節として幼児の人物画研究の知見

を見ていき、第２節として、定型発達をしている子どもとの違いが曖昧であり、そのアセ

スメントの時期や在り方に大きな課題を抱えている広汎性発達障害（PDD）（DSM-Ⅳによ

る）の子どもの人物画における研究を概観する。 

 

第1節 幼児の人物画研究の知見 

 

幼児を対象とした人物画研究の最近の知見を、「人物の身体部位」、「性差」、「人物画の特

徴」、「人物画の発達」、「DAM の総合的指標との関連」に分けて整理した。この 5 つに分

ける理由を以下に示す。 

グッドイナフ（Goodenough,F.L., 1926）が開発して整理した知能・発達検査としての

活用の観点から、「DAM の総合的指標との関連」に着目した。知能・発達検査としての活

用において、特に採点基準等が男女によって異なることから、「男女差」にも注目するた

め、「性差」の項目を入れた。次に、「人物の身体部位」の項目は、DAM の採点基準との

関連と共に、マッコーバー（Machover,K., 1949）の精神分析的解釈理論による投影法と

しての活用の観点においても注目すべきポイントであることから入れた。そして、自己の

形成過程への着目から描画の発達過程をとらえていく視点から、「人物画の発達」の項目を

入れた。最後に、「人物画の特徴」の項目は、知能・発達検査的視点と感情や性格に主題を

置く精神分析的解釈理論、合わせて描画の発達過程の理論がすべてかかわってくる総合的

なポイントであると考えて入れた。ただし、「DAM の総合的指標との関連」については、

1 章第 2 節（３）「DAM 研究の最近の動向」で、表 3 として整理している内容と重なるこ

とから、ここでは省略し、（１）人物の身体部位、（２）性差、（３）人物画の特徴、（４）

人物画の発達について整理する。 

 

（１）人物の身体部位について 

 表 2-1 に、幼児の人物画研究の最近の知見の中でも、「人物の身体部位」への着目が見ら

れる知見を整理して示す。 
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表 2-1 幼児の人物画研究の最近の知見のまとめ【人物の身体部位】 
著者（年） 対象 方法 結果 

三浦・渡邊

加・渡邉

タ・大山，

（2005） 

幼児期女児

183 名 

人物画を描かせ

て、人物としての

完成度からボディ

イメージの発達を

検討 

・3－4 歳では顔と腕脚、4－5 歳では胴、5－6

歳では約 30％がほぼ完全な人物画を描出。同

時に装飾品、まつげ、髪等に女性的な特徴が

描出。 

・年少児から年長児までの間の、形成される

ボディイメージの部位 

年少時期：顔、顔の中では目と口まで認

識。 

年中時期：顔、胴、腕、脚、髪、服であ

り、顔の中では目と口まで認識している段

階。 

年長児期：顔、胴、腕、脚、髪、服、手

指、腰、足であり、顔の中では目と口まで認

識している段階。 

・顔の中で眉と耳については、描画率が低

く、幼児の段階では認識されていない。 

・鼻は年少、年中に比べ年長児で描画率が有

意に低下。年長児で描画率が有意に低下した

のは鼻のみ。 

今給黎他

（2006） 

３―5 歳児、

79 名 

3 歳児 30 名

（男児 12 名、

女児 18 名）、4

歳児 25 名（男

児 12 名、女児

13 名）、5 歳児

24 名（男児 7

名、女児 17

名） 

DAM の採点項目

50 の中で、一人も

描いた児がいなか

った 14 項目を除

いた 36 項目につ

いて調査 

・3 歳児：顔のみ、眼・鼻・口の描出あり。 

・4 歳児：顔に加え、脚と毛髪の描出あり。胴

は不完全。頭足人間が多く描出。 

・5 歳児：胴を大部分の児が描出/バランスが

とれた胴の描出（横幅より縦の長さが長い）/

腕も描出/輪郭や割合といった全体のバランス

が整い始める/3、4 歳時には描かれていた鼻が

消失/衣服や眼鏡といった装飾品などが充実/

生活年齢が上がるにつれて人物画を構成する

要素は増加/装飾品や各身体部位が全身に占め

る割合など、より細かな部分にまで配慮して

描出 

島谷・関

矢・金井・

長谷川・田

坂・大塚・

沖（2008） 

健常児 9 名

（男児 3 名、

女児 6 名）、軽

度発達障害児 9

名（男児 6

名、女児 3

名）、いずれも

年長の幼児 

DAM、肢位模倣

を実施 

・人物描画法は身体部位の想起の発達過程を

知る評価手法として有用である 

加藤・山田

（2010） 

3 歳 9 カ月―

6 歳 8 カ月の幼

児及び小学校 1

年生、166 名

（男児 82 名、

女児 84 名） 

DAM、JMAP（日

本版ミラー幼児発

達スクリーニング

検査）の、標準化

された時のデータ

と現在の子どもの

人物画の比較検討 

・年長児であっても鼻を描かない事例が目立

つ 

川越・郷間

（英）・牛

５－６歳

児、101 名 

DAM 実施 ・最近の子どもの人物画は、頭が大きい、眉

や鼻の描写が少ない 
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山・池田・

郷間（安）

（2011） 

 

人物の身体部位については、生活年齢が上がるにつれて人物画を構成する要素は増加

し、装飾品や各身体部位が全身に占める割合など、より細かな部位にまで配慮して描くよ

うになることが分かったという報告（今給黎他，2006）があり、基本的な考え方が実証さ

れた内容と思われる。しかし一方で、鼻は年少、年中に比べ年長児で描画率が有意に低下

しており、特異的な結果も示されている（三浦・渡邊加・渡邉タ・大山，2005）、（今給黎

他，2006）、（加藤・山田，2010）。 

また、「年少時期にボディイメージとして認識される部位は、顔（三浦他，2005）」とい

う表現に見られるように、部位として、まず「顔」の出現が最も早く描出されるという報

告がなされている（三浦他，2005）、（今給黎他，2006）。このように「顔」としてとらえ

られているものに関しては、実のところは「顔」のみが描出されたと見るよりも、「人」そ

のものと言えるのではないかと推測される。 

 

（２）性差について 

 表 2-2 に、幼児の人物画研究の最近の知見の中でも、「性差」への着目が見られる知見を

整理して示す。 

 

表 2-2 幼児の人物画研究の最近の知見のまとめ【性差】 
著者

（年） 

対象 方法 結果 

今給黎他

（2006） 

３―5 歳児、79 名 

3 歳児 30 名（男児

12 名、女児 18 名）、

4 歳児 25 名（男児 12

名、女児 13 名）、5 歳

児 24 名（男児 7 名、

女児 17 名） 

DAM の採点項目 50 の

中で、一人も描いた児が

いなかった 14 項目を除

いた 36 項目について調

査 

・男児：23/36 項目を描出。首や

輪郭・割合への配慮はなし。 

・女児：36 項目全部を描出。 

・男児よりも女児の方がより細か

な部分まで描出。 

・女児のみが描いた項目は首、首

の輪郭、眼の形、足の割合、衣服

の全部、胴の輪郭、肩、顎と額、

衣服の部分 4 つ以上、描線 A、鼻

腔。 

加藤・山

田

（2010） 

3 歳 9 カ月―6 歳 8

カ月の幼児及び小学

校 1 年生、166 名（男

児 82 名、女児 84

名） 

DAM、JMAP（日本版ミ

ラー幼児発達スクリーニ

ング検査）の、標準化さ

れた時のデータと現在の

子どもの人物画の比較検

討 

・女児が男児よりも高得点 
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郷間

（英）他

（2010） 

 

3 歳～6 歳の 544 名

の幼児 

DAM 実施 ・女児が男児よりも高得点 

川越他

（2011） 

５－６歳児、101 名 DAM 実施 ・女児が男児よりも高得点 

・描画発達年齢は、1977 年の標準

化データに比べ約 6 カ月遅延。こ

の遅れは女児より男児で大きい。 

梅下・白

垣

（2018） 

幼稚園児 343 名

（男児 159 名、女児

184 名） 

DAM 実施 ・女児が男児よりも高得点 

長谷川

（2017） 

３歳 2 カ月―6 歳 2

カ月の幼児、62 名 

男児・女児がそれぞれ

に描いた男女の人物画の

比較をすると共に、子ど

も自身の性自認について

も確認し、とらえている

男女の違いと人物画への

反映について検討。 

・3 歳児：描かれている項目数に

おける男女差はほとんど見られな

い 

・4 歳男児を除いては，男児・女

児共に自分と同性の人物画の描画

項目数が高い傾向がある 

礒部

（2017） 

４－５歳児、594 名

（4 歳児 310 名、5 歳

児 284 名、うち男子

305 名、女子 289

名） 

通常の人物画と、鉄棒

にぶら下がっている絵を

描かせて、現在の子ども

たちの身体イメージの発

達を分析。 

・女児の特徴： 

ウインクしている眼や、スカー

トの着用、服や髪への多様な装飾

などが多く見られる 

年長児になるに伴い、自分が着

る衣服や髪形のかわいさに関心を

持つようになり、そのことが衣服

を丁寧に装飾的に描くことにつな

がっている。 

「可愛いらしくありたい」「可愛

いらしく見られたい」という女児

特有の他者からどう見られるかを

意識した思いが関係している 

 

性差については、女児が男児よりも DAM で高得点という報告が多い（加藤・山田，

2010）、（郷間（英）他，2010）、（川越他，2011）、（梅下・白垣，2018）。また、3 歳児

においては，描かれている項目数における男女差はほとんど見られない事が分かり，4 歳

男児を除いては，男児・女児共に自分と同性の人物画の描画項目数が高い傾向が見られた

（長谷川，2017）という報告も重視すべき点である。 

 

（３）人物画の特徴について 

 表 2-3 に、幼児の人物画研究の最近の知見の中でも、「人物画の特徴」への着目が見られ

る知見を整理して示す。 

 

表 2-3 幼児の人物画研究の最近の知見のまとめ【人物画の特徴】 

著者（年） 対象 研究の方法 結果 
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今給黎他

（2006） 

３―5 歳児、79 名 

3 歳児 30 名（男児

12 名、女児 18 名）、4

歳児 25 名（男児 12

名、女児 13 名）、5 歳

児 24 名（男児 7 名、

女児 17 名） 

DAM の採点項

目 50 の中で、

一人も描いた児

がいなかった

14 項目を除い

た 36 項目につ

いて調査 

・人物画から、幼児が身体

のどこに強い関心があるの

かを知ることができる 

郷間（英）

他（2010） 

3 歳―6 歳の 544 名

の幼児 

DAM 実施 ・身体像がアンバランス 

川越他

（2011） 

５－６歳児、101 名 DAM 実施 ・身体像がアンバランス 

梅下・白垣

（2018） 

幼稚園児 343 名（男

児 159 名、女児 184

名） 

DAM 実施 ・ボディイメージの獲得と

人物画との関係 

磯部

（2017） 

４－５歳児、594 名

（4 歳児 310 名、5 歳

児 284 名、うち男子

305 名、女子 289 名） 

通常の人物画

と、鉄棒にぶら

下がっている絵

を描かせて、現

在の子どもたち

の身体イメージ

の発達を分析。 

・身体感覚による体験への

着目（身体を通して行う環

境との相互交流の体験の乏

しさが、描画能力の低下に

つながっている） 

・自分に対する身体イメー

ジを反映 

 

人物画の特徴については、人物画から、幼児が身体のどこに強い関心があるのかを知る

ことができるという報告（今給黎他，2006）や、身体像のアンバランスさを見ることがで

きるという報告（郷間（英）他，2010）、（川越他，2011）、ボディイメージの獲得と人物

画との関係（梅下・白垣，2018）を吟味した報告がなされている。礒部（2017）は、自

分に対する身体イメージを反映するという指摘と共に、身体感覚による体験への着目か

ら、人物画の特徴に触れている。 

 

（４）人物画の発達について 

 表 2-4 に、幼児の人物画研究の最近の知見の中でも、「人物画の発達」への着目が見られ

る知見を整理して示す。 

 

表 2-4 幼児の人物画研究の最近の知見のまとめ【人物画の発達】 
著者（年） 対象 研究の方法 結果 

今給黎他

（2006） 

３―5 歳

児、79 名 

3 歳児 30

名（男児 12

DAM の採点項目

50 の中で、一人も

描いた児がいなかっ

た 14 項目を除いた

・初めて人物画が出現するのは 3 歳前後とも

43 か月（平均）とも言われている。描画発達

と並行して言語面も発達を遂げ、描いたもの

に命名する。また、命名した絵の内容を説明
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名、女児 18

名）、4 歳児

25 名（男児

12 名、女児

13 名）、5 歳

児 24 名（男

児 7 名、女児

17 名） 

36 項目について調

査 

しようとする。この象徴期を経て、イメージ

したものを描出できるようになっていく。絵

を描けるようになる要因は、①認知機能の発

達、②自己表示・表現意欲、③イメージの形

成、④手先の巧緻性の４点。描画活動は運動

発達だけでなく、言語や探索活動など様々な

側面と密接に関わりながら発達している 

・年齢の上昇と共に、構成要素も増加。一

方、３，4 歳児が描いていた鼻腔は、5 歳児で

は一人も描いていなかった。この時期の人物

画は漫画のキャラクターのような絵になる傾

向があり、特に女児に多い。鼻腔だけでな

く、鼻自体をわざと描かない児も存在した。

「両眼の瞳」も同様。眼を顔面に適切に配置

するだけではなく、表情を加えることが可能

となり、片目をウインクさせたり、両目とも

孤で描いて微笑んでいる様子なども描出され

た。 

橋本

（2015） 

３－5 歳

児、158 名、

3 歳児 51 名

（男児 21

名、女児 30

名）、4 歳児

53 名（男児

21 名、女児

32 名）、5 歳

児 54 名（男

児 23 名、女

児 31 名） 

DAM 実施（項目を

緩和し、28 項目を

採点）、合わせて、

各クラス担任に、対

象児のパーソナリテ

ィーに関する質問項

目への回答を求め、

描画特徴とパーソナ

リティーの関連を検

討。発達的推移も検

討。 

・3 歳 4 歳 5 歳の幼児期の年齢ごとの急速な成

長発達が描画特徴に表れる 

礒部

（2017） 

４－５歳

児、594 名

（4 歳児 310

名、5 歳児

284 名、うち

男子 305 名、

女子 289 名） 

通常の人物画と、

鉄棒にぶら下がって

いる絵を描かせて、

現在の子どもたちの

身体イメージの発達

を分析。 

・身体を通して行う環境との相互交流の体験

を重ねつつ、形成したものを崩したり修正し

ながら安定したものへと再形成していくため

に、それを試行錯誤しながら紙上に表現して

いくという一連の過程の乏しさが描画能力低

下につながっている 

 

人物画の発達については、描画活動は運動発達だけでなく、言語や探索活動など様々な

側面と密接に関わりながら発達している、という指摘は基本的に重要な点である（今給黎

他，2006）。また、「（１）人物の身体部位について」でも掲げたが、年齢が上がるにつれ

て、構成要素も増加するという報告の一方で、この結果と矛盾する要素があったこと、

３，4 歳児が描いていた鼻腔は、5 歳児では一人も描いていなかったことが報告された（今

給黎他，2006）。この時期の人物画は漫画のキャラクターのような絵になる傾向があり、

これは女児に多く認められたことも報告された（今給黎他，2006）。そして、3 歳 4 歳 5

歳の幼児期の年齢ごとの急速な成長発達が描画特徴に表れるという報告（橋本，2015）、
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身体を通して行う環境との相互交流の体験を重ねつつ、形成したものを崩したり修正しな

がら安定したものへと再形成していくために、それを試行錯誤しながら紙上に表現してい

くという一連の過程の乏しさが描画能力低下につながっている（礒部，2017）という報告

は、重視し、丁寧に見ていくべき内容である。 

 

第 2 節 広汎性発達障害児の人物画研究について 

 

PDD の人物画研究に関しては近年様々な報告がなされているが、（１）「知能検査を中心

とする心理検査との妥当性の研究」、（２）「人物画の特徴」、（３）「人物画を活用した治療

効果のアセスメント」という 3 つの観点で整理して概観する。（１）、（２）、（３）の観点に

注目する理由を以下に示す。 

まず、（１）の「知能検査を中心とする心理検査との妥当性の研究」を取り上げた理由を

述べる。PDD の特徴が典型的な場合や発達の遅れを伴う場合は、早期に認識されて診断に

結びつきやすい。しかし、特徴の現れ方が非典型的であったり、知的発達の遅れがなかっ

たり、軽度である場合には、学齢期になって相談機関を訪れたりすることもよくある。こ

のように、PDD においては、早期の発見が難しくなる場合がある。しかし、PDD の疾患

概念の中には、「独特の偏り」があることから、その「独特の偏り」の一端がアセスメント

の中で垣間見られるならば、少しでも早期の発見にもつながることが期待できる。そこ

で、人物画から得られる DAM-MA、DAM-IQ と、知能検査を中心とする一般的な心理検

査との相関に着目し、人物画によるアセスメントの独自性を見い出し、早期からの活用の

可能性を探るため、ここで一つの観点として取り上げた。 

（２）の「人物画の特徴」に関しては、知能・発達検査的視点と感情や性格に主題を置く

精神分析的解釈理論、合わせて描画の発達過程の理論がすべてかかわってくる総合的なポ

イントであると考えて第 1 節の幼児の人物画研究の知見のところでも取り上げているが、

アセスメントとしての「人物画」の独自性にかかわるポイントであること、特に PDD の

微妙な「偏り」の部分が現れる可能性を探る目的から、観点として入れた。 

（３）の「人物画を活用した治療効果のアセスメント」は、微妙な特徴を見極めなければ

ならない PDD のアセスメントにおいては、当然のことながら、IQ を明らかにするのみで

なく、子どもの無意識的な身体感覚や自己イメージ・他者との関係性のあり方にも目を向



 [文書のタイトルを入力] 

38 

 

ける必要がある。一般的な知能検査においては、認知的なバランスの状態についてある程

度の把握はできるものの、それが具体的にどのような身体図式・関係性の持ち方に表れて

くるか、ということは測ることができない。そうした意味でも、心理アセスメントに投影

的検査としての役割も担い、身体感覚や自己イメージもはかることができるとされる人物

画を活用することは意義があると推測される。そして、無意識的な身体感覚や自己イメー

ジ・他者との関係性のあり方といった、治療によって、あるいはかかわり方、生活習慣の

在り方などによって、変容可能性のあるもの、成長・変化が期待できるものでありなが

ら、目に見えない領域のものにおいては、それを視覚化できる方法でアセスメントし、周

囲が共有できるようにすることは必要である。これらのことから、「人物画を活用した治療

効果のアセスメントとして」の先行研究に着目することとし、観点として取り入れた。 

 

（１）知能検査を中心とする心理検査との妥当性の研究 

 表 2-5 に、1 つ目の観点である、知能検査を中心とする心理検査との相関係数による妥

当性研究を整理して示す。 

 

表 2-5 知能検査を中心とする心理検査との相関係数による妥当性研究 
著者（年） 研究対象 研究方法 結果 

一門・山下

（1983） 

53 名の自閉症児 DAM と田中ビネーと

の対応を検討 

DAM-MA、DAM-IQ ともにビ

ネーMA、ビネーIQ よりも低い 

中野・勝野・栗

田（1992） 

PDD 群 DAM と田中ビネーと

の関連を検討 

自閉傾向が高くなると人物

画描画能力が低くなる 

人物画 IQ がビネーIQ より

も劣る例が多かった 

栗田・中野

（1997） 

PDD 群（235 人 平

均年齢＝8.3 歳）、MR

群（118 人 平均年齢

＝8.2 歳）、ADHD 群

（30 人 平均年齢

6.5 歳）の３群 

知能検査（WISC-R

と全訂田中ビネー）

と DAM の関連を検討 

・小児自閉症認定

尺度東京版（CARS-

TV）と DAM の関連を

検討 

DAM-MA は３群とも年齢より

MA と相関が高く、CARS-TV と

は無相関 

ADHD 群は、PDD 群や MR 群

よりも相対的に人物描画能力

が劣り、また PDD の下位群で

はアスペルガー症候群が ADHD

に近いパターンを示した 

志水・長田・中

野・渡辺・栗田

（2003） 

PDD 群、AD 群、AS

群、PDDNOS 群、MR

群、AD/HD 群の子ど

も 344 人 

DAM と田中ビネーと

の関連を検討 

アスペルガー障害群と ADHD

群が類似していること、高機

能 PDD 群では相対的に人物画

描画能力が低いこと、を示唆 

渡辺・長沼・瀬

戸屋・長田・立

森・久保田・栗田

（2002） 

PDD 群、MR 群の子

ども 172 名（男子

154 名、女子 18 名） 

DAM と田中ビネーと

の関連を検討 

PDD 群は全般的知能に比べ

て人物画描画能力が高い傾向

がある 
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DAM 優位型の PDD 児は、一

般の人物画の発達のプロセス

とは異なる可能性を示唆 

認知的傾向は、ビネーよ

り、DAM によく示される 

Lim＆

Slaughter

（2008） 

21 名のアスペルガ

ー症候群と 28 名の定

型発達群 

HTP 法を用いて比較 

 

 

 

人物画得点については AS

群が有意に低かった 

人物画得点とバイ

ンランド適応行動得

点（コミュニケーシ

ョン領域）との相関

を検討 

有意な正の相関があった 

 

一門・山下（1983）は 53 名の自閉症児に対して DAM と田中ビネーとの対応を検討し

た結果、DAM-MA、DAM-IQ ともにビネーMA、ビネーIQ よりも低い結果であることを

示した。中野・勝野・栗田（1992）の研究では、自閉傾向が高くなると人物画描画能力が

低くなること、人物画 IQ がビネーIQ よりも劣る例が多かったと報告している。栗田・中

野（1997）は、PDD 群、MR 群、ADHD 群の３群で知能検査と DAM の関連を検討し

た。その結果、DAM-MA は３群とも年齢より MA と相関が高く、CARS-TV とは無相関

であった。ADHD 群は、PDD 群や MR 群よりも相対的に人物描画能力が劣り、また PDD

の下位群ではアスペルガー症候群が ADHD に近いパターンを示したと報告した。志水・

長田・中野・渡辺・栗田（2003）は、アスペルガー障害群と ADHD 群が類似しているこ

と、高機能 PDD 群では相対的に人物画描画能力が低いこと、を示唆している。このよう

に PDD 群の DAM の結果は、知能検査の IQ よりも低いことが報告されている。一方、全

般的知能に比べて人物画描画能力が高い傾向があるという研究も報告されている（渡辺・

長沼・瀬戸屋・長田・立森・久保田・栗田，2002）。心理検査との関連では、渡辺ら

（2002）は自閉症の症状の程度を示す CARS との相関が低いことから、人物画は全般的

知能の発達と関連があることを示唆している。さらに、人物画描画能力の発達をビネーと

比較して PDD 群を DAM 優位型群と DAM＝ビネー型群とに分類し、CARS-TV の各項目

を比較したところ、DAM 優位型群は、対人関係や模倣、コミュニケーション、視覚的な

反応について自閉傾向が有意に高かった。このことから、DAM 優位型の PDD 児は、一般

的に大人や子どもとの関わり（コミュニケーション、遊び、模倣）を通じて人間のイメー

ジを作り、自分のイメージを何度も描き、人物画を発展させていく一般の人物画の発達の
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プロセスとは異なる可能性を示唆した。Lim＆Slaughter（2008）は、21 名のアスペルガ

ー症候群と 28 名の定型発達群に HTP 法を用いて比較した。木と家の得点について有意差

は認められなかったが、人物画得点については AS 群が有意に低かったという結果を見出

している。また人物画得点とバインランド適応行動得点（コミュニケーション領域）との

間に有意な正の相関があったと報告している。なお、定型発達群のデータにおいては両者

に有意な正の相関は認められなかったという。これらの結果から Lim＆Slaughter

（2008）は、AS 群は全般的な描画能力は問題ないが、人物画など特定の描画能力に問題

があること、詳細な人間表象を持たないこと、人物画を描く動機の低さ、描画順の違いな

どの特徴を述べた。これらの一連の研究から、DAM と知能検査の比較では統一的な見解

がないこと、心理検査との相関研究からは、知能検査や生活年齢、コミュニケーションの

発達と関連があることが明らかになっている。 

 

（２）人物画の特徴 

2 つ目の観点は、DAM 項目やコ―ピッツ（Koppitz,E.M., 1968）の発達指標・情緒指

標の項目の通過率や特徴から PDD の人物画特徴を探る研究である。PDD の人物画に関し

て、先行研究から得られた知見をまとめたものが表 2-6 である。 

 

表 2-6 PDD（広汎性発達障害）の人物画研究の知見 
知能検査な

どの心理検査

との相関 

・DAM-MA、DAM-IQ ともにビネーMA、ビネーIQ よりも低い（一門・山

下,1983） 

・自閉傾向が高くなると人物画描画能力が低くなること、人物画 IQ がビネー

IQ よりも劣る例が多かった（中野・勝野・栗田,1992） 

人物の部分 ・胴・指・脚の通過率が低い（一門・山下,1983）  

・首の通過率が低い（望月，2008；小坂ら,2008） 

＊顔以外の部分に関しては通過率が低いものが多い 

部分の比率 ・腕の長さの通過率が低い（一門・山下，1983） 胴の長さの通過率が低い

（是枝・東條，2004）頭の割合の通過率が低い（是枝・東條，2004）  

・足の割合の通過率が低い（是枝・東條，2004）脚の割合の通過率が低い（望

月，2008）  

＊全般的に部分の構成や全体と部分の関係が捉える力が弱いと推測される。 

部分の明細

度 

・衣服の通過率・衣服全部の通過率が低い（一門・山下，1983）  

・腕のつけ方の通過率が低い（是枝・東條，2004） 

・瞳の通過率が低い（小坂ら，2008） 

・首の輪郭の通過率が低い（望月，2008） 

・衣服の細かさの通過率・鼻と口の輪郭の通過率・掌の通過率・鼻孔の通過率

が高い（望月，2008） 
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＊人物の基本的部分のうち通過率が低くない「顔」に関して、顔を構成する

細部については通過率が高い。一方、顔以外の部分については基本的部分の抽

出の失敗と同時にかなり細かな明細部分の抽出がある。 

印象 ・身体図式  

人間の一部のみを詳しく書くなど身体図式のバランスが悪い（永田，

1999）、（近藤，2003）、（末次，2003）、（望月，2008） 

・人物画の特性  

硬直した人間像の固定化（田村，1987） 

統合不全、非相称、部分の欠如（近藤，2003） 

・人物画の発達  

発達順序に従わず、スキャッターが多い（藤本ら，1991） 

独特な発達的変化（末次，2003） 

定型発達群と比較すると約 3 年の遅れがある（末次，2003） 

定型発達では小学校 1 年生で基本像が完成するが、PDD 群は小学校 3 年生

で人物画の基本像が完成する（望月，2008）。  

・DAM の総合的指標との関連  

DAM の成績が著しく低く、知的能力と DAM の成績に乖離がある（永田，

1999）、（近藤，2003）、（末次，2003） 

 

一門・山下（1983）では、「胴」、「衣服」、「指」、「脚」、「衣服全部」、「腕の長さ」の通

過率が有意に低く、全体としてアンバランスであることを示唆した。コ―ピッツ（1968）

の情緒指標では個々の指標に対する解釈は難しく、「非現実的なパターン化された像」、「荒

く不安定な描線」、「表面的な性差の抽出」などを指摘した。以上のことから、一門・山下

（1983）は身体図式の希薄さ、不器用の問題、対人関係の障害を示唆した。畠山

（1984）は、Body proportion（身体比率）の視点から発達障害児 31 名（MR 児 15 例、

脳性マヒ児 11 例、ダウン症児 2 例、自閉症児 3 例）の人物画を分析した。畠山（1984）

は発達障害児全般として分析をしており、その中で以下の特徴を指摘している。（1）ほと

んどの事例が胎児型あるいは胎芽型を示している。（2）頭足人の表現型が 2 例示してい

る。その表現も定型発達の 3 歳児のそれとは異なり、頭部や上肢に部分的な発達が見られ

る。（3）全般的に下肢の表現が未発達である。（4）人物像の胴体部の形の表出が幼児の表

現系に似た様式を示している。畠山（1984）は自閉症児の 3 例については入浴指導などに

よる積極的な身体図式の形成といった指導効果が人物画に現れることにも注目している。

田村（1987）は、「可逆操作特性の高次化における階層一段階理論」に準拠して、自閉症

児の人物画を分析した。MR 児の場合は操作特性の高次化に伴って全体像の描写表現が多

様化し、柔軟な人間像へと変容していくが、自閉症児の場合は人間像としてまとまりがあ

るが、硬直した人間像が固定化していくといった傾向が認められたことを報告している。

藤本・磯部・山田・伊藤（1991）は、自閉症群は一般的な知識として身体に関する情報は
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抽出できるが、比率や明細度など詳細な情報が困難であることを報告した。また藤本ら

（1991）は、DAM は発達的な順序に従って採点項目が配列されている点に着目し、非自

閉症群や定型発達児群は大筋この順序に従っているが、自閉症群は発達順序に従わず、ス

キャッターが多かったことを報告している。永田（1999）は、高機能 PDD の DAM の経

験から DAM の成績が著しく低いことが多いことを述べている。DAM-IQ が高かったとし

ても、細部に対するこだわりから一部のみを詳しく描くなど、その身体図式のバランスが

悪く、知的能力と DAM の成績の乖離が認められることが多いと述べている。末次

（2003）は、言語性 LD、非言語性 LD、高機能 自閉症、ADHD、境界線知能の 5 例の事

例について人物画を通して分析を行った（５章第 2 節-１）。その結果、発達障害児は、「低

い自己評価」、「弱い身体イメージ」、「特定部分への固執」、「知的レベルに比較して低い描

画能力」、「独特な発達的変化」の 5 つの特徴を示した。近藤（2003）は、アスペルガー障

害の男児事例の約 6 歳から 12 歳までの間に描かれた 15 枚の人物画をグッドイナフ法なら

びコ―ピッツ法によって分析した。定型発達児に比較してアスペルガー障害児は約 3 年の

遅れを見せながら描画が発達していくこと、知的能力と人物画テストの成績の乖離、身体

の一部を詳しく描く傾向、描画全般における統合不全、非相称、部分の欠如、全体のバラ

ンスが悪いなど、描画に心理的付加を加えることの少ない傾向があること、またアスペル

ガー障害の人物画を理解するのにコ―ピッツ法が有用であることを示唆した。是枝・東條

（2004）は、自閉症児は全体的に目や口、手や足など、身体の基本的な部分の描写はクリ

アーできるが、胴体の長さの割合や腕の付け方（体幹の横から腕が出ていて、肩の所から

出ていないなど、通過率は 55％）、頭や足の割合（頭や顔が極端に大きいなど、通過率は

45～65％）など、身体全体のバランスの描写がやや欠けると報告した。これらの傾向は、

身体図式の未熟さや認知特性などが人物像を視覚的にイメージして、限られた紙面上に全

身のバランスを考えて描画していくことに、少なからず影響を与えていると是枝・東條

（2004）は考察している。小坂・生天目・中村・久米・谷口・中川・十一（2008）は、

不登校で来談した PDD 児の事例研究において、瞳がない，手の指が描けていない，衣服

が簡素であるという人物画の特徴を指摘している。望月（2008）は、PDD 群が「首」、

「首の輪郭」、「脚の割合」において不通過が有意に多かったことを報告した。その他、定

型発達群は、間接の表現、顎の抽出、拇指の分化の表現など高度な人間らしい抽出表現に

なっていくのに対して、PDD 群は、眼、口や手足のつき方などの基本的な抽出が不正確で
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ある傾向があった。掌や衣服の抽出の細かさ、輪郭をもって口や鼻を描く、鼻の穴を描く

などの細かさが認められた。描き順において、定型発達群は例えば「頭→髪→顔」などあ

る程度のパターンが存在したが、PDD 群においては実に様々なパターンが認められた。定

型発達群の人物画は、小学校 1 年生で基本像がほぼ完成し、完成後は手足の関節やバラン

スなど全体像としてまとめ上げていく傾向があるのに対して、PDD 群は小学校 3 年生で

基本像が完成し、その後は全体像よりは部分の細かさの抽出に向かうと考察している。以

上の先行研究から、PDD 群は人物画の基本的な部分を抽出できるが、比率など身体の全体

像を踏まえてバランスよく描くことが苦手であることが一貫した知見であることがわか

る。また PDD の描画研究から、特異性が次第に明らかになっているが、現状の人物画の

評価法では PDD の描画過程や要素間の関連に注目していないため、評価法そのものを検

討する必要がある。今後は PDD の描画特性を踏まえながら、人物画の描画過程について

注目する必要がある。 

 

（３）人物画を活用した治療効果のアセスメント 

 ３つ目の観点は、治療効果のアセスメントのための人物画の利用である。表 2-7 には、

人物画を活用した治療効果のアセスメントについての知見を整理した。 

 

表 2-7 人物画を活用した治療効果のアセスメント 
著者

（年） 

対象 方法 治療効果 

小林

（1977） 

２歳９カ月

の自閉症児

（女児） 

療育過程を人物画の発達

過程を見ることで検討 

・治療効果が見い出された。 

金田

（1982） 

自閉傾向を

示す重度 LD

児 

療育過程で、４枚の DAM

実施 

・１枚目（３歳８カ月）：胴体がないが、

頭髪らしきものが描出。 

・２枚目（３歳 10 カ月）：目、鼻、口は同

じだが頭をおおうように頭髪を描き、耳が

出現。 

・３枚目（４歳４カ月）：眉が出現。円の

目から横長の目へ変化（この時期に語彙力

が増加）。 

・４枚目（６歳１カ月）：胴体、腕、足、

手、指、瞳が描かれたというように発達に

応じての人物画の変化を示唆。 

Seifert

(1988) 

自閉症児 12 歳から 16 歳までに至

る治療過程における 47 枚

の人物画を Machover の理

論を用いて分析 

・人物画は心理療法過程をアセスメントす

るのに役立つことを示唆 
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田原・

菅原

（1996） 

自閉症児 自閉症児がどのように外

界を取り込みながら自己像

の形成と対人関係を広げて

いったかを、描画の分析を

用いて検討 

・自分の身体を知ることから役割意識の表

れに至るまで８段階の変容プロセスを見出

した。自分の身体図式を確立することで自

己の構成がなされ、意識が複数の人へ移

り、対人関係が広がっていった（外界の構

成） 

浜谷

（1990） 

自閉症者 20 年間で描いた絵を

「立体型」、「記号型」、「恐

怖型」、「平穏型」、「現実

型」、「埋め尽くし型」に分

類し、その変遷を分析 

・自閉症者の絵は限られ偏った絵しか描け

ないと言われてきたが、長期的視点に立つ

と多様な描画活動がある。 

毛利

（1991） 

自閉症児

（女子） 

描画発達能力を、１歳か

ら６歳までの間に書いた絵

を基に分析 

・２歳で頭足人を描出。２～３歳で人物画

の基本的要素が出現。その後の大きな変化

はみられなかった。DAM 得点や DAM-IQ に

ついて、この事例では身体部分の比率や明

細度については極めて無頓着なため、DAM-

IQ は加齢とともに低下を示した。 

田村・

田辺

(1991) 

自閉症児 描画表現が発達過程の中

でどのように変容を遂げて

いくのかを、生活や教育実

践との関連から検討 

・描画表現活動は、生活経験を通してイメ

ージを拡げ、展開していく中で育んでいく

ことが重要であると指摘。 

・この描画発達の中に人物画の分析も含め

ており、発達過程の中で「性差が明確にな

ること」、「同性の頭部の表現が多様化する

こと」、「衣服の明細化が進むこと」、「全身

像の部分の比率や部分の結合の仕方も正確

になっていくこと」を経て、「鼻孔」、「衣

服の明細化」、「眼の型」などの部分の比率

や全体的なバランスが取れるなどの変化を

記述。この変化を部分と全体を統合し、一

定の枠組みにまとめあげるといった「見通

し（プランニング）」が出来るようになっ

たことを指摘 

大城・

神園

（2007） 

高機能自閉

症児 

社会性の発達との関連か

ら描画（人物画を含む）の

変化を検討 

・社会性の発達を、４歳３カ月を区切りと

してそれ以前を「行為と情動の随伴的他者

理解」、それ以後を「意図的行為主体とし

ての他者理解」と区分。それに応じて描画

の発達も「取り込み描画」から「内面が投

影された描画」という質的に異なる描画が

描かれたと報告 

・人物画の発達的変化は社会性の発達をよ

く反映する 

 

小林（1977）は、２歳９カ月の自閉症児（女児）の療育過程を人物画の発達過程を通し

て、治療効果を報告している。金田（1982）は、１名の自閉傾向を示す重度 LD 児の療育

過程で、４枚の DAM を報告した。１枚目（３歳８カ月）は、胴体がないが、頭髪らしき

ものがあった。２枚目（３歳 10 カ月）は、目、鼻、口は同じだが頭をおおうように頭髪

を描き、耳が出現した。３枚目（４歳４カ月）は、眉が出現する、円の目から横長の目へ
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変化した（この時期に語彙力が増加した）。４枚目（６歳１カ月）は、胴体、腕、足、手、

指、瞳が描かれたというように発達に応じての人物画の変化を示唆した。Seifert(1988)

は、１名の自閉症児の 12 歳から 16 歳までに至る治療過程における 47 枚の人物画をマッ

コーバーの理論を用いて分析し、人物画は心理療法過程をアセスメントするのに役立つこ

とを示唆した。人物画を含めた描画の発達研究としては、田原・菅原（1996）の研究があ

る。田原・菅原（1996）は、自閉症児がどのように外界を取り込みながら自己像の形成と

対人関係を広げていったかを、描画の分析を用いて検討した。その分析から自分の身体を

知ることから役割意識の表れに至るまで８段階の変容プロセスを見出した。自分の身体図

式を確立することで自己の構成がなされ、意識が複数の人へ移り、対人関係が広がってい

った（外界の構成）と考察している。浜谷（1990）は、ある自閉症者の 20 年間で描いた

絵を「立体型」、「記号型」、「恐怖型」、「平穏型」、「現実型」、「埋め尽くし型」に分類し、

その変遷を分析した。従来、自閉症者の絵は限られ偏った絵しか描けないと言われてきた

が長期的視点に立つと多様な描画活動があることを示した。毛利（1991）は、自閉症児

（女子）の描画発達能力を１歳から６歳までの間に書いた絵を基に分析を行った。この事

例では２歳で頭足人が描かれ、２～３歳で人物画の基本的要素は出現しており、その後の

大きな変化はみられなかった。DAM 得点や DAM-IQ について、この事例では身体部分の

比率や明細度については極めて無頓着なため、DAM-IQ は加齢とともに低下を示したこと

を報告している。田村・田辺(1991)は、自閉症児の事例研究から、描画表現が発達過程の

中でどのように変容を遂げていくのかを、生活や教育実践との関連から検討した。描画表

現活動は、生活経験を通してイメージを拡げ、展開していく中で育んでいくことが重要で

あると指摘した。この描画発達の中に人物画の分析も含めており、発達過程の中で「性差

が明確になること」、「同性の頭部の表現が多様化すること」、「衣服の明細化が進むこと」、

「全身像の部分の比率や部分の結合の仕方も正確になっていくこと」を経て「鼻孔」、「衣

服の明細化」、「眼の型」などの部分の比率や全体的なバランスが取れるなどの変化を記述

している。この変化を部分と全体を統合し、一定の枠組みにまとめあげるといった「見通

し（プランニング）」が出来るようになったことを指摘している。大城・神園（2007）は

社会性の発達との関連から高機能自閉症児の描画（人物画を含む）の変化を検討した。大

城・神園（2007）は、事例の社会性の発達を、４歳３カ月を区切りとしてそれ以前を「行

為と情動の随伴的他者理解」、それ以後を「意図的行為主体としての他者理解」と区分し
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た。それに応じて描画の発達も「取り込み描画」から「内面が投影された描画」という質

的に異なる描画が描かれたと報告している。大城・神園（2007）は特に人物画の発達的変

化は社会性の発達をよく反映すると述べている。これらの研究から、治療経過の中で人物

画を利用することは、治療効果のアセスメントに有用であることが示されている。  

 

第 3 節 まとめ 

 

第 1 節として、幼児を対象とした人物画研究の最近の主な知見を、「人物の部分」、「性

差」、「人物画の特徴」、「人物画の発達」、「DAM の総合的指標との関連」に分けて整理し

「DAM の総合的指標との関連（1 章第 2 節（３）参照）」を除く 4 点を整理した。研究の

視点は、いずれも、1 章第 3 節で述べた、鬼丸（1981）による「構成期」に入ってからの

描出、つまり、描かれたものが「何であるか」大人が整理しやすくなった段階からのもの

に置かれている。しかし、「自己の形成過程」や「人物画に表現される自己像、身体意識」

に着目すると、子どもの描画の発達過程においては、子どもの描いたものが一見して「何

であるか」がわかる前の、「表出期」の表現を見ることが、子どもの発達を理解する上で大

きな意義があることが分かる。「人物の部分」も「人物画の特徴」も、「人物画の発達」

も、１章第３節を合わせて考えてみることで、「人物」に至る前段階の描出からの着目が重

要な手掛かりになることが明らかである。「性差」についても、その違いがどの段階から明

確になっていくのかを見ていくことが重要であろう。しかし、これまでの研究の知見か

ら、「表出期」、つまり、なぐり描きの段階にはアセスメントとして特別には取り上げられ

ていなかったことがわかる。 

また、DAM の評価においては、マルが描いてあれば、子どもがそれをどう説明しよう

とも（あるいは説明しなくても）、それを「頭あるいは顔」として解釈し、1 点を与えるこ

とになるなど、マルが出てきた時点で大人が自分の理解の範疇で子どもの描出を枠にはめ

て解釈するというとらえ方がなされてきてもいる。点数化においての、評価者の正しい基

本的理解と、信頼性と妥当性を持ったアセスメントを行うという基本姿勢にあらためて立

ち帰る必要性にも気づく。 

第 2 節として、広汎性発達障害児の人物画研究について整理したが、ここでは、「人物画

の特徴」に際立った点が見い出された。つまり、弱い身体イメージや、人間像の希薄さ、
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ひいては自己像の確立の難しさが示唆されるものであった。また、硬直した人間像が固定

化していくといった傾向、見えたものを見えたまま正確に描こうとする傾向等が顕著であ

った。ここには、入力された情報を違う形式に変換することの困難さが反映されていると

いう見方がこれまでの解釈の中心であるが、1 章第 3 節で見てきたように、発生的な視点

を重視すると、「全身体的感覚で他者、さらには周囲の情報を柔軟に受けとめていくことの

困難さ」、つまりより発達早期における、機能連関の基盤である「情動機能」と「姿勢機

能」を介した養育者との関係性の発達の問題に視点を向けることができるのではないかと

考えられる。 

広汎性発達障害のある子どもを対象とした「人物画を活用した治療効果のアセスメン

ト」では、有用性が示された。この視点は、１章第 1 節で提示した発達アセスメントの目

的の「発達を確認するためのアセスメント」、「支援の妥当性を確認するためのアセスメン

ト」に通じている。つまり、「発達を確認するためのアセスメント」、「支援の妥当性を確認

するためのアセスメント」として、人物画が有効であることが示唆された。 
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3 章 本研究の目的と仮説、方法 

 

第 1 節 目的と仮説 

 

広汎性発達障害（PDD）は、対人相互的交流、社会的コミュニケーション、社会的想像

力等の困難さと、感覚的な問題を示すことが多い。つまり、初期の発達の中で本来進んで

いくはずの触覚的な体験の蓄積の難しさや、既述した「触覚とは、もとの皮膚接触にとど

まるものでなく、精神のなかで、ものがもつ生命そのものと触れ合うこと」といわれるよ

うな、深い直接的な触れ合い体験の積み重ねが、人とのスキンシップにおいても上手く機

能しないという状態が、症状を固定化させていると考えることができるのではないだろう

か。それであれば、視覚が中心となって描出がなされるようになるより前の段階、ごく初

期の描出段階から、子どもの持つ特徴に少しでも気づきを得ることはできるのではないだ

ろうか。そしてその特徴を踏まえたかかわりを行うことが、子どもの発達を支え、持てる

力を最大限に発揮させることにつながるのではないだろうか。 

1 章第３節で見てきた、自己像と身体意識の形成の視点を重視するならば、最早期の母

子関係にも遡って子どもの発達に目を向けることが重要となる。そして、より早期の介入

の可能性も示唆されると思われる。その際、既に見てきたように、乳幼児期の描画の表出

のありようは、子どもの状態像、母子関係の状態像を理解する一つの糸口となり得るので

はないだろうか。 

  

1 章、2 章で見てきたことを踏まえ、総合的に整理すると、子どもの心理アセスメントと

して人物画を用いる上で重視すべき視点は以下の 4 点にまとめられる。 

 

１．子どもの心理アセスメントとは、「発達アセスメント」を核とし、「理解と支援のため

のアセスメント」という側面を持つものであると整理できる。また、アセスメントの目的

は、「発達支援のニーズを把握」、「支援目標、方法を決定」、「発達を確認」、「支援の妥当性

を確認」することである。その中では、「子どもは成長・発達する存在である」ことを踏ま

え、「子どもの発達の経過を辿ること、そして経過を辿りつつ、その都度の状態を見極めて

いきながら支援を構築し直していくこと」が重要なポイントとなる。さらに、もう一つの
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重要なポイントは、子どもが、取り巻く環境の中で生きているという点、これは、子ども

の関係性の発達を見ていく視点ともいえる。 

 

２．発達障害の子どもは、外界からの視覚的な刺激を概念化することよりも、視覚的な形

態をそのままに記憶し再生して絵にしている傾向が強い。一方、通常の幼児の描画の技法

は、子どもが対象を見ることによって獲得されていくというよりは、実践的なかかわりを

基盤にした、対象についての概念化のはたらきを通して獲得されるものである。  

 

３．外の世界とつながれない発達障害の子どもは、まず自分の内側がつながっていないこ

とが考えられ、これは受動の相（P.30, 5 行）としても表れる。全身体的感覚の調整の難し

さが大きな要因となると考えられる。円形の表出は、子どもの内側が「つながり」始めた

ことの一つの証にもなる。逆に、円形の表出に向かう過程のありようによっては、「つなが

り」の難しさが示唆されることになる。円形の描出と、前段階のなぐり描きに見られる表

現は、内側からの形成のはたらき（P.23, 24 行）によってもたらされると言える。その形

成を規定するものは、社会的関係性の発達側面と、感覚運動的発達側面である。円形以後

の描出の過程においても、この両側面の関与を見ていくことが必要である。 

 

４．子どもの描く頭足類、人物画の、手足は、方向線（P.22, 6 行）であり、触知線

（P.22, 6 行）であり、‘はたらき’（P.22, 10 行）であることを踏まえると、手足がどのよ

うに描かれているのか、その描かれようを見ていくことで、その子どもの自己意識の明確

さや、社会に対する働きかけのエネルギーの状態にも、何らかの示唆が得られる。幼児の

描出において手や脚が線のみで描かれている場合と、円形、つまりは肉付きのある形で描

かれている場合とでは、子どもの手脚の体性感覚、身体運動性のバランスは異なる、実体

として感じる感覚がより強いならば肉付きとして描かれる、ということになるのではない

だろうか。 

 

子どもの人物画を、上記の 4 点を重視して、心理アセスメントとして活用することによ

り、有効性は、次のように仮説として提示することができる。 
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１．子どもの最早期からの表現には、＜身体的なものー心的なものー社会的なもの＞を示

唆する表出が見られる。そして、子どもの人物画というものが、子どもにとって、他の対

象物とは明らかに異なる表現であり、なぐり描きから、頭足人、人物画へと進んでいくそ

の流れから、子どもの身体的なもの、心的なもの、社会的なものを総合的にアセスメント

することができる有効的なツールである。 

 

２．子どもが自己と他者を見出していく、その過程の中では自己と他者、多くの場合は母

親がその他者を担うため、母子の関係性が重要となる。母子の情動によるコミュニケーシ

ョンが上手く蓄積されていく中で子どもは自己を知るようになる。そして、そのコミュニ

ケーションの在り方としては、感覚的な刺激、発達の状態に合わせた身体を用いた遊びの

活用、身体的な刺激が鍵となる。また、子どもが自己と他者を見出し、身体意識を確立し

ていく、その過程が、人物画の発達に表れる。 

 

本研究では、子どもの、視覚的に人物画としてとらえることができる段階の描出だけで

はなく、初期描画、つまりなぐり描きから人物画に至る描出過程に着目し、その意義を明

確にする。そして、子どもの初期描画から人物画に至る変化の過程をどのように見て活用

することが有効なアセスメントにつながるのか、その視点を提案する。さらに、保育の現

場などで、子どもの初期描画から人物画に至る過程に着目して活用する方法を提案する。

以上のことを目的として、本研究を進めていくこととする。 

 具体的には、上に示した、子どもの心理アセスメントとして人物画を用いる上で重視す

べき４つの視点について、これらの視点を重視する意義を明確にする。また、有効性とし

て提示した２つの仮説について実証する。 

 

第２節 方法 

  

 子どもの人物画を、描出の発達過程に着目してアセスメントとして活用することの有効

性を明らかにするため、まず、１章では、理論的研究として、先行研究を整理し、検討し

た。第１節として、子どもの心理アセスメントとしての人物画の活用についての理論を見

た。特に、対象が「子ども」であることによるアセスメントの特徴や配慮について吟味
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し、人物画の、知能検査としての側面と、性格検査としての側面も整理した。第２節で

は、子どもの人物描出の発達過程についての理論を見た。特に、自己像と身体意識の形成

への着目が見られる理論、発達上の特徴と人物画表現についての理論をまとめた。２章で

は、第 1 節として、幼児の人物画研究の知見を整理し、第 2 節として広汎性発達障害児の

人物画研究の知見を整理した。第３節で、第 1 節、第 2 節をまとめた。 

本章では、問題の所在を明らかにし、本研究の目的と仮説、方法について述べる。 

４章では、描画発達の過程への着目から実施した、二つの調査研究から明らかになった

ことを整理する。第 1 節に示す一つ目は、「幼児の心理的発達となぐり描きの変化の過程」

として、保育園の園児を対象に行った調査から得た「定型発達をしている子どもの描画」

と、治療的かかわりの実践場面から得た「発達的な遅れや偏り等の疑いのある子どもの描

画」を、それぞれ複数の事例を取り上げ、特になぐり描きの変化の過程に着目して整理し

検討した。なぐり描きの変化の過程が、子どもの早期の心理的発達をとらえる一つの有効

的なアセスメントとして活用できるものとなり得るのかを検討する。第 2 節に示す二つ目

は、「幼児の人物画の縦断調査」として、保育園の園児を対象に行った人物画の縦断調査を

分析した。アセスメントとして人物画を活用する上では、刻々と変化する時代に応じた子

どもの描出の傾向を把握しておくことが重要である。現在、子どもたちの心や身体はどの

ような状況に置かれているのか、そして子どもたち自身、自己の身体イメージをどのよう

に形成しているのか、分析の結果から示唆を得る。 

５章では、実践的事例研究として、子ども理解における人物描出の有効性の実際を検討

する。まず、第 1 節では、実践的研究の目的を整理する。第 2 節として、「発達上の難しさ

のある子どもへの支援と人物画活用の実際」から、アセスメントと実際の支援に、人物画

がどのように活かされたかを吟味する。第３節では、「母子関係へのアプローチと人物画活

用の実際」から、人物画の発達の流れに着目し、その人物画のある表現段階の子どもの発

達状況・母親からの相談内容等を照らし合わせ、人物画から読み取ることができる発達特

徴を吟味することで、母子の関係性の進展と子どもの状態像の変容における人物画の活用

の意義を明らかにする。第４節では、「保育者へのコンサルテーションにおける人物画の有

効性」として、人物画活用による保育者の子ども理解と母子支援の実際の変容に着目し、

保育現場における人物画の活用の意義も明らかにする。第 5 節として、第 2 節から第 4 節

の実践的事例研究を整理する。 
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６章として、総合的考察を行い、最後に、本論文の意義、今後の課題について提示す

る。                                                    
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４章 調査研究～描画発達の過程への着目から～ 

 

 本章では、描画発達の過程に着目して実施した調査研究を見ていく。第１節では、 

「幼児の心理的発達となぐり描きの変化の過程」として、子どもの初期描出とその変化の

過程を、保育園園児を対象に行った調査から得た、健常児の描出と、臨床実践の場でかか

わった発達の遅れや偏りのある子どもの描画において見ていき、それぞれの特徴を整理す

る。子どもの初期の描出であるなぐり描きに見られる表現は、その内容を丁寧に見て吟味

することによって、子どもの早期の心理的発達をとらえ、具体的なかかわり方の構築につ

なげていくための一つのアセスメントとして有効的なものになり得るかを軸に検討する。

第２節では、保育園園児を対象に行った人物画の縦断調査の結果の分析の結果から、最近

の子どもの人物画表現と、その経過を子どもの日常生活上の体験等にも目を向けて見てい

き、現在の子どもたちの心や身体はどのような状況に置かれているのか、そして子どもた

ち自身、自己の身体イメージをどのように形成しているのか、結果を分析して吟味する。

第３節では第１節と第２節を総合的にまとめる。 

 

第１節 幼児の心理的発達となぐり描きの変化の過程 

 

Ⅰ 目的 

 

 鬼丸（1981）は、表出期の描画は、叩きつけ、振復、回転、迷走の四つを基本形として

おり、またそれは、この期間の子どもの線画の発達の順序をも示すとする。叩きつけ、振

幅、回転、迷走に進んでいく過程は、「偶然のなぐり描き」から「意図的ななぐり描き」に

進んでいく過程であり、閉じたマルの発見は、「意味付けのなぐり描き」への突入の時期と

なる。子どもが他者との関係性の中で「偶然のなぐり描き」から「意図的ななぐり描き」

へと描画活動を進展させ、繰り返し描出する「意図的ななぐり描き」を受けとめてもらう

体験は、その一つ一つが情動を刺激し、興奮に結びつく経験になるのではないだろうか。

コミュニケーションには、字義的な側面と情動的な側面という両義的な性質が存在すると

考えられるが、字義的な側面の足場としても情動的なコミュニケーションによる、関係性

の構築が重要である。築かれた関係性を基盤に、やがてシンボルとしての描出、「意味付け
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のなぐり描き」が出現するようになる。他者との関係性の構築に難しさがある子どもの場

合、「意味付けのなぐり描き」の出現がスムーズには見られないことが推測できるが、子ど

もの情動体験につながるかかわりとして、その子どもに固有の特徴を鑑みた上で、「意図的

ななぐり描き」の段階の描出を丁寧に受けとめ、情動を共有して、受けとめたことを言葉

や表情や振る舞いとして返しながら寄り添う大人の存在が、足場造りとして重要だと言え

よう。 

昨今では、0 歳、1 歳などの早期から保育園などで集団生活を送る子どもが多くなってい

る。このことは、保育の現場において、保育者が子どもたちの発達上の様々な特徴や難し

さをより早期に見極めていく役割を担う必要が増しているということでもある。子どもた

ち一人一人の状態像の理解に努め、保護者と共有したり、発達上の遅れや何らかの偏り等

が見られる場合は、状況に応じて地域の専門機関と連携を取ったりすることなども必要と

なる。そのためにも、子ども一人一人の発達の状態を周囲が共有しやすい方法を見出して

いくことが欠かせないと思われる。 

本節では、なぐり描きを幼児の早期の心理的発達をとらえる一つのアセスメントとして

活用していくことの意義を明確にするため、「定型発達をしている子どもの描画」と「発達

的な遅れや偏り等の疑いのある子どもの描画」、それぞれについて複数の事例を取り上げ、

変化の過程、特に「意図的ななぐり描き」から「意味付けのなぐり描き」への変化に着目

して整理し検討した。幼児の早期の心理的発達をとらえる一つのアセスメントとしてなぐ

り描きを活用する意義が明確になっていくならば、子ども理解のための一つの方法とし

て、「なぐり描きの変化の過程」をより客観的な、共通理解可能な媒体として保育の現場等

での活用につなげていくことも可能になっていくのではないだろうか。 

 

Ⅱ 描画の発達の事例 

 

１．定型発達をしている子どもの「意図的ななぐり描き」から「意味付けのなぐり描き」 

（１）目的 

 定型発達をしている子どもの「意図的ななぐり描き」から「意味付けのなぐり描き」へ

の変化に着目し、それぞれの画が描かれた時の子どもの様子や、描かれた画がどのような

ものであったのか、複数の事例を通して吟味する。 



 [文書のタイトルを入力] 

55 

 

（２）方法 

対象児 

A 県 B 市の C 保育園 1 歳児クラス園児、第 1 期 23 名、第 2 期 25 名を対象とした。C

保育園において、2 歳児クラスから年長児クラスまでの園児を対象に同時期に人物画の調

査を実施した。1 歳児クラスの子どもについては、まだ人物画描出が見られない段階であ

るため、人物画としての調査ではなく、「なぐり描き」の描出を見る対象とし、本研究では

5 事例を取り上げた。 

１）実施時期 

第 1 期は 20xx 年 8 月、第 2 期は６カ月後の 20xx 年 2 月、午前中の 10 時～12 時の間

に実施した。 

２）実施場所と手続き 

1 歳児クラスの保育室にて実施した。机と椅子は園児が普段使い慣れているものを使用

した。普段は 4 人掛けで使用している机に斜めに 2 名が座り、他児の描画ができるだけ視

界に入らないように工夫した。一度に実施する人数を少なくし、園児がなぐり描きをしな

がら語る言葉を保育者が聞き取ることができるよう、男児、女児を分けて実施した。園児

3～4 名に一人の保育者が対応した。 

３）教示 

教示は筆者が行い、各担任保育士が補助的役割で対応した。C 保育園の 2 歳児クラスか

ら年長児クラスまでの園児を対象に人物画の調査を実施しており、その一環として 1 歳児

クラスでの調査を行ったことから、「お絵描きをしようね。誰かを描こうね。誰でもいい

よ。」というように、基本的には人物画を示唆し、わかりやすい表現を用いて教示をした。

園児３～ 4 人に対し一人の保育士が対応し、子どもとの共有をはかるようにした。子ども

の方から「○○を描いた」と語られる場合はそれを受けとめ、自発的に語られない場合

は、「これは？」や、「誰を描いたのかな？」という質問をし、描かれたものを聞き取っ

た。こうした描画についての言語表出の読み取りは、筆者と担任保育士らが手分けをして

子ども一人一人に実施した。 

４）実施方法 
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A4 白用紙、黒色パスを使用した。描画を無理強いはしないようにした。また、使用する

黒色パスを口に入れたり、周りの人の目に向けたりすることのないよう、十分に配慮し

た。 

５）倫理的配慮 

個人情報の取り扱い等について十分配慮すると共に、保育園の保育時間内の保育活動の

一環であるということで、園長先生より対象園児と保護者に事前に説明の機会を設けても

らい、了解が得られた上で実施した。個人が特定されないよう、アルファベット表記を用

いると共に、時期や場所が特定できる記述を省いた。また、大阪総合保育大学倫理委員会

の承認を得て行った。（承認番号：児保研―016） 

（３）結果 

第 1 期と第 2 期を通してデータを収集できた 23 名の内、描画の変化がみられた事例は

20 名であった。描画の変化がみられた場合でも、言語が未発達で明確な言語表出による注

釈がなかったもの、言語の発達はあるものの、注釈が曖昧であるものを除くと 10 事例と

なった。さらに、その中でも、第 1 期、第 2 期ともに描画調査時に集中して取り組んでお

り、筆者の印象にも調査時の姿が深く残っていた事例、且つ描画についての注釈もより明

確にできた子どもの事例を取り上げることとした。 

そこで、「意図的ななぐり描き」から「意味付けのなぐり描き」への移行期にある 5 事例

の描画を検討に用いた。ここで取り上げる 5 事例は、「意図的ななぐり描き」から「意味付

けのなぐり描き」へ変化したことが、言語表出による子ども自身の注釈によって明確にわ

かった 5 事例である。以下に「意図的ななぐり描き」から「意味付けのなぐり描き」へ変

化したことが、言語表出によって明確にわかった Aa 児、Ab 児、Ac 児、Ad 児、Ae 児の

５事例の、第 1 期、第 2 期の描画を並べて提示し、描画の変化について検討した。 
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〇A 児 

図 4-1 に、Aa 児の第 1 期と第 2 期の描画を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 Aa 児の第 1 期（ア）、第 2 期（イ）の描画 

 

（Aa 児のなぐり描きの変化について） 

Aa 児は（ア）の描出においては、守られた雰囲気の、集中できる環境の中で、ぐるぐる

と腕を回し、回転の表現に夢中になっていた。運動制御の能力を培っていく様が表れてい

るかのような印象であった。この時、すでに単語を発することはできるようになっていた

が、描いた画について、何を描いたのかを語る様子は見られなかった。（イ）の描出の際に

は、（ア）の時よりも落ち着いて描出をし、傍にいる保育者が見ていてくれることを前提に

描く様子で、描いてすぐに保育者の顔を見て、描出した画を指さして、「ママ」と言った。

自分の描いた画も、言葉と同じように、他者と共有できるものであることを、すでに認識

できていると受け止められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aa 児（男児） 

（ア）2 歳 1 カ月時    → （イ）2 歳 7 カ月時 

「ママ」 
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〇Ab 児 

 図 4-2 に、Ab 児の第 1 期と第 2 期の描画を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 Ab 児の第 1 期（ア）、第 2 期（イ）の描画 

 

（Ab 児のなぐり描きの変化について） 

（ア）の描出をした 1 歳 9 カ月時には、言葉は単語を数語、表出することができるレベル

であったが、黙々と画用紙に向き合い、描かれていく線を見つめていたのみで、特に描い

たものの説明はしなかった。2 歳 3 カ月時には（イ）を、「パパ、ママ、〇〇（自分）」、続

けて「お出かけ」と言って、何を描いているのかを、傍にいる保育者に説明しながら楽し

そうに描いていった。社会的経験によって得た感情の動きが、描出を促しているような印

象であった。 

 

〇Ac 児 

図 4-3 に、Ac 児の第 1 期、第 2 期の描画を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 Ac 児の第 1 期（ア）、第 2 期（イ）の描画 

Ab 児（女児） 

（ア）1 歳 9 カ月時  → （イ）2 歳 3 カ月時 

           「パパ、ママ、〇〇（自分）」 

    

Ac 児（男児） 

 

（ア）2 歳 0 カ月時 → （イ）2 歳 6 カ月時 

         「〇〇（自分）、□□（友達）」 
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（Ac 児のなぐり描きの変化について） 

2 歳 0 カ月時には、エネルギッシュに（ア）の描出をしたが、描くこと自体を楽しみ、

何か特定の意味付けがある様子には見えなかった。言語表出面においてはすでに二語文も

用いた表現ができるレベルではあったが、描いたものの説明をすることはなかった。しか

し、2 歳 6 カ月時には、（イ）を描出し、「○○（自分）、□□（友達）」と、描いた直後

に、誰を描いたのかをお話ししてくれた。（イ）の描出の際には少し時間をかけながら、何

かを思い出しながら描いている印象を受けた。 

 

〇Ad 児 

図 4-4 に、Ad 児の第 1 期、第 2 期の描画を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 Ad 児の第 1 期（ア）、第 2 期（イ）の描画 

 

（Ad 児のなぐり描きの変化について） 

２歳 2 カ月時には（ア）を描出し、腕を動かして線を描くこと自体を自分なりに楽しむ

様子が見られた。すでに 2 語文も用いて言語表出ができるレベルではあったが、自ら誰を

（何を）描いたのか、説明はしなかった。2 歳 8 カ月時には、（イ）を描出し、（ア）の時

に見られたように、腕を大きく動かすのではなく、細かく狭い範囲の中を丁寧に描いてい

た。（イ）では、「○○ちゃん（自分）」と言いながら、どう描くかを考えながら集中してい

っしょうけんめい描き出す様子が印象的であった。 

 

 

 

 

 

Ad 児（女児） 

（ア）2 歳 2 カ月時  →（イ）2 歳８カ月時 

「〇〇ちゃん（自分）」 
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〇Ae 児 

図 4-5 に、Ae 児の第 1 期、第 2 期の描画を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 Ae 児の第 1 期（ア）、第 2 期（イ）の描画 

 

（Ae 児のなぐり描きの変化について） 

2 歳 4 カ月時には、（ア）を、勢いよくぐるぐると夢中になって描出をした。その生き生

きとした様子に、腕を回して描くこと自体に、充足感が味わえるのではないかと感じられ

た。2 語文も用いて言語表出ができるレベルではあったが、特に説明等はせず、自己満足

が得られたようなタイミングで、「できた」と保育者に言った。2 歳 10 カ月時に描出した

(イ)は、（ア）と比べると、勢いは弱まっているように見える描出であるが、腕を動かすと

いうよりは、どう描くか、頭で考えながら描き進める様子であった。そして、「○○（自

分）」と言いながら、丁寧に描いていった。 

 

２．発達上の遅れや偏り等を抱える子どもの描画 

（１）目的 

発達上の遅れや偏りを抱える子どもの、「意図的ななぐり描き」から「意味付けのなぐり

描き」への変化に着目し、それぞれの画が描かれた時の様子や、描かれた画がどのような

ものであったのか、複数の事例を通して吟味する。定型発達をしている子どもとの比較を

し、異なる点を見出していく。 

 

（２）方法 

対象児 

Ae 児（男児） 

（ア）2 歳４カ月時 →（イ）2 歳 10 カ月時 

             「○○（自分）」 
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筆者が発達相談の実践現場で出会い、心理アセスメントと継続相談を実施した幼児で、

「意図的ななぐり描き」から「意味付けのなぐり描き」への変化がみられた描画のある、

Af 児（2 歳 6 カ月時から 5 歳 0 カ月時）、Ag 児（2 歳 9 カ月時から 3 歳 6 カ月時）の２事

例の検討を行った。Af 児の診断名は「知的障害」、Ag 児の診断名は「自閉症」であった。

（診断名については、当時の診断基準から主治医が診断したものである。） 

 

１）面接の枠組みについて 

小児を専門とする総合的な医療機関の発達外来を受診し、医師から心理職である筆者に

発達アセスメントや継続的な相談・支援の指示があった事例である。継続面接の間隔は、

子どもの成長発達の状況による医師の判断と母親の都合などによるものであった。場所は

病院内の心理相談室、面接時間は 1 回につき 60 分であった。 

２）描画活用の方法と手続き 

相談室には、A４サイズの白用紙、色鉛筆やクレヨンなどの彩色用具を子どもがすぐに

手に取れるように備えており、描画を促しやすい設定にしていた。玩具類も備えており、

描画も遊びの一環として、無理なく促す中で、子どもが自然に取り組むことができるよう

に配慮した。面接者である筆者、対象児、母親の、3 者が同席した。  

教示  

 教示は「お絵描きしてみようか」、「誰かを描いてみようか」、「お顔をかいてみようか」

という声掛けによって、さりげなく行うようにした。その場の雰囲気に合わせ、紙やペン

などを指し示すことで、非言語的な方法によっても自然に促した。描画中や描画後に、子

どもの方から「○○を描いた」と語られる場合はそれを受けとめ、自発的に語られない場

合は、「これは？」や、「誰を描いたのかな？」という質問をし、描かれたものを聞き取っ

た。                                                       

倫理的配慮 

個人が特定されないよう、終結後相当年数が経っている事例を取りあげ、Af、Ag のア

ルファベット表記を用いた。また、時期や場所が特定できる記述を省いた。 

 

（３）結果 
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知的障害の診断を受けている Af 児と、自閉症の診断を受けている Ag 児の、継続的なか

かわりの中で変化した描画を提示し、「意図的ななぐり描き」から「意味付けのなぐり描

き」への変化について検討した。 

 

〇Af 児（男児・知的障害） 

図 4-6 に、Af 児の描画を示した。（ア）は 2 歳 6 カ月時の描出である。なぐり描きには

好んで取り組んだ。（ア）に見られるような「意図的ななぐり描き」期間が長く、2 歳 6 カ

月時から 5 歳になる前頃まで「意味付けのなぐり描き」のような描出は見られなかった。

意味のある単語は 3 歳を過ぎたころから 1 語、2 語と増えていったが、増え方の速度がゆ

っくりであり、言語を介した他者とのコミュニケーションには進展しにくい状況であっ

た。その間、2 週間に一度程度の発達支援を行い、密度の濃いかかわりの中での非言語的

コミュニケーションを大切に継続し、描画表現も非言語的コミュニケーションの一環とし

て受けとめていった。また、同時に母親への助言も重ねた。母親に対しては、Af 児との言

語的コミュニケーションの進展には時間がかかるかもしれないが、言葉を介さない非言語

的コミュニケーションの積み重ねの中で、安心感が育まれ、他者への基本的信頼感も培わ

れていくので、根気強く Af 児とのやりとりを継続してほしいと助言した。5 歳 0 カ月時に

は（イ）に見られるように、急に次の段階へ進んだかのように、閉じたマルが描かれ、さ

らにマルから直線も出てくるようになり、「○○くん（自分）」など、画を指さして説明が

なされるようになった。この頃、家族以外の人との言語的コミュニケーションも少しずつ

上手になってきて、通っていた幼稚園でも意思表示を積極的にするようになったことが母

親から語られた。 
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図 4-6 Af 児の描画の変化 

 

〇Ag 児（男児・自閉症） 

図 4-7 に、Ag 児の描画を示した。2 歳 9 カ月時に描出した画が（ア）である。この時点

で語彙は 3 語発することができていたが、そこから語彙はなかなか増えていかなかった。

自分のペースで視覚的に処理することができる積み木やパズルなどを用いて遊ぶことが多

く、他者とやり取りには進展しにくい状況であった。Ag 児とのかかわりの中では、運動感

覚的な体験を重視したプレイルームでの発達支援を 2 週間に一度程度の間隔で実施し、日

常の中では五感を用いた直接体験を積み重ねることなどを母親に助言した。そして、静と

動のバランスをとる中で、静として描画表現の機会を設けられるよう、支援の場でも意識

した。（ア）の時点から、3 歳 3 カ月時の(イ)の描出の頃まで、ぐるぐると描く丸の画が続

くものの、（ア）から（イ）にかけて、Ag 児の手の回転がリズミカルになっていき、「意図

的」であるだけでなく、「意欲的」に描出する様子が見られるようになり、ぐるぐる丸のバ

ランスも整っていった印象であった。3 歳 6 カ月時には、（ウ）を描出し、閉じるマルに極

めて近い表現が見られるようになった。この頃、1 対 1 のやり取りでは模倣することが可

能となり、非言語的コミュニケーションが進むと共に、指さしなどのジェスチャーで意思

表示をすることも増えた。 

 

 

 

 

 

 

Af 児（男児・知的障害） 

（ア）2 歳 6 カ月時  →（イ）5 歳 0 カ月時 

（DA:1 歳 5 カ月）     （DA:2 歳 11 カ月） 

（DQ:57）        （DQ:58） 

[DQ は、新版 K 式発達検査による] 

           「○○くん（自分）」 
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図 4-7 Ag 児の描画の変化 

 

Ⅲ 考察 

（１）社会的関係性の発達側面 

「保育園児（定型発達している子ども）の描画の変化」については、Aa 児、Ab 児、Ac

児、Ad 児、Ae 児らは、揃って、松岡（2018）が「命名期」と呼んだ 2 歳台に、描いたも

のに「命名」をする姿が見られた。つまり、シンボルとしての描出、「意味付けのなぐり描

き」の出現が見られた。この時期は、象徴機能の獲得期であり、言葉の発達の著しい時期

と言える。しかし、単に言葉を獲得しているだけでは「意味付けのなぐり描き」の表出に

は至りにくい。問題と目的のところで述べたように、社会的な人間関係が構築され、自分

の表出を受けとめてくれる他者の存在との関係性が足場となることによって、「意味付けの

なぐり描き」が子どもにとって意義深いものとなり、表出へとつながっていくと考えられ

る。 

小林（2010）は、生まれて間もない子どもと養育者という特定二者間のコミュニケーシ

ョン世界では情動水準のコミュニケーションに強く依存し、次第に社会性が広がっていく

に従い、言葉や身振りといった象徴機能を有する媒体を介したコミュニケーションへと進

展し、その媒体もより一義的で普遍的なものが志向されるようになっていく、とする。さ

らに、問題と目的のところで述べたように、重要なことは、原初的コミュニケーション世

界にあっては、彼らの発する声や言葉の意味が文脈に強く規定されていることであり、言

Ag 児（男児・自閉症） 

（ア）         （イ）          （ウ） 

2 歳 9 カ月時    →  3 歳 3 カ月時     → 3 歳 6 カ月 

（DA:1 歳 9 カ月）                         （DA:2 歳 4 カ月）  

（DQ:63）                         (DQ:67) 

       [DQ は、新版 K 式発達検査による]  
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葉が一義的な意味を有さず、文脈を共有することによって初めて明らかになっていくとこ

ろに大きな特徴があると、小林（2010）は強調する。 

表 4-1 に「なぐり描きの発達と、コミュニケーション、社会性の発達」として示したも

のは、「偶然のなぐり描き」に始まり「意図的ななぐり描き」を経て「意味付けのなぐり描

き」が表出されるに至る変化と、それらの変化を基底するコミュニケーション媒体、コミ

ュニケーション水準、社会性の広がりに着目して整理したものである。「意図的ななぐり描

き」は情動的な側面を強く持ち、文脈依存的である。つまり、そのコミュニケーションの

場においては、情動（気持ち）が中心的役割を占め、情動の興奮や鎮静などが鋭く感じ取

られる原初的コミュニケーションの様態にあることであり、直接的、無媒介的なコミュニ

ケーション、つまり情動水準のコミュニケーションが展開されていくということである。

その展開を繰り返し、積み重ねる中で、やがて象徴機能を持った「意味付けのなぐり描

き」が生まれ出てくるようになると考えられる。 

 

表 4-1 なぐり描きの発達と、コミュニケーション、社会性の発達 

 

なぐり描きの発達 

偶然の 

なぐり描き 

 

→ 

 

意図的な 

なぐり描

き 

  

→ 

意味付けの 

なぐり描き 

コミュニケーション媒

体 

文脈依存的 

（無媒介的） 

→ 普遍的 

（話し言葉、身振りな

ど） 

コミュニケーション水

準 

情動水準 → 象徴水準 

社会性の広がり 

 

特定二者 → 不特定多数 

 

「発達上の遅れや偏り等を抱える子どもの描画の変化」については、『意味付けのなぐり描

き』が表れるまでの過程には、情動水準のコミュニケーションである原初的コミュニケー

ションを積み重ねていき、なぐり描きの表出もそのコミュニケーションの一環として受け

とめ、相互のやり取りへと発展するよう促す、時間をかけた個別的な密度の濃い支援や対

応が必要であった。「偶然のなぐり描き」から「意図的ななぐり描き」、そして「意味付け

のなぐり描き」へと至っていく歩みを子ども自身が体験し積み重ねていくことができるよ

う、足場となる情動共有を十分行うこと、そのためのきめの細かいかかわりを継続するこ

とが重要であると考えられる。 
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象徴機能の獲得期においては、「意味するもの」と「意味されるもの」の関係が成立す

る。そして、そこには表現の原動力となる社会的人間関係の形成が必要である。山上

（1999）は、象徴機能を獲得した時期には、身体各部の感覚と活動が一つの全体的な図式

へと体制化され、モデルに合わせて身体の動きを自由に調整し模倣が自在になっただけで

なく、そこにはない対象を姿勢活動によって表現すること（延滞模倣）も可能になるとし

ている。このことは、そこにはない対象、例えば自分の母親を「ママ」と言って描く「意

味付けのなぐり描き」が可能になった時期の子どもの変化の過程をも示しているのではな

いだろうか。 

Aa 児、Ab 児、Ac 児、Ad 児、Ae 児らは、保育者からの聞き取りによると、養育環境上

の安定感があり、親子の関係性が良好であるということから、特定二者間の情動水準のコ

ミュニケーションをほぼ安定して体験してきて、さらに保育者に対しても信頼してその場

その場の情動（気持ち）を共有することを中心とするコミュニケーションを積み重ねる日

常があった。その上で象徴機能を獲得していったことが、「意図的ななぐり描き」から「意

味付けのなぐり描き」への変化過程から見て取ることができた。言葉を獲得し、非言語的

コミュニケーションに加え、言語的コミュニケーションも豊かに繰り広げられる日々の繰

り返しの中で、安心して「意味付けのなぐり描き」をも受けとめてもらうことができると

いう確信を得ていったのではないかと考えられる。 

一方、Af 児、Ag 児はどちらも、診断名は異なるものの、社会的人間関係の形成におい

て支援が必要な状態であった。そのため、密度の濃い個別の支援を実施して、表現を受け

とめてもらうことの経験を Af 児、Ag 児が積み重ねることができるよう、治療的支援を継

続した。合わせて母親にも、家庭でのかかわりについて、情動の共有や母子関係の構築に

つながるような視点で助言を重ねた。発達的に何らかの特徴を持っている子どもへは、そ

の子どものペースを大切に見守り、小さな発信も見落とさず、受けとめてあげる継続的な

個別的かかわりが重要である。これは、子どもが自分の表出を発展させていく上での基盤

となり、表出期の描画が「偶然のなぐり描き」から「意図的ななぐり描き」、「意味付けの

なぐり描き」へと進んでいくための原動力ともなるであろう。 

 

（２）感覚運動的発達側面  
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「意味付けのなぐり描き」の出現を促したものとして、情動水準のコミュニケーション

に加えて、山形（2000）の言う感覚制御発達があった。「描画表現活動は人間に内在する

リズムや視覚、触覚、運動などの感覚運動的経験と深く結びついている（山形,2000）」と

されるように、描画表現活動において感覚運動的発達は基本的な側面である。保育園児の

5 事例共に、「意図的ななぐり描き」の段階においては、一心に腕を回してぐるぐる丸を描

いたが、その活動そのものが、感覚運動的刺激となり、感覚制御発達を促すことにつなが

ったことが事例の検討から推測された。一方で、Af 児、Ag 児においては、例えば一心に

腕をぐるぐると回してリズミカルに描く、といった様子が自然発生的には表れにくく、継

続的に体験を促す支えと一層の積み重ねが必要であった。「偶然のなぐり描き」から「意図

的ななぐり描き」、「意味付けのなぐり描き」へと進む過程は、叩きつけ、振復、回転、迷

走の四つが基本形となり、やがて、閉じるマルにつながっていく過程で、これは、この期

間の子どもの線画の発達の順序をも示すものであった。加えて、この「叩きつけ」、「振

幅」、「回転」、「迷走」は、感覚運動的な活動であり、これらの体験の繰り返しと積み重ね

により過程を踏んでいくことこそが、感覚制御を促していく役割を果たしていると考えら

れる。そして、閉じるマルの発見は、子ども自身が、ある意味での感覚制御の力を身に付

けるに至ったことの証でもある。 

 

（３）「意味付けのなぐり描き」と円形描出の意義 

閉じるマルの発見以降、見立て描出は進んでいく。1 章第３節で概観したように、この

時期の描画表現の持つ意義に関して、鬼丸（1981）は、子どもの描く円形について次のよ

うに述べている。「子供はなにかをつかんだ感覚、手でとらえたものの感触をこの完結した

形に見ている。」さらに、「一本の線がどうにか廻って、最後にそれが閉じ合わされるとい

うことが重要なのだ。」とした上で、「ママ」「パパ」「ワンワン」「ブーブー」。そう言いな

がら幼児はこの形を描く。これはおとなの感覚では二次元の輪の形にすぎないが、子ども

の意識では人や犬や自動車や、要するに中身のびっしりつまった実体、三次元の存在を意

味している。このようにして円形の発見は、まさに存在するものの最初の表現なのだ。そ

してこの円形が、以後めざましい発達を見せる子どもの対象表現の、最初の重要な基礎を

なすものだ。」と、描画表現においてそれが表されることの重要性について論じている。円

形を発見した子どもの表現について、ローエンフェルド（Lowenfeld,V., 1947/1979）
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も、「子どもはなぐり描きをしながら、何かお話しをするようになってくる。汽車にも、お

母さんにも見えないけれど子どもは、『これは汽車』『これは煙』『これは買い物に行くおか

あさん』といったりする。なぐり描きに注釈のつくことは、子どもの思考が全く変化した

ことを示しており、子どもの今後の発達にとって最も重要である。今まで子どもは、自分

の動作だけに完全に満足していたが、それ以後は、動作と想像的経験を結び付ける様にな

る。動作を介しての＜運動感覚的思考＞から絵画を介しての＜想像的思考＞へと変化した

のである。」と述べる。ローエンフェルド（Lowenfeld,V., 1947/1979）も、鬼丸

（1981）の見解と同様に円形が表されることの重要性とその意義について独自に“<運動

感覚的思考>から絵画を介しての＜想像的思考＞へと変化”という表現を用いて論じている

のである。 

しかし、こうした、鬼丸（1981）やローエンフェルド（Lowenfeld,V., 1947/1979）の

説明する子どもの意味付けの描画表現の基盤には、子どもの社会的人間関係の形成、つま

り描画表出を受けとめてくれる他者の存在を感じることができていることが必要である。

佐藤（2019）は、子どもは描画を「身近な人に見てもらい、自分の描いたものがそこに注

意を向けることでつながっていく『関係の共有』を持とうとする」と述べ、描画表現が周

りの人との関係の中から生まれてくることを説明している。 

本研究において実施した C 保育園における描画調査では、子どもが描くその時にのみ語

られる言葉を聞き洩らさないよう、担任保育士らの協力を得て聞き取りをした。象徴機能

を十分に獲得する前後の、情動水準のコミュニケーションが不可欠な段階にある子どもの

表出は、その場面の文脈を共有することなしには受けとめることができないことと、子ど

もの側からも受けとめてもらえるという安心感がないところでの表現は広がらないことが

予測されたため、子ども３～ 4 人に対し一人の保育士が対応し、子どもとの共有をはかる

ようにした。そのことによって、言葉を獲得している子どもは、描きながら、描いたもの

が何であるか（誰であるか）を傍にいる保育者に話すこともできた。今回は、人物画調査

の一環であったこともあり、「誰かを描こうね。」といった教示を行ったため、子どもたち

はそれに応答する形で描き、注釈も、「ママ」、「〇〇ちゃん（自分）」など、人物が中心と

なった。描出自体も、傍にいる大人と自分とのコミュニケーションとしての意味合いが強

く感じられた。子どもの表現を常に大切なメッセージとして受け止めることのできる存在
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があるからこそ、子どもは安心して表現を進めていき、ローエンフェルド（Lowenfeld,V., 

1947/1979）の言う「なぐり描きに注釈がつく」ようにもなっていくのだと思われる。 

発達に偏りがある場合には、なぐり描きの経験を積み重ねていくことができる環境の工

夫が大いに求められる。「偶然のなぐり描き」を経て、「意図的ななぐり描き」の時期を過

ごし、「意味付けのなぐり描き」に至る、中でも「意味付けのなぐり描き」に至ることの難

しい子どもが、特別な支援や対応が必要な子どもであると言える。しかし、この「意味付

けのなぐり描き」までの一連のなぐり描きの過程は、やがて子どもが閉じた丸、円形を発

見するために必要である。子どもの固有の特徴によって、対応に要する時間や細かい配慮

の仕方は異なるが、子どもの発達の状態に応じて、柔軟に構築していくことが大切であ

る。一人一人の発達を知るためには、この一連の「なぐり描き」の段階の見極めをするこ

とが重要であり、子どもが自らその過程を歩み、円形の発見に至る道筋を日常の中でどう

整えていくことができるかが大切なポイントであると言える。このとき軸となるのは足場

造りとしての他者との情動水準におけるコミュニケーションを通した関係性の発達、つま

り社会的人間関係の形成と、感覚運動的発達であり、これを踏まえて後に象徴機能の獲得

へと進むという考え方である。 

 

（４）内側からの形成のはたらき（心に感じているものの萌芽）としてのなぐり描き  

本研究では、「定型発達をしている子どもの描画」と「発達的な遅れや偏り等の疑いのあ

る子どもの描画」、それぞれについて複数の事例を取り上げ、変化の過程を整理し検討し

た。子どものなぐり描きの変化の過程には、子どもの成熟と共に経験が関係する。経験の

関与については、特に、「発達的な遅れや偏り等の疑いのある子どもの描画」の事例へのか

かわりからも、どのような経験をさせることができるかが描出の過程に重要な影響を及ぼ

すことが示唆された。山形（2000）は、「描画は自己の心的表象である」ことに目を向

け、1 歳代からみられる「表現意図の萌芽（P.23, 9 行）」や、表現意図からの「特徴の抽

出（P.23, 10 行）」へ進む過程に着目した。この表現意図は、「内側から」はたらいてくる

力だと言える。山形（2000）は、描画活動による対象表現を、言語と象徴遊びと合わせて

シンボルの発達水準から検討しているが、今後の探求の視点として、より多角的に描画発

達の過程をたどっていくことの必要性も提示している。 
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鬼丸（1981）は、子どもの描出において、一歩一歩複雑な形態を築き上げて行くことを

リードするのは、目よりも、子どもの内なる原本的な身体感覚であるとし、内側からの形

成のはたらきに着目した（P.23, 24 行）。初期の段階から視覚的な刺激を重視して経験を踏

ませることは、子どもの内側から表れてくる形成のはたらきを遮断してしまうことにつな

がることが危惧される。子どもの初期段階の描画であるなぐり描きは、結果より過程が大

切であり、自発的に刻印していく体験を経ながら、能動的に周囲の他者との共有事項とし

て成立させていくことに大きな意義がもたらされるのではないだろうか。 

なぐり描きに見られる表現は、内側からの形成のはたらき（P.23, 24 行）によってもた

らされると言える。その形成を規定するものは、社会的関係性の発達側面と、感覚運動的

発達側面である。山上（1999）は、子どもの発達支援においては、関係性の発達と感覚運

動的発達が、相補的に互いの発達過程を高次化していく役割を担っていることから、その

両面に目を向けてアプローチすることが不可欠であることを説明している。子どもの初期

描出であるなぐり描きの過程や内容を丁寧に見て吟味することは、より早期の心理的発達

をとらえることができ、具体的なかかわり方の構築につなげていくために有効的なアセス

メントにもなり得る可能性が示唆された。山形（2000）が、描画発達に対する社会文化的

文脈における支援システムが重要であると指摘しているように、子どもたちの日常である

保育の現場においても、「なぐり描きの変化の過程」を明らかにすることにより、子ども理

解につなげると共に、なぐり描きの過程そのものが、子どもの、内側からの形成のはたら

きに忠実に、能動的な行為として繰り広げられていくよう、支援システムを構築していく

ことが重要である。 

 

 

第２節 幼児の人物画の縦断調査 

 

Ⅰ 目的 

 

2 章第 1 節で整理した先行研究において、幼児の人物画に見られる身体像のアンバラン

スさが示されたが、筆者が携わっている発達相談の臨床場面においても、同じようにアン

バランスな身体像が描かれた人物画を目にすることが多くなっている。今給黎ら（2006）
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が、「健常児の描画の発達順序や特徴を知っておくことは、今後、障害児の描画を検討する

にあたり非常に重要であり、健常例と障害例と比較検討することによって、障害児特有の

描画の傾向を探る手がかりになる」と述べているように、アセスメントとして人物画を活

用する上では、刻々と変化する時代に応じた子どもの描出の傾向を把握しておくことが重

要である。そこで、先行研究における指摘からさらに相当年数が経過している現在、子ど

もたちの心や身体はどのような状況に置かれているのか、そして子どもたち自身、自己の

身体イメージをどのように形成しているのか、詳しく吟味する必要がある。 

人物画に表れる身体像のアンバランスさをより客観的に把握して吟味していくために

は、描かれる部位と、その部位の持つ意味に着目して指標を作成して整理することが必要

であると考える。三浦他（2005）は、幼児期女児のボディイメージ発達を、全体的評価と

内容分析によって解析した。そこで、筆者は、三浦他（2005）が、「人物の何を描いた

か」に着目して作成した「頭部・顔面各部位に関する項目」、「躯幹に関する項目」、「上肢

に関する項目」、「下肢に関する項目」、「装飾に関する項目」に分類して作成した指標を参

考として、新たな指標の作成を試みた。津守（1987）は、子どもの初期の描画には、人間

が中心を持った渦巻の統合体、内と外の統合体として表現されるとする。渦巻の中に目と

口と鼻があるから、子どもは人の顔を描いたのだ、とは決めつけられない、顔のように見

える渦巻は、むしろ人間の全体であるという。人間は回転する空間としてとらえられてお

り、目や口はその中に最も親しみやすいものとして浮かび上がってくるものであると説明

する。すなわち目や口や鼻は、人間のイメージの中心であり、ある人を象徴する内側の部

位であると考えられる。また、加藤・山田（2010）は年長児であっても鼻を描かない事例

が目立ち、これをテレビや漫画などの影響ではないかと指摘している。そこで、人間の内

側であり、イメージの中心であり、生きる上で重要な部位である「目」「口」「鼻」「耳」

は、これらが意識されて描出される時期や推移を見て、加藤・山田（2010）の指摘につい

ても検討するため指標に入れた。津守（1987）はさらに、手や足は初期には渦巻に統合さ

れて描かれていたものがやがて外に向かって描かれるようになるという考え方により、外

界と人間を関係づけるはたらきをすると説明する。そして、帽子などの装飾品は外界に属

するもののシンボルとする。鬼丸（1981）も、子どもが描出する丸から出る線を、目には

見えないが心に感じとられた、放射というはたらきを図示したもので、作用という非視覚

的現象を視覚化したものであるとする。そして、腕や脚が方向線としてではなく、手でつ
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かめる実体として、塊量として感ずる感覚の方が強いとこれらが円形となって体部に付着

する、と述べている。そこで筆者は「手が棒」「足が棒」「手も足も棒」「手も足も肉付き」

「手も足も無し」「手か足に指」の指標によって、外界との関係や、外界とのかかわりに向

けられたエネルギーに注目したいと考えた。「毛髪」「服」「頭に装飾」「服に装飾」の指標

は、描画は触知と運動とを主とした直接の身体感覚の表れであるとする鬼丸（1981）の説

明を基に、触知と運動による身体感覚から得られるものではなく、津守（1987）が述べる

外界に属するシンボルに類するものとして取りあげた。つまり、「人間の内側に属するも

の」、「外界と人間を関係づけるはたらきをするもの」、「外界に属するもの」に分類し、指

標を作成した。三浦他（2005）は、「描画を全体として眺め、描画から得られる印象を重

視し、検査者が直観的に被験者の描画の意味を把握すること」を全体的評価と位置付けて

いる。 

本節では、次に示す、既述した指標を用いて整理・分析することを軸とする１．と、小

林、伊藤によって改訂された DAM 新版（2017）で本研究の縦断データを分析することを

軸とする２．を明らかにすることを目的として、幼児の人物画の調査・分析をし、描画事

例の変化を追った。 

  

１．幼児の人物画に表れる特徴とその推移を明らかにする。 

郷間（英）他（2010）や川越他（2011）はアンバランスの身体像の特徴をあげている

が、6 年経過した時点に収集した 2 歳児群、年少児群、年中児群、年長児群という 4 群を

対象に調査した本研究のデータからも同様な結果が見いだされるか明らかにする。また、2

歳児群、年少児群、年中児群、年長児群という 4 群を対象に、第 1 期、第 2 期、第 3 期と

縦断的に調査することにより、人物画特徴の推移に着目し、幼児期の各発達時期に表れや

すい人物画の特徴とその変容を明らかにする。人物画の変容の実際を、事例を通しても追

うことで各時期による特徴を確認していく。 

まず同じ幼児群を 3 期に渡り調査することにより、単にある部分の描出がまだ出現して

いないのか、或いは一旦出現したものが描かれなくなったのか、という点と、幼児期とい

う短いスパンで、描出の中により誇張されていきやすい部分と、逆にあまり意識されにく

くなる部分はどこなのか、という点に着目したい。また、同じ保育環境にある 4 つの年齢

群を調査することにより、人物画の変容の特徴に及ぼす保育環境の影響をできるだけ少な
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くし、年齢の上昇による変容の部分を見い出しやすくしたいと考えた。合わせて、一部、

異なる群で年齢時期がほぼ重なる調査が可能となるため、人物画特徴に、異なる幼児群で

も同年齢時期には同様の結果が見られるかどうかということにも着目したい。これらの点

を明らかにすることにより、幼児期に必要な子どもの体験や、より細かいスパンでの生活

スタイルの見直しへの妥当な示唆が得られるのではないかと考える。 

 

２．DAM-IQ の推移と性差を明らかにする。 

小林、伊藤によって改訂された DAM 新版（2017）で本研究の縦断データを分析して、

DAM-MA、DAM-IQ を算出し、年齢変化を明らかにし、加藤・山田（2010）、郷間

（英）他（2010）、川越他（2011）らの先行研究で指摘されている、IQ の全体的な遅れ、

女児が男児よりも高得点であるとの性差の指摘についても検討する。 

 

Ⅱ方法 

対象児 

A 県 B 市の C 公立保育園園児、第 1 期 115 名、第 2 期 123 名、第 3 期 86 名を対象と

した。第 1 期、第 2 期（第 1 期から６カ月後）、第 3 期（第２期から８カ月後）の各年齢

群別、性別による対象人数と、生活年齢の範囲を表 4-2 に示す。 

 

表 4-2 対象児の内訳：第 1 期、第 2 期、第 3 期の各年齢群別、性別による対象人数

と、生活年齢の範囲 
  第 1 期      第 2 期 第 3 期   

群  ｎ   生活年齢 

（CA） 

ｎ   生活年齢 

   （CA） 

ｎ  生活年齢 

   （CA） 

第 1 期で 2

歳児 

全体 18    2:4～3:4 32 2:11～4:0 27 3:7～4:7 

男児 7  2:4～3:4 11 2:11～4:0 8  3:7～4:7 

女児 11  2:8～3:4   21 2:11～3:10 19 3:8～4:7 

第 1 期で

年少児 

全体 31  3:3～4:2 29 3:11～4:10 30 4:7～5:7 

男児 17  3:3～4:2 16 3:11～4:9 17 4:7～5:5 

女児 14  3:7～4:0 13 3:11～4:10 13 4:8～5:7 

第 1 期で

年中児 

全体 30  4:3～5:2 27 4:10～5:10 29 5:7～6:7 

男児 15  4:3～5:2 15 4:10～5:8 15 5:7～6:5 

女児 15  4:4～5:0 12 4:11～5:10 14 5:8～6:7 

第 1 期で

年長児 

全体 35  5:4～6:4 35 5:10～6:10     ―   

男児 16  5:4～6:1 16 5:10～6:7     ―  

女児 19  5:4～6:4 19 5:10～6:10     ―  

 計 114        123 86    

 

＊第 1 期で年長児群に関しては、第 3 期には卒園しており調査は実施していない。 
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手続き 

（１）実施時期 

 第 1 期は 20xx 年 8 月、第 2 期は６カ月後の 20xx 年 2 月、第 3 期は第二回目から 8 カ 

月後の 20xx 年 11 月に 1 日 1 クラスのペースで午前中の 10 時～12 時の間に実施した。 

（２）実施場所と手続き 

A 保育園の各保育室で実施した。机と椅子は園児が普段使い慣れているものを使用し

た。普段は 4 人掛けで使用している机に斜めに 2 名が座り、他児の描画ができるだけ視界

に入らないように工夫した。一度に実施する人数を 10 数名ずつにするため、2 歳児は 2 回

に分け、年少児・年中児・年長児のクラスはそれぞれ 3 回に分けて実施した。 

（３）教示 

教示は筆者が行い、各担任保育士が補助的役割で対応した。具体的な教示は「人を一人

描いてください。頭から足の先まで全部ですよ。しっかりやってね。」という DAM 検査の

基本的な教示に努めたが、各発達に合わせて、伝わりやすいよう、語尾などには柔軟に工

夫をした。 

（４）実施方法 

A4 サイズの白い用紙、2 歳児クラスは使い慣れている黒パスを使用し、年少児以上のク

ラスでは鉛筆と消しゴムを使用した。対象が乳幼児であることから、描画を無理強いはし

ないようにした。また、使用する鉛筆や黒パスなどを口に入れたり、周りの人の目に向け

たりすることのないよう、座席の位置の間隔を空けた座り方など、十分に配慮した。  

（５）倫理的配慮 

個人情報の取り扱い等について十分配慮すると共に、保育園の保育時間内の保育活動の

一環であるということで、園長先生より対象園児と保護者に事前に説明の機会を設けても

らい、了解が得られた上で実施した。また、大阪総合保育大学倫理委員会の承認を得て行

った。（承認番号：児保研―016） 

（６）分析方法 

１．人物画特徴の分析  
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三浦他（2005）の内容分析による指標を参考とし、身体のバランスという視点で、特に

手や足の描かれ方と毛髪や装飾の描かれ方のバランスに着目して筆者が作成した以下の指

標により各指標の有無を 0-1 で得点化した。   

具体的な指標として「（描かれた）画の性別」「目有り」「口有り」「鼻有り」「耳有り」

「手が棒」「足が棒」「手も足も棒」「手も足も肉付き」「手も足も無し」「手か足に指」「毛

髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」の 15 の指標を設定した。 

アンバランス指標として「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ

「髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」で 1 つ以上あるものを「アンバラン

ス 1」とし、「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」のも

のを「アンバランス２」として加えた。「アンバランス１」では、直接の身体感覚と直接の

身体感覚とは異なるものとのバランスを、「アンバランス２」では、外界のものではないが

身体感覚とは異なる「髪」と、直接の身体感覚とのバランスを見た。「髪」に関しては、

「服」や、「髪や服に付属する装飾的なもの」とは異なり、人の身体の一部でありながら、

「手」や「足」のように直接的に感覚刺激を得る部位ではなく、「髪」のスタイルによって

装飾的な役割も果たし得るという特徴がある。そのため、「アンバランス２」を別に設け

た。  

また、三浦他（2005）の全体的評価では描画の印象から 7 つのステージに分類して評価

をしているが、筆者は、描画から得られる印象による検討を、事例を取り上げることで実

施することとした。 

 

２．DAM-MA、DAM-IQ の算出 

 小林・伊藤（2017）の DAM 新版に従い、DAM の各指標の有無により得点化し、

DAM-MA を算出した。各子どもの生活年齢で除し、DAM-IQ を求めた。 

ただし、DAM では基本的に男子像を評価するが、筆者は、子どもの人物画表現にはまず

は「自己イメージ」が描き出されるという観点を重視しているので、本研究において子ど

もが自然に描出した画を評価した。 

 

３．量的分析 
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 量的分析では、第 1 期から第 2 期への変化、第 2 期から第 3 期への変化という継時的推

移を見た。表 4-3 に、各年齢群別の追跡時期（生活年齢の範囲）と追跡できた人数を示

す。 

 

表 4-3 第 1 期から第 2 期、第 2 期から第 3 期の各年齢群別の追跡時期（生活年齢の範

囲）と追跡できた人数 

  第 1 期  →  第 2 期     第 2 期 → 第 3 期   

群  ｎ   生活年齢（CA）の範囲 ｎ  生活年齢（CA）の範囲 

第 1 期で 2

歳児 

 16  2:4～3:4→ 2:11～4:0 13 2:11～4:0 →3:7～4:7 

第 1 期で

年少児 

 17  3:3～4:2→ 3:11～4:10 21 3:11～4:10→4:7～5:7 

第 1 期で

年中児 

 23  4:3～5:2→ 4:10～5:10 25 4:10～5:10→5:7～6:7 

第 1 期で

年長児 

 28  5:4～6:4→ 5:10～6:10     ―  

＊第 1 期で年長児群に関しては、第 3 期には卒園しており、第 2 期から第 3 期の追跡調査は実施していない。 

 

 

➀「（描かれた）画の性別」以外の 14 の指標とアンバランス１，アンバランス２の指標の

経時的推移について、マクネマ―（McNemar）検定により分析した。 

②DAM-IQ、DAM-MA の変化量の経時的推移を paired t test で分析した。 

③ DAM-IQ、DAM-MA の性差を「第 1 期で 2 歳児」、「第 1 期で年少児」、「第 1 期で年中

児」、「第 1 期で年長児」の各群の各時期に対して、paired t test で分析した。 

 

４．描画事例の経時的変化の検討 

 量的分析で変化があった指標を中心に、同じ子どもの時期による描画の変化を、「第 1 期

で 2 歳児」群、「第 1 期で年少児」群、「第 1 期で年中児」群、「第 1 期で年長児」群、そ

れぞれの代表的な事例を通して検討する。 

 

Ⅲ 結果 

1. 量的分析の結果  

（１）描かれた人物画の性別 

「描かれた人物画の性別」のクロス集計結果を、第 1 期、第 2 期、第 3 期の時期別、年齢

群別、性別に整理し表 4-4 に示した。これは、子どもが言語化して明らかに示した性別が
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反映されたものであり、特に「第 1 期で 2 歳児」群と「第 1 期で年少児」群では、言語の

未発達さから性別が不明であるものが一定数あった。しかし、「第 1 期で 2 歳児」群の第 3

期、「第 1 期で年少児」群の第 2 期という、年少時期の後半になると 50％以上が自分と同

じ性別の画を描いたことが言語化された。そして、男児では、「第 1 期で年中児」群の第 1

期、第 2 期、第 3 期、「第 1 期で年長児」群の第 2 期、女児では、「第 1 期で年少児」群の

第 2 期、第 3 期、「第 1 期で年中児」群の第 1 期、第 2 期、第 3 期、「第 1 期で年長児」群

の第 1 期、第 2 期で 70％以上の割合で自分と同じ性別の画が表現された。中でも「第 1 期

で年中児」群の第 2 期、「第 1 期で年長児」群の第 2 期では自分と同じ性別の画を描いた

女児は 100％であった。 

 

表 4-4 自分と同じ性別の人物画を描いた人数と割合 
  第 1 期 第 2 期 第 3 期 

   

 

 

ｎ 

自分と同じ性別の

画を描いた人数と

割合(％） 

  

 

 

ｎ 

自分と同じ性別の画

を描いた人数と割合

（％） 

 

 

 

ｎ 

自分と同じ性別の画

を描いた人数と割合

（％） 

 

第 1 期で 2

歳児 

全体 18 ３（17％） 32 ４（13％） 27 15（56％） 

男児  7 ０（０％） 11 ２（18％） ８ ４（50％） 

女児 11 ３（27％） 21 ２（10％） 19 11（58％） 

第 1 期で

年少児 

全体 31 ９（29％） 29 19（66％） 30 21（70％） 

男児 17 ４（24％） 16 ９（56％） 17 11（65％） 

女児 14 ５（36％） 13 10（77％） 13 10（77％） 

第 1 期で

年中児 

全体 30 22（73％） 27 26（96％） 29 24（83％） 

男児 15 11（73％） 15 14（93％） 15 11（73％） 

女児 15 11（73％） 12 12（100％） 14 13（93％） 

第 1 期で

年長児 

全体 35 24（69％） 35 34（97％）   

男児 16 ８（50％） 16 15（94％）   

女児 19 16（84％） 19 19（100％）   

 

 

（２）描画データ指標の経時的推移 

描画データの 14 の指標と２つのアンバランス指標の有無の経時的推移について

McNemar 検定により明らかにした。 

➀「第 1 期で 2 歳児」群の経時的推移 

図 4-8 に、「第 1 期で 2 歳児」群の第 1 期、第 2 期、第 3 期の描出推移を示した。「第 1 期

で 2 歳児」群では、1 期、2 期、3 期にかけて、手足は、無から少しずつ棒の手足が表現さ

れ始める。目と毛髪への意識も高めである。そして、全体的に 3 期である年少児となった

時期の変化が大きい。 
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図 4-8 「第 1 期で 2 歳児」群の第 1 期、第 2 期、第 3 期の描出推移 

 

表 4-5 に 1 期から 2 期の 14 の指標とアンバランス指標 1，2 の経時的変化と

McNemar 検定の結果を示した。 

「第 1 期で 2 歳児」群の 1 期から 2 期では、いずれの指標においても有意な変動は見ら

れなかった。この時期には、まだ「手足肉付き」「手か足に指有り」「毛髪有り」「服有り」

「頭に装飾有り」「服に装飾有り」等の指標を描出する段階の子どもはいなかった。 
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表 4-5 「第 1 期で 2 歳児」群の第１期から第２期（約 6 カ月後）の描画指標の推移検

定 
    変化（第 1 期→第 2 期）   

    0→0（1→1） 0→1（1→2） 1→0（2→1） 1→1（2→2）  

  N  n , ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％ ｐ-value  

第 1 期で 2 歳児  ,    ,    ,    ,   

 目 16  5 , 31.3  2 , 12.5  1 , 6.3  8 , 50.0 ＞0.999 

 口 16  5 , 31.3  5 , 31.3  2 , 12.5  4 , 25.0 0.453 

 鼻 16  10 , 62.5  4 , 25.0  0 , 0.0  2 , 12.5 0.125 

 耳 16  14 , 87.5  2 , 12.5  0 , 0.0  0 , 0.0 0.500 

 手が棒   16  14 , 87.5  2 , 12.5  0 , 0.0  0 , 0.0 0.500 

 足が棒 16  15 , 93.8  1 , 6.3  0 , 0.0  0 , 0.0 ＞0.999 

 手足棒 16  15 , 93.8  1 , 6.3  0 , 0.0  0 , 0.0 ＞0.999 

 手足肉付   ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 手足無 16  0 , 0.0  0 , 0.0  3 , 18.8  13 , 81.3 0.250 

 手か足に指 ―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 毛髪 ―  ― , ー  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 服 ―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 頭装飾 ―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 服装飾 ―  ― , ―  ― , ―  ― , ―   ― , ― ― 

 ア ン バ ラ ン ス

１ 
―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 ア ン バ ラ ン ス

２ 
―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

     ,    ,    ,    ,   

 

アンバランス１:「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」を 1 つ以上 

アンバランス２:「手も足も棒、または手か足が棒または手も足も無し」かつ「髪有り」  

 
 

 

表 4-6 に「第 1 期で 2 歳児」群の第 2 期から第 3 期（約 8 カ月後）の 14 の指標とアン

バランス指標 1，2 の経時的変化と McNemar 検定の結果を示した。第 2 期から第３期で

は、有意な変動をする指標が 5 つ認められた。まず「手足無」において、手足を描かなか

った割合は、第 1 期 100.0%、第 2 期 83.3%、第 3 期 51.9%と推移しており、2 期から第

3 期の変化において、5%水準で有意な差があった。即ち、この時期に手足を描く子どもが

有意に増えたことを意味する。また、「毛髪有り」においては、第 1 期 0％、第 2 期 0％、

第 3 期 44.4％という推移をしており、これも第 2 期から第 3 期で、5%水準で有意に変動

した。この時期に毛髪を描くようになった子どもが有意に増えたことを意味している。さ

らに、「目有り」「服有り」「アンバランス指標１」では、10％水準で有意な差が表れた。

「目」は、この時期に明確に描かれることが増え、「服」も「毛髪」に次いで意識が高まっ

てくる時期であることがわかる。毛髪や服、装飾への意識は手足に比して高い傾向が「ア

ンバランス指標１」の結果から明らかになった。 
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表 4-6 「第 1 期で 2 歳児」群の第 2 期から第 3 期（約 8 カ月後）の描画指標の推移検

定 
    変化（第 2 期→第 3 期）   

    0→0（1→1） 0→1（1→2） 1→0（2→1） 1→1（2→2）  

  N  n , ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％ ｐ-value  

第 1 期で 2 歳児  ,    ,    ,    ,   

 目 13  0 , 0.0  5 , 38.5  0 , 0.0  8 , 61.5 0.063† 

 口 13  1 , 7.7  5 , 38.5  1 , 7.7  6 , 46.2 0.219 

 鼻 13  5 , 38.5  4 , 30.8  2 , 15.4  2 , 15.4 0.688 

 耳 13  11 , 84.6  1 , 7.7  1 , 7.7  0 , 0.0 ＞0.999 

 手が棒   13  9 , 69.2  3 , 23.1  1 , 7.7  0 , 0.0 0.625 

 足が棒 13  8 , 61.5  4 , 30.8  1 , 7.7  0 , 0.0 0.375 

 手足棒 13  9 , 69.2  3 , 23.1  1 , 7.7  0 , 0.0 0.625 

 手足肉付 13  10 , 76.9  3 , 23.1  0 , 0.0  0 , 0.0 0.250 

 手足無 13  2 , 15.4  0 , 0.0  6 , 46.2  5 , 38.5 0.031* 

 手か足に指 13  9 , 69.2  4 , 30.8  0 , 0.0  0 , 0.0 0.125 

 毛髪 13  7 , 53.8  6 , 46.2  0 , 0.0  0 , 0.0 0.031* 

 服 13  8 , 61.5  5 , 38.5  0 , 0.0  0 , 0.0 0.063† 

 頭装飾 13  10 , 76.9  3 , 23.1  0 , 0.0  0 , 0.0 0.250 

 服装飾 13  10 , 76.9  3 , 23.1  0 , 0.0   0 , 0.0 0.250 

 ア ン バ ラ ン ス

１ 
13  8 , 61.5  5 , 38.5  0 , 0.0  0 , 0.0 0.063† 

 ア ン バ ラ ン ス

２ 
13  9 , 69.2  4 , 30.8  0 , 0.0  0 , 0.0 0.125 

      ,    ,    ,    ,   

†p<.10, *ｐ＜.05 

 

アンバランス１ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」を 1 つ以上  

アンバランス２ :「手も足も棒、または手か足が棒または手も足も無し」かつ「髪有り」  

 
 

 

➁「第 1 期で年少児」群の経時的推移 

図 4-9 に、「第 1 期で年少児」群の第 1 期、第 2 期、第 3 期の描出推移を示した。「第 1

期で年少児」群では、手足無が減り、棒の手足が増えるが、肉付きの手足も少しずつ増え

てきている。手か足に指有りも増えている。毛髪への意識が高い様子が見られ、アンバラ

ンス２の高さにつながっている。 
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図 4-9 「第 1 期で年少児」群の第 1 期、第 2 期、第 3 期の描出推移 

 

表 4-7 に「第 1 期で年少児」群の第１期から第２期（約 6 カ月後）の 14 の指標とアン

バランス指標 1，2 の経時的変化と McNemar 検定の結果を示した。第１期から第 2 期で

有意な変動をする項目が 2 つ認められた。「手足無」の指標、つまり手足を描かなかった割

合は 1 期 55％、2 期 4.0％で、1 期から 2 期で手足を描く子どもが５％水準で有意に増え

た。「目有り」は 10％水準で有意な差があった。この時期に目を描出する子どもが有意に

増えた。 
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表 4-7 「第 1 期で年少児」群の第 1 期から第 2 期（約６カ月後）の描画指標の推移検

定 

    変化（第１期→第２期）   

    0→0（1→1） 0→1（1→2） 1→0（2→1） 1→1（2→2）  

  N  n , ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％ ｐ―value 

第 1 期で年少児  ,    ,    ,    ,   

 目 17  0 , 0.0  7 , 41.2  1 , 5.9  9 , 52.9 0.070† 

 口 17  1   , 5.9  7 , 41.2  2 , 11.8  7 , 41.2 0.180 

 鼻 17  4   , 23.5  7 , 41.2  2 , 11.8  4 , 23.5 0.180 

 耳 17  9 , 52.9  4 , 23.5  3 , 17.6  1 , 5.9 ＞0.999 

 手が棒   17  8 , 47.1  5 , 29.4  2 , 11.8  2 , 11.8 0.453 

 足が棒 17  6  , 35.3  6 , 35.3  3 , 17.6  2 , 11.8 0.508 

 手足棒 17  9 , 52.9  4 , 23.5  3 , 17.6  1 , 5.9 ＞0.999 

 手足肉付 17  14 , 82.4  2 , 11.8  1 , 5.9  0 , 0.0 ＞0.999 

 手足無 17  7 , 41.2  1 , 5.9  9 , 52.9  0 , 0.0 0.021 * 

 手か足に

指 
17  11 , 64.7  5 , 29.4  1 , 5.9  0 , 0.0 0.219 

 毛髪 17  6 , 35.3  6 , 35.3  1 , 5.9  4 , 23.5 0.125 

 服 17  11 , 64.7  2 , 11.8  4 , 23.5  0 , 0.0 0.688 

 頭装飾 17  14 , 82.4  2 , 11.8  1 , 5.9  0 , 0.0 ＞0.999 

 服装飾 17  16 , 94.1  1 , 5.9  0 , 0.0  0 , 0.0 ＞0.999 

 アンバランス

１ 
17  7 , 41.2  6 , 35.3  1 , 5.9  3 , 17.6 0.125 

 アンバランス

２ 
17  7 , 41.2  6 , 35.3  1 , 5.9  3 , 17.6 0.125 

                    

†p<.10, *ｐ＜.05 

 

アンバランス１ :「手も足も棒、または手も足も棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」を 1 つ以上  

アンバランス２ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」  

 

表 7 に「第 1 期で年少児」群の第 2 期から第 3 期（約 8 カ月後）の 14 の指標とアンバ

ランス指標 1，2 の経時的変化と McNemar 検定の結果を示した。第 2 期から第 3 期にか

けては、有意な変動をする項目が一つ認められた。「服有り」において 10％水準で有意な

差があった。つまり、この時期に服を描出する子どもが有意に増えた。 
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表 4-8 「第 1 期で年少児」群の第 2 期から第 3 期（約 8 カ月後）の描画指標の推移検

定 

    変化（第 2 期→第 3 期）   

    0→0（1→1） 0→1（1→2） 1→0（2→1） 1→1（2→2）  

  N  n , ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％ ｐ―value 

第 1 期で年少児  ,    ,    ,    ,   

 目 21  0 , 0.0  1 , 4.8  2 , 9.5  18 , 85.7 ＞0.999 

 口 21  2   , ９.5  3 , 14.3  1 , 4.8  15 , 71.4 0.625 

 鼻 21  3   , 14.3  4 , 19.0  8 , 38.1  6 , 28.6 0.388 

 耳 21  10 , 47.6  3 , 14.3  7 , 33.3  1 , 4.8 0.344 

 手が棒   21  10 , 47.6  2 , 9.5  6 , 28.6  3 , 14.3 0.289 

 足が棒 21  13  , 61.9  0 , 0.0  4 , 19.0  4 , 19.0 0.125 

 手足棒 21  13 , 61.9  1 , 4.8  5 , 17.6  2 , 9.5 0.219 

 手足肉付 21  10 , 47.6  7 , 33.3  4 , 23.8  0 , 0.0 0.549 

 手足無 21  20 , 95.2  0 , 0.0  1 , 19.0  0 , 0.0 ＞0.999 

 手か足に

指 
21  8 , 38.1  6 , 28.6  2 , 4.8  5 , 23.8 0.289 

 毛髪 21  7 , 33.3  2 , 9.5  1 , 4.8  11 , 52.4 ＞0.999 

 服 21  12 , 57.1  7 , 33.3  1 , 0.0  1 , 4.8 0.070† 

 頭装飾 21  15 , 71.4  4 , 19.0  0 , 0.0  2 , 9.5 0.125 

 服装飾 21  16 , 76.2  4 , 19.0  0 , 23.8  1 , 4.8 0.125 

 アンバランス

１ 
21  10 , 47.6  1 , 4.8  5 , 23.8  5 , 23.8 0.219 

 アンバランス

２ 
21  10 , 47.6  1 , 4.8  5 , 23.8  5 , 23.8 0.219 

                    

†p<.10, *ｐ＜.05 

 

アンバランス１ :「手も足も棒、または手も足も棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」を 1 つ以上  

アンバランス２ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」  

 

③「第 1 期で年中児」群の経時的推移 

図 4-10 に、「第 1 期で年中児」群の第 1 期、第 2 期、第 3 期の描出推移を示した。「第

1 期で年中児」群では、肉付きの手足が増えている。しかし、手足無は減じたものの棒の

手足も目立つ。また、目と口が高い割合で描かれているのに比して鼻と耳の描出の少なさ

が表れている。特に第 1 期から第 2 期にかけ鼻の描出は減退している。「手も足も肉付き」

の指標は、第 1 期から第 2 期にかけて増えているものの、第 2 期から第 3 期では減少して

いる。毛髪の出現率は、第 2 期と第 3 期では 95％を超えている。 
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図 4-10 「第 1 期で年中児」群の第 1 期、第 2 期、第 3 期の描出推移 

 

表 4-9 に「第 1 期で年中児」群の第１期から第２期（約 6 カ月後）の 14 の指標とアン

バランス指標 1，2 の経時的変化と McNemar 検定の結果を示した。第 1 期から第 2 期で

有意な変動をする項目が 3 つ認められた。まず「鼻」において、第 1 期では 42.3％の子ど

もが描いていたが、第 2 期では 18.5％の子どもしか描いておらず、鼻を描く子どもが 5％

水準で有意に減った。また、「手足肉付」においては、第 1 期で 46.2％、第 2 期では

77.8％の子どもが描いており、5％水準で有意に増えた。「手が棒」は第 1 期から第 2 期で

23.1％から 7.4％と、10％水準で有意に減った。「手が棒」に比して「足が棒」に有意な変

動が見られないのは、指標には入れていない「足は無し」の状態と分散された結果となっ

ていることとも関係していると考えられる 
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表 4-9 「第 1 期で年中児」群の第 1 期から第 2 期（約６カ月後）の描画指標の推移検

定 

    変化（第１期→第２期）   

    0→0（1→1） 0→1（1→2） 1→0（2→1） 1→1（2→2）  

  N  n , ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％ ｐ―value 

第 1 期で年中児  ,    ,    ,    ,   

 目 ―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 口 23  0   , 0.0  2 , 8.7  1 , 4.3  20 , 87.0 ＞0.999 

 鼻 23  13   , 56.5  0 , 0.0  7 , 30.4  3 , 13.0 0.016＊ 

 耳 23  14 , 60.9  3 , 13.0  4 , 17.4  2 , 8.7 ＞0.999 

 手が棒   23  17 , 73.9  0 , 0.0  5 , 21.7  1 , 4.3 0.063† 

 足が棒 23  11 , 47.8  2 , 8.7  8 , 34.8  2 , 8.7 0.109 

 手足棒 23  17 , 73.9  1 , 4.3  5 , 21.7  0 , 0.0 0.219 

 手足肉付 23  ５ , 21.7  8 , 34.8  0 , 0.0  10 , 43.5 0.008＊ 

 手足無 23  22 , 95.7  0 , 0.0  1 , 4.3  0 , 0.0 ＞0.999 

 手か足に

指 
23  ７ , 30.4  3 , 13.0  6 , 26.1  7 

 

, 30.4 0.508 

 毛髪 23  0 , 0.0  5 , 21.7  1 , 4.3  17 , 73.9 0.219 

 服 23  4 , 17.4  3 , 13.0  5 , 21.7  11 , 47.8 0.727 

 頭装飾 23  13 , 56.5  3 , 13.0  2 , 8.7  5 , 21.7 ＞0.999 

 服装飾 23  12 , 52.2  4 , 17.4  1 , 4.3  6 , 26.1 0.375 

 アンバランス

１ 
23  12 , 52.2  2 , 8.7  7 , 30.4  2 , 8.7 0.180 

 アンバランス

２ 
23  12 , 52.2  3 , 13.0  7 , 30.4  1 , 4.3 0.344 

                    

†p<.10 ,  *ｐ＜ .05  

アンバランス１ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」を 1 つ以上  

アンバランス２ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」  

 

 

表 4-10 に、「第 1 期で年中児」群の第 2 期から第 3 期（約 8 カ月後）の 14 の指標とア

ンバランス指標 1，2 の経時的変化と McNemar 検定の結果を示した。第 2 期から第 3 期

で有意な変動をする項目は 2 つ認められた。また、「手足肉付」においては、第 2 期から第

3 期では 77.8％から 59.3％に、10％水準で有意に減った。「服有り」においては、63.0％

から 82.6％に、10％水準で有意に増えた。 
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表 4-10「第 1 期で年中児」群の第 2 期から第 3 期（約 8 カ月後）の描画指標の推移検定 

    変化（第２期→第３期）   

    0→0（1→1） 0→1（1→2） 1→0（2→1） 1→1（2→2）  

  N  n , ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％ ｐ―value 

第 1 期で年中児  ,    ,    ,    ,   

 目 ―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 口 25  0   , 0.0  １ , 4.0  0 , 0.0  24 , 96.0 ＞0.999 

 鼻 25  14   , 56.0  6 , 24.0  2 , 8.0  3 , 12.0 0.289 

 耳 25  18 , 72.0  3 , 12.0  4 , 16.0  0 , 0.0 ＞0.999 

 手が棒   25  20 , 80.0  4 , 16.0  0 , 0.0  1 , 4.0 0.125 

 足が棒 25  20 , 80.0  1 , 4.0  0 , 0.0  4 , 16.0 ＞0.999 

 手足棒 25  21 , 84.0  3 , 12.0  0 , 0.0  1 , 4.0 0.250 

 手足肉付 25  ５ , 20.0  0 , 0.0  5 , 20.0   15 , 60.0 0.063† 

 手足無 ―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 手か足に

指 
25  ７ , 28.0  8 , 32.0  3 , 12.0  7 

 

, 28.0 0.227 

 毛髪 25  0 , 0.0  1 , 4.0  1 , 4.0  23 , 92.0 ＞0.999 

 服 25  4 , 16.0  5 , 20.0  0 , 0.0  16 , 64.0 0.063† 

 頭装飾 25  13 , 52.0  2 , 8.0  3 , 12.0  7 , 28.0 ＞0.999 

 服装飾 25  9 , 36.0  6 , 24.0  3 , 12.0  7 , 28.0 0.508 

 アンバランス

１ 
25  19 , 76.0  2 , 8.0  0 , 0.0  4 , 16.0 0.500 

 アンバランス

２ 
25  19 , 76.0  2 , 8.0  0 , 0.0  4 , 16.0 0.500 

                    

†p<.10 ,  *ｐ＜ .05  

アンバランス１ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」を 1 つ以上  

アンバランス２ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」  

 

 

④「第 1 期で年長児」群の経時的推移 

図 4-11 に、「第 1 期で年中児」群の第 1 期、第 2 期の描出推移を示した。「第 1 期で年

長児」群では、第 1 期から第 2 期にかけて、「頭に装飾」「服に装飾」の指標が「第 1 期で

年中児」群の出現率からのほぼ延長線上に増えた。「髪有り」「服有り」は第 1 期も第 2 期

も高い出現率である。 
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図 4-11 「第 1 期で年長児」群の第 1 期、第 2 期の描出推移 

 

表 4-11 に、「第 1 期で年長児」群の第１期から第２期（約 6 カ月後）の 14 の指標とア

ンバランス指標 1，2 の経時的変化と McNemar 検定の結果を示した。この時期はどの指

標においても大きな変化は見られず、有意差はなかった。 
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表 4-11「第 1 期で年長児」群の第 1 期から第 2 期（約６カ月後）の描画指標の推移検定 

    変化（第１期→第２期）   

    0→0（1→1） 0→1（1→2） 1→0（2→1） 1→1（2→2）  

  N  n , ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％  ｎ ， ％ ｐ―value 

第 1 期で年長児  ,    ,    ,    ,   

 目 ―  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 口 28  0   , 0.0  3 , 10.7  0 , 0.0  25 , 89.3 0.250 

 鼻 28  12   , 42.9  5 , 17.9  3 , 10.7  8 , 28.6 0.727 

 耳 28  10 , 35.7  8 , 28.6  3 , 10.7  7 , 25.0 0.227 

 手が棒   28  18 , 64.3  2 , 7.1  4 , 14.3  4 , 14.3 0.688 

 足が棒 28  17 , 60.7  1 , 3.6  4 , 14.3  6 , 21.4 0.375 

 手足棒 28  19 , 67.9  2 , 7.1  3 , 10.7  4 , 14.3 ＞0.999 

 手足肉付 28  7 , 25.0  6 , 21.4  3 , 10.7  12 , 42.9 0.508 

 手足無 28  ― , ―  ― , ―  ― , ―  ― , ― ― 

 手か足に

指 
28  9 , 32.1  6 , 21.4  5 , 17.9  8 

 

, 28.6 ＞0.999 

 毛髪 28  2 , 7.1  0 , 0.0  0 , 0.0  26 , 92.9 ＞0.999 

 服 28  5 , 17.9  1 , 3.6  1 , 3.６  21 , 75.0 ＞0.999 

 頭装飾 28  14 , 50.0  3 , 10.7  1 , 3.6  10 , 35.7 ＞0.625 

 服装飾 28  9 , 32.1  5 , 17.9  4 , 14.3  10 , 35.7 ＞0.999 

 アンバランス

１ 
28  18 , 64.3  1 , 3.6  4 , 14.3  5 , 17.9 0.375 

 アンバランス

２ 
28  18 , 64.3  1 , 3.6  4 , 14.3  5 , 17.9 0.375 

                    

アンバランス１ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」「服有り」「頭に装飾有り」「服に装飾有り」を 1 つ以上  

アンバランス２ :「手も足も棒、または手か足が棒、または手も足も無し」かつ「髪有り」  

 

経時的推移のまとめ 

 

量的分析の結果をまとめると、5％水準で有意な差が見られた指標は、「第 1 期で 2 歳

児」群では、第 2 期から第 3 期の「手足無」（有意に減った）、「髪有り」（有意に増えた）、

「第 1 期で年少児」群では、「手足無」（有意に減った）、「第 1 期で年中児」群では、「鼻有

り」（有意に減った）、「手足肉付き」（有意に増えた）の 5 つであった。10％水準で有意な

変動が見られた指標は、「第 1 期で 2 歳児」群では第 2 期から第 3 期の「目有り」「服有

り」「アンバランス１」（いずれも有意に増えた）、「第 1 期で年少児」群では第 1 期から第

2 期の「目有り」（有意に増えた）、第 2 期から第 3 期の「服有り」（有意に増えた）、「第 1

期で年中児」群では、第 1 期から第 2 期の「手が棒」（有意に減った）、第 2 期から第 3 期

の「手足肉付き」（有意に減った）、「服有り」（有意に増えた）の 8 つであった。 

また、縦断調査において、各年齢群で時期が概ね重なっているところがある。その時期

には異なる子ども群でも類似の継時的変化の結果があらわれている。まず「第１期で 2 歳
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児」群の第 3 期と「第１期で年少児」群の第２期は、どちらも年少の学年の後半時期に当

たる。「第 1 期で 2 歳児」群の第 2 期から第 3 期、「第 1 期で年少児」の第１期から第 2 期

の経時的変化では、どちらにおいても「目有り」と「手足無」に有意な差が見られた。す

なわち、この年少の後半時期が「目」の表出の顕著な時期であること、そして、「手足」の

表出も顕著となってくる時期であることがわかる。次に「第 1 期で年少児」群の第 2 期か

ら第 3 期と「第 1 期で年中児」群の第 1 期から第 2 期は、どちらも年中の学年の後半時期

に当たる。「第 1 期で年中児」群の第 1 期から第 2 期の継時的変化では「鼻」の出現が有

意に減り、「手足肉付き」が有意に増えたが、「第 1 期で年少児」群の第 2 期から第 3 期で

も、有意な差とはなっていないものの、「鼻」の出現が減り、「手足肉付き」が増える結果

となった。「第 1 期で年中児」群の第 2 期から第 3 期と、「第 1 期で年長児」群の第 1 期か

ら第 2 期は、どちらも年長の学年の後半時期に当たる。「第 1 期で年中児」群の第 2 期か

ら第 3 期の継時的変化では「服」の出現が有意に増え、「手足肉付き」の出現が有意に減っ

たが、「第 1 期で年長児」群では、それらに有意な変動という形では表れなかった。「第 1

期で年長児」群の「服」描出は第 1 期からすでに第 2 期と同じ様に 75％以上の出現率で見

られ、「第 1 期で年中児」群の第 3 期の 82.6％に近い、高い出現率であった。また、「第 1

期で年長児」群の「手足肉付き」は第 1 期で 53.6％と、「第 1 期で年中児」群の第 3 期の

59.3％に近い、低い出現率であった。 

 

２．描画の経時的変化の事例 

（１）「第 1 期で 2 歳児」群の経時的変化の事例 

図 4-12 は、「第 1 期で 2 歳児」Ah 子の第 1 期（a）、第 2 期（b）、第 3 期（c）の画で

ある。量的分析で第 2 期から第 3 期の推移において 5％水準で有意な差が見られた「手足

無し」と「毛髪有り」の指標、10％水準で有意な差が見られた「服有り」の指標で、Ah

子の画にも変化が見られた。Ah 子の描出では特に、（b）の画を「お友達」と言いながら

描いたが、（c）の画でもやはり「お友達」と言い、（b）で表そうとしていたものがどのよ

うなものであったのかが、（c）によって具体的に伝わってきた。 

 



 [文書のタイトルを入力] 

90 

 

（a） 

 

（b） 

 

（c）

 

Ah 子の第 1 期の画 

「Ah ちゃん（自分）」 

CA:3 歳 2 カ月 

MA:3 歳 3 カ月 

IQ:103 

Ah 子の第 2 期の画 

「お友達」 

CA:3 歳 8 カ月 

MA:（算出不能） 

IQ:（算出不能） 

Ah 子の第 3 期の画 

「お友達」 

CA:4 歳 5 カ月 

MA:5 歳 9 カ月 

IQ:130 

図 4-12 「第 1 期で 2 歳児」Ah 子の画 

 

図 4-13 は、「第 1 期で 2 歳児」Ai 子の第 1 期（a）、第 2 期（b）、第 3 期（c）の画であ

る。図 4-13 の（a）では、丸の中に目と口が描出され、さらに周囲にも何かを表そうとす

る描出があった。（b）では、Ai 子が「手と足」と表現した棒が描出されているが、棒の本

数が多く手足としてはバランスが悪い。（c）では、この時期、量的分析で手足を描く子ど

もが有意に増えたように、Ai 子の画にも肉付きの足が描出された。しかし、手は無く、

44.4％の子どもが描出した毛髪は Ai 子の画には見られなかった。また、頭というより顔

が誇張されて表現されている印象を受ける。 

 

（a） 

 
 

（b） 

 

（c） 

 

Ai 子の第 1 期の画 

CA:3 歳 3 カ月 

MA:3 歳 1 カ月 

IQ:95 

Ai 子の第 2 期の画 

CA:3 歳 10 カ月 

MA:3 歳 3 カ月 

IQ:85 

Ai 子の第 3 期の画 

CA:4 歳 6 カ月 

MA:3 歳 10 カ月 

IQ:85 

図 4-13 「第 1 期で 2 歳児」Ai 子の画 
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（２）「第１期で年少児」群の経時的変化の事例 

図 4-14 は「第 1 期で年少児」の Aｊ男の第 1 期（a）、第 2 期（b）、第 3 期（c）の画で

ある。描いた画を、第 1 期には（a）「おかあさん」、第 2 期には（b）「男の子」、第 3 期に

は「男の子と女の子」（c）とＡｊ男は表現した。（a）には幾重にも描かれた円状の線の中

に顔が描かれている。目も口も耳も鼻も描かれているように見える。しかし（b）には耳と

鼻は見当たらず、（c）には「男の子と女の子」として描かれたうちの一人にのみ鼻が描か

れているように、耳と鼻の描出は不安定な印象である。また、Ａｊ男は、第 1 期（a）に

は描いていなかった足を第 2 期（b）には描いており、量的分析の結果を反映している。

その足は棒状でひょろ長く描かれ、大きい頭を中心とする上半身をいっしょうけんめい支

えているかに見える。第 3 期（c）に描いた「男の子と女の子」の男の子には棒の手足、女

の子には棒の足のみが描かれており、上半身に比して手足への意識は薄いような印象を受

ける。量的分析でこの時期に「服有り」で有意な変動が見られたが、Ａｊ男の描いた第 3

期の画、（c）でも服が描かれた。 

 

 

（a） 

 

（b） 

 

（c） 

 

 

Ａｊ男の第 1 期の画「おか

あさん」 

CA:3 歳 7 カ月 

MA:3 歳 11 カ月 

IQ:109 

Ａｊ男の第 2 期の画「Ａ

ｊくん（自分）」 

CA:4 歳 1 カ月 

MA:3 歳 11 カ月 

IQ:96 

Ａｊ男の第 3 期の画「男

の子と女の子」 

CA:4 歳 10 カ月 

MA:4 歳 11 カ月 

IQ:102 

図 4-14 「第 1 期で年少児」Ａｊ男の画 
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図 4-15 は、「第 1 期で年少児」のＡｋ男の第 1 期（a）、第 2 期（b）、第 3 期（c）の画

である。第 1 期には手足は棒ではあるが、指までしっかりと力強く描かれている。第 2 期

（b）には手は棒で足は肉付き、第 3 期（c）は手も足も肉付きとなっている。身体全体に

意識が向き、バランスよく描かれている印象である。 

 

 

（a） 

 

 
 

（b） 

 

 

（c） 

 

 

Ａｋ男の第 1 期の画 

CA:4 歳 2 カ月 

MA:5 歳 5 カ月 

IQ:130 

Ａｋ男の第 2 期の画 

CA:4 歳 9 カ月 

MA:4 歳 11 カ月 

IQ:104 

Ａｋ男の第 3 期の画 

CA:5 歳 5 カ月 

MA:6 歳 11 カ月 

IQ:128 

図 4-15 「第 1 期で年少児」Ａｋ男の画 

 

（３）「第 1 期で年中児」群の経時的変化の事例 

図 4-16 は、「第 1 期で年中児」の Al 男の第 1 期（a）、第 2 期（b）、第 3 期（c）の画で

ある。第 1 期（a）では描いていた鼻を、第 2 期（b）、第 3 期（c）では描いておらず、目

がとりわけ強調された描出となっている。また、第 1 期（a）で棒状に描かれていた足

が、第 2 期（b）では肉付きとして描出されている。Al 男の場合、手は第 1 期（a）から肉

付きで、指も描かれた。第 2 期（b）、第 3 期（c）でも手には指が描かれ、第 3 期（c）に

は足にも指が描かれた。しかし、第 2 期の 5 歳 8 カ月時の画と第 3 期の 6 歳 5 カ月時の画

を比べると描かれた内容があまり変わっておらず、むしろ全体のバランスという点では第

3 期（c）の方が、頭ばかり大きくて、不安定なバランスの描出となっている。 
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（a） 

 
 

（b） 

 

（c） 

 

Al 男の第 1 期の画 

CA:5 歳 2 カ月 

MA:6 歳 1 カ月 

IQ:118 

Al 男の第 2 期の画 

CA:5 歳 8 カ月 

MA:6 歳 9 カ月 

IQ:122 

Al 男の第 3 期の画 

CA:6 歳 5 カ月 

MA:5 歳 2 カ月 

IQ:81 

図 4-16 「第 1 期で年中児」Al 男の画 

 

 

図 4-17 は、「第 1 期で年中児」のＡｍ子の第 1 期（a）、第 2 期（b）、第 3 期（c）の画

である。Ａｍ子の場合、鼻は第 3 期にのみ描かれている。耳は 3 期とも描かれていない。

手足は 3 期に渡って肉付きではあるが、1 期、2 期は手足の描き方の貧弱さに比して毛髪

と目と口を中心とした表情を念入りに描いている。2 期から第 3 期では「服有り」が 10％

水準で有意に増えていることを象徴しているように、服にはこだわって、装飾を含めて丁

寧に描いた。しかし、第 3 期は全体的にバランスがとれているように見えるが、身体が描

かれているというよりも豪華に装飾されたドレスが中心に描かれた印象であり、身体はド

レスに伴って描出されたように見える。   
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（a） 

 

（b） 

 

 
 

 

（c） 

 

 
 

Ａｍ子の第 1 期の画 

CA:4 歳 4 カ月 

MA:5 歳 6 カ月 

IQ:127 

Ａｍ子の第 2 期の画 

CA:4 歳 9 カ月 

MA:5 歳 9 カ月 

IQ:117 

Ａｍ子の第 3 期の画 

CA:5 歳 5 カ月 

MA:9 歳 1 カ月 

IQ:160 

図 4-17 「第 1 期で年中児」Ａｍ子の画 

 

（４）「第 1 期で年長児」群の経時的変化の事例 

図 4-18 は、「第 1 期で年長児」Ａｎ子の第 1 期（a）、第 2 期（b）の画である。1．-

（２）-⑤継時的推移のまとめで示したように、「第 1 期で年長児」群の第 1 期には「第 1

期で年中児」の第 3 期と同様に「手足肉付き」の指標で低い出現率であったが、図 4-18

のＡｎ子の（a）の画も、手は棒で、足はなく、「手足肉付き」の描出は見られなかった。

また、「第 1 期で年長児」群の「服」の出現は第 1 期も第 2 期も 75％以上の高い出現率で

あったが、Ａｎ子の（a）の画にも（b）の画にも「服」は描かれ、第 1 期と比べると第 2

期では一層念入りに装飾が施されると共に、人物を取り囲む装飾にも広がった印象を受け

る。「第 1 期で年中児」群の第 1 期から第 2 期の継時的変化では「鼻」の出現が有意に減

っており、その後の年齢群となる「第 1 期で年中児」群の第 2 期から第 3 期、「第 1 期で

年長児」の第 1 期から第 2 期でも「鼻」の有意な変動はない。「第 1 期で年少児」群の第 2

期から第 3 期でも、有意な値とはなっていないものの、「鼻」の出現は減っている。つま

り、年中児の学年の後半時期に減じていく「鼻」の指標は、年長児では概ね出現率が低い

ことが考えられるが、Ａｎ子の（a）、（b）の画でも「鼻」の出現はなかった。 
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（a） 

 

（b） 

 
Ａｎ子の第 1 期の画 

CA:5 歳 5 カ月 

MA:4 歳 7 カ月 

IQ:85 

Ａｎ子の第 2 期の画 

CA:5 歳 11 カ月 

MA:6 歳 9 カ月 

IQ:114 

図 4-18 「第 1 期で年長児」Ａｎ子の画 

   

図 4-19 は、「第 1 期で年長児」Ａｏ男の第 1 期（a）、第 2 期（b）の画である。図 4-18

のＡｎ子の（a）、（b）の画と同様に、Ａｏ男の（a）,（b）の画にも「鼻」は描出されて

いない。そして第 1 期の画、（a）では、これもＡｎ子と同様に「手足肉付き」ではなく、

手のみが肉付きで足は棒であった。Ａｏ男の第 2 期の画、（b）では、手足の指が生き生き

と描かれているところが印象的である。 

 

（a） 

 

（b） 

 

Ａｏ男の第 1 期の画 

CA:5 歳 8 カ月 

MA:4 歳 6 カ月 

IQ:79 

Ａｏ男の第 2 期の画 

CA:6 歳 2 カ月 

MA:6 歳 1 カ月 

IQ:99 

図 4-19 「第 1 期で年長児」Ａｏ男の画 
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３.DAM-MA、 DAM-IQ 

（１）経時的推移 

DAM-MA、DAM-IQ に関しては、表 4-2 に示した対象児全体のうち、DAM で得点化す

ることができたものを全体数（n）とした。表 4-12 に、第 1 期、第 2 期、第 3 期の調査対

象人数と DAM で得点化することができた人数を示す。例えば「第 1 期で 2 歳児」群の第

1 期における描出の場合、「頭」としてカウントできる閉じるマルの描出にも至っていない

画も多く、DAM-MA、DAM-IQ で算出の対象となった画は表 4-2 で示した数の半数以下

であった。その他、すべての年齢群において、描画に乗り気ではなかったり、明らかに人

物描出ではなく、異なる物の描出をしたりした子どももあったため、それらを除いたもの

が、DAM で得点化することができた人数（n）である。 

 

表 4-12 各時期の各年齢群の対象人数全体と、DAM で得点化することができた人数

（n） 

 

方法の箇所で述べたように、小林・伊藤（2017）の DAM 新版に従い、DAM の各指標

の有無により得点を算出し、DAM-MA を算出した。各子どもの生活年齢で除し、DAM-

IQ を求めた。表 4-13 に、各年齢群別、時期別の DAM-MA、DAM-IQ の平均値と標準偏

差を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

 DAM で得点

化できた人数

（n） 

対象人数全体 DAM で得点

化できた人数 

(n) 

対象人数全体 DAM で得点

化できた人数 

(n) 

対象人数全体 

第 1 期で 2 歳児 ７ 18 ９ 32 21 27 

第 1 期で年少児 11 31 21 29 24 30 

第 1 期で年中児 25 30 27 27 27 29 

第 1 期で年長児 28 35 35 35   
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表 4-13 各年齢群別、時期別の DAM-MA、 DAM-IQ の平均値と標準偏差 
 第 1 期        第 2 期 第 3 期 

 n 平均値±標準偏差 n 平均値±標準偏差 n 平均値±標準偏差  

 第 1 期で 2 歳児 

DAM-MA 

DAM-IQ           

 

第 1 期で年少児 

DAM-MA 

DAM-IQ 

 

第 1 期で年中児 

DAM-MA 

DAM-IQ 

 

第 1 期で年長児 

DAM-MA 

DAM-IQ 

 

 

 

7 

7 

 

 

 

11 

11 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

28 

28 

 

 

39.1  

110.0 

 

 

 

48.8 

106.5 

 

 

 

68.1 

118.5 

 

 

 

72.5 

103.5 

 

 

± 

± 

 

 

 

± 

± 

 

 

 

± 

± 

 

 

 

± 

± 

 

 

1.8 

10.3 

 

 

 

8.2 

18.3 

 

 

 

14.5 

22.7 

 

 

 

14.3 

19.1 

 

 

9 

9 

 

 

 

21 

21 

 

 

 

27 

27 

 

 

 

35 

35 

 

 

44.0 

103.0 

 

 

 

54.6 

106.2 

 

 

 

72.1 

113.0 

 

 

 

81.6 

107.6 

 

 

± 

± 

 

 

 

± 

± 

 

 

 

± 

± 

 

 

 

± 

± 

 

 

4.0 

13.7 

 

 

 

9.2 

16.0 

 

 

 

15.3 

22.2 

 

 

 

18.0 

24.5 

 

 

21 

21 

 

 

 

24 

24 

 

 

 

27 

27 

 

 

 

50.2 

99.2 

 

 

 

62.1 

102.7 

 

 

 

77.6 

106.6 

 

 

± 

± 

 

 

 

± 

± 

 

 

 

± 

± 

 

 

 

8.1 

15.2 

 

 

 

13.3 

22.4 

 

 

 

18.1 

24.4 

 

 

 

第 1 期と第 2 期、第 2 期と第 3 期についての変化量の平均値について、対応のある t 検

定を行った結果を表 4-14 に示した。 

「第 1 期で年長児」群の DAM-MA は第 1 期の時に 72.5±14.3（平均±標準偏差）、第 2

期の時に 81.6±18.0 と上昇した（p<.002）。「第 1 期で年長児」群の第 1 期から第 2 期の

間で有意差が認められた。「第 1 期で 2 歳児」群の第 1 期から第 2 期の DAM-MA、DAM-

IQ、第 2 期から第 3 期の DAM-MA、「第 1 期で年少児」群の第 1 期から第 2 期の DAM-

MA、「第 1 期で年中児」群の第 1 期から第 2 期の DAM-IQ、第 2 期から第 3 期の DAM-

IQ は 10%水準で有意な傾向が見い出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [文書のタイトルを入力] 

98 

 

 

表 4-14 DAM-MA、 DAM-IQ の変化量 
 変化量（第 2 期―第 1 期） 変化量（第 3 期―第 2 期） 

 n 平均値±標準偏

差 

p-value n 平均値±標準偏

差 

p-ｖalue 

第 1 期で 2 歳児 

DAM-MA 

DAM-IQ 

 

第 1 期で年少児 

DAM-MA 

DAM-IQ 

 

第 1 期で年中児 

DAM-MA 

DAM-IQ 

 

第 1 期で年長児 

DAM-MA 

DAM-IQ 

 

 

5 

5 

 

 

9 

9 

 

 

23 

23 

 

 

28 

28 

 

4.0±3.4 

-6.8±6.7 

 

 

6.6±9.6 

2.7±21.1 

 

 

2.7±11.3 

-7.2±19.4 

 

 

9.4±14.7 

4.1±19.8 

 

0.058†  

0.087† 

 

 

0.075† 

0.714 

 

 

0.263 

0.090†  

 

 

0.0022＊ 

0.279 

 

6 

6 

 

 

18 

18 

 

 

25 

25 

 

 

8.8±9.0 

-0.2±17.9 

 

 

5.5±16.0 

-6.8±26.9 

 

 

4.3±15.0 

-8.0±21.4 

 

0.062† 

0.983 

 

 

0.162 

0.296 

 

 

0.165 

0.074† 

†p<.10, *ｐ＜.05 

 

（２）DAM-IQ の性差 

性差について、第 1 期、第 2 期、第 3 期におけると DAM-MA、DAM-IQ の得点の男女

別の平均値と t 検定の結果を、年齢群別に表 4-15、表 4-16、表 4-17、表 4-18 に示した。 

「第 1 期で 2 歳児」群においては、第 1 期、第 2 期、第 3 期のいずれの時期にも、MA、

IQ 共に有意な性差は認められなかった（表 4-15）。「第 1 期で年少児」群においては、第

3 期の MA の平均値においてのみ 10％水準で有意な性差（男児＜女児）が認められた

（p<.064）（表 4-16）。「第 1 期で年中児」群では、第 1 期の MA で 10％の有意な性差

（男児＜女児）が認められ（p<.052）、第 1 期の IQ（p<.028）と第 2 期の MA

（p<.001、第 2 期の IQ（p<.001）、第 3 期の MA（p<.001）、第 3 期の IQ（p<.001）で

5％の有意な性差（男児＜女児）が認められた（表 4-17）。「第 1 期で年長児」群では、実

施した第 1 期、第 2 期の MA と IQ で 5％の有意な性差（男児＜女児）（いずれも

p<.001）が認められた（表 4-18）。 
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表 4-15 「第 1 期で 2 歳児」群の性別の平均値と標準偏差および t 検定の結果 
                       「第 1 期で 2 歳児」群 

 DAM-MA DAM-IQ 

平均値±標準偏差 平均値の性差 p-value 平均値±標準偏差 平均値の性差 

 

p-value 

 

 

第

1

期 

 

 

 

男 

n:2 

 

40.0 

 

 

± 

 

 

0.0 

 

 

 

 

-1.2 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

0.469 

n:2 

 

110.5 

 

 

 

± 

 

 

10.6 

 

 

 

 

-0．7 

 

 

 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

9.4 

 

 

 

 

0.944  

女 

n:5 

 

38.8  

 

 

± 

 

 

2.0 

n:5 

 

109.8 

 

 

± 

 

 

11.4 

 

 

第

2

期 

 

男 

 

 

n:3 

 

41.3 

 

 

± 

 

 

2.3 

 

 

 

4.0 

 

 

 

± 

 

 

 

2.6 

 

 

 

0.167 

n:3 

 

95.3 

 

 

± 

 

 

12.7 

 

 

 

11.5 

 

 

 

 

± 

   

 

 

 

9.4 

 

 

 

0.260 

 

女 

 

 

n:6 

 

45.3 

 

 

± 

 

 

4.1 

n:6 

 

106.8 

  

 

± 

 

 

13.5 

 

 

第

3

期 

 

男 

 

 

n:6 

 

47.3 

 

 

 

± 

 

 

8.1 

 

 

 

4.0 

 

 

 

± 

 

 

 

3.9 

 

 

 

0.316 

 

n:6 

 

92.2 

 

 

± 

 

 

 

13.2 

 

 

 

9.8 

 

 

 

± 

 

 

 

7.2 

 

 

 

0.188 

 

女 

 

 

n:15 

 

51.3 

 

 

 

± 

 

 

8.0 

n:15 

 

102.0 

 

 

± 

 

 

15.5 

p-ｖalue：unpaired t test 

†p<.10, *ｐ＜.05 

 

 

表 4-16 「第 1 期で年少児」群の性別の平均値と標準偏差および t 検定の結果 
                      「第 1 期で年少児」群 

 DAM-MA DAM-IQ 

平均値±標準偏差 平均値の性差 p-value 平均値±標準偏差 平均値の性差 

 

p-value 

 

 

第

1

期 

 

 

 

男 

n:5 

 

53.0 

 

 

± 

 

 

9.7 

 

 

 

 

-7.7 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

0.128 

n:5 

 

116.0 

 

 

 

± 

 

 

20.4 

 

 

 

 

-17．3 

 

 

 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

10.1 

 

 

 

 

0.121  

女 

n:6 

 

45.3  

 

 

± 

 

 

5.2 

n:6 

 

98.7 

 

 

± 

 

 

13.0 

 

 

第

2

期 

 

男 

 

 

n:12 

 

54.5 

 

 

± 

 

 

7.6 

 

 

 

0.2 

 

 

 

± 

 

 

 

4.2 

 

 

 

0.969 

n:12 

 

106.1 

 

 

± 

 

 

12.7 

 

 

 

0.4 

 

 

 

 

± 

   

 

 

 

7.2 

 

 

 

0.961 

 

女 

 

 

n:9 

 

54.7 

 

 

± 

 

 

11.6 

n:9 

 

106.4 

  

 

± 

 

 

20.4 

 

 

第

3

期 

 

男 

 

 

n:13 

 

57.5 

 

 

 

± 

 

 

13.4 

 

 

 

10.0 

 

 

 

± 

 

 

 

5.1 

 

 

 

0.064† 

 

n:13 

 

96.2 

 

 

± 

 

 

 

23.2 

 

 

 

14.1 

 

 

 

± 

 

 

 

8.9 

 

 

 

0.126 

 

女 

 

 

n:11 

 

67.5 

 

 

 

± 

 

 

11.4 

n:11 

 

110.4 

 

 

± 

 

 

19.7 

p-ｖalue：unpaired t test 

†p<.10 , *ｐ＜ . 05  
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表 4-17 「第 1 期で年中児」群の性別の平均値と標準偏差および t 検定の結果 
                       「第 1 期で年中児」群 

 DAM-MA DAM-IQ 

平均値±標準偏差 平均値の性差 p-value 平均値±標準偏差 平均値の性差 

 

p-value 

 

 

第

1

期 

 

 

 

男 

n:14 

 

63.1 

 

 

± 

 

 

8.3 

 

 

 

 

11.2 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

 

5.5 

 

 

 

 

0.052† 

n:14 

 

109.8 

 

 

 

± 

 

 

12.1 

 

 

 

 

19．8 

 

 

 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

8.4 

 

 

 

 

0.028 *  

女 

n:11 

 

74.4  

 

 

± 

 

 

18.3 

n:11 

 

129.5 

 

 

± 

 

 

28.5 

 

 

第

2

期 

 

男 

 

 

n:15 

 

62.5 

 

 

± 

 

 

11.5 

 

 

 

21.5 

 

 

 

± 

 

 

 

4.3 

 

 

 

0.000 * 

n:15 

 

98.3 

 

 

± 

 

 

15.7 

 

 

 

33.1 

 

 

 

 

± 

   

 

 

 

5.8 

 

 

 

0.000 * 

 

女 

 

 

n:12 

 

84.0 

 

 

± 

 

 

10.3 

n:12 

 

131.3 

  

 

± 

 

 

13.9 

 

 

第

3

期 

 

男 

 

 

n:13 

 

65.9 

 

 

 

± 

 

 

8.0 

 

 

 

22.4 

 

 

 

± 

 

 

 

5.5 

 

 

 

0.000 * 

 

n:13 

 

91.0 

 

 

± 

 

 

 

10.5 

 

 

 

30.1 

 

 

 

± 

 

 

 

7.4 

 

 

 

0.000 * 

 

女 

 

 

n:14 

 

88.4 

 

 

 

± 

 

 

18.2 

n:14 

 

121.1 

 

 

± 

 

 

24.8 

p-ｖalue：unpaired t test 

†p<.10, *ｐ＜.05 

 

表 4-18 「第 1 期で年長児」群の性別の平均値と標準偏差および t 検定の結果 
                       「第 1 期で年長児」群 

 DAM-MA DAM-IQ 

平均値±標準偏差 平均値の性差 p-value 平均値±標準偏差 平均値の性差  

 

p-value 

 

 

第

1

期 

 

 

 

男 

n:12 

 

61.4 

 

 

± 

 

 

6.4 

 

 

 

 

19.5 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

 

4.0 

 

 

 

 

0.000 * 

n:12 

 

88.1 

 

 

 

± 

 

 

7.9 

 

 

 

 

26．9 

 

 

 

 

 

 

 

± 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

0.000 *  

女 

n:16 

 

80.9  

 

 

± 

 

 

12.8 

n:16 

 

115.0 

 

 

± 

 

 

16.8 

 

 

第

2

期 

 

男 

 

 

n:16 

 

68.8 

 

 

± 

 

 

13.2 

 

 

 

23.6 

 

 

 

± 

 

 

 

4.6 

 

 

 

0.000 * 

n:16 

 

90.8 

 

 

± 

 

 

18.1 

 

 

 

31.0 

 

 

 

 

± 

   

 

 

 

6.5 

 

 

 

0.000 * 

 

女 

 

 

n:19 

 

92.4 

 

 

± 

 

 

14.1 

n:19 

 

121.7 

  

 

± 

 

 

19.9 

p-ｖalue：unpaired t test 
†p<.10, *ｐ＜.05 
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Ⅳ考察 

１．幼児期の人物画に表れる特徴と推移 

本研究における人物画調査では、「描かれた性別」において、年齢が上のクラスになるほ

ど明確に「何を（誰を）描いたか」が言語化され、その結果「自分と同じ性別」の画が描

かれたことが上のクラスになるほど多く判明していくことになった。これは、人物画に

は、身体感覚に基づく自分の身体イメージが投影されやすいという鬼丸（1981）の指摘か

らも納得ができる。特に「自分（を描いた）」との言語化がなくとも、概ね自己の像が反映

されると考えられる。 

今回の調査では、「人間の内側に属するもの」、「外界と人間を関係づけるはたらきをする

もの」、「外界に属するもの」、という３つの観点から設定した指標で人物画を分析した。量

的分析の結果と、さらに各年齢群で時期が概ね重なっているところで類似の継時的変化の

結果があらわれている部分を整理すると、年少の学年の後半時期（3 歳後半から 4 歳後半

にかけて）に、「目」と「手足」の表出が顕著に増えたこと、年中の学年の後半時期（4 歳

後半から 5 歳後半にかけて）に、「鼻」の出現が減り、「手足肉付き」が増えたこと、年長

の学年の後半時期（5 歳後半から 6 歳後半にかけて）には、「服」の出現が増え、「手足肉

付き」の出現が減ったこと、などが特に主要な結果として明確になった。 

郷間（英）他（2010）や川越他（2011）が指摘した身体像のアンバランスな特徴につい

ては、省略される部位（鼻など）や簡略化（手足など）される部位がある一方で、外側に

属する服などが装飾を含めて念入りに描出される傾向が、量的分析と事例の検討からも見

い出され、描かれたアンバランスな身体像の特徴を、本研究においても確認できた。  

「人間の内側に属するもの」では、「目」が、年少児期の後半には、「口」「耳」「鼻」に

比して突出して描出されるようになり、そのまま描出の要となった。浜田（1983）は、

「赤ちゃんは、相手が自分に向かって働きかけてくれるから、あるいは自分が相手に向か

って働きかけたいからこそ人の顔を見、目を合わせる」とし、「ファンツの実験で赤ちゃん

が、人間の顔の図をよく見るのは、その顔から見られている、つまり志向されていると感

じるからだ」と続けている。そして、「人間の心性や行動は、単にその人の個体の中だけに

閉じた現象としてあるのではなく、他者に向けられ、他者から向けられる関係の現象とし

てあるもの」だと説明する。つまり、「人間の内側に属するもの」であっても、とりわけ
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「目」は、人の「志向性」ゆえに、他者との関係の現象として、重要な位置づけにあるも

のと言えるのではないだろうか。 

目と同じく「人間の内側に属するもの」である「鼻」については、加藤・山田（2010）

が年長児であっても鼻を描かない事例が目立つとし、これをテレビや漫画などの影響では

ないかと指摘している。今回の調査では、「第 1 期で年中児」群の 1 期から 2 期にかけて

「鼻」の描出が有意に減り、「鼻」の出現が遅いというよりも、「第 1 期で年中児」Ａｅ男

の画の変化に見られるように、一旦出現していたにもかかわらず、出現しなくなるという

特徴が浮き彫りになった。自分の身体感覚が主導するのであれば、「鼻」は主要な感覚器官

であり存在感の大きさは時期によって変化はしないと推察される。しかし、今回の結果か

ら、加藤・山田（2010）の指摘のように、テレビや漫画、あるいはその他のメディアツー

ルから視覚的に得る刺激が自らの身体感覚を上回り「目」と「口」中心の描出に年齢と共

に偏っていく傾向が示唆された。昨今では、スマホ、iPad などの、小型でどこにでも持ち

運ぶことができるツールを通し電子画面を始終見ている幼児の姿を頻繁に目にするように

なった。加藤・山田（2010）の指摘以降、電子機器文化は加速しており、刺激の影響は膨

らんできている可能性が高く、重視すべき点であろう。「外界と人間を関係づけるはたらき

をするもの」では、「第 1 期で年少児」群の 1 期から 2 期にかけてＡｊ男の画に見られる

ように、手足の描出が有意に増えるなど、大きな変動があった。問題と目的の箇所でも述

べたように、津守（1987）は、Ａｊ男の画に見られるような、渦巻の中に目と口と鼻があ

る画について、「顔のように見える渦巻は、むしろ人間の全体である。このように人間を表

現する子どもにとっては、人間は回転する空間としてとらえられているといってよい。」と

し、人間を、中心を持った渦巻の統合体として表現された画であると説明する。Ａｊ男の

ように渦巻で人間を統合体としてじゅうぶんとらえ、一つのまとまりとしての自己の安定

がはかられた上でこそ、手足という線の発出につながっていくように思われる。また、「手

足肉付き」については、「第 1 期で年中児」群の第 1 期から第 2 期にかけて有意に増えた

ものの、第 2 期から第 3 期にかけては有意に減っている。つまり、年長児期の後半には減

ったことになる。Ａｍ子の画では、第 2 期で「手足肉付き」の描出は素朴な形で見られる

が、第 3 期では、身体はドレスを中心に描かれて、「手足肉付き」は見られるものの、ドレ

スに付加的に表れているかのような印象を与える。同じ年齢群の同時期の他の子どもの画

では、ドレスだけは念入りに描いたが、足の描かれていない画も複数見られた。これらの
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画は、「人を描く」というテーマに向き合う際に重視したものが身体そのものではなかった

ようにも見える。一方でＡｏ男の場合は、第 2 期では「手足肉付き」と共に「指」も手足

にはっきりと描出し、外界に向けての意志が伝わってくる印象である。全体的には年長時

期の後半で、「服」が増え、「手足肉付き」は減った。つまり、「外界に属するもの」につい

ては、年齢が上昇するほど重視の比重は高まった。「毛髪」「服」、そしてそれらへの装飾は

強調され、熱心に描出されるようになる傾向が見られ、反対に「外界と人間を関係づける

はたらきをするもの」の描出は弱くなった。とりわけ女児では単に「服」というよりは装

飾が施されたドレスの描出が目立ったが、礒部（2017）は、こうした女児の特徴は、その

背景に、社会的に「可愛いらしくありたい」「可愛いらしく見られたい」という女児特有

の、他者からどう見られるかを意識した思いが関係しているのではないか、と述べてい

る。昨今の風潮として、ビジュアル的なものを過度に重視して価値を置き、その情報を氾

濫させるような社会の影響を受けた子どもたちは、自分の内側の身体的な感覚から湧き上

がってくるエネルギーに忠実になるのではなく、視覚という表面にあらわれるものにコン

トロールされがちになってしまっているのではないだろうか。上述した礒部（2017）は、

幼児期において、身体に関して絵で表現する場合、実際に体験するということが大切であ

るとし、身体イメージについて不安定な概念が確実なものになるためには、身体を通し

て、子どもと外界の事物（環境）の相互的な交流が必要であると説明する 。 

年齢のより低い時期から、目と口を中心とした顔（表情へのこだわり）、毛髪、身体への

意識の向けられ方の延長線上に、年齢が上昇してからの描出の結果がある。年少時期には

多くの子どもの画に手足が描出されてくるが、その前には人間を、中心をもった渦巻の統

合体として、回転する空間として、動的にとらえ、十分認識していく体験を重視すること

が必要である。身体を含めて常に動きを持つ自己と他者の生身の感覚を味わうことを積み

重ねていくことが欠かせないと思われる。電子機器などによる視覚的な刺激が過多である

と、それ以外の身体的な感覚がなおざりになり、自分で自分の身体をコントロールするこ

とさえ困難になりかねないのではないだろうか。鬼丸（1981）は、児童画は身体感覚の強

さによって支配されるとしており、体験の重要性を述べている礒部（2017）の説明とも概

ね一致する。例えば、幼児の初期の描画表現に見られる円形を「中身のびっしり詰まった

生きた実体」であり、「周囲を手でなぞりながらあるものの形体をしっかりと触知し得たこ

とを意味する」とする。つまり、幼児の描画は身体的な触知運動の軌跡であること、事物
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の具体性や空間関係は、さわり、なめ、つかみ、はい、歩く、触知と運動の経験の蓄積に

よって、はじめて獲得されること、このことが十分積み重ねられてはじめて、視覚が単独

で事物と空間の具体性をとらえ得るようになると述べ、幼児の描画が「視覚主導型」では

なく、「身体感覚主導型」であることを強調している。逆に言うと、身体感覚がしっかりと

構築されていくことにより、「中身のびっしり詰まった生きた実体」としての表現が表れて

くると言えるのではないだろうか。「第 1 期で年少児」Ａｋ男は、外遊びが大好きでよく身

体を動かしているというエピソードが納得できるような、身体全体が力強く描出されてい

る印象の画を描いたが、こうした事例からは、描画という表現手段を得ただけではなく、

表現したい欲求につながる身体感覚に基づく実体験の蓄積こそが、まず子どもにとって必

要であることが示唆される。 

今回の調査では、幼児の人物画の特徴を少しでも見出すために、先行研究に基づき新た

に作成した指標を用いて分析したが、実際に描かれた幼児の人物画に見られた特徴から、

分析方法の再考が必要である。しかし、経時的に子どもの発達的変化を追って調査し、量

的な分析と質的な分析を同時に行っていくことにより、子どもの実体をよりつかみやすく

なることを認識できた。今後は、幼児が、視覚的に得ている身体イメージよりも、自分の

身体感覚に基づいた身体イメージを描出しやすくするため、例えば礒部（2017）が、「鉄

棒にぶら下がっているところの描画」から身体イメージを調査したように、「何かをしてい

るところ」、言わば動的人物画を描いてもらい、そこに表現されたものを分析することも検

討したい。 

 

２．DAM-IQ の結果と推移 

男女を統合した結果では「第 1 期で 2 歳児群」の第 3 期は DAM-IQ が 99.2 という値で

100 を超えていなかったが、「第 1 期で 2 歳児群」の第 1 期と第 2 期、「第 1 期で年少児」

群のすべての時期、「第 1 期で年中児」群のすべての時期、「第 1 期で年長児」群のすべて

の時期において DAM-IQ は 100 を超えていた。加藤・山田（2010）、郷間（英）他

（2010）、川越他（2011）らの先行研究では IQ の全体的な遅れが指摘されていたが、こ

れらの先行研究は DAM の旧版を用いて IQ が算出されたものであった。今回の調査で用

いた新版では、現代の子どものたちの状態に合わせて改訂されていることから、全体的に

は IQ が 100 を超えるという妥当な結果につながったものと考えられる。しかし、加藤・
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山田（2010）、郷間（英）他（2010）、川越他（2011）らの先行研究で合わせて指摘され

ていた、女児が男児よりも高得点であるという点においては、今回の調査においても同様

の結果となった。「第 1 期で 2 歳児」群では有意に表れなかった性差が、それ以降は着実に

段々と広がっていった。加藤・山田（2010）の研究で実施された調査と同じように、本調

査においても、「男子像」を描かせて採点する、とはしていないことから、女児では同性の

「女子像」が多く、服や装飾が丁寧に描かれた。このことが「男子像」を描くよりも高得

点につながった可能性は考えられる。しかし、DAM では「人間の内側に属するもの」、

「外界と人間を関係づけるはたらきをするもの」、「外界に属するもの」などの、どれもが

等しく採点される。つまり、高い点数を得て高い MA に結びつき、その結果高い DAM-IQ

が算出されても、詳しく描出された毛髪や服ばかりが強調され、そこから垣間見える手足

が貧弱で不安定な身体像が映し出される画があったとしても、当然のことながら IQ 結果

からは見えてこない。子どもの描く人物画には自己像が反映されやすいことを考えると、

女児ではとりわけ「人から見られる自分」を意識する傾向が強く、その背景として、視覚

的な刺激や情報の影響が大きく、身体感覚を上回りやすくなっているのではないかと推察

される。また、日頃からキャラクターの絵を良く描いている子どもは、そのパターンで人

物画を描くことで高得点をとることがある（長尾他，2016）という報告もあるが、これも

視覚的な情報が主となった表われである。筆者（2020）は、「自閉症スペクトラムなどの

発達障害の子どもたちの中には、人物画を「描けない」と答える一方で、既成のキャラク

ター等であればキャラクターそっくりに整ったボディバランスで上手に描けたりする」こ

とを報告した。浜谷，木原（1990）も、自閉症児の描画を通常の幼児と比較し、「外界か

らの視覚的な刺激を概念化することよりも、視覚的な形態をそのままに記憶し再生して絵

にしている傾向が強い」と述べている。そして、通常の幼児の描画の技法は、「子どもが対

象を見ることによって獲得されていくというよりは、対象との実践的なかかわりを基盤に

した対象についての概念化のはたらきを通して獲得されるものである」と浜谷，木原

（1990）は続けて説明している。これは、既述した「身体に関して絵で表現する場合、実

際に体験するということが大切である」とした礒部（2017）と同じく、鬼丸（1981）の

いう、「身体感覚主導」であるからこそ獲得していくことのできる発達の基盤があることを

示しているのではないだろうか。子どもたちの描く人物画が、今後、より「視覚主導型」

になっていくとすれば、発達上の何らかの難しさを抱えた子どもと健常児との違いは、さ
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らに曖昧になっていくことが推測される。身体感覚が構築されるより前に「視覚主導型」

に引き上げられた子どもの画は、形は一見できているように見えるが、そこには「生きた

実体」としての生身の人物のイメージは映し出されてこないのではないかと考える。DAM

を用いる場合、鬼丸（1981）のいう「身体感覚主導型」によって描かれた画こそ、「生き

た実体」としての子どもの発達の姿を適切にアセスメントできる画になる。DAM を用い

てアセスメントする上では、数値を単純に見ていくだけでは子どもの発達の全体的な姿を

見ることはできない。DAM では測りきれない、子どもの人物画に表れてくるバランスを

吟味するためにも、今回の調査のように、別の角度からの指標も用いて分析することには

意義があった。 

 

今後の課題 

今回、縦断調査の量的分析においては第 1 期から第 2 期、第 2 期から第 3 期の変動を取

りあげた。6 カ月から 8 カ月の間隔の分析では変化がない指標が多かった。今後、第 1 期

から第 3 期の、1 年以上の間隔における変動と、各年齢群を男児と女児に分けて各期の描

出推移も分析し整理することを課題としたい。また、幼児期の人物画の特徴を見極めるた

めの研究方法については、子どもの生活環境などの背景や子どもの状況に合わせ、再考し

精査をしていき、保育の現場での活用の可能性を探っていきたい。 

 

第 3 節 まとめ 

 

第 1 節、第 2 節の調査研究では、「子どもの心理アセスメントとして人物画を用いる上で

重視すべき視点」の中の、１．で示した【子どもの心理アセスメントとは、「発達アセスメ

ント」を核とし、「理解と支援のためのアセスメント」という側面を持つものであると整理

できる。また、アセスメントの目的は、「発達支援のニーズを把握」、「支援目標、方法を決

定」、「発達を確認」、「支援の妥当性を確認」することである。その中では、「子どもは成

長・発達する存在である」ことを踏まえ、「子どもの発達の経過を辿ること、そして経過を

辿りつつ、その都度の状態を見極めていきながら支援を構築し直していくこと」が重要な

ポイントとなる。さらに、もう一つの重要なポイントは、子どもが、取り巻く環境の中で

生きているという点、これは、子どもの関係性の発達を見ていく視点ともいえる。】を重視
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して子どもの描出を見ていくことが、子どもの成長促進への有効的な支援に結びつくとい

う示唆を得ることができた。 

 次に、第 1 節の「幼児の心理的発達となぐり描きの変化の過程」では、「子どもの心理ア

セスメントとして人物画を用いる上で重視すべき視点」の中の、３．で示した【外の世界

とつながれない発達障害の子どもは、まず自分の内側がつながっていないことが考えら

れ、これは受動の相（P.30, 5 行）としても表れる。全身体的感覚の調整の難しさが大きな

要因となると考えられる。円形の表出は、子どもの内側が「つながり」始めたことの一つ

の証にもなる。逆に、円形の表出に向かう過程のありようによっては、「つながり」の難し

さが示唆されることになる。円形の描出と、前段階のなぐり描きに見られる表現は、内側

からの形成のはたらき（P.23, 24 行）によってもたらされると言える。その形成を規定す

るものは、社会的関係性の発達側面と、感覚運動的発達側面である。円形以後の描出の過

程においても、この両側面の関与を見ていくことが必要である。】について、その意義を明

らかにした。 

 第 2 節の「幼児の人物画の縦断調査」では、「子どもの心理アセスメントとして人物画を

用いる上で重視すべき視点」の中の、４．で示した、【子どもの描く頭足類、人物画の、手

足は、方向線（P.22, 6 行）であり、触知線（P.22, 6 行）であり、‘はたらき’（P.22, 10

行）であることを踏まえると、手足がどのように描かれているのか、その描かれようを見

ていくことで、その子どもの自己意識の明確さや、社会に対する働きかけのエネルギーの

状態にも、何らかの示唆が得られる。幼児の描出において手や脚が線のみで描かれている

場合と、円形、つまりは肉付きのある形で描かれている場合とでは、子どもの手脚の体性

感覚、身体運動性のバランスは異なる、実体として感じる感覚がより強いならば肉付きと

して描かれる、ということになるのではないだろうか。】について、その意義を明らかにし

た。 
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５章 実践的研究  

―子ども理解における人物描出のアセスメントとしての有効性の実際― 

 

第 1 節 実践的研究の目的 

 

本章では、筆者の心理臨床の実践現場においてかかわった事例研究を整理する。まず第

１節で、実践的研究の目的を述べる。第２節として、発達上の難しさのある子どもへの支

援と人物画活用の実際として、身体障害や知的障害などと比べた上での発達障害児の人物

画の特異性を見ていく。これは、筆者が、人物画の、「無意識的なレベルのものが表現され

る投影法である」、「発達早期から、自然に子どもが描き出すようになる表現が“人”であ

る」、「認知特性と共に情緒的な状態像をもうつし出す～認知の特徴が全体像や詳細部分に

表れると共に、自己の情緒的な状態像のイメージ・他者との関係性のあり方までも反映さ

れる可能性がある～」、「身体図式をうつし出す～ボディイメージ⇒自己イメージ～」とい

う特徴がある、という点に着目するきっかけともなった事例研究である。合わせて、この

事例を見ていくことで、3 章第 1 節で示した【子どもの心理アセスメントとして人物画を

用いる上で重視すべき視点】の、２．として示している「発達障害の子どもは、外界から

の視覚的な刺激を概念化することよりも、視覚的な形態をそのままに記憶し再生して絵に

している傾向が強い。一方、通常の幼児の描画の技法は、子どもが対象を見ることによっ

て獲得されていくというよりは、実践的なかかわりを基盤にした、対象についての概念化

のはたらきを通して獲得されるものである。」について、重視する意義を提示したい。 

第 3 節、第 4 節では、実践研究を【子どもの心理アセスメントとして人物画を用いる上

で重視すべき 4 つの視点】を踏まえて検討する。この 4 つの視点を重視することで、子ど

もの心理アセスメントとして人物画を有効的に活用できるということを、3 章第 1 節で設

定した二つの仮説を実証することを軸として示したい。 

第３節では、子どもに何らかの障害が認められる場合、母親の精神的状態像と子どもの

精神発達の段階とその特徴を十分に吟味し、より一層のきめの細かい「関係性をつむいで

いく作業」が重要となるが、関係性構築への介入において人物画を活用することがどのよ

うな意義を持つものになるのかを見ていきたい。そこで「母子関係へのアプローチと人物

画活用の実際」についての実践的研究を取り上げる。具体的には、自閉症児と母親の関係



 [文書のタイトルを入力] 

109 

 

性の発展に描画を活用した事例を取り上げ、描画が母子の関係性の構築にどのように有効

であったかを検討する。 

第４節では、「保育者へのコンサルテーションにおける人物画の有効性」を見ていく。人

物画を活用して保育者へのコンサルテーションを行ったことで、保育者の子ども理解がど

う深まるのか、そして保育者による母子支援の実際においてどう有効となるのか、子ども

が描いた人物画が子ども理解を深め、保育のあり方、工夫、母親支援にいかされた 2 事例

の実践報告を「保育者へのコンサルテーションと人物画の活用の実際」として取り上げて

検討し、保育者にとっての人物画活用の意義について明らかにする。 

 

第２節 発達上の難しさのある子どもへの支援と人物画活用の実際 

 

 第２節では、発達上の何らかの難しさがある子どものアセスメントにおいて人物画を用

いることには意義があるのか、また意義があるとすればどのような点において意義がある

と言えるのか、事例を基にした二つの実践的な研究から考察をする。 

 

１．発達障害児の心理アセスメントとしての人物画テストとその活用について 

 

Ⅰ 目的 

高機能自閉症・アスペルガー症候群・ＬＤ・ＡＤＨＤ・軽度のＭＲかボーダーライン知 

能等の疑いで専門機関を訪れたクライエントに対しては他の障害と同じようにその後の支

援を考慮した適切なアセスメントが重要であることはいうまでもない。しかし、これらの

診断基準や定義などは臨床レベルでは曖昧となっていることが多く、障害が比較的軽度で

あるため学校生活においては普通学級に在籍し、その特殊性を考慮したかかわりを個別に

得ることは難しい現実がある。 

こうした障害を持つ子どもたちには独自の認知上のバランスに配慮した学習指導と対人

関係のスキルを学ぶ体験の積み重ねが必要であって、これを欠くことによって知的発達の

向上にも支障をきたし、また他者との関係、社会全般との関係の悪循環を招いてしまう危

険性もある。筆者はこれらの障害の疑い等で来談した子どもたちに心理アセスメントをす

る中で知能検査と合わせてほとんどの場合描画を実施している。特に人物画は知能検査場
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面で見せてくれたその子の一面の、背後を支える部分をかいま見ることのできる画であ

り、内面世界をある意味で象徴する画となっていることが多いという印象を受けている。 

そこで本研究においては、数事例を取り上げ検討し、この人物画に表現された世界をどう

読み取り、個別的視点においてその後のケアにどう生かしていくことができるか、各障害

としての特徴を見極めつつ、個人のオリジナルな表現を慎重にとらえながら発達障害児の

アセスメントの一環としての人物画テストの意義とその活用について考察を深めていきた

い。 

（今回の事例検討においては、人物画に表現されたメッセージをより適切に受け取ること

ができるよう、またその正当性をも検討する意味で、人物画以外の描画表現をも導入でき

た事例を取り上げている。） 

 取り上げた事例はいずれも筆者が X 年から約 10 年間勤務した、病院を兼ね備えた総合

的な児童福祉施設にてかかわりをもっていたものである。 

 

Ⅱ 事例  

 

➀Ap 男（6 歳、言語性ＬＤ）②Aq 男（５歳、非言語性ＬＤ）③Ar 子（6 歳、高機能自

閉症）④As 男（5 歳、ADHD） ⑤At 男（10 歳、境界線知能） 

以上の 5 事例は、診断名が比較的はっきりとついており、心理アセスメントも   

縦断的に行っていたり、アセスメント後に心理療法的かかわりを続けたりした事例であ

る。尚、診断名は、当時の各事例の主治医による診断によりつけられたものである。  

 

➀Ap 男（6 歳、男子、言語性ＬＤ） 

Ap 男が就学する直前に行った知能検査の結果が表 5-1 である。全般的な知能レベルは正

常域にあるものの、VIQ と PIQ の差が 50 とかなりバランスの悪さが目立つ結果であっ

た。 

 

表 5-1 Ap 男 ６歳３カ月時 WPPSI 知能診断検査結果 

言語性検査（評価点） 動作性検査（評価点） 

知識  ５     動物の家    ７ 

   単語  ９     絵画完成    14 
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   算数  ７     迷路      14 

   類似  ８     幾何図形    17 

   理解  ５     積木模様    16 

   文章） ９    （動物の家再検査）６ 

計  34      計      68 

   VIQ77, PIQ127, FIQ（全検査 IQ）102 

    

母親との面接の中では、“物覚えの悪さ”が気になり、就学後の学業についていけるかが

不安である、ということが中心に語られていた。筆者は本児に対して、目がうつろで落ち

着きどころをもつことができていないという印象を受けた。本児と母親に対してはほぼ週

に一回の割合で面接を続けた。その 3 カ月後、（就学後）に初めて描いた人物画が図 5-

１、さらにその 4 カ月後に描いた人物画が図 5-2 である。 

 
図 5-1 Ap 男 ６歳 6 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA6:6  MA6:11 IQ106】 

 

                
図 5-2 Ap 男 6 歳 10 カ月時の人物画   図 5-3  Ap 男 6 歳 10 カ月時の樹木画 

【DAM 分析 CA6;10 MA5:2 IQ76】 

   

言語性ＬＤの子どもは、表現力の乏しさが目立ってしまいやすいだけに、周囲から本来

の能力よりも低く評価されてしまいがちである。そのため自信をもつことができず自己イ

メージも乏しく不安定になりやすい。図 5-1、図 5-2 の人物画はそのような Ap 男の状態を

映し出すかのような表現であった。しかし、図 5-2 と同じ日に描いた樹木画、図 5-3 で

は、その与えられたテーマが対人関係上のイメージを彷彿とさせないものであるからか、
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その根に弱々しさはあるものの、潜在的に備えている Ap 男のたくましさの部分が感じら

れる表現であった。 

 表 5-2 は Ap 男の 1 年生の終わりごろに行った知能検査の結果である。VIQ と PIQ の差

は 30 であった。（一回目の知能検査は WPPSI，二回目の知能検査は WISC-Ｒであるた

め、単純な比較はできない。）この検査の 4 カ月後、すでに二年生になって順調に滑り出し

た頃に描いた人物画が図 5-4 である。全体的なボディイメージは未熟なものの、堂々と紙

面いっぱいに人物を映し出すことができていた。同じ時期に描いた樹木画が図 5-5 であ

る。この頃の本児は、持ち前の人懐っこさと手先の器用さで細々としたおもちゃを作り出

しては特定の友達と遊ぶことを楽しんでおり、授業は退屈なものの学校には喜んで登校し

ている様子であった。 

表 5-2 Ap 男 7 歳 2 カ月時 WISC-R 知能検査結果 

言語性検査（評価点）  動作性検査（評価点） 

知識  ９      絵画完成    13 

 類似  ６      絵画配列    11 

 算数  11      積木模様    13 

 単語  11      組合せ     10 

 理解  ７      符号      19 

（数唱） ９     （迷路）     16 

 計   44      計       66    

VIQ92，PIQ122，FIQ（全検査 IQ）107  

   

 

               
図 5-4 Ap 男 7 歳 6 カ月時の人物画   図 5-5 Ap 男 7 歳 6 カ月時の樹木画 

【DAM 分析 CA7:6 MA6:8 IQ89】    

 

図 5-6 は 3 年生になった Ap 男が描いた表現である。手先が器用で体育の得意な Ap 男

には学校の中は常に楽しみを見出せる場でもあった。友達の中での適応もある程度柔軟に
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できている様子であった。うつろだった目はしっかりと物を見据えようとする瞳になりつ

つある様子がうかがえた。 

 
図 5-6 Ap 男 8 歳 6 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA8:6 MA8:10 IQ104】 

 

しかし、学習の難易度が高くなるにしたがって Ap 男の学業不振は深刻となり、2 年生の

半ばから算数・国語のみ言葉の教室にて個別指導を受けることになったことも事実であ

る。学校以外の場で母親と Ap 男の心理面接を継続的に行い、その都度語られる不安を受

けとめ、描画を共に考える作業をしていたが、そのことは本来の障害としての難しさを取

り去ることにはならなくても、母子の関係や社会生活上の健全さを間接的に支えることに

なったのではないかと考える。 

 

➁Aq 男（5 歳、男子、非言語性ＬＤ） 

 表 5-3 は Aq 男の幼稚園年長時の知能検査結果である。VIQ と PIQ の差は 17 である。

他者とコミュニケーションをとる時もあまり視線を合わさず多動気味でもある。言葉は

“達者”であり感情表現にしても率直でなく、言葉が先行しているようなイメージがあ

る。 

 

表 5-3 Aq 男 5 歳 7 カ月時 WISC-R 知能検査結果 

言語性検査（評価点）   動作性検査（評価点） 

   知識  ９        絵画完成  11 

   類似  10        絵画配列  ６ 

   算数  12        積木模様  11 

   単語  15        組合せ   ６ 

   理解  ８        符号    ８ 

  （数唱） 17       （迷路）   ９ 

    計  54         計    42 

VIQ105，PIQ88，FIQ（全検査 IQ）97 
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知能検査と同じ時に描いた人物画が図 5-7 である。 

 
図 5-7 Aq 男 5 歳 7 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA5:7 MA4:4 IQ78】 

 

縦に置いた紙を横にして描き、身体は描かなかった。理屈や言葉が先行し“頭でっか

ち”なイメージを与える Aq 男を象徴しているかのような表現であった。このときのアセ

スメントをきっかけに Aq 男には担当スタッフにより感覚統合訓練が開始されることにな

った。 

 約一年間訓練が続けられた後、一年生の半ばに再度行った知能検査の結果が表 5-4 であ

る。VIQ と PIQ の差は 20 である。 

 

表 5-4 Aq 男 6 歳 6 カ月時 WISC-Ⅲ知能検査結果 

言語性検査（評価点）  動作性検査（評価点） 

知識  10       絵画完成  15 

 類似  13       符号    ７ 

 算数  13       絵画配列  ８ 

 単語  13       積木模様  ８ 

 理解  12       組合せ   ８ 

（数唱） 15      （記号探し） ９ 

            （迷路）   ９ 

  計  61        計    46 

VIQ114，PIQ94，FIQ(全検査 IQ)105  

 

そしてこの同じ時の人物画表現が図 5-8 である。 

             
図 5-8 Aq 男 6 歳 6 カ月時の人物画 図 5-9 Aq 男 6 歳 6 カ月時の樹木画 

【DAM 分析 CA6:6 MA4:11 IQ76】 
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今度は身体が描かれてあったものの腕がなく、頭から空を飛んでいきそうな表現であっ

た。図 5-9 は同じ時の樹木画である。バランスが悪くてもけんめいに立ち続けようとする

本児の姿が映し出されているかのようである。この時点から Aq 男と母親に対して定期的

な心理面接を行うことになり、感覚統合訓練は終了した。当初目立っていた多動な状態は

かなり落ち着いていたということと、他者との個人的関係性の持ち方に母親がかなりの不

安を抱いていたためであった。ほぼ週に一回の割合で面接を行っていった。 

 2 年生になったばかりの頃の人物画が図 5-10 である。幼さは見られるものの、全体的な

バランスが良く、堂々としたイメージを抱ける表現となっている。図 5-11 は同じ時に描い

た樹木画である。これからも素直さを生かし伸び伸びと成長していってくれるのではない

かという期待を感じさせる表現であった。 

 

                
図 5-10 Aq 男 7 歳 4 カ月時の人物画 図 5-11 Aq 男 7 歳 4 カ月の樹木画 

【DAM 分析 CA7:4 MA7:2 IQ98】 

 

③Ar 子（6 歳、女子、高機能自閉症） 

本児は 3 歳になってすぐ母子通園施設に通い始める。合わせて感覚統合訓練も受け始め

ている。通い始めて間もない頃、3 歳 3 カ月時に行った新版Ｋ式発達検査の結果が表 5-5

の通りである。 

 

表 5-5  Ar 子 3 歳 3 カ月時 新版 K 式発達検査結果 

 領域 発達年齢 発達指数 

【姿勢・運動】 2 歳 11 ヵ月 90 

【認知・適応】 2 歳１ヵ月 64 

【言語・社会】 1 歳 7 ヵ月 49 

【全領域】 2 歳 0 ヵ月 61 
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この検査の実施と同じ時に描いた人物画が図 5-12 である。筆圧が弱かったため、写りが

薄いが、目、口、腕、脚と解釈できるものが描かれている。 

 
図 5-12  Ar 子 3 歳 3 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA3:3 MA3:6 IQ93】 

 

3 歳までほとんど言葉がでなかったという本児であるが、ちょうど 3 歳を迎える頃オム

ツがとれ、時期を同じくして言葉が急激に増えてきたとのことであり、この時点では既に

2 語文の表現も見られていた。さらに 3 カ月後、母子通園施設を退園し、地域の幼稚園に

通うことが決まった頃の新版Ｋ式発達検査は表 5-6 の通りである。 

 

表 5-6  Ar 子 3 歳 6 カ月時 新版 K 式発達検査結果 

 領域 発達年齢 発達指数 

【姿勢・運動】 3 歳 6 カ月 99 

【認知・適応】 2 歳 10 カ月 80 

【言語・社会】 3 歳 0 カ月 85 

【全領域】 3 歳 0 カ月 85 

  

 

同じ時の描画が図 5-13 である。これは自由画であるが、中に人の顔と思われる表現が見

られる。丁寧に見ると、顔の中には目、瞳、鼻、口が表現されている。（同紙面の中のうさ

ぎの絵は母親によるもの。） 

 
図 5-13  Ar 子 3 歳 6 カ月時の自由画 

【DAM 分析 CA3:6 MA3:6 IQ100】 
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発達検査の結果にも表れているが、3 歳をすぎてからの本児の発達には目を見張るもの

があった。幼稚園に入り、年中組になってからは、公文の教室に通い、国語と算数を習い

始めたということであった。母親は公文の繰り返しの手法が本児の状態に非常に合ってい

て、吸い取り紙のように多くのことを吸収していったと後に振り返った。（公文は学童期に

入ってからもずっと続けられた。） 

本児が就学する直前に行った知能検査の結果が表 5-7 である。臨床観察からも、本児の

視覚認知の優位さは認められていたが、それを数的にも表す形となった。動作性の能力は

非常に高く、自分の力を十分に表現できるようになっている。しかし微妙に衝動性があ

り、じっと落ち着いて課題に対応することは難しかった。特に言語性の課題の際それは顕

著であったが、検査者の質問はある程度耳でとらえることはできていた。 

 

表 5-7 Ar 子 6 歳 0 カ月時 WISC-Ｒ知能検査結果 

言語性検査(評価点)   動作性検査（評価点） 

 知識  14       絵画完成  14 

 類似  10       絵画配列  15 

 算数  12       積木模様  12 

 単語  12       組合せ   13 

 理解  ７       符号    ９ 

（数唱） 14      （迷路）   12 

 計   55        計    63 

VIQ106, PIQ118，FIQ（全検査 IQ）112 

 

同じ時に表現した人物画が図 5-14 である。さらに自由画として図 5-15 の人物を、樹木

画として図 5-16 を表現した。伸び伸びとしてとらわれのない、自由に表現できている様子

が印象的である。その声や容姿から、清らかな印象を与える本児であり、他者の気持ちを

推測しにくいというようなところからくる対人関係上の難しさも、周囲の上手い配慮によ

ってある程度スムーズに乗り越えられている段階であるようであった。 
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図 5-14 Ar 子 6 歳 0 カ月時の人物画  

【DAM 分析 CA6:0 MA5:11 IQ99】     

         
図 5-15 Ar 子 6 歳０カ月時の自由画  図 5-16 Ar 子 6 歳 0 カ月時の樹木画 

 

④As 男（5 歳、男子、ＡＤＨＤ） 

5 歳の段階での本児は、その多動性が激しく、母親は一人っ子である本児を追いかけま

わすことにかなりの疲労を訴えていた。また、本児は性格的には繊細であり、感受性が鋭

く、発する言葉などから大人びた印象を与える面があり、そうした面からも母親にとって

はかかわり方の難しさを感じる様子がうかがえていた。 

本児 5 歳時に行った田中ビネー知能検査の結果は表 36 の通りであった。 

 

表 5-8 As 男 5 歳 7 カ月時 田中ビネー式知能検査結果 

CA（生活年齢)  5 歳 7 ヵ月 

MA（精神年齢）  5 歳 2 ヵ月 

IQ（知能指数）  93 

 

同じく 5 歳 7 カ月時に描いた人物画が図 5-17 である。 
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図 5-17 As 男 5 歳 7 カ月時の人物画  図 5-18 As 男 5 歳 7 カ月時の自由画 

【DAM 分析 CA5:7 MA4:9 IQ85】    「ロボット」 

    

人物画を描くことには非常に躊躇し、描きにくさを訴えていた。図 5-18 はロボットであ

るが、人間に姿は類似しているものの無機質な存在であれば抵抗は全くといっていいほど

示さず、むしろ描くことを好んで伸び伸びと表現していた。図 5-19 はやはり 5 歳の時点

で自由画として描いた船の画である。 

 
図 5-19 As 男 5 歳 10 カ月時の描画 

 

この時点では母親の精神的疲労や戸惑いが大きかったため、短期間であったが母親カウ

ンセリングを中心にかかわりを行っていた。その後小児科では薬物治療等が進められ、薬

を服用されている期間があったが、小学校の低学年でほぼ行動も落ち着いてきたというこ

とで受診をされなくなり、療育的かかわりは中断に到っている。 

 そしてその後、12 歳、中学校 1 年生の段階で、学業の困難さを主訴に再び受診をされ、

心理アセスメント場面で再び出会うことになった。その時の知能検査の結果が表 5-9 であ

る。 

 

表 5-9 As 男 12 歳 8 カ月時 WISC-Ｒ知能検査結果 

言語性検査（評価点）   動作性検査（評価点） 

知識  11       絵画完成  17 
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   類似  16       絵画配列  10 

   算数  11       積木模様  ８ 

   単語  15       組合せ   ９ 

   理解  10       符号    ５ 

  （数唱） ６      （迷路）   11 

    計  63        計    49 

 

VIQ115，PIQ98，FIQ（全検査 IQ）108 

    

同じ時に描いた人物画が図 5-20（男性）、図 5-21（女性）である。小さめで弱々しいイ

メージを受けるが、図 5-22 の自由画では伸び伸びと用紙いっぱいに“御殿”を表現する。

5 歳の時のロボットを思い起こさせるような表現であった。さらに樹木画として図 5-23 を

描いているがこれは豊かな樹冠が見られるが根元に不安定さが表れている。12 歳になって

いた本児は、大人びていた 5 歳時の印象とはギャップがあり、中学 1 年生にしては幼く、

まだ小学校の中学年くらいのかわいらしい印象を与える状態であった。行動面は十分に落

ち着いているように思われたが、微妙に他へと気をとられ集中力が長くは持続しないこと

で、成績にはつながりにくいようであった。 

 

 

                  
図 5-20 As 男                 図 5-21 As 男 

12 歳 8 カ月時の人物画（男性）         12 歳 8 カ月時の人物画（女性） 

【DAM 分析 MA9:7 IQ76】          【DAM 分析 MA9:7 IQ76】 
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図 5-22 As 男               図 5-23 As 男  

12 歳 8 カ月時の自由画            12 歳 8 カ月時の樹木画 

 

⑤At 男（10 歳、男子、境界線知能） 

本児の年子の弟が身体面での障害をもっており、幼い時から両親も弟のリハビリ等にい

っしょうけんめいであった。反面、本児には早期教育を過度に課すということもあったよ

うである。その頃、本児の通っていた保育園の先生から、本児の描く人物が、針金のよう

な絵で気になるという指摘が両親にあり、早期教育等での無理強いを止めたということで

あった。しかし、奇声を発するなどの気になる面がそれからも表れ、本児へのかかわり方

への戸惑いは続いていた様子であった。本児が小学校 4 年生の時点で、友達とのトラブル

や、学業不振、気になる行動等を主訴に受診をされ、心理アセスメントを行うことになっ

た。 

表 5-10 が知能検査の結果である。 

表 5-10 At 男 10 歳４カ月時知能検査結果 

言語性検査        動作性検査 

知識  ４       絵画完成  ８ 

  類似  ６       絵画配列  ６ 

  算数  ８       積木模様  ９ 

  単語  ５       組合せ   ６ 

  理解  ４       符号    ８ 

  数唱） 12      （迷路）   ８ 

   計  27        計    45 

 

VIQ72，PIQ82，FIQ（全検査 IQ）74 

      

同じ時に描いた樹木画が図 5-24 である。 



 [文書のタイトルを入力] 

122 

 

 
図 5-24 At 男 10 歳 4 カ月時の樹木画 

 

この時には人物画は描くことができなかった。絵を描くにしても、傍にいる人の評価が

かなり気になっている様子が印象的であった。その後継続的なかかわりをもったが、数回

の面接を経て描くことができた人物画が図 5-25 である。頭のみが描かれた。 

 

        
図 5-25 At 男 10 歳 6 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA10:6 MA5:2 IQ49】 

 

さらに面接を続け、半年後に描いた樹木画が図 5-26、同じ時の人物画が図 5-27 であ

る。さらに３カ月後には図 5-28 の家族画を描く。 
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図 5-26 At 男 11 歳 0 カ月時の樹木画 図 5-7 At 男 11 歳 0 カ月時の人物画 

                   【DAM 分析 CA11:0 MA7:6 IQ68】 

 

 

 
図 5-28 At 男 11 歳 3 カ月時の家族画 

【DAM 分析 CA11:3 MA7:6 IQ67】 

 

知的には境界線にあったと思われるが、周囲から適切な理解が得られず、自信を喪失す

るばかりか、人への不信感から他者との柔軟な関係を築くことも難しい状態がうかがえ

た。物理的な事情で継続困難になり、関係が進み上向きかけたところで心理での定期的な

かかわりは途絶えることになった。 

本児には相手とのけんめいなかけひきによって距離感を探ろうとする様子が見られた

が、この様子には、出会う人との新たな関係の構築への前向きな欲求が感じられた。そう

した新たな出会いによって良い循環が生まれ本児の素直な感情がはきだされ安定した成長

へとつながることを期待していきたい。 

 

 Ⅲ 考察 

 



 [文書のタイトルを入力] 

124 

 

（１）発達障害児の人物画の特徴について 

 診断名が比較的はっきりとついている 5 事例を取り上げ、実際の描画に注目してみた結

果、発達障害児の人物画の特徴として次のものがあげられることが明らかとなった。  

「低い自己評価」、「弱い身体イメージ」、「特定部分への固執」、「知的レベルに比して低い

描画能力」、「独特な発達的変化」以上である。 

 

（２）発達障害児の心理アセスメントにおける人物画テストの意義について 

人物画には、何より『自己イメージ』が投影されやすい。それは具体的には①身体イメ

ージの投影（一人の人間の身体的欲求や葛藤を表現するための手段となりえる）であり、

②社会的イメージの投影（個人の全経験を背景にした、社会と自己との相関性の表現の手

段となりえる）である。ここに投影されたものを、一人の子どもとテスターとの非言語的

コミュニケ―ションの手段として読み取ることがまず必要である。そして、一人の子ども

の特徴と、抱えている問題の具体的状況や内容をとらえ、それをそれぞれの場面（他職

種、学校関係者、保護者など子どもを取り巻く関係の中）で必要に応じて適切な言葉にし

てフィードバックしていく、つまり橋渡しをしていくことが求められてくる。まさに人物

画に表現されたものが核となって、その一人の子どもに対するより柔軟で適切な支援が可

能となる道が開けてくるものと言えよう。 

“アセスメント”という言葉は“査定”“診断”の意を含むものであるが、子どもの発達障

害は、加齢・発達・治療的介入によって病態が大きく変化していくという事実があり、臨

床上の曖昧さも考慮すると一時期の描画特徴のみによって断定的に診断名をとらえ識別し

ていくことには危険がある。アセスメントにおける人物画テストは、個別的に丁寧にその

時期・その時期の状態像をとらえ、発達障害児が高頻度で抱えている認知上の問題点、特

殊性を見出していくこと、そしてそこから個別に派生してきていると考えられる自己イメ

ージや対人関係能力・社会性を出来得る限りで明らかにしていくこと、さらにそれを療育

的なかかわりを行っていく重要な情報として真摯に受けとめ、周囲に適切にフィードバッ

クしていくこと、そうしたことが可能になってこそ、その意義が見出されてくるのであろ

う。 

発達障害児の心理アセスメントとしての人物画テストとその活用について、数事例の検

討を通して、以上の意義が示唆された。 
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1 の「発達障害児の心理アセスメントとしての人物画テストとその活用について」で見

てきたように、アセスメントとして人物画を活用する上では、子どもを取り巻く周囲に適

切にフィードバックすることでこそ、一層意義が見い出せる。 

２の「発達障害児への人物画テスト」では、子どもが発達の過程の中でかかわる、保育

や教育の現場の各専門スタッフと保護者らとの連携の上で、子どもの描いた人物画が一つ

の貴重なツールとなっていたことを、事例を通じて明らかにしていく。 

 

2. 発達障害児への人物画テスト  

 

Ⅰ目的 

 

《個別のニーズ》を把握するためのアセスメントにおいては、学習面、行動面、生活面、

対人面、情緒面、進路面といった、多角的な視点を持ち、理解と対応に生かしていくこと

が必要となる。特別支援教育が推進され、子どもの実態把握の必要性が高まる中、WISC

等の知能検査は病院や療育機関の専門スタッフのみでなく、学校現場でも教員などによっ

て実施されることが多くなってきた。検査によってプロフィール図や数値を出すことが目

的であればどの職種であっても、ある程度の練習によって検査を実施することはできるよ

うになるであろう。 

 しかし、臨床心理士は知能検査をアセスメント全体の一部としてとらえ、上記の多角的

視点を持って一人の子どもを見る専門性を備えており、その専門性を発揮すべき立場にい

る。それはつまり、知能検査自体を通しても、数値やプロフィール図には決して表れない

その子の臨床像を重視し、また検査バッテリーを組んで、知能検査以外の窓口からも柔軟

に把握していく専門性である。このように一人の子どもの全体像に限りなく近付く視点に

よってこそ、子ども自身の困り感に寄り添い、背景に目を向け、家庭との連携への一歩も

歩み出せるのではないかと考える。こうした考えにより、アセスメントの一環として、子

どもの臨床像をより深く見つめていくことのできる描画を、筆者は重視している。 

対人関係に困難さを抱える子どもたち、発達上の目に見えないアンバランスさを抱えて

いる子どもたちは、『生身の自分の身体の感覚の乏しさ』を持っていると共に他者との距離

感を適切には持ちにくいため、そうした特徴が人物画にも表れ、現実的な《人》を描くこ
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との困難さにも表現されると思われる。こうした観点から、描画の中でも、特に人物画

は、困り感を抱える子どもから何らかの示唆を得て、適切な支援の道を模索していく手が

かりとなり得るのではないかと推測できる。 

そこで、支援を必要としている子どもたちに真に役に立つための心理アセスメントの方

策を、特にアセスメントの一環として取り入れる場合の人物画に着目して、そこに表出さ

れている描き手からの大切なメッセージをしっかりと受けとめるという基本的姿勢に立っ

て、検討・吟味した。 

 

Ⅱ対象と方法 

（１）対象   

筆者がアセスメントのみでなく、縦の軸で継続的にフォローし、家族や学校の先生たち

と連携して支援することができた小学生で、特別支援の必要性のある７事例（Au、Av、

Aw、Ax、Ay、Az、Ba）。Au くんの幼児期は、筆者が当時勤務していた医療機関内での

対応であるが、Au くんの就学後と、他の 6 事例については、スクールカウンセラーとし

ての役割の中での対応である。学校内で実施したアセスメントについては、詳細のデータ

を保持していないため、大まかな数値結果のみを提示する。 

 7 事例を、【知的発達面の微妙な遅れと認知発達面のアンバランスさを合わせ持っている

事例】、【アスペルガー症候群の事例】、【知的障害の事例】の三つに分けて整理した。    

尚、診断名は、対応当時の各事例の主治医による診断によりつけられたものである。  

（２）方法 

アセスメント結果全体の分析をし、人物画の中に表現された情報を《認知発達特性》《情

緒的特性》という二つの主な視点で細かく見ていくと共にその後のフォロー面接やコンサ

ルテーションの振り返りをする。 

 

Ⅲ 結果 

（１）【知的発達面の微妙な遅れと認知発達面のアンバランスさを合わせ持っている事例】   

について 

➀Au くんの事例 



 [文書のタイトルを入力] 

127 

 

就学前までの Au くんとのかかわりについては、本章第 4 節に詳しく述べている。第

4 節で整理した、幼児期の保育者との連携が、就学後は学校の先生との連携という形で

引き継がれていった事例である。 

（現実生活の中での一番の問題） 

 他者とのコミュニケーションの難しさ、学習面の難しさ 

（知能検査） 

 4 歳 6 カ月時  IQ83（田中ビネー式知能検査：結果の詳細については本章第 4 節に     

記載） 

 5 歳 6 カ月時  VIQ73  PIQ80  FIQ71 (WPPSI 発達検査：結果の詳細については本

章第 4 節に記載) 

 6 歳 10 カ月時  VIQ75  PIQ82  FIQ76（WISC-Ⅲ知能検査） 

 8 歳 7 カ月時  VIQ77  PIQ83  FIQ78（WISC-Ⅲ知能検査） 

（人物画） 

図 5-29 のようなぐるぐる丸が 3 歳時に出現し、それから約一年かけて図 5-30 のよう

に、顔、手、足などが表れるようになった。さらに一年後、図 5-31 のように、瞳が塗ら

れ、筆者は“いま・ここ”を Au くんと共有できている実感を強く持つことができるよう

になってきた。 

図 5-32 は人物画を、運動会の場面で表現したものである。目から入った情報を、このよ

うに細かく表現することで自分の中でのコントロールをはかる必要があったものと思われ

る。図 5-33 のような、道路の様子は、Au くんが面接のたびに表現していたものである。 

 
図 5-29 Au くん 3 歳 6 カ月の描画 
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図 5-30 Au くん 4 歳 7 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA4:7 MA3:11 IQ85】 

 

図５-31 Au くん 5 歳 7 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA5:7 MA4:6 IQ81】 

 

 

図 5-32 Au くん 9 歳 8 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA9:8 MA5:5 IQ56】  
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図 5-33 Au くん 9 歳 10 カ月時の自由画 

 

（認知発達特性） 

視覚認知優位であり、非常に細かい情報にも刺激を受ける様子が見られた。 

（情緒的特性） 

 早い時期から、困り感に寄り添う支援をきめ細かく行うことができていたことで、Au く

んが本来持っているやさしさ・おだやかさも安定して発揮される場面も多く、比較的周囲

から受け入れられ、友達からも自然にフォローされている様子が見られていた。 

（支援） 

支援としては、まず 1 歳 6 カ月健診や 3 歳児健診の際における保健センターでのフォロ

ーがあり、療育機関と地域の言葉の教室を紹介された。言語訓練や感覚統合訓練など、個

別の療育を受け、療育の現場と幼稚園、就学後は療育現場と小学校との連携が進められ

た。就学後は、通常学級で基本的には過ごしながら、通級指導教室も利用し、個別支援が

なされた。心理療法としては、筆者が Au くん自身の心理療法と共に母親カウンセリング

を行った。筆者は、学校場面での様子を参観すると共に、教員へのコンサルテーションを

行った。 

 

➁Av 子さんの事例 

（現実生活の中での一番の問題） 

 他者とのコミュニケーションの難しさ、学習面の偏り 

（知能検査） 

 6 歳 9 カ月時 VIQ63 PIQ66 FIQ61（WISC-Ⅲ知能検査） 

（人物画） 
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 7 歳 9 カ月時に図 5-34、8 歳 7 カ月時に図 5-35 を描いた。Av 子さんには、周囲の人に

笑顔で近寄っていく、望ましく見える側面もあり、図 5-34 にも表れている印象がある。

“いま・ここ”をしっかり認識しながら描き、描くことで満足感を得ている様子もうかが

えた。しかし、臭覚へのこだわりなど感覚的に特異的な面があり、周囲の人の頭や肌の臭

いを確認しようとするなどの面で、対人関係面では難しい状況にあった。図 5-35 には、周

囲との関係性の構築の希薄さやマイペースな側面が微妙に表れている印象を受けた。  

 

 

図 5-34 Av 子さん７歳９カ月時の描画 

【DAM 分析 CA7:9 MA6:2 IQ80】 

 

 

図 5-35 Av 子さん 8 歳 7 カ月時の描画（統合型 HTP テストの中での人物画） 

【DAM 分析 CA8:7 MA 7:11 IQ92】 

 

 

（認知発達特性） 
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 微妙に視覚認知面優位の傾向がある。また、臭覚へのこだわり等も見られる。 

（情緒的特性） 

 人が好きで近付きたいが、距離感がわからず、近付き過ぎて、他者からは嫌悪されてし

まうなどの様子が見られた。 

（支援） 

保健センター、療育機関、言葉の教室、幼稚園、就学後は小学校との連携を密にはかる

ため、連絡ノートが活用された。通常学級に在籍し、週に 3 時間、通級による指導（情緒

障害児通級教室）を受けた。筆者は、Av 子さん自身の心理療法と、母親カウンセリングを

行うと共に、学校生活の様子を参観し、教員とのコンサルテーションも行った。 

 

③【知的発達面の微妙な遅れと認知発達面のアンバランスさを合わせ持った事例】のまと

め 

 Au くんも、Av 子さんも、小学校を卒業するまで、普通学級で過ごした。知的な発達の

難しさと認知発達上のアンバランスさを合わせ持っていることで、困り感は大きかったは

ずである。しかし、状態像については比較的早い時期から周囲が共通理解し、言葉の教室

での個別対応や、心理面接の継続などによってフォローすることができていたため、本児

らの困り感に寄り添う支援体制の確立につながっていたと考えている。 

 Au くんの場合は、心理面接の時間は、必ず描画からスタートし、視覚的な表出を吐き出

すようにし終えてから、落ち着いて次の段階へ進むことができていた。その姿に、言葉で

表現することがあまり得意でない Au くんが、筆者に、いっしょうけんめい自分を語り、

その都度感じる困り感を伝えてくれているような印象を受けた。同時に、人物画の着実な

発展に、Au くんの柔軟な可能性を見出すこともできていた。Au くんと筆者との間にあっ

たその描画表現は、大切なコミュニケーションツールであり、情緒面の成長発達のバロメ

ーターでもあった。 

 Av 子さんは、微妙なこだわりや粘着気質的な要素を備えており、また、他者の気持ちの

読みとりなどにも苦手さがあったため、他者とのトラブルが時々おこっていたが、周囲の

連携によるバックアップにより、その都度おだやかに、解決に至ることができていた。そ

して、描画に表れているように、常に笑顔で、Av 子さんの純粋さ、素直さ、他者への親密

な感情を保持することができた。 
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 Au くん Av 子さん、共に、“いま・ここ”を共有することは筆者にとってたやすいこと

ではなかった。Au くん Av 子さんには、他のことへ意識が反れてしまいやすい傾向があっ

たからである。それでも、描画を媒体とすることで、同じ世界に目を向け、それを共有す

るということができる瞬間があったことは確かである。描画、特に人物画によって、Au く

ん Av 子さんは筆者とつながり、周囲とつながり、さらに成長へとつながっていったと、

とらえることができると思っている。 

 

（２）【アスペルガー症候群の事例】について 

➀Aw くんの事例 

（現実場面での一番の問題） 

衝動的行動による他者とのトラブル、集団生活不適応 

（知能検査） 

WISC-Ⅲ知能検査  VIQ119 PIQ101 FIQ112 （9 歳 11 カ月時） 

（人物画） 

独自のイメージの世界、自分の現実とは離れた世界を展開して表現する。図 5-36  は

「昭和のおかん」、図 5-37 は、「五流サラリーマン」だと、自分で命名した。 

 

 
図 5-36 Aw くん 9 歳８カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA9:8 MA7:10 IQ81】 
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図 5-37 Aw くん 9 歳 10 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA9:10  MA6:5 IQ65】  

 

（認知発達特性） 

聴覚認知・視覚認知、どちらも独特であり且つ優れているが、すべての物事のとらえ方

が自分本位の傾向がある。 

（情緒的特性） 

幼い頃から周囲に適切に理解されずに、一方的にとがめられるようなことが多かったこ

とから、他者への不信感を強めている傾向が見られる。 

（支援） 

学校、地域（民生委員等）、カウンセリング機関との連携を密にとっていくようにした。

通常学級の中での必要に応じた個別対応がとられ、落ち着ける場所として、空き教室も利

用された。筆者は、Aw くん自身の心理療法と共に、母親カウンセリングを行い、学校場

面での様子を参観し、教職員とのコンサルテーションも行った。 

 

➁Ax くんの事例 

（現実場面での一番の問題） 

 教室不適応、集団生活不適応 

（知能検査） 

8 歳 7 カ月時 VIQ89 PIQ104 FIQ96（WISC-Ⅲ知能検査） 

（人物画） 
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 好きなアニメの主人公ならば描くことができると言って、真剣に図 5-38、図 5-39 を描

く。意味付けなしでは描くことができないようであった。 

 

 

図 5-38 Ax くん 8 歳 7 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA8:7 MA10:1 IQ117】 

 

 

図 5-39 Ax くん 8 歳 7 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA8:7 MA7:6 IQ87】 

 

（認知発達特性） 

 PIQ（104）＞VIQ（89）であり、視覚認知面が優位な傾向が見られた。言葉で思いを

表現することはどちらかというと得意でなく、好きではないようであった。 

（情緒的特性） 
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 Ax くんへの期待と現実のギャップで母親も悩み、母子関係も悪循環を呈していた。それ

ゆえ、Ax くんは自信をなくし、不安定な状態であった。 

（支援） 

学校、通級指導教室、医療機関との連携を、連絡ノートを用いるなどして密にとれるよ

うにした。それを受け、本児が安心できる場所が必要であるとし、教室以外の居場所の確

保が工夫された。必要に応じた個別指導も取り入れられた。筆者は、母親のカウンセリン

グを行うと共に、学校生活の様子を参観し、教員へのコンサルテーションとカウンセリン

グを行った。 

 

③Ay くんの事例 

（現実場面での一番の問題） 

 集団生活不適応 

（知能検査） 

8 歳 3 カ月時 VIQ97 PIQ117 FIQ107（WISC-Ⅲ知能検査） 

（人物画） 

 “描けない”と言葉で表現しながら、図 5-40 を描く 

 

 

図 5-40  Ay くん 8 歳 3 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA8:3 MA3:8 IQ44】 

 

（認知発達特性） 

 視覚認知優位の傾向が見られる。 

（情緒的特性） 
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 周囲に状態を適切に理解されず、他者への不信感を強めている様子が見られた。  

（支援） 

保護者、医療機関の担当者、学校の教員との連携を、連絡ノートを使って密にはかるよ

うにした。それを受けて、学校では、通常学級の中での必要に応じた個別対応が取り入れ

られた。筆者は、Ay くん自身の心理療法と共に、母親カウンセリングを行った。 

 

 ④【アスペルガー症候群の事例】のまとめ 

 Aw くんは、図 5-36 は「昭和のおかん」、図 5-37 は「五流サラリーマン」というよう

に、人物画は、何らかの意味付け、イメージの世界へ持っていくことでのみ、表現するこ

とが可能であった。発想がユニークであり、その発想のテンポも速かった。イメージがで

きたならば、形を整えること、形を描くことは何ら困難なことでもなかった。しかし、一

番の問題は、彼の中から、生身の自分自身や、現実場面での重要な他者イメージが出てこ

ない点であったと考えている。さらに、Aw くんには自分自身をつかみきれておらず、“い

ま・ここ”を生きている現実認識も、乏しかったのではないだろうか。これゆえ常に周囲

から浮き、理解されないことからくる他者とのトラブルも多く、本児自身、そして母親を

中心とする家族も、苦しい状況を多く重ねていた。Aw くんは備えている難しさを適切に

理解されず、そのマイペースさ、社会性の乏しさも、家庭の養育に問題があるという見方

がなされていた。人物画は、こうした状況をより明確にしてくれる情報となり、筆者は家

庭と連携しながら生じている問題を共有し、親を支え、学校の教員との共通理解をはか

り、支援の方向性を築いていった。 

 Ax くんもまた、生身の自分自身、現実場面での重要な他者を、人物画で表現することは

できなかった。キャラクターであれば、図 5-38、図５-39 のように、何も見なくとも、頭

の中にしっかり入っている視覚的イメージで、ボディバランスも整った形で描くことがで

きる。まさに＜意味よりも形優先＞という傾向のあるアスペルガー症候群の特徴が反映さ

れている。現実の感覚の乏しさは、対人関係の希薄ともなり、学校生活に適応の難しい Ax

くんであった。筆者は、登校しぶりなども状態も呈していた Ax くんの、発達的な特徴を

受けとめ、周囲との共通理解を進めていった。 

 Ay くんの場合は、人物画は「描けない」ということであった。それでも、これなら、と

いうことで描いてくれた表現が図 5-40 であった。生身の自分自身、現実場面における重要
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な他者と向き合おうとするならば、確かに「描けない」という反応は、素直なものであろ

う。描くとするならば、図 5-40 のようなイメージ、アスペルガー症候群の子どもたちにと

って、自分や自分の周りの他者という存在は、実際このようにのっぺらぼうにイメージさ

れているのかもしれない。この表現も、大切に受けとめることで Ay くんを理解し、Ay く

んの困り感に寄り添うという方向に生かしていった。具体的には、のっぺらぼうのイメー

ジに、いかに命を吹き込むことができるか、Ay くんが、自分や他者の命・魂を感じ、現実

を生きるということが可能になっていくよう、密度濃い関係の構築につとめるようにし

た。 

 Aw くん Ax くん Ay くん、三者とも、“いま・ここ”を生きているという現実認識をじ

ゅうぶん持つことが難しい特徴が感じられたが、このことが、彼らにとっての一番の生き

にくさにつながっているのではないかと思われた。自分勝手でわがまま、衝動的で乱暴、

のようなイメージを持たれやすいアスペルガー症候群の子どもたちであるが、その基盤

は、彼らの目に見えないところの難しさにあるということを、人物画によって目に見える

形で明らかにすることができた。 

  

（３）【知的障害の事例】について 

➀Az 子さんの事例 

（現実生活の中での一番の問題） 

 学習面の困難さ 

（知能検査） 

7 歳 5 カ月時  VIQ60 PIQ62 FIQ57（WISC-Ⅲ知能検査） 

（人物画） 

 図 5-41、図 5-42 の描画表現の間、“いま・ここ”を共有することができている実感を、

筆者は抱くことができていた。他者との関係をあたかかく築くことのできる Az 子さんの

性格特徴が、その描き方にも作品にも表現されていた。 
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図 5-41 Az 子さん 7 歳 5 カ月の人物画 

【DAM 分析 CA7:5 MA4:3 IQ57】 

 

 

図 5-42 Az 子さん７歳 5 カ月の人物画 

【DAM 分析 CA7:5 MA4:10 IQ65】 

 

（認知発達特性） 

 他者とのコミュニケーションが好きであり、見よう見まねでいろいろなことにチャレン

ジもできる。コミュニケーションの積極性と、実際の問題処理能力との間のギャップが激

しい。 

（情緒的特性） 

 物事のとらえ方が前向きであり、いじけるような側面が感じられない。そのため、他者

への信頼感を抱き、友好関係を築くことができる。 
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（支援） 

アセスメントを機に、保護者・学校の教員らと適正就学について検討をし、特別支援学

級への移籍となった。筆者は、Az 子さん自身への心理療法と共に母親へのカウンセリング

を行った。 

 

➁Ba くんの事例 

（現実生活の中の一番の問題） 

 学習面の困難さがあり、たびたび授業を抜けて保健室に行くなど、不適応状態に陥って

いた。 

（知能検査） 

7 歳 8 カ月時 VIQ77 PIQ78 FIQ75（WISC-Ⅲ知能検査） 

10 歳 0 カ月時  VIQ74  PIQ80  FIQ74  （WISC-Ⅲ知能検査） 

（人物画） 

 出会った当初、不適応状態の時の人物画、図 5-43 では、人の形をとることの困難さと共

に、不安や自信のなさも表れていた。アセスメントを行い、その後適切な支援が構築され

ていった流れの中で、図 5-44 のように、ある程度の自信を持って、堂々と人物画が表現さ

れるようになっていった。個別的な支援の中で、他者との密度濃い触れあいが多くなった

こと、周囲への信頼感も増したことが、人物の形も、より明確に描くことができるように

なったことにつながっていると思われる。 

 

図５-43 Ba くん 7 歳 8 カ月時の人物画 

【DAM 分析 CA7:8 MA3:11 IQ51】 
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図 5-44 Ba くん 10 歳 0 ヵ月時の人物画 

【DAM 分析 CA10:0 MA5:5 IQ54】 

 

（認知発達特性） 

 WISC-Ⅲの結果には表れていないものの、臨床像としては、耳から入る情報の方が処理

しやすく、視覚的認知面に力を発揮しにくい様子が見られた。 

（情緒的特性） 

 身体を動かして遊ぶことが好きであり、素直で明るい性格であることから、毎日友達と

共に元気に外遊びをし、友達関係は比較的順調であった。  

（支援） 

 7 歳 8 カ月時のアセスメントを機に、保護者や教員らと適正就学について検討を深め

た。そして、Ba くんはその後特別支援学級へ移籍をした。ここで特定の教科に関して個別

の学習指導を受けると共に、普通学級でも学ぶ時間を持ち、友達との変わらない交流も大

切にできるようにした。 

 

③【知的障害の事例】のまとめ 

Az 子さん Ba くん、共に、アスペルガー症候群の子どもたちとは逆で、人物画に“い

ま・ここ”を共有しながら生きている、その魂の表出はあるものの、形をとることの困難

さが見られた。形も、やがて少しずつ整っていくのではあるが、彼らの知的な発達がゆっ

くりと進んでいくように、その形が整えられていくことにもかなりの時間が必要であるこ

とが推測された。これは、彼らが字をおぼえ、上手く書くことができるようになるまで

に、通常よりも時間がかかることと、当然相関関係があることである。 
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Az 子さんも Ba くんも、表面的な言語能力をある程度備えており、他者との関係性を柔

軟に築くことができる力を持っていたため、小学校入学当初まで、その遅れに気付かれて

おらず、はじめは通常学級で過ごしていた。やがて学習面での困り感が強く表れてくるこ

とになったわけだが、知能検査のみならず、人物画でもその難しさの状況ははっきりと見

える。さらに、形をとることの困難さにも、それぞれどのような特徴が秘められているの

か、などにおいても人物画によって示唆されるところがある。もう少し早い時期に、こう

したアセスメントの機会があれば、より早期からの知的発達面への支援が可能になったの

ではないかと思われる。そのことにより、家庭に対しても、より適切な子育て支援が可能

となり、子どもの発達可能性を最大限に引き出すということの実現につながったというこ

とも推測される。   

 

Ⅳ考察 

 アセスメントにおいては、IQ を明らかにするのみでなく、子どもの無意識的な身体感覚

や自己イメージ・他者との関係性のあり方にも目を向ける必要がある。WISC 等の知能検

査においては、認知的なバランスの状態についてある程度の把握はできるものの、それが

具体的にどのような身体図式・関係性の持ち方に表れてくるか、ということは測ることが

できない。そうした意味でも、心理アセスメントには何らかの投影的検査をバッテリーと

して取り入れていくことは大変重要な事と言える。 

 昨今の教育現場などでは知能検査が割合安易に実施され、結果として出た数値によっ

て、一人の子どもの支援の枠組みや内容が決められたり、適正就学の問題が検討されたり

している実情がある。数値には決して表れていない子どもの状態像を把握している人がそ

の場にいても、複数の人たちで行っていく検討会や会議の場では共通理解しやすく説得力

の強い数値はインパクトのある情報になりそれ以外の情報は埋もれてしまいがちとなって

いる。今回取り上げたケースにおいても、またそれ以外に私がかかわってきたケースにお

いても、知能検査のみを検査データとしてあげて、一人の子ども理解のための情報とする

としたら、子どもの個性的な姿、具体的な日常のありようや真に求めている内面のサイン

を無視した、偏った情報収集となってしまうと思われる。 

今日では、心理の専門家が、教育現場や保育現場等、子どもの育ちの場に介入できる機

会が多くある。子どものアセスメントという、その後の方向性に示唆を与えることのでき
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る重要な作業において、他職種の視点とは確実に異なる、子どもの内面に寄り添い背後の

環境的な支え等まで見据えた深奥な専門的なアセスメントを、我々は自覚を持って行って

いくこと、そしてそのことによってさらに現場で真に重要な役割を果たしていかなければ

ならないであろう。 

人物画テストは、このような意味におけるアセスメントの中で、非常に多くの示唆に富

んだ情報を与えてくれる検査法である。人物画は一つの描画テストでありながら、グッド

イナフ式知能検査に代表されるように、【知能】を測ることができる。これは他の知能検査

によって得られた数値結果とはまた別の視点で測ることができるものであり、“基本的な情

報”として役に立つものである。そして、何がどのように描き出されるのかによって、【認

知特性】をかいま見ることができる。ここには描き手の“根本的な問題”が表れてくる。

さらに、表出された表現の全体像を見ていくことで【情緒的特性】にも触れることができ

る。この中には何らかの発達上の特徴や難しさから派生してきた、“関係性の悪循環による

二次障害”も表現されることがある。また、検査者の研ぎ澄まされた感性によって、描き

手である子どもの、“いま・ここ”の感受性のありように気付くことも重要なポイントであ

る。 

描画によるアセスメントは、それ自体が治療的な意味を成すものである。一枚の画用紙

は、そこに心が吹き込まれた時、子どもの分身として、魂をもってくる。絵が描かれてい

くその“いま・ここ”の持つ意味を、決してないがしろにしてはならない。アセスメント

を目的としたその時間は、どんな場合もそこに治療的意味を見出しておく必要がある。検

査者にその構えがあれば、一回のアセスメントにおける描画表出は、必ず描き手にとっ

て、人生の中の重要な体験として位置付けられていくであろう。描画によって、描き手で

ある子どもと受け手である検査者がつながっていく、そして、家庭の中で、学校の中で、

一人の子どもが安心して過ごし、その持てる力を精一杯発揮して最大限に成長していくた

めに、検査者は、得た情報を吟味しながら、丁寧に周囲との共有の方向へとじっくりと伝

え、支援の構築をはかっていくことが必要になってくる。 

臨床心理士の行うアセスメント・治療的かかわりというものは、非常に個別的なもので

ある一方で、つなげるという重要性を帯びた、特殊性のあるものである。つまり、子ども

から受けた大切なその子どもの情報を、子どもと親、子どもと先生、子どもと友達といっ

た関係性の中で生かし、現実の人間関係の展開が良い方向性を持つものとなるようはかっ
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ていくという、重要な役割を担わなければならない。描画を用いたアセスメントは、この

ための、大変示唆に富んだ情報を与えてくれるものである。 

  

３．第２節まとめ 

 発達障害児の人物画には、「低い自己評価」、「弱い身体イメージ」、「特定部分への固

執」、「知的レベルに比して低い描画能力」、「独特な発達的変化」などの特徴がある。ま

た、１，２の事例の検討から、発達障害児の心理アセスメントにおける人物画テストの意

義は、何より『自己イメージ』が投影されやすい。それは具体的には①身体イメージの投

影（一人の人間の身体的欲求や葛藤を表現するための手段となりえる）であり、②社会的

イメージの投影（個人の全経験を背景にした、社会と自己との相関性の表現の手段となり

える）であることも示唆された。 

しかし一方で、アスペルガー障害の事例などは、自己イメージの構築において特異性が

認められた。つまり、情報を、視覚的形態からそのままに記憶して再生するという方法で

描出する傾向があるのである。視覚的形態をそのまま描出している画であれば、例えばグ

ッドイナフ人物画知能検査による分析も、そのことを踏まえた上で解釈する必要がある。

アセスメントをする中では、十分な理解と配慮が必要となる。このことから、第 2 節で

は、【子どもの心理アセスメントとして人物画を用いる上で重視すべき視点】の、２．とし

て示している「発達障害の子どもは、外界からの視覚的な刺激を概念化することよりも、

視覚的な形態をそのままに記憶し再生して絵にしている傾向が強い。一方、通常の幼児の

描画の技法は、子どもが対象を見ることによって獲得されていくというよりは、実践的な

かかわりを基盤にした、対象についての概念化のはたらきを通して獲得されるものであ

る。」について、重視する意義を示した。  

 

 第 2 節では、人物画から得られる多角的な情報を生かしながら、母子の関係性の発展へ

の支援をし、さらに母子を取り巻く周囲との連携をじっくりとはかっていくことの重要性

も示唆された。特に、母子関係の難しさがより明確なケースにおいては、縦断的に予後を

追い、関係性の展開の歪みを見極めていくこと、歪みが生じていることが見られた場合に

は速やかに関係修復のための介入を行っていくこと、この方法を構築していくことが課題

となる。 
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第３節では、母子の関係性の構築のために、人物画がどのように有効に活用できるのか

を見ていくため、自閉症児と母親へ具体的介入をした事例を取り上げて論じる。 

  

  

第３節 母子関係へのアプローチと人物画の活用の実際 

  

 本節では、自閉症児と母親の関係性の発展に描画を活用した事例を取り上げ、人物画を

中心とする描画が、母子の関係性の構築にどのように有効であったかを検討する。 

 

Ⅰ目的 

 

自閉症児は診断基準となる主要な症状の一つに「社会的相互作用の障害」があるため重

要な母子関係の土台のところに困難があり、母子の関係性の構築への支援が必要である。

山上（1999）は自閉症児の発達において「愛着関係の形成は発達の原動力として重要」と

しながらも、自閉症児の発達障害の改善と症状の変容のためには、愛着関係など情意系に

のみ焦点付けしたアプローチでも、感覚運動系のような認知的側面にのみ焦点付けしたア

プローチでも不十分であり「情意系と感覚運動系は相対的に独立しながらも、相補的に互

いの発達過程を高次化していく役割を担っている」ことを明らかにしている。さらに、自

閉症児の発達を見ていく時、関係の問題や認知的側面の発達過程と絡み、それらと表裏を

なしている身体感覚・身体図式の問題にも着目する必要性を山上は指摘している。  

筆者は、母親と臨床心理士そして臨床心理士と他職種のスタッフと連携し、病院におい

て、自閉症児の発達障害の改善に取り組んできた。母子の相互的コミュニケーションが育

つ土壌を育むための情意系のアプローチを意義あるものにすること、さらには情意系のア

プローチと相補的な役割を担う認知的側面へのアプローチにおいて、自閉症児は検査用具

等を用いる一般的な発達検査にのりにくいため、検査の結果を他職種のスタッフが共通理

解の要として役立てることは難しかった。そこで筆者は、他職種のスタッフ、それぞれの

立場や考え方で一人の子どもにかかわる者同士が、一定の視覚的情報を活用して対象の子

どもの状況を共有することを重要視し、その具体的な方法として「人物画」に焦点を当て

ることとした。 
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本研究においては、視覚的な情報として人物画の活用に焦点を当て、自閉症児と母親と

の関係性に着目したアプローチをする上で人物画の活用が、より母親の子ども理解を促

し、母子の関係性の進展につながること、さらに認知的側面に焦点付けてアプロ―チをす

る他職種との共通理解や介入のタイミングをはかる上でも人物画が有効であることを、事

例の検討を通し明らかにすることを目的とする。 

治療過程の分析として、山上（1999）が対象関係と象徴機能の発達を軸として区分した

5 期を基本として用い、新たに社会的人間関係形成期として 6 期を加えて整理した。第 1

期は母親が愛着の対象となるまでの対象関係未成立の時期、第 2 期は母親への愛着の形成

期、第 3 期は母親との対象関係の成立期、第 4 期は対象関係の深まりを原動力とする模倣

期、第 5 期は象徴機能の獲得期、第 6 期は社会的人間関係形成期である。また、上記 6 期

のそれぞれの時期における行動や発達上の特徴は、山上（1999）が「情意系」「感覚運動

系」「音声・言語系」「身体にかかわる感覚・活動系」「症状の特徴と変化」の５つの行動領

域に区分しているものを基本として用いて整理するが、「症状の特徴と変化」の中に新たに

「描画」を加え、さらに「母親の様子と変化」「Th（筆者）のかかわりのポイント」を加

えた。５つの行動領域の説明は次の通りである。「情意系」とは、他者との情意的な関係の

特徴を表す。「感覚運動系」とは、ピアジェ（Piaget, J., 1953）の感覚運動段階の理論に

よって段階区分した発達特徴を表す。「音声・言語系」とは「発声・構音・聴覚機構の発

達」にかかわる特徴と、言葉の理解や話し言葉の発達特徴を表す。「身体にかかわる感覚・

運動系」とは身体にかかわる感覚・知覚と活動を表す。「症状の特徴と変化（行動・様子

等）（描画）」とは自閉症の症状、および症状の変化の特徴と描画の特徴と変化を表す。「母

親の様子と変化」については描画を活用した Th のかかわりによって母親の様子がどう変

化していくか、「Th のかかわりのポイント」では描画を活用した母子への時期ごとの Th

のかかわりのポイントを示した。 

 

Ⅱ事例概要 

 

事例 

筆者（以下、Th とする）が不定期の面接で断続的にフォローし、支援した自閉症の男児

（Bb）とその母親の事例。 
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 尚、診断名は、当時の主治医による診断によりつけられたものである。 

 

面接に至る経緯 

Bb は 1 歳 6 カ月健診時に言語の遅れ・多動等の状態により経過観察となり、保健師よ

り専門医のいる A 病院に紹介された。そこで主治医から A 病院に勤務していた Th に心理

検査・心理面接の依頼があった。 

 

現実生活の中での一番の問題（主訴） 

 他者とのコミュニケーションの難しさ、興味・関心の偏り 

 

面接の形態（治療構造）と流れ 

Th は心理職として、Bb の心理検査・心理面接を通して状態像を把握し主治医に報告を

し、主治医はその報告の内容を受けて感覚統合訓練や言語訓練などの他の訓練を開始する

タイミングをはかるという流れであった。 

Bb が 3 歳 7 カ月時より面接を開始する。Bb、母親、Th の三者での面接が基本の形で、

不定期で行われた。Bb と母親は週に 1 回、A 病院内の母子通園グループに通っており、そ

の機会に Th のところに時々寄り近況を報告し、きちんと面接を受けたい時には次の予約

をした。全部で 11 回の面接となったが、前半の 6 回の面接（Bb の 5 歳 8 カ月時）までが

上述の、他の訓練の開始のタイミングをはかるための心理検査・心理面接として主治医か

ら指示が出ていた範ちゅうのものであった。3 歳 7 カ月時（初回時）の検査・面接の報告

後、すぐに感覚統合訓練は開始され、5 歳 8 カ月時の検査・面接の報告後、言語訓練が開

始されることとなり心理検査・心理面接は一旦役割を終えたが、その後 5 回、母親からの

希望で心理面接を継続した。5 歳 8 カ月までの面接の中では、アセスメントを意図し人物

画表現を促す上で、画材として八つ切り画用紙、サインペン、パス、鉛筆等を準備してお

り、Bb の目に入り手に取りやすいように提示して「人を描いてみようね。」と教示して実

施した。3 歳 7 カ月時、5 歳 3 カ月時には新版Ｋ式発達検査を実施した。5 歳 8 カ月時ま

での 6 回と、それ以後の 5 回、合わせて 11 回の面接で、Bb の 7 歳８カ月時、小学校 1 年

生の終わり頃まで実施した。Bb が小学校中学年になる頃に Th がＢ病院を離れたが、それ

まで時々母子或いは母親だけで Th のもとに近況報告に来ていた。小学校 1 年生になって
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からは学校生活が中心となり、隔週受けていた言語訓練と感覚統合訓練も徐々に回数を減

らして終了し、その後は年に３～4 回程度の医師の診察のみの経過観察となった。尚、心

理面接を実施した日には必ず主治医や他の訓練スタッフらとカンファレンスを持ち、状態

像を報告し合い共有した。 

Th は、母子の情緒的な触れ合いを重視し、母子をつなぎ、関係性の発展を支えた。具体

的には、Th が、Bb からの発信を受け止め対応する際には、視線や表情、体の向きや腕の

動きなど非言語的な方法を駆使してかかわり、母親にもその瞬間の対応の重要さが伝わる

ように心がけた。時には母親に対しモデリング的な役割を果たしたが、母親役割を代わっ

て行うことによって母親がより自信を失ったり、難しさを感じたりすることのないよう、

強く意識し、母親が自信を持って、安心して Bb と向き合い触れ合っていくことができる

ようなボンディング、母子をつなぐ役割としての情緒的応答性を常に意識したかかわりを

行った。 

 

家族構成 

会社員の父親、専業主婦の母親、三歳上の姉、Bb（3 歳 7 カ月、初回面接時） 

 

Ⅲ心理面接の過程 

 

 表 5-11 に治療過程を縦軸に、「行動の領域」「症状の特徴と変化（行動・様子等）（描

画）」「母親の様子と変化」「Th のかかわりのポイント」を横軸に、Bb の発達経過と面接全

体の経過を示した。尚、この事例においては、Bb の興味・関心に寄り添いながら自然に描

画に視点が向くように促した。つまり、自閉症の特性に配慮する必要性のためグッドイナ

フ人物画知能検査としての厳密な設定や教示を行ったものではなく「人を描いてみよう

ね」「お顔だよ」などと声をかけての人物画表現である。これをグッドイナフの分析に当て

はめて得点化し、表 5-11 の描画の欄に参考として記載した。 
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表 5-11 Bbの発達経過と面接全体の経過 
期 年齢 情意系 感覚運動系

（認知系） 

音声・言語系 身体にかかわる

感覚・活動系 

症状の特徴と変化 

≪描画≫ 

症状の特徴と変化 

≪行動・様子等≫ 

母親の様子と変化 母親への子どもとのかかわりについての Thの

助言のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

第 

1 

期 

 

3:7 ・対人的無

関心 

≪一人遊び

≫ 

≪視線合わ

ず無表情≫ 

≪他者の手

をクレーン

現象として

扱う≫ 

・衝動的な探索

と多動 

・特定の対象へ

の固執 

・偏食（白米や

パンなどの白い

物のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 自 他 意 識 貧 困 】 

・言語遅滞 

・発声貧困 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・身体感覚反応

の全般的貧困 

 

 

 

・偏食（白い物

の中でも慣れた

舌触りの物の

み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
描画１ 

DAM式 MA4:04 IQ121

（参考） 

 
描画２ 

DAM式 MA4:11 IQ137

（参考） 

・物とのかかわりが中心 

・傍若無人な印象 

・視空間認知の能力で問

題処理をする（積み木模

様・パズル等） 

・視覚的に情報入手し、

それを再現する 

 

・自分が興味を持った物

に対してはとても熱心

で、興味を持った物の処

理に関し、求めていた手

助けをしてくれる人に対

して目を向け、受け入れ

ようとする様子が見られ

る 

・Bbとのかかわりが上手

くつかめず、硬い表情で

後ろから追いかけるばか

りである 

・Bbの能力が全般的に遅

れていると思い、絶望感

を抱いている 

・不安感が表情に表れて

いる 

・Bbにとって的を得た手

助けをしてあげることが

かかわりのポイントにな

ることに気付く。 

・Bbが何に興味を持つの

か、一層注目しなければ

ならないということに気

付く 

・Bbには発達上のアンバランスさがあること、し

かし視覚的に情報を取り入れ、しっかりと保持す

ることができることを伝える 

・Bbは視覚的に問題処理することに意欲的であ

り、そのように意欲的になっていることに寄り添

い、目的達成の支えをしてあげることにより、Bb

との関係性を築くことができることを伝える 

・Bbは敏感であり、感じ取る力がしっかりとある

ので、スキンシップやアイコンタクトを積み重ね

ることを助言する 

・Bbは気持ちの変化を表情にも表しにくいが、傍

で見守ってもらい必要な手助けをしてもらうこと

で安心感を強めていることを伝える 

・身体感覚、身体意識を明確にさせていくこと

と、母子の関係を築いていくことの両方によって

Bbの「他者とのコミュニケーションの難しさ」

「興味・関心の偏り」に変容がもたらされていく

可能性があり、その変容が描画にも表れてくるこ

とが推測できると伝える 

 

 

 

第 

2 

期 

3:9 ・身体接触

レベルでの

母への愛着 

・外界への興味

の広がり 

 

 

 

 

 

 

 

【 自 他 へ の 関 心 】 

・喃語的発声 

・話しかけに

耳をすます 

・絵本の読み

聞かせに反応 

 

 

 

 

 

・身体感覚への

関心と探索 

≪母親と肌が

触れるほど接近

することを求め

る≫  
描画３ 

DAM式 MA4:11 IQ131

（参考） 

 

・落ち着きが見られるよ

うになる 

・母親や Thを明確に意識

し、傍にいてくれること

を求め、肌が触れている

ことで安心している様子

が見られるようになる 

・Bbに対して希望を持つ

ことができるようになる 

・Bbの興味・関心のある

ことに寄り添っているう

ちに、Bbの気持ちが少し

ずつ見え、ポイントを押

さえた支えをすることが

できるようになる 

・Bbの他者とのかかわり方に柔軟さが見られるよ

うになっていることを伝える 

・Bbは面接場面で絵本の読み聞かせを行うと、耳

を澄ませて聞く様子が見られるようになっている

ことから、言葉の発達を促す上でも、母子の触れ

合いのためにも絵本の読み聞かせは効果的である

ことを伝える 

・スキンシップ、アイコンタクトをさらに重視す

ることを共有する 

 

 

 

第 

3 

5:3 

5:4 

5:5 

 

・対人関係

の発達 

≪表情が出

てくる≫ 

・母親を砦とす

る外界探索 

・母親の動作模

倣 

・数を数える 

・声で訴える 

・模倣する 

≪数を数える

≫ 

・身体感覚の部

分的体制化と模

倣の始まり 

≪絵本の読み聞

かせの際の読み
 

・絵本を読んでもらうこ

とを楽しむ 

・母親に自らスキンシッ

プを求め甘えるしぐさを

する 

・絵本を活用することで

Bbと触れ合う術が持て、

スキンシップやアイコン

タクトを大切にして落ち

着いてかかわることがで

・Bbと母親の相互作用が上手くかみ合ってきてい

ること、Bbには表情の柔らかさが見られ、他者に

語りかけるような甘えた発声が多く出てくるよう

になっていることを共通理解する 
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期 ≪涙を流す

≫ 

≪絵本のセリ

フを言う≫ 

 

 

 

【 模 倣 の 表 れ 】 

手のジェスチャ

ーを模倣する≫ 

描画４ 

DAM式 MA5:10 IQ111 

 （参考） 

・視線を合わせる時間が

長くなる 

・相手の目を見て声を出

して何かを訴えようとす

ることが増える 

きるようになり、Bbへの

対応に自信がついてくる 

 

・Bbには自己コントロールの力がついてきている

こと、成長・変化に伴いばらばらになりやすい自

己を統合して、さらに前に進んでいこうとする、

そのようなエネルギーが描画から感じられること

を伝える 

 

 

 

第 

4 

期 

5:8 ・遊び相手

を要求 

・他者への

関心の広が

り 

・模倣・身振り

動作の発展 

 

・言葉の模倣

が進む 

・物の名前の

理解が進む 

 

 

 

 

【 模 倣 の 発 展 】 

・部分的身体意

識 

・自他の身体の

分化 

・部分的動作模

倣  
描画５ 

DAM式 

MA6:05 IQ113 

（参考） 

・堂々とした雰囲気で落

ち着いて自分のやりたい

ことを丁寧にやっていく

様子が見られる 

・母親や Thとかかわりた

い時には自分からアイコ

ンタクトをとって声を出

すようになる 

・Bbの表情の少しの変化

も読み取ることができる

ようになり、落ち着いた

穏やかな表情で Bbを見守

るようになる 

・Bbの気持ちを推測でき

ることで、Bbの気持ちを

その都度代弁し Bbと共有

するようになる 

・Bbと母親の精神的絆が力強いものとなっている

こと、それにより Bbは安心して自らの持てる力を

発揮していく基盤を整えていることを伝える 

・Bbと母親との間の非言語的コミュニケーション

は大変意味があるもので、今後もこのコミュニケ

ーションを大切に関係を持続させ深めていくよう

促す 

 

 

 

 

 

第 

5 

期 

5:9 

5:1

1 

6:0 

・表情がさ

らに豊かに

なる 

・喜怒哀楽

の分化 

・象徴機能獲得 

・象徴的見立て

遊び 

・文字を媒介

とする興味の

広がり 

・身振りと合

わせて言葉で

意思を伝達 

「ばいばい」 

・身体図式の発

達 

≪自己の身体各

部、その活動と

感覚が全体的構

造を獲得（他者

の身体動作を容

易に模倣でき

る）≫ 

 

 

 

 

 

【象徴機能】 

 
描画６ 

 
描画７ 

・母親に密着して甘える 

・象徴的見立て遊び 

（人形遊び・ブロック遊

びを通して） 

・視覚刺激、文字言語へ

の偏りと固執性 

・発声の増加 

・挨拶等、簡単な言語的

コミュニケーション獲得 

 

・Bbの表情が豊かに出て

きたことで応対する母親

の表情も豊かになる 

・Bbからの要求が分かり

やすくなり、母親は何を

してあげればよいか理解

しやすく、落ち着いてい

る 

・文字に興味が出てきた

Bbに文字積み木を買い与

え、50音表を壁に貼る 

・幼稚園の集団生活への

適応に関する不安 

 

・母親がこれまで丁寧に Bbと非言語的コミュニケ

ーションを大切にするかかわりを続けてきたこと

により、Bbの表情が豊かになり、他者と共に遊ぶ

ことを求めるようにもなっていることを言語化し

て伝える 

・個別的に他者とかかわることを求めるようにな

ってきているが、集団という刺激の強い構造化さ

れていない空間は Bbにとっては不安な場であるこ

と、焦らず一歩一歩慣れていく必要があることを

伝える 

・今後も進級の際にはその都度担任の先生と焦ら

ず関係を築いていき、じっくり Bbの特徴を伝えて

いくことを助言 
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第 

6 

期 

7:7 

7:8 

・自ら母親

にスキンシ

ップを取っ

て甘える 

・特定の対象へ

の固執の緩和 

 

 

 

 

 

 

 

・声色で感情

を伝える 

・言葉だけで

簡単な意思を

伝える。 

 

 

 

【自他意識の

深まり・柔軟

性】 

・身体感覚反応

の敏感化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
描画８ 

・小学校（特別支援教

室）入学 

・小学校の学習でパソコ

ンを用いており、パソコ

ンにはまる 

・文字から言葉を覚える 

・一語文でコミュニケー

ションをとる 

・甘えてくる Bbに対して

「赤ちゃんみたい」と感

じる 

・小学校の先生や友達と

Bbが言葉でやりとりをす

るのを見るのが嬉しい 

 

・ある意味で「赤ちゃんから育ち直し」をしてい

るというとらえ方で行きつ戻りつの成長・発達を

支えていくよう伝える 

・当初の主訴が「他者とのコミュニケーションの

難しさ」であったことを母親と振り返り、Bbの他

者との交流における柔軟な広がりの部分を確認す

る 

第 1期：母親が愛着の対象となるまでの対象関係未成立の時期、第 2期：母親への愛着の形成期、第 3期：母親との対象関係の成立期、第 4期：対象関係の深まりを原動力とする模倣期、第 5期：象徴機能の獲得期、第 6期：

社会的人間関係形成期 
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治療過程を「問題と目的」で述べた 6 期に分けて、面接場面の様子と所見を以下に述べ

ていく。 

 

１．第１期  

（１）3 歳 7 カ月時（初回面接時） 

新版Ｋ式発達検査を実施したが（表 5-12）、言語的コミュニケーションを介した検査実

施は困難であった。模倣をするということもなく自分のペースで視覚的に情報をとらえ検

査課題をこなす。一方で上手くできないことがあると、クレーン現象として Th の手を必

要とした。また Th は人物画を促して描かれた描画１、２を母親と共に見て、描かれたも

のがＡにとってこだわりのあるキャラクターであることを共通理解した。Bb にとっての

愛着の対象でもあるキャラクターを尊重しつつ、一方では、このように実態のないもの、

架空のものが描かれるということは「直接体験的な自己」を実感できていない可能性が高

いこと、さらに「生身の自分の身体の感覚の乏しさ」「他者との距離感を適切に持つこと

の難しさ」が表れているとも考えた。 

傍若無人でまさにマイペースに見える Bb、そして Bb にどう接したらよいかわからず

背後から追いかけるばかりの母親、両者の歯車がかみ合っていない印象であり、この両者

をつなぐ Th の役割を強く認識した。そのため母親には、Bb はキャラクターという愛着

の対象があるという、プラスの側面を重視して、母親との関係を築き深めていくことがで

きるということを伝えると共に、表１に整理しているように今後の治療過程の方向性を説

明して理解を求め、Bb へのかかわりについて助言をした。そして主治医に、Bb には自

閉性の発達障害特有のアンバランスさが見られ、持っている知的能力も十分に発揮できて

いない可能性があること、さらに「直接体験的な自己」を実感できていないことから、母

子の愛着関係の形成をはかっていくアプローチと共に、認知的側面へのアプローチ、特に

運動感覚刺激、身体表面からの触覚刺激を取り入れて身体感覚・身体意識を明確にさせて

いくアプローチが必要であることを報告した。この報告後、感覚統合訓練が隔週のペース

で始まった。 

   

表 5-12 3 歳 7 カ月時に実施した新版 K 式発達検査の結果 

領域別 発達年齢 発達

指数 

特記事項 
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姿勢・運動 ２：11  80 「上限」3：0 超～3：6、ケンケン。 

「下限」2：6 超～3：0、交互に足を出す。 

認知・適応 １：７ 44 「上限」2：3 超～2：6、入れ子 5 個。 

「下限」積木の塔３。（円錯画模倣不可。はめ

板・入れ子が得意。） 

言語・社会 １：１ 31 「上限」1：3 超～1：6、語彙３語。 

「下限」1：0 超～1：3、指差し行動（自発的な

指差し）。 

全領域 １：７ 45  

 

２．第２期  

（１）3 歳 9 カ月時 

人物画を促すと描画３を描いた。描画１、描画２と同様のＡのこだわりのキャラクター

が描かれたが、表情は笑顔であり、常に無表情な Bb から笑顔が描かれた。前回の面接の

流れから、母親の Bb に対する態度が少し受容的になり、母親のこれまで硬かった表情も

緩んでいった。Bb の他者の存在の認識が進みつつある時期であることを踏まえ、人物画

に描かれている対象は生身の人間ではないが、お母さんとの触れ合いが増したことや感覚

統合訓練での自己感覚への刺激によって「笑顔」の表現につながっているのではないかと

いう見立てを伝えた。また、絵本に対する反応や喃語的発声が出てきていること等を主治

医に報告したところ、感覚統合訓練以外に言語訓練も隔週のペースで始まった。 

 

３．第３期 

（１）5 歳 3 カ月時 

 人物画を促すと描画４が描かれた。調和と統合の象徴であるマンダラを、バランスの取

れた同心円に、得意とするキャラクターの絵を重ね合わせることで個性的に表現してい

た。またこの描画の途中、何度か Th と目を合わせ話しかけるように声を発した。さら

に、実施した新版Ｋ式発達検査では、積み木の模様構成、形の弁別など、視覚的刺激を取

り入れ処理していく力があり、刺激の少ない空間で課題に誘導すると、視知覚的なものに

は興味を示して応じ落ち着いて取り組んだ（表 5-13）。数を１から４まで自分のペースで

独り言のようにではあるが明確に数えた。Bb の自己コントロールの力が表れてきている

こと、表 5-11 に整理したように母子関係が進みつつあり、Bb が情緒的に安定してきて

いることを他のスタッフと共有した。感覚統合訓練のスタッフからは、身体刺激を当初避
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けていた Bb が訓練を受け入れるようになり、身体感覚・身体意識を明確にしていくため

のアプローチが軌道に乗ってきていることが報告された。 

   

表 5-13 ５歳３カ月時に実施した新版 K 式発達検査の結果 

領域別 発達年

齢 

発達指

数 

特記事項 

姿勢・運動 ３：６ 66 「上限」3：0 超～3：6、ケンケン。 

「下限」なし。 

認知・適応 １：10 35 「上限」2：0 超～2：3、積木の塔８。 

「下限」1：6 超～1：9、入れ子 3 個、3 個のコップ 2/３。 

積木の模様構成、模倣する。3：7 時点より最高通過課題年齢は低い

が、2：3 までの課題に通過項目が増え（形の弁別等）、バランス良く

対応してきている。 

言語・社会 １：１ 21 「上限」1：3 超～1：6、語彙３語（喃語は増加）。 

「下限」1：0 超～1：3、指差し行動（質問に対しての意図的な指差

し）。 

全領域 １：10 35  

 

（２）5 歳 4 カ月時 

母親からドールハウスを購入したので遊び方を助言して欲しいとの要望があり、Bb と

のやりとり遊びに積極的になってきている様子がうかがえた。Bb は持参したドールハウ

スの中の人形用の帽子や靴を自分で身に付けるしぐさを見せたり人形に身に付けさせてあ

げたりするなど、身体感覚が部分的に体制化され始めていることを感じさせた。さらに絵

本を読んであげると Th の「ばいばい」「どうぞ」「おいで」「ひとつ、ふたつ」などのジ

ェスチャーをよく見て真似る姿がみられた。安定感の中で他者の言葉や動作を模倣する動

きが増していることを母親と共有しカンファレンスで報告した。感覚統合訓練では粗大運

動の模倣、言語訓練では表情の模倣などの表出が報告された。 

（３）5 歳 5 カ月時 

ブロック遊びの中で車に椅子を２つくっつけ、男性の人形と女性の人形をのせて遊ぶこ

とを気に入り、この時間中のこだわりのものになった。終了時に置いて帰るよう母親が言

葉で促すと、涙を流して抵抗した。これまで感情を表情に出すことのない Bb に初めて確

認できた表情の大きな変化であった。こうした様子に情意系、感覚運動系の飛躍を実感す

ることを他のスタッフと共有した。 

 

４．第４期  
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（１）5 歳 8 カ月時 

Bb が時々じぃっと母親の顔を覗き込み、母親の眼鏡に映る自分の顔を見ている様子が

見られた。また母親や Th に、カードに描かれている名前を言ってもらうことを要求して

くるなど、他者を求めることが目立ってきた。人物画を促すと描画５を描き、これまで描

いてきたのと同じキャラクターであるが、紙面をいっぱいに使い、堂々と両腕を広げた描

き方に、情意系、感覚運動系、言語系の発達が身体図式の形成にもつながっているのでは

ないかと考え、母親にわかりやすく伝えると共にカンファレンスで報告した。また面接の

はじめに自ら脱いだ帽子や靴下を終了時には自ら取ってすぐに上手に身に付けることがで

きたことも共有事項とした。他の訓練場面でも自分の身体全体や部分をためらいなく自信

を持って動かすようになっている様子が報告された。 

 

５．第５期  

（１）5 歳 9 カ月時 

Bb は面接室の座布団 2 枚を持ってきて、1 枚を母親の膝の上に置きそれを枕にして寝

て、もう一枚の座布団を掛け布団のように自分の身体の上に置いて寝るという動き（遊

び）をした。「こんなふうに私に自分から寄り添ってくることが増えました。」と母親は嬉

しそうに Bb を見ていた。終了時には「ばいばい」と手を振り言葉も発することができ、

社会的な自然なやりとりの出現を確認したことをカンファレンスで報告した。その後、他

の訓練場面でも各スタッフが意識して「ばいばい」のやりとりを丁寧に行うようになっ

た。 

（２）5 歳 11 カ月時 

画用紙やペンなどを所定の棚から持ってきて「あいうえお」（描画６）などを自ら書い

た。「最近は字にとても興味があり、見るだけでなくどんどん発声しているので、言葉に

つながっていきそうで嬉しい。」と母親は語った。遊びの中ではお母さんごっこのように

人形の服の着せ替えをしたが、自分が練習しているシャツやズボンの着脱を人形で再現し

ている印象もあった。その中で扱いにくい物があれば「あい」と言って母親に手渡してや

ってもらうなどのやりとりも柔軟に見られた。前回同様、Th の「ばいばい」に応じ目を

見て「ばいばい」をして帰った。自らの身体をコントロールして字が書けるようになった

こと、字を通し物の名前など言葉への興味関心もさらなる広がりを見せつつあることをカ
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ンファレンスで報告した。感覚統合訓練においては粗大運動から部分的な身体感覚に着目

した活動に重点が置かれるようになっていることが報告された。 

（３）6 歳 0 カ月時 

幼稚園に通い始めたばかりで、環境の変化への戸惑いや不安が Bb にあるのではないか

との母親からの訴えに、表１に示した助言を中心に行った。帰り際に画用紙とペンを持っ

てきた Bb は画用紙に自分の左手を置き、ざっくりと描画７の手形を描いた。Th は Bb

がこの面接室で過ごしていたことの記念、置き土産のような感覚で「ばいばい」を象徴す

るような手形を残したようでもあり、これから前進して何かをつかもうとするエネルギー

の表れのようにも感じられた。集団生活に対応できるよう感覚統合訓練場面や家庭でも着

替え等身辺自立に向けた援助をしていたが、身体全体のコントロールが可能となりその効

果が表れていること、そして前庭感覚や運動感覚の働きによる身体の安定姿勢にかかわる

能力を獲得してきたことがカンファレンスで報告された。 

 

６．第６期 

 （１）7 歳 7 カ月時 

小学校 1 年生となり、特別支援学級に在籍し、児童 4 人に担任の先生と補助の先生が

一人という環境となった。支援の体制が整った状況であり、病院での療育は終了へ向けて

回数を減らしていっていた。自分から画用紙とペンを持ち出してきたＡは、なぐり描きの

ような描画表現をした（描画８）。Th は母親からの「Bb は私にまったりと甘え、赤ちゃ

んみたいにごろごろすることが増えた」との話、そして描画８のなぐり描きから、ある意

味で育ち直しをしている証でもあるのではないかと考え、カンファレンスで報告した。 

（２）7 歳 8 カ月時 

Bb は文字から言葉を覚えることが進み、一語文でたどたどしいながらも広がりを見せ

つつあった。Th は、母親からの当初の主訴が「他者とのコミュニケーションの難しさ」

であったことに触れ、Bb の独自の成長の仕方を母親が受け入れ、焦らずじっくりと支え

ていったことで Bb は言葉を獲得し始め、母親への信頼を基盤に周囲の人とも関係を築い

ていくスキルを少しずつ身に付けてきたとの所見を母親に伝えると共にカンファレンスで

も報告した。 
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Ⅳ考察 

Bb と母親は、初回面接時には愛着関係の構築が見られず、ばらばらである印象であっ

た。言語表出がなくマイペースで多動であり特定の物に執着する Bb に対し、母親はその

症状を改善させることにのみ目を向けていた。Th は敢えて症状の緩和への直接的な介入

ではなく Bb の世界に寄り添うことに着目し、Bb と母親との関係性の発展を促すアプロ

ーチを行い、その具体的方法として人物画を活用した。Bb が初回面接時から描いたキャ

ラクターは、特定のものに愛着を寄せることのできる前向きなエネルギーの表出、つまり

移行対象に近いものとしての表現であるというとらえ方もできた。また、このことは、

Bb と母親の情緒的な絆は今後発展していく可能性が十分にあることが示唆される。その

ためにはばらばらとなって空回りしている両者をつなぐ必要がある、と考えた。一方、

Bb の身体感覚の乏しさについても Th と母親が人物画を通し共通理解し、この感覚を明

確にしていくためには母親からのスキンシップとアイコンタクトが重要であることを強調

して助言した。その効果の表れを各期の人物画を通して母親と確認し、母親が自分の Bb

へのかかわり方に自信を持てるよう支えた。こうして形成されていった母子の愛着関係が

基盤となり、Bb の自閉症の症状がこの先、変容して表れてきたとしても Bb の成長・発

達を支えていくであろう。 

また、通常、心理臨床的アプローチにおいては、情意系のみへの注目によって展開しや

すく、認知系アプローチにおいては、感覚・活動系のみへの注目によって展開しやすい。

それぞれが独立して行われ、完結する事態を避けるため、筆者と職場のスタッフたちは、

常に全体で協力しながら母子を支え、Bb の総合的な成長・発達を促進していくため、心

理面接後には必ずカンファレンスの時間を持ち、報告と共有を丁寧に重ねることを重視し

た。必要な情報の共有については、主治医から母親に同意を得て行った。筆者は心理臨床

的アプローチの担当者であると共に心理検査・心理面接者との位置付けで、Bb と母親の

状態像のアセスメントと報告が求められており、そのアセスメントとしても Bb の描いた

人物画を中心とする描画は有効的に活用できるものとなった。 

 Bb 児の行動や発達上の特徴の分析は「情意系」「感覚運動系」「音声・言語系」「身体

にかかわる感覚・活動系」「症状の変化と変化（描画）(行動・様子等)」の 5 つの行動領

域で整理したが、各領域の発達が決して独立したものではなく、それぞれの領域が作用し

合い次の段階へと進んでいることが明らかとなった。具体的には、情意系における愛着形
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成についての第１期から第６期の特徴的な時期区分に並行して、他の領域においても同じ

時期に発達的変化が見られた。第１期は対象関係が未成立の時期で、それぞれの系で自閉

症の症状が典型的であった。描画１、描画２は本論文の「問題と目的」で述べた、「生身

の自分の身体感覚の乏しさ」が表れており、Bb がこだわっていたキャラクターの視覚的

にとらえた「形」を再現しようとするものであった。ただし、既述したように、情意系の

育ちを見ていく視点として、このキャラクターが移行対象に近い存在としての意味合いを

含むものであるとも受け止めることができる。だからこそ今後の母子の愛着関係の発展を

確信して母親にスキンシップや言葉かけ等の具体的かかわりについて見通しをもって助言

をすることができた。愛着対象が分化し始める第 2 期に入ると、感覚運動系でも音声・

言語系でも時を同じくして発達的変化が見られた。つまり、愛着対象が心理的な安全基地

となって全般的に感覚運動的活動が活性化し、認知の場が体制化され始めた。この期の描

画３でも「形」への執着が緩和され、表情や動きが生き生きと活性化し始めていることが

感じられた。第 3 期には描画４としてこだわりのキャラクターでマンダラを描いている

が、ケロッグ（Kellogg,R., 1969/1986）は児童の描画研究を通し、マンダラを「完全性

と統合性のイメージ」とし「内的統合が達成されるときにはいつも、心のなかからシンボ

ルとして浮かび上がる」と述べている。また津守（1984）は子どもが「自分の中心を見

出して新たな自己を確立する」変わり目の時期にその心的イメージとして把握されるのが

中心をもつ円のテーマであると指摘している。つまり Bb が身体感覚を明確にし、生身の

自己イメージを築きつつあることを示す描画表現であるともとらえられ、対人関係が発達

してきている臨床像と合致するものであった。また、山上（1999）は「模倣行動の発達

については、少なくとも身体接触レベルの愛着対象が分化していることが必要」と述べ、

ピアジェの感覚運動期の発達特徴に照らし合わせて、手段目的の分化や他人の行動予測、

物の永続性、指標の理解等が可能になってくる第４段階以上の活動が発達する時期に愛着

対象に合わせて身体の動きを自由に調整するなど模倣行動が活性化することを説明してい

る。Bb の模倣行動の発達においても同様の発達経過が見られた。他者に対する意識が増

し、模倣や身振り動作が発展し自他の身体の分化が進んだ第 4 期、Bb の人物画として描

かれた描画５は引き続きこだわりのキャラクターではあったが、画面いっぱいに力強く身

体全体を広げ笑顔で前を見据える Bb 児の自信を感じさせる表現であった。形から入った

という印象の強かったキャラクターは無機質なイメージのものから愛嬌の感じられる姿に
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変化し象徴機能の獲得期に移行した。そしてより一層、移行対象としての存在感を増す印

象のものとなった。また Bb は第 5 期から文字を媒介として世界を広げたり、他者にわか

りやすく要求を伝えたりするようになった。これは視覚的刺激を取り入れ処理していく

Bb の基本的特徴によるもので、文字の媒介は音声言語に代わる記号行動となっていたと

思われる。この第 5 期に見られた様子は、愛着関係が安定し、上述した第４段階以上の

感覚運動的発達を遂げている場合に指示機能が獲得されるという山上（1999）の考えに

も合致するものであった。 

第 1 期から第 4 期までの描画１から描画５までは、移行対象的意味合いを考慮はして

も、それでも尚且つ視覚的刺激により取り入れた情報が映し出されたという印象の方が勝

る。これは音声面で言えば他者との言語的コミュニケーションが成立していない段階の自

閉症児に見られることのある遅延性反響言語に等しいと考えられる。象徴機能の獲得期に

おいては「意味するもの」と「意味されるもの」の関係が成立する。描画６、７は人物画

を促したものではなく Bb から自然に描出されたものであったが、獲得してきた象徴機能

を駆使し身体を器用にコントロールしながらの表現であった。描画６では画用紙全体をバ

ランスよく用いて「あいうえお」と声に出しながら一文字ずつ丁寧に描かれ、描画７では

画用紙に自分の左手を置き、右手でその左手をなぞっていった。集中して描く線を見つめ

ながら両腕を巧みにコントロールしている様子から、象徴機能の獲得期に自己の身体各部

の活動と感覚によって身体図式を獲得していった。Bb は、ここから自分という存在、他

者という存在を明確に実感し関係性に基付いた描画表現をしていく時期に向かって行った

と推測される。第 5 期に見られた着替えの自立などは、身体の感覚や活動が社会的な生

活習慣へと統制されていくという意味で山上（1999）が「身体の社会化過程」と表現し

た過程を示すものであった。その流れを受けて第 6 期の社会的人間関係形成期に見られ

た描画８は、視覚的に取り入れた情報の映し出しではなく、自己の内から描き出す表現へ

と変化していく、その兆しが示唆されるものであった。 

 本事例は関係性や認知の発達の障害と共に身体感覚、身体図式の問題があったが、他者

との関係の深まりによって自己と他者の身体の分離が生じ、関係性の発展の中で、心と体

が社会に開かれ、それは同時に自己の内にも開かれていくことが推測できる治療過程であ

った。つまり Bb の、母親との関係性が発展していく過程は自己の身体を意識し、コント

ロールが可能になっていく過程でもあり、これを視覚化させてくれたものが Bb の「人物
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画」を中心とする一連の描画表現であった。傍若無人な印象であった Bb が母親とのスキ

ンシップを求めるようになり、他者としての母親を意識し始め、遊び相手として求めるよ

うになった。 

 しかし、関係性の発展、愛着の形成は自閉性の発達障害を瞬時に解消することにはなら

ないことも Bb の経過は示していた。Bb が第１期から描いてきた人物画を見ても、生身

の人間ではないキャラクターが常にモチーフになっていたことは、直接体験的な自己を実

感して発達することの難しさを抱える自閉症の特徴を象徴している。ここには移行対象に

近い意味合いが含まれ、Bb の他者との情緒的触れ合いの潜在的な力が秘められていたと

考えても、その力を読み取り、母子の愛着関係の発展への支援をすることがなければ、

Bb と母親はばらばらのままで年月を重ねてしまっていた可能性が高い。Th は Bb の持つ

根本的な難しさに働きかけていくため、母親にスキンシップとアイコンタクトの重要性を

丁寧に伝えた。これは情意系へのアプローチの基本という認識であると共に、自他の分離

と他者意識、そして身体感覚・身体図式確立への働きかけでもあった。また、第 6 期に

見られる Bb の姿は、特定の愛着の対象から周囲の多くの人との関係性の発展に至るに

は、まだまだ行きつ戻りつの発達の経過が必要であること、しかし、第 6 期に見られた

育ち直しは第１期に見られた硬さからの歩みではなく、柔軟なコミュニケーションを交わ

す母子の愛着関係の中からの歩みであることを示している。母親という安全基地があるか

らこそ、小学校の先生や友達と社会的人間関係が徐々にではあっても形成されていく方向

に進んだと思われる。 

いずれにしても、愛着対象が安全基地化したことで認知発達が段階的に進展し、第 3

期から第 5 期にかけての感覚運動系の活動は、安全基地である母親の膝にたびたび戻り

情緒的エネルギーの補給を得て活性化し高次化していった。情意系と感覚運動系は相対的

に独立しながらも、相補的に互いの発達過程を高次化していく役割を担っていた。さらに

情意系、感覚運動系、音声・言語系の発達と並行して身体の感覚と活動は段階的に発達し

た。関係性や認知的側面の発達過程と絡み、それらと表裏一体をなして身体の問題があ

り、認識と身体は愛着関係を介して社会および自己に開かれていくことが示された。した

がって、自閉症児の発達障害の改善と症状の変容のためには、情意系にのみ焦点付けした

アプローチでも、感覚運動系のような認知的側面にのみ焦点付けしたアプローチでも不十
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分である。両者が車の両輪のように有機的に連動し、さらに身体像の構築へも目を向ける

ことで一人の子どもの成長・発達を促進していくものとなるのである。 

 

２．まとめ：母子関係へのアプローチにおける描画活用の有効性 

 人物画は両方のアプローチをつなぐ共通言語として、そして身体像の視覚化として有効

的であった。さらには移行対象に近い存在としてのメッセージにより、Th をはじめとす

る療育のスタッフに、その後の情緒的成長の可能性を示唆し、療育的かかわりの必要性を

感じさせてくれるものとなった。また、母親に我が子と向き合っていくエネルギーを与え

てくれるものともなった。つまり、本研究は、人物画は、その表出の意味することを読み

取り、場面ごとに共通理解可能なメッセージとして生かすことできるならば、子どもとの

関係に難しさを抱える母親の「子ども理解と受容」において有効であると共に、各スタッ

フが子どもの状態像を認識する上でも重要な役割を果たし、総合的な発達促進に結びつけ

ることができることを明らかにした。 

  

 第 3 節では、母子関係へのアプローチにおける描画活用の有効性を軸に整理した。こ

の中では、心理的な対応を中心とする、情意系へ焦点付けしたアプローチだけではなく、

感覚運動系のような、認知的側面に焦点付けしたアプローチも、合わせて重要であること

が見い出された。認知的側面へのアプローチとして、療育の現場では感覚統合訓練などが

主に展開される。この内容は、身体的活動、感覚的活動で、保育の現場で応用できるもの

が多くある。発達促進へつながる活動への視点を、保育者が豊かにしていくことによっ

て、より多くの子どもが日常的に発達支援を効果的に受けることにもつながるであろう。 

第 4 節では、保育者へのコンサルテーションを軸とした人物画の活用と、保育者にとっ

ての人物画活用の意義について見ていく。 

                                      

 

第４節 保育者へのコンサルテーションにおける子どもの人物画の有効性  

 

第 4 節では、人物画を活用して保育者へのコンサルテーションを行ったことで、保育

者の子ども理解がどう深まるのか、そして保育者による母子支援の実際においてどう有効
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となるのか、子どもが描いた人物画が子ども理解を深め、保育のあり方、工夫、母親支援

にいかされた 2 事例の実践報告を取り上げて検討し、保育者にとっての人物画活用の意

義、保育者へのコンサルテーションにおける子どもの人物画の有効性ついても明らかにす

る。 

             

Ⅰ 目的 

 

第 3 節では、自閉症児と母親との面接過程を分析した事例から、人物画の意味するこ

とを読み取り、場面ごとに子どもにかかわる人に共通理解可能なメッセージとして生かす

ことができるならば、子どもとの関係に難しさを抱える母親の「子ども理解と受容」にお

いて重要な役割を果たすこと、また、子どもにかかわっている療育スタッフが子どもの状

態像を認識する上でも有効的であり、総合的な発達促進に結び付けることができることを

明らかにした。 

1 章第 3 節で、「身体意識の形成」を人の育ちの根幹を成すものとして重視する意義を

提示した。「身体意識の形成」のための特別な配慮、支援においては、感覚統合訓練な

ど、療育の専門家がその目的に特化した形で実践している。しかし、発達に何らかの難し

さを抱えている子どもの中で、明確な診断を受け、療育的なプログラムを享受できる状態

になる子どもは限られている。実際にはそのようなルートには乗らないが難しさを抱える

グレーゾーンにある子どもが多く存在している。また、療育を受けている子どもに関して

も、その回数などは限られ、専門機関での一定の時間のみの訓練となる。そこで、筆者は

「身体意識の形成」を重視し、「身体・頭・心」の全面的な発達を図ろうとする達成目的

は、療育的支援の視点を持つ専門家が、保育者と連携し一人一人の子どもの状況を共有す

ることによって、保育者が日々の保育活動の現場において「身体意識の形成」に着目した

保育を展開することで果たしていくことが可能になっていくのではないかと考えた。 

 幼稚園教諭や保育士の臨床心理士に対する相談ニーズを調査した中山ら（2017）の研

究結果では、子ども自身の能力のバランスやコミュニケーションのあり方へのアセスメン

トのニーズが高かった。また、幼稚園教諭や保育士自身が、担当している子どもの教育・

保育という視点以外となる心理学的な子どものとらえ方や関わり方を知りたいというニー

ズも明らかになった、としている。保育者の相談ニーズに臨床心理士が対応するという形
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は保育コンサルテーションという言葉で表現される。浜谷（2002）は、保育コンサルテ

ーションについて次のように定義をしている。「保育におけるコンサルテーションは、子

どもに対する間接的な支援である。つまり、保育を支援する発達臨床コンサルテーション

とは、『発達臨床の専門家と保育の専門家の対等で自由な協同的な問題解決であり、その

目的は、保育者の保育機能を改善することによって、子どもの状態を改善することにあ

る』のである。」さらに浜谷（2002）はコンサルテーションのプロセスについて次のよう

にまとめている。「まずアセスメントを行い、次にコンサルタントからコンサルティにア

セスメントの結果について伝達をする。続いて助言の提示及び話し合いが行われる。助言

や話し合いを踏まえての実際の介入はコンサルティである保育者によって行われる。介入

の実際についてコンサルタントが立ち会うことは少ないので、一定の介入後に介入の妥当

性について分析やアセスメントを行うことも重要である。」 

 筆者は、子どものアセスメント・心理療法の実践、母親へのカウンセリングを行う上

で、対象児の通う園の保育者とも希望に応じて面接、つまりコンサルテーションを実施し

てきた。その中で保育者へのコンサルテーションを行う際に子どもの描いた人物画を中軸

に据えた。「自分の身体についてのイメージが形成されていなければ、人物画を描くこと

はできない（小林, 2014）」とされ、身体意識が形成されていくことで自己意識、そして

他者意識も芽生えていくため、子どもの「身体意識」「自己意識」「他者意識」を見て、保

育者と共有していくためには人物画の活用が有効であると考えたためである。また、人物

画というツールは、子どもへの負担もなく、一定の介入後の妥当性を検討するためのアセ

スメントとしても有効であると考える。面接を通し、保育者の子ども理解を支え、保育者

と母親の共通理解を促し、子どもの日常的な生活の中でのかかわりの工夫について助言し

た。このことが保育者による子ども理解にどうつながり、日頃の保育の在り方にどう生か

されていったか、また保育者による母親支援がどのように進み、母親と子どもの関係性が

具体的にどのように構築されていったのか、この実践に着目し、事例を取りあげ、人物画

活用による保育者へのコンサルテーションと子ども理解、そして保育者による母子支援の

実際を検討する。さらに、人物画が保育者の「子ども理解」を促すツールになり得るこ

と、保育者にとっての人物画活用の意義についても明らかにする。 

 

Ⅱ方法 
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１.対象事例 

筆者が、子ども、母親、子どもの担任保育者に臨床心理士としてかかわり、子どもの人

物画を含む心理アセスメント・心理面接を実施した Au 児、Bc 児の男児２事例を取り上

げる。尚、診断名は、当時の各事例の主治医による診断によりつけられたものである。 

（倫理的配慮：個人が特定されないよう、終結後年数が経っている事例を取りあげ、記述

にも配慮した。） 

（Au 児については、本章第 2 節-２の中でも取り上げている。） 

 

２．医療機関での面接の枠組みについて 

小児を専門とする総合医療機関の発達外来を受診し、医師から心理職である筆者に発達

アセスメントと母親カウンセリングの指示があった事例である。外来診察の間隔が事例に

よってまちまちであるが、その間隔は、子どもの成長発達の状況による医師の判断と母親

の都合などによるものであった。発達アセスメントを行う際には子どものみ個別に行っ

た。母親の入室はアセスメント終了後で、三者関係の中で母親へのカウンセリングを行っ

た。場所は病院内の心理相談室、面接時間は 1 回につき約 90 分であった。 

 

３．保育者へのコンサルテーションの枠組みについて 

地域の保育園や幼稚園の保育者たちは、その園に在籍する園児、担当する園児がこの発

達外来を受診している場合、積極的に主治医に意見を求めるなど、連携を取ることが自然

な流れとなっていた。心理職である筆者に対しても、心理面接の実施後、心理職からの子

どもの状態の見立てや母親支援に関しての意見を求めるため来院の上でのコンサルテーシ

ョンの希望があった。今回取り上げる事例は、母子の面接を行うごとに、その面接当日

か、数日後以内に実施した事例である。コンサルテーション実施場所は子ども・母親の相

談室と同じ敷地内の心理相談室で、実施時間は 1 回につき約 60 分であった。 

 

４．描画活用の方法、手続きについて 

 相談室には八つ切りサイズの画用紙、色鉛筆やパス等の彩色用具を子どもがすぐに手に

取れるように備えており、描画を促しやすい環境設定にしていた。幼児が対象の場合、腕

全体を用いるなぐり描きなどの可能性もあることから、紙が小さすぎることのないよう、
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八つ切りサイズの画用紙を用いていた。子どもに発達検査・知能検査を実施する際には、

その実施後に「絵を描いてみようか」「人を描いてみようか」というさりげない声掛けに

よって子どもを自然に描画に誘導した。対象 2 事例は発達的な難しさのある幼児であ

り、人物画はグッドイナフ人物画知能検査としての厳密な設定や教示を行ったものではな

く、自然に遊びの一環として促した描画表現としての人物画であるが、参考としてグッド

イナフの分析（1977 年版）に当てはめて得点化した。玩具類も備えており、描画後には

玩具を通して遊びながらコミュニケーションを試みた。子どものアセスメントの所要時間

は、母子面接 90 分のうちの 50 分程度であった。 

  

５．分析方法 

各回のアセスメント記録、面接記録を整理して分析した。具体的には、事例ごとに、面

接を行った回別に整理し、各回の内容を①発達検査・知能検査と子どもの様子②描画と所

見③母親面接④保育者へのコンサルテーションに整理した。さらに事例ごとに整理した内

容をまとめ、人物画の活用がもたらした意義について検討した。 

 

Ⅲ事例 

１．Au 児（男児） 

[主訴] 言葉の遅れ、指示が通りにくい、マイペースに動き回る、等。 

[状況] 保健センターでの 1 歳 6 カ月健診にて言葉の遅れを指摘され、保健センター主催

の母子通園グループで経過観察をしていた。3 歳を過ぎ、遅れや偏りが改善されないこと

から、発達外来へ紹介されてきた。 

[面接] 

（１）第一回 3 歳 8 カ月 

➀発達検査・知能検査の結果と Au の様子 

田中ビネー式知能検査 

CA：3 歳 8 カ月  

MA：2 歳 9 カ月 1 歳級は全合格、2 歳級は「動物の見わけ」「語い（物）」「ご石の分

類」「語い（絵）」「縦の線を引く」「ひもとおし」「用途による物の指示」「トンネルつく

り」「絵の組み合わせ」が合格。 
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IQ：75 

Au は筆者からの検査上の問いかけに対してはスムーズに答えることができた。母親か

らの主訴として「指示の通りにくさ」があったが、知能検査実施に当たって、やりとりを

進める上で筆者との関係では柔軟性を感じ、母親の印象と若干相違があるように思われ

た。このことは、最近になって急速に柔軟性が出てきているということなのではないかと

推測した。これまでの発達状況を考慮すると認知的な難しさのリスクは否定できないた

め、今後も発達の節目において詳しく知的状況を見ていくことと、他者との関係性をどの

ように深く豊かに築いていくことができるのか、その辺りをポイントに今後の発達を慎重

に見守っていく必要がある。 

➁描画と所見 

Au の第一回の描画を図 5-48 に示した。紙面全体をしっかりと視野に入れて、その枠

をいっぱいに用いて安定した円を描くことができた。さらに、円の中に何かを意図的に、

丁寧に描こうとしている様子も見受けられた。著者の「お顔を描いてみようか」という声

かけを受けての表現であり、いずれかが顔のパーツなどであることは十分考えられるが、

特定するのは困難であり、Au からの明確な説明は得ていないため、DAM の数値化はし

ていない。しかし、Au が描こうとしたものをイメージしながら自己統制し、集中して形

に表現していったものとして、表れてきている Au の内的成長が示唆されるものと解釈し

た。 

 

図 5-48 Au の描画① CA：3 歳 8 カ月  

③母親との面接 

最近になってやっと表出言語が少しずつ出てきたことで、以前よりはコミュニケーショ

ンが取りやすくなった面はあること、しかし表面的なレベルのみで深まりにくく、一方通

行にもなりやすいこと、すぐに違う方向へ気がそれることなどが母親から語られた。目に

入ったものが気になり、遠くであっても走って行って気になったものを触って確かめよう

とするなど多動になりやすく、母親は後ろから追いかけることが多い状況であった。身体
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のコントロールは心のコントロールのためにも重要であることを母親と共有し、視覚的刺

激が優先になりやすい Au には、抱っこをしてあげながら読み聞かせや素話などの五感を

駆使できる体験の重視を勧めた。これまでも抱っこをして読み聞かせをするなど試しても

上手くいかなかったことがあり、密度の濃いかかわりに否定的なイメージがある母親であ

ったが、図 5-48 の描画を見てもらい、Au に備わってきている安定感と体験が形として

表われ始めている様子を共有し、昨日できなかったことも今日はできるかもしれないこ

と、固定的に Au をとらえず、常に成長していっていることを念頭に入れて Au にかかわ

っていって欲しいことを伝えた。 

④保育者へのコンサルテーション 

幼稚園に入園後半年が経過した時期であったが、他児達と比べて理解が遅く、運動会の

練習において、パニックを起こすなど難しさが目立っていることが保育者より語られた。

筆者は、図 5-48 の描画を保育者と共有しながら、推測できる自己統制力と集中力を踏ま

え、Au は与えられたことに柔軟に対応することは難しいかもしれないが、目の前のこと

に興味を持つことができるよう、狭い範囲の一つ一つのことを具体的にわかりやすく提示

してあげるならば、その物事に集中力を発揮し、何らかの能力の獲得にもつながると思わ

れることを助言した。また、人の顔が明確に描かれるようになる前段階であることが推測

できたことから、しっかりと目線を合わせて、一対一でやりとりを深めたり、身体への意

識が明確になるよう、スキンシップを多く取り入れていく活動を、園でもまた家庭におい

ても重視することの大切さを伝えた。五感を重視したかかわりを母親にも勧めていること

を保育者に伝えたところ、保育者からは五感を重視した遊び方のヒントとなるような助言

を母親にしたいと返答があった。さらに日々の保育の中でも、クラスの子どもたち全体に

五感を用いた活動の展開を促し、物に頼らず身体全体を用いた簡単な遊び、例えば身体の

動きを真似し合って遊ぶゲームなどから始め、Au と他の子どもたちとの自然なかかわり

合いも増えるよう介入していきたいことが語られた。 

 

（２）第二回 4 歳 6 カ月時 

➀発達検査・知能検査の結果と Au の様子 

田中ビネー式知能検査 

CA：4 歳 6 カ月 
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MA：3 歳９カ月 1 歳級は全合格、2 歳級は「簡単な命令の実行」以外は合格、3 歳級は

「語い」「小鳥の絵の完成」「理解」「数概念」「物の選択」「3 数詞の復唱」が合格、4 歳

級は「長方形の組み合わせ」「迷路」が合格。 

IQ：83 

4 歳級の「長方形の組み合わせ」に通過し、さらに 4 歳級の「数概念」は 2 回目に数え 

る際あやふやになってしまって結果は不合格ではあったが、1 回目は 13 個のご石を正し

く数えることができた。さらに、抽象的な言語表現でコミュニケーションを交わしたりす

ることが上手になってくるなど、全般的な問題処理能力が生かされるようになってきてい

た。しかし、性格的に非常に内弁慶であり自分を安心して表現するまでに時間がかかって

いる様子がうかがえ、面接時間の始めと終わりでは自己表現の在り方に大きな違いが見ら

れた。また、Au の情緒的反応の様子から、場の雰囲気や他者の表情や言語的・非言語的

反応の微妙なニュアンスを読み取ったりすることの苦手さがうかがえた 

➁描画と所見 

第二回（CA：4 歳 6 カ月）の描画を図 5-49 に示した。DAM-MA は 4 歳 1 カ月、

DAM-IQ は 91 であった。人の顔が明確に描かれるようになり、足(Au 自身の説明)も描

かれるようになった。また、Au は、中央の特別大きな緑色で描かれた顔の人を「Au く

ん（自分）」であると言い、周りの小さなたくさんの人の絵は「お友達」と表現した。1

回目の母親との面接、保育者へのコンサルテーションを通し、Au への配慮がなされたこ

とにより、Au は自己の身体意識を形成していき、自己意識が明確になってきていること

が描画に表れていると思われた。周囲に描かれている人たちにより、Au が自分の周りに

いる友達をしっかりと意識していることが推測できるが、これは周囲が自分に脅威を与え

ているというようなマイナスの印象ではなく、常に共に過ごしている他児達を受け入れ、

他者と共にある自己をとらえているからこその表現であるのではないかと解釈した。 

 
図 5-49 Au の描画② CA：4 歳 6 カ月 

③母親との面接 

日常的にも家の外では大きく緊張して過ごしている分、家の中では母親に持って行き場

のない感情をぶつけがちとなるようで、母親にも Au のそうした事情は理解できても対応
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の難しさに戸惑いの気持ちが大きくなってしまうということが語られた。また、他者の微

妙な反応などを読み取りにくい面があることが、周囲が Au との関係性を築きにくく、相

互作用に難しさが生じる要因となっていると、母親は心配していた。筆者は、図 5-49 の

描画を母親に提示し、人の姿を描出することができるようになり、周りの人に囲まれてい

る Au の表現から、Au は、すぐには周りの子どもたちとスムーズに関係を築くことはで

きないかもしれないが、意識をしていることそのものに意味があること、さらには Au が

自分の周囲の人たちを受け入れようとしていることにも注目すべきであろうと話した。そ

して、他者との関係を個別にしっかりと結んでいく経験等を通して相手に対しての情緒的

感性を培い、言葉や行動、遊びによるコミュニケーションが深くなされ真の交流が可能と

なっていくことが今後の目標であろうと、母親に伝えた。 

④保育者へのコンサルテーション 

保育場面では無表情で周辺をうろうろして過ごしていることが多く、Au の感情が読み

取りにくいことが保育者から語られた。家庭においては、物事の順序や物への接し方など

に Au なりのこだわりがあり、それが思うようにできない時には家族に対して思い切り苛

立ちをぶつけることが多い時期であったため、それを保育者に伝えた。保育者は、Au は

集団場面ではこだわりなども一生懸命制御しようとしているのかもしれない、Au の苦し

さを受け止めたいと語った。筆者は、年中児クラスであり、他の子どもたちの運動面・精

神面の成長が著しい時期であり、一層の活発な動き、言葉でのやりとりの複雑化、微妙な

表情の読み取りによるコミュニケーション、これらが急激に進む中での他児らと Au の成

長度合いの差がより出てきていることが推測されるということを保育者に話し、共有し

た。また筆者は、保育者に Au の図 5-49 の描画を提示し、自分の周囲に支えてくれる存

在を感じ、他者と共に過ごす日常を基盤のところでは受け入れることができている Au の

様子が読み取れることも事実であり、今の在り方を継続すると共に、個別的なかかわりに

よって、Au が自分自身のペースでの歩みを、自信を失わず進めていくことができるよう

にする必要性を伝えた。 

 

（３）第三回 4 歳 11 カ月時 

➀発達検査・知能検査の結果と Au の様子 
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母親からの希望により心理面接実施となったため、発達検査・知能検査は実施していな

い。 

➁描画と所見 

 第三回（CA：4 歳 11 カ月）の描画を図 5-50 に示した。DAM-MA は 4 歳 4 カ月、

DAM-IQ は 88 であった。真ん中の人は「Au くん」、周囲の人は「お友達」と表現し

た。人の顔の目の中に、瞳が描かれ、第二回の面接時よりも、自信がついた印象であっ

た。周囲に描かれた人の数もしぼられたことから、より落ち着いて周囲をとらえ、固定化

した友達も少しでき始めているのではないかという様子が感じられる描画であった。 

 

 
図 5-50 Au の描画③ CA：4 歳 11 カ月 

 

③母親との面接 

家庭においては、テレビやビデオの視聴が中心にならないように、家族で潮干狩りや山

菜取りなど、戸外で楽しめるような時間を持つよう心掛けていることが母親から語られ

た。これまでに筆者から身体全体を意識的に動かす活動の大切さなどを伝えてきたが、運

動が苦手な Au の様子や両親の趣向などから、可能な範囲で工夫をされ、潮干狩りや山菜

取りという自然との触れ合いを大切にされていた。こうした五感を用いた豊かな生活体験

は Au にとって大変好ましいと思われることを母親に伝え、図 5-50 の描画にも、生き生

きとした Au の生の実感が表れてきている印象があることを共有した。 

④保育者へのコンサルテーション 

保育者から、Au がクラスの中でお当番をつとめる際、お友達の前に立つことに抵抗が

少なくなり、大きな声を出すことができるようになってきたこと、注目を浴びても嫌がら

ずにお当番のつとめを最後までやり遂げられるようになっているという報告があった。し

かし、年中児クラスの発表会が近づいているということで、合奏における Au への配慮や

指導について不安が語られた。図 5-50 の描画により、目の中に瞳が描かれ、少しずつ自

信がついてきている様子がうかがえること、お友達と共に過ごすことを前向きに受け入れ

ることができている印象の表現を共有しながら話し合った。その中で、複数の人数で担当
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する、単純なリズムをとる楽器ならチャレンジができるのではないかと保育者が思ってい

ることが語られた。その考えを筆者は受容し、楽器の指導として手に手を取るような具体

的な手法が望ましいということと、一つ一つを、楽しさと、できる満足感を味わうことが

できるようにすすめていくというポイントを確認した。 

 

（４）第四回 5 歳 6 カ月時 

➀発達検査・知能検査の結果と Au の様子 

田中ビネー式知能検査 

CA：5 歳 6 カ月 

MA：4 歳 9 カ月 1 歳級・2 歳級は全合格、3 歳級は「数概念」以外全合格、4 歳級は

「順序の記憶」「長方形の組み合わせ」「迷路」が合格、5 歳級は「数概念」「絵の欠所発

見」が合格。 

IQ：86 

CA：5 歳６カ月の WPPSI 知能診断検査の結果を図 5-51 に示した。  
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図 5-51 Au 児 5 歳 6 カ月時 WPPSI 知能診断検査結果 

 

WPPSI 知能診断検査においては、VIQ73、PIQ80、FIQ71 であった。下位検査項目

「文章」でとりわけ低い点数となっている。これは文章の復唱課題であるが、合格した課

題は「ぼくのうち」「うまはおおきい」「ぼくたちはよるねる」のみであった。田中ビネー

式知能検査においては 3 歳級の文の記憶「こいがおよいでいます」に合格しているが、4

歳級・5 歳級では文を復唱する課題はなく、理解や反対類推の言語課題は不合格であっ

た。しかし、5 歳級の数概念、絵の欠所発見に合格したこともあり、IQ は WPPSI の
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FIQ よりも高く算出されることとなった。視覚的な情報がない状態で、耳でしっかりと

情報を受け取ることの苦手さが検査でも見え、聞かなければいけない状態に置かれた時の

Au の不安も検査を通し感じ取ることができた。しかし、検査後のリラックスした状態で

は、コミュニケーションに少しずつだが確実に進展がみられるようになってきている様子

も表れた。例えば、これまで苦手であった、体験したことのお話（いつ・誰が・どこで・

どうした）等も、とてもわかりやすく、自発的にすることができたりした。視覚的な情報

が入りやすく、その刺激にすぐに反応し注意集中が困難となる傾向も以前にはあったが、

こうした点もかなり改善され、一つの課題にもじっくりと真剣に取り組むという姿勢が個

別場面では安定して見られるようにもなってきた。 

➁描画と所見 

図 5-52 に CA：5 歳 7 カ月の描画を示した。DAM-MA は 4 歳 6 カ月、DAM-IQ は 81

であった。真ん中に「Au くん」周囲にはまた 3 人の人、「お友達」が描かれた。第三回

の面接時よりもさらに瞳がしっかりと描かれるようになった。さらに今回は周囲の 3 人

全員にもしっかりと瞳が描かれ、他者に対する意識もより一層明確になった様子がうかが

えた。 

 
図 5-52 Au の描画④ CA：5 歳 7 カ月 

（本章第 2 節-2、図 5-31 として既出） 

 

③母親との面接 

母親は、集団の中での比較から、Au が他児達のような理解力がなく、いつも人の後を

ついていっていること、とんちんかんな受け答えをすること、微妙なこだわりも残ってい

ることなど、就学を控えていることもあり不安であることを吐露された。筆者は、Au

の、特にコミュニケーションを中心とした難しさ・ぎこちなさは残っていることも確かで

あることを母親と共有した。その上で、Au は周りを見ることができるようになっている

からこそ、自分の苦手な部分を意識することも多くなっており、不安も生じやすい状態で

あることから、緊張を生じさせることのないよう、できるだけ安心して自己を発揮する場

面を大切にする日々をこれまで同様に送ることが重要であると伝えた。さらに他者との関
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係性において柔軟な適応力が身に付いていくよう、引き続き見守り支援していく必要があ

ると助言した。しかし、図 5-52 の描画に表現されているように、Au が Au のペースで

は確実に成長しており、しっかりと自信を持って前を見据えている姿を、他児と比べず見

ていくことも大切であることも母親に伝えた。母親は、Au を他児達と比べるべきではな

いとわかっていながらも、つい比較しては落ち込んでしまうこと、だからこそ、時々心理

面接を受けることによって、Au らしい成長・発達を確認できること、そして知らず知ら

ず他児達と比べてしまう自分に気付くことができることがありがたいと語った。 

④保育者へのコンサルテーション 

年長児クラスとなり、就学へ向けて保護者とどのように話し合いを進めてアドバイスを

していけばよいか、保育者の戸惑いが語られた。知的発達面においての微妙な難しさは知

能検査の結果からもうかがえるが、図 5-52 の描画からは、情緒面のある程度の安定感と

他者との関係性の中で切磋琢磨していきながら成長していくことのできる力も感じられる

ことを共有した。また、WPPSI の PIQ が 80、DAM-IQ が 81 と、非言語性側面、視覚

的情報の処理の側面には比較的力が発揮されやすいこと、反面、言語性の側面においては

まだまだ困難さがあり、自己表出面で Au 自身が困り感を抱く可能性は高く、発達上のア

ンバランスさを視野に入れて個別の支援を受ける体制を整えていく必要性について助言し

た。 

 

（５）Au の事例の経過のまとめ 

 第一回の時点での Au は、田中ビネー式知能検査において約 1 年の遅れが見られたよう

に、幼稚園の同年齢の子どもたちとの間に発達上の差があり、加えて微妙なこだわりがあ

ったり、マイペースで多動気味であったりと、母親の不安が大きくなっている時期であっ

た。検査結果の数値のみに着目するならば、Au に見られる遅れが明確になるのみであっ

たかもしれないが、図 5-48 の描画表現を大切にとらえ、Au に芽生えている安定感、自

己統制力、集中力などを読み取ることで、母親、保育者と共に A の伸びつつある状態像

を前向きにとらえることにつながった。保育者には、多くの園児の中の一人の Au ではあ

るが、Au の、短い時間であれば集中力を発揮できる力の活用も踏まえ、瞬時のかかわり

を重視し、しっかりと目を合わせ、Au にわかるように個別に具体的な声をかけること、

その際にできるだけ手をつないだり、肩に手を置いたりするなどのスキンシップをとるこ
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とを助言した。また、Au が他児らとも自然にかかわったり、真似たり、身体に触れ合っ

たりを楽しくできるように、自由遊びの際に保育者が積極的に介入して Au と他の子ども

たちをつなぐこと、設定保育の際にも、物を使うことの重視ではなく、身体全体を使うこ

と、子どもたち同士がかかわりあうことを重視した保育を展開していく提案をした。保育

者は、積極的に筆者の助言や提案を受け入れて保育の工夫をし、さらに実践していること

をヒントに母親にも家庭でのかかわり方、一対一での遊び方についてアドバイスをした。

母親は、毎日の幼稚園への送迎時に Au に対する保育者の熱心な個別のかかわりの実際と

日々の Au の変化を目にし、言葉でも家庭でのかかわりのアドバイスを具体的にもらうこ

とによって、不安は抱えながらもしっかりと Au に向き合い、母親にできるスキンシップ

などの実践を継続していった。 

 第二回には、図 5-49 の描画に人の姿が明確に表現された。これは、第一回以降、保育

の現場で保育者が Au の状況を考慮して積極的に身体意識を高めていくための保育の工

夫、そしてクラスの他児達との身体的触れ合いを中心としたかかわり合いへの介入をして

いったことが Au の中でしっかりと熟成されていき、自己意識・他者意識につながってき

たことの表われであるととらえられた。母親に対しても保育者に対しても、筆者が同じ図

5-49 の描画から Au の成長発達の状況を説明したことから、母親と保育者は Au の状態

像、友達との関係性のイメージなどを共有することができ、スムーズな連携で Au へのか

かわりを継続することができた。保育者は保育の専門家として、五感を活用した遊びの工

夫や、Au を含めた子どもたち皆が楽しく自然に身体を動かし、周りの友達とかかわり合

うことができるような活動を考えて積極的に日常の保育に取り入れると共に、Au が喜ん

で遊んだ活動を母親に丁寧に伝えたり、母親が Au との触れ合いに実践できる遊びの方法

を継続的に伝授したりした。 

 第三回には、母親から、家庭における自然体験などの充実した生活の様子が語られた

が、根底には、保育者が母子の関係性が上手く構築されていくよう、遊び方の伝授などを

具体的に行ったことで、安定した母子関係が築かれ、母親自身も自然に Au との時間を楽

しむことができるようになったことの表れであるのではないかと思われた。図 5-50 の描

画には人の顔の目の中に瞳が表現されたが、この一歩の成長にしっかりと着目したいと考

え、母親とも保育者とも共有し、Au の成長を確認した。また、瞳の表現だけではなく、

「Au くん」と「お友達」という、図 5-49 よりもさらに「お友達」との個人的な関係が
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できつつある印象の表現にも目を向け、日頃の園生活の中での、周囲の友達との触れ合い

を重視したかかわりは、少しずつ実を結び始めているのではないかという理解をし、保育

者に伝えた。言葉によるコミュニケーションにおいては難しさがある Au であり、お友達

と積極的にかかわっているといった印象も与えないため、保育者には Au にとっての周囲

の子どもたちの存在の意味がつかみにくかった様子であったが、図 5-50 の描画表現を通

して、保育者に Au にとっての周囲の子どもたちの存在の大きさ、重要さが伝わり、保育

者として自信を持って、それまでのかかわり方を継続していこうという思いを持つことが

できたようであった。 

 第四回には、就学を控えている時期であり、小学校へ橋渡しをする役目のある保育者に

とって、また、就学へ向けて教育委員会とも話し合いをする母親にとっても、一層 Au に

関する多角的な情報と、保育者と母親双方の情報の共有が重要となっていた。図 5-52 の

描画は、Au の、周囲の友達と安定した関係を築きつつあり、自信を持って日々の集団生

活を送ることができる力を表す一つの重要なツールとして、母親と保育者は着目し、今後

の見通しを共通理解することができた。就学に向けての方向性としては、地域の小学校の

通常学級への入学と、特定の時間のみ通級指導教室での個別指導を受けるということで母

親と保育者側で一本化し希望を示す流れとなった。 

 

２．Bc 児（男児） 

【主訴】こだわりが強く、友達関係がうまく築けず、トラブルが多い。 

【状況】集団遊びには入りにくい。かかわりの持ち方が下手。3 歳児健診時の頃、半年間

ぐらい、黒い服にこだわりがあった。今でも黒いものへのこだわりはある。母親は嫁ぎ先

の家業の手伝いをしているため、生後 9 カ月で一度保育園に入園した。熱ばかり出すの

でやめて、しばらく（父方）祖母が面倒を見ていた。2 歳児でまた保育園に入園した。弱

視（右目 0.1、左目 2.0）のため眼鏡で矯正している。 

[面接] 

（１）第一回 6 歳 5 カ月時 

①発達検査・知能検査の結果と Bc の様子 

CA：6 歳 5 カ月の WISC-Ⅲ知能検査の結果を図 5-53 に示した。 
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図 5-53 Bc 児 6 歳 5 カ月時  WISC-Ⅲ知能検査結果  

 

WISC-Ⅲ知能検査の結果は、VIQ100、PIQ86、FIQ93 であった。Bc は硬い表情で、

落ち着かない様子であったが、面接室の玩具に恐竜の人形を見つけるとすぐにそれを手に

し、振り回していた。恐竜の人形二体を両方の手にして、吠えながら戦わせる際には没頭

し、著者の呼びかけにもすぐにはなかなか反応できない様子であった。恐竜でしばらく遊

んで落ち着いた後で検査を実施し、検査にはきちんと対応することができた。言語性検査

項目では「類似」「理解」「数唱」に見られるように高い力を発揮できる項目が目立った。

動作性検査項目においては、一生懸命取り組んでいたが、その分処理に時間がかかって点

数に結びつきにくかった 

➁描画と所見 

図 5-54 に CA：6 歳 5 カ月の描画①の人物画を、図 5-55 に描画②の人物画を示した。

図 5-54、図 5-55 共に DAM-MA は 4 歳 4 カ月、DAM-IQ は 68 であった。図 5-56 は、

図 5-54 と図 5-55 の後に描いた自由画である。最初に描いた図 5-54 について尋ねると、

「M ちゃん（妹）」を描いたことを説明した。これを受け筆者が「今度は男の子を描いて

みようか」と声をかけた後、Bc が描いたのが図 5-55 で、「おいら（自分）」だというこ

とであった。図 5-54 と図 5-55 の後、自ら進んで図 5-56 を描いた。Bc は図 5-56 を「テ

ィラノザウルス」（恐竜）と説明した。図 5-54、図 5-55 の人物画のボディイメージは小

さく弱く不確かな様子が見られたが、図 5-56 の恐竜の絵は大胆で生き生きと描かれた。

また、最初に描いた人物画が「妹」であり、さらに促した後で「自分」が描かれたこと

は、Bc と家族との関係に着目する上で重要な情報であろうと理解した。 
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WISC-Ⅲ知能検査の結果で、VIQ より PIQ が 14 低く、発達上のアンバランスさが見

られたが、DAM-MA では 68 と、WISC-Ⅲの PIQ よりさらに低い値となり、Bc の中で

の動作的、操作的、視覚的領域の問題処理の難しさ、困り感を想定して支えていくことの

必要性が感じられた。 

 

 
図 5-54 Bc 児の描画① CA：６歳５カ月  「M ちゃん（妹）」 

  
図 5-55 Bc 児の描画② CA：6 歳 5 カ月  「おいら（自分）」 

 

  
図 5-56 Bc 児の描画③ CA：6 歳 5 カ月  「ティラノザウルス」 

 

③母親との面接 

Bc は興味が限定されやすく、自分が興味を持った物に強く没入し、周囲の様子や言動

には無頓着に見えることから、母親は関係性の難しさを感じている様子であった。黒ばか

り好んで着たり、自分自身がまるで恐竜であるかのように吠える声を上げたり、あるいは

他者を噛みついたりすることから、母親は Bc を受け入れにくくなっている様子であっ

た。聞き分けのよい 3 歳下の（Bc の）妹の方ばかり可愛がるような状態になっているこ

とが母親から語られた。筆者は、母親に対し、検査全般の所見を踏まえ、Bc の性質と、

これまでの養育環境との相互作用による結果である現在の状態について、図 5-54、図 5-

55、図 5-56 の描画を提示して説明した。母親は、保育園では他児達に対し攻撃的である

Bc が、妹には手を出さないのは、母親である自分の目を強く意識しているせいではない

かと思いを巡らせていた。また、Bc は日頃は恐竜の絵しか描かないが、人物画を描こう
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と精一杯表現していることを認めた上で、Bc は「恐竜の化身」のようだと語った。心理

面接においては、対人関係面を中心に、難しさが積み重なり複雑な悪循環を産み出してい

ってしまうことのないように、情緒的安定への支援、特に母子の関係性の構築への支援が

重要であると考えた。 

④保育者へのコンサルテーション 

 保育者から、Bc はこだわりが強くあり、恐竜などの特定のおもちゃでしか遊ばないこ

と、お気に入りのおもちゃを他児が使っていたら無理やりに奪ってしまったり、おもちゃ

を取り上げるためであれば他児を突き飛ばしたり噛みついたりしてしまうことが語られ

た。筆者は、Bc は言語性の側面においてはほぼ年齢相応の力を発揮することができてい

るが、非言語性の側面においては十分柔軟性を持って力を発揮することは難しく、問題処

理に課題を抱えていることを知能検査の結果と描画を提示した上で説明した。片目の弱視

の問題も絡んでいるが、眼鏡で矯正されており、現時点においては認知面に影響は考えに

くいという主治医の見解をもらっていたため、これも共有した。母子関係には難しさが生

じており、母親にとっては自分ではなく妹の方がまず重要な存在なのではないかと Bc に

は認識されている可能性もあること、Bc は自分が恐竜であるかのように没頭しているの

には、逃避の意味合いもあるのではないかと、描画を通して考えられる見解を保育者に伝

え、Bc への理解と母子関係への支援の実際を求めた。Bc に必要であることは、母親にし

っかりと注目してもらうこと、あたたかな視線が注がれ、身体的にもスキンシップなど基

本的なかかわりを得ることによって自己に対する意識が明確になっていくことがこの時点

では重要であるということを伝え、日々の母子支援に生かしていくよう、助言した。 

 また、Bc のボディイメージが形成されていないことにも着目し、自己や他者の意識を

明確化させていくためにも身体全体をしっかりと意識していくことができるような保育活

動を日常的に取り入れていくことの重要性を伝えた。保育者は、年長児クラスでは得手不

得手の意識や好き嫌いがかなり表れてきており、不得手であったり、嫌いという先入観が

あったりする活動には取り組みにくくなっている子どもが目立つという状況を振り返り、

子どもたち一人一人がいかに楽しさを味わいながら、意欲的に身体全体を用いた活動に取

り組むことができるかを模索した。筆者は、身体全体を用いる気軽な遊びのイメージで、

Bc にも他児達にもハードルの低いものからでよいこと、否定的なイメージを無くし、肯

定的なイメージで身体全体を用いるよう、継続的に計画することを勧めた。昔から伝わっ
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てきているような、物を用いず、身体のみで遊ぶ遊び、わらべうたを軸とした遊び（例え

ば、かごめかごめ、だるまさんがころんだ、おしくらまんじゅう等々）を、一つの方向か

らのアイディアとして提示した。 

 

（２）第二回 6 歳 7 カ月時 

➀発達検査・知能検査の結果と Bc の様子 

前回から 2 カ月しか経っておらず、経過観察を目的とした心理面接であったため、発

達検査・知能検査は実施していない。 

➁描画と所見 

図 5-57 に 6 歳 7 カ月時の描画④の人物画を、図 5-58 に描画⑤の人物画を示した。図

5-57 の DAM-MA は 5 歳 2 カ月、DAM-IQ は 78、図 5-58 の DAM-MA は 5 歳 5 カ月、

DAM-IQ は 82 であった。図 5-59 は、図 5-57 と図 5-58 の後に描いた自由画である。第

一回に比べて、図 5-57、図 5-58、図 5-59 共に、大きく生き生きと描かれた。人物画は

初回時と同じくまず「M ちゃん（妹）」（図 5-57）、次に Bc から進んで 2 枚目の人物画、

「おいら（自分）」（図 5-58）を描いた。さらに自ら図 5-59 の「恐竜」を描いた。初回時

の流れを覚えていて、同じ流れで描いたとも言えるが、筆者としては、「人」というのは

Bc にとって少し距離のある存在のイメージであり、2 枚目「おいら（自分）」、3 枚目

「恐竜」と、徐々に自分自身に向かう方向であったのではないかと感じられた。図 5-

57、図 5-58、図 5-59 と進むごとに描画への取り組みが生き生きとしてきて、特に図 5-

59 では本当に伸び伸びと溌溂として、楽しそうに描く様子が印象的であった。 

  

 
図 5-57 Bc 児の描画④ CA：6 歳７カ月①「M ちゃん（妹）」 
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図 5-58 Bc 児の描画⑤ CA：6 歳７カ月②「おいら（自分）」 

 

 
図 5-59 Bc 児の描画⑥ CA：6 歳７カ月 「恐竜」  

 

③母親との面接 

保育所への送迎時に、保育者から、他児とのトラブルの話を聞くことが少なくなって、

Bc がその日頑張ったことや良い面を聞くことが増え、母親にとって保育所へ行くことが

苦痛ではなくなってきたことが語られる。また、保育者から、Bc とのかかわりにおける

ヒントとして、何かを話してあげる時には両手を持って目を見て話しをすることや、肩に

手を置いて話すことなど、保育場面でも実践されていることを聞いたので、家でできるだ

け心がけていることが報告された。また、乳児期から、夫の母親である姑が Bc を世話す

ることが多く、Bc のことに関して、姑が何かと口を出してきていたこと、Bc のこだわり

のある面なども、母親である自分の責任であるように言われたりして、なんとなく Bc に

対して否定的な感情が起こりやすくなっていたことなどの振り返りがなされた。こうした

振り返りは、母親の中で頑なになっていた Bc への感情が紐解かれていく段階の表れであ

ると解釈できたため、筆者は丁寧に受容し、母親のこれまで抱えてきた思いに共感した。 

筆者は、図 5-57、図 5-58、図 5-59 を提示し、初回時から 2 カ月の間の母親の Bc への

心配りが、しっかりと Bc の中に浸透し、「自分」を意識し、そして恐竜の世界もより生

き生きと描くことができるようになったのではないか、Bc が自分を恐竜に投影させてい

るとしても、それが図 5-59 のように伸び伸びと描かれることは Bc の前向きなエネルギ

ーの表れであるとも言えるのではないか、という所見を伝えた。母親は、前回の Bc の描

画が強く頭に残っており、人とのかかわりが重要であると考えて、少しでも密度濃いかか

わりをしてきたつもりであるが、今回の描画を見て、Bc が良い方向へ進んでいることが

実感できることを語った。しかし、今の状態で、小学校へ上ってから、新しく出会う友達
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と上手くかかわっていくことができるのか、周囲に受け入れられるのか、不安である旨も

語られたため、筆者は、保育者が集団の中での Bc への個別の対応についてはしっかりと

小学校へ橋渡しをしてくれるので、保育者と十分に話し合い、母親の不安や希望等を伝え

ておくことが重要であると助言した。 

④保育者へのコンサルテーション 

保育者から、母親の、Bc を見る表情が柔らかくなってきたこと、さらに母親は保育者

に対しても以前あったような殻を取り外し、積極的にコミュニケーションをとってくれる

ようになったことが話された。また、母親から、Bc のことを抱っこしたりすることが少

なかったこと、抱っこをすることに抵抗があったことが保育者に語られ、何とかしなけれ

ばという思いはあってもなんとなく難しいままであったが、保育者から手や肩に日常的に

触れてみることの実践のアドバイスをもらい、これならばできそうに思ってチャレンジす

ることができた、だんだんと Bc に触れることが自然にできるようになってきた、という

思いが吐露されたと報告があった。保育場面では、身体全体を用いた活動を意識した上

で、否定的イメージを持っている子どもたちにも無理なく楽しく取り組むことができるよ

う、ハードルを低くし、わらべうたを中心とした身体遊びや、仲間で集まってこそ楽しく

遊べる遊びを日々の中に折り込み、物を用いるのではなく、自然に生身の人と人が直接触

れ合う遊びを日常的に取り入れているということであった。この取り組みにより Bc が恐

竜など特定のおもちゃを手にしなくても落ち着いている場面が増えており、他児達との間

でトラブルを起こすことも減り、保育者が提示する歌遊び手遊びをリラックスして真似て

楽しむ姿が見られるようになってきたことも語られた。筆者は図 5-57、図 5-58、図 5-

59 を提示し、前回よりも人間らしいボディイメージが表現され、自信も感じられる描画

から、日頃の保育の取り組みや母親への支援も徐々に Bc の柔軟な発達において効果が表

れてきていることを確認した。 

一方で、保育者は、就学を控えている時期であるが、いまだ Bc の対人関係面での柔軟

さが十分には身についていないことに不安を抱いていた。筆者は、描画からも、Bc が少

しずつ安定し、自己意識を明確にし始めている様子が見られるが、まだまだ途上であると

思われることを説明した。そして、今後も引き続き母子関係への支援は重要であること、

その上で安定して友達関係も築いていくことができるよう、保育場面での工夫や介入を継

続し、その実践を小学校へ具体的に報告し橋渡しをすることを助言した。 
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（３）Bc の事例の経過のまとめ 

 第一回の Bc は、面接場面においても硬い表情で、落ち着かず、面接室にあった恐竜の

人形を手にしてひたすらそれを振り回したり、二つの恐竜人形を戦わせたりすることで、

自分の世界に入り、自分で自分をコントロールしているかに感じられた。母親は、保育園

での他児達との関係についての不安と、発達上の問題についての不安を抱えていたが、合

わせて母親自身、Bc を受け入れることができず、それをどうにかしなければならないと

わかっていてもどうしていいかわからないというもどかしさも抱えていた。Bc を見る表

情は硬く、無表情な印象であった。Bc も母親も、お互いが向き合い、情緒的な交流を深

め、安心感を抱くことを求めていながら、素直に表現することができず、ぎくしゃくし、

悪循環を呈していた。この両者の関係性をつなぐ貴重な情報となったのが図 5-54、図 5-

55、図 5-56 の描画であった。特に Bc が人物画としてまず「妹」を描いたことは、筆者

と多くの言葉を交わさなくても、母親にとっては、手がかからず聞き分けのよい下の子ば

かり可愛がり、Bc を遠ざけてしまっていたという、自分と二人の子どもたちとの関係の

在り方に思いを巡らせる、大切な情報となったのではないだろうか。また、特に図 5-

54、図 5-55 の人物画は Bc の発達上のアンバランスさについても物語る表現であった。

母親にとって、言葉の遅れもなく、むしろ大人びた言い回しなどもできる Bc は、何でも

わかっているはず、できるはずなのに行動が伴わない、という印象となっていたが、図

5-54、図 5-55 の描画で、不器用でボディイメージに乏しく、思うように行動に移すこと

ができない Bc、そして自分自身の身体像をも確立できず縮こまっている Bc の苦しさを

推測できたようであった。 

 さらに保育者が同じ描画を共有し、Bc の状態像と共に母親が Bc をどうとらえたか的

確に把握することによって、母親が Bc に直接的にかかわっていく上でヒントになるスキ

ンシップの取り方や遊び方についてより詳しくアドバイスすることができた。保育者はコ

ンサルテーションを行うまでは、Bc が他児達に対して衝動的にふるまうことが多いこと

で、対応に戸惑いを感じていた。筆者は Bc の身体意識の乏しさについて描画を通して説

明し、身体意識が確立していない状態では自己の身体と心のコントロールが難しいこと、

他者との関係性も上手く築くことができないことなどを伝えた。そして、日頃の保育の中

で、他児達と共に全身を用いる活動を楽しんでできるような工夫を提案した。全身を動か
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すことにより、自然に全身に意識が行き渡ること、心と体が解放され、充実感や満足感が

味わえること、そのような状態でお互いが交われること、という基本の元で日常の保育が

なされることの重要性を伝えた。保育者は、Bc だけではなく、年長児クラスの子どもた

ち全体にとって、身体的活動を軸に据えた保育の展開は重要な意味を持つだろうという考

えから、積極的に実施していくことを語った。 

 第二回では、まず Bc 自身に変化が見られた。面接室に入ってきて、すぐに恐竜の人形

を手に取って遊び始めたが、逃避的或いは防衛的な雰囲気ではなく、生き生きと「おい

ら、恐竜で遊ぶ」と言い、目的を持って落ち着いて遊ぶ姿が印象的であった。図 5-57、

図 5-58、図 5-59 の描画表現にも、Bc が身体意識を確立し始めており、自己像も明確に

持ちつつある様子が感じ取れた。母親はこれまで心の中でもやもやとしていた Bc との関

係性に関し、前回の相談をきっかけとして一歩を踏み出せたことに、安堵感を覚えている

様子であった。Bc に対して叱る以外の感情を持って目を見つめて声をかけ、日々、保育

園での体験などを聞き、スキンシップを含めて保育園での遊びを共に再現するなど、実践

できていること、そしてその実践が Bc の中で良い形となって表れていることが描画を通

して見えたことで、母親としての自信と、さらに今後も Bc との関係を築いていくことが

できそうだという見通しにもつながったという母親の思いが、面接の中のやり取りを通し

伝わってきた。 

 保育者は、当初は Bc と Bc の母親への対応のみを念頭においていたが、コンサルテー

ションを通して、保育の工夫に着目したことにより、Bc を含めた年長児クラス全体の保

育の見直しにつながったという振り返りをした。対人関係のスキルも、まずは一人一人の

子どもがきちんと身体意識を確立し、自己を確立していることが必要で、保育の中では、

日々の活動として、細かい操作的活動以前に、全身に意識がみなぎっていくような活動を

取り入れ実践していくことが有効であることに、Bc の姿を通し、また Bc の描画の変化

を通し、気付くことができた様子であった。第一回から第二回への Bc の変化の様子を母

親と保育者で共有する上で描画は目に見える情報として役に立った。小学校への橋渡しを

する際に、これまでの支援による効果を伝えると共に、引き続き身体全体の発達、自己意

識と他者意識を構築していきつつある現状を踏まえての支援を希望するということを伝え

る方向で、母親と保育者は共通理解することができた。 
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Ⅳ 第 4 節まとめ 

 今回取り上げた２事例は、筆者の勤務していた医療機関の発達外来で面接を行ってお

り、保育者がこの外来に来院する形でコンサルテーションも実施した。心理職が巡回など

で保育園や幼稚園に出向いてコンサルテーションを行う場合、慌ただしい状況の中で、せ

わしなく行わなければならないことも多く、保育者があまり集中できない環境である場合

が少なくない。今回は、心理職側の本拠地の相談室で迎える形でのコンサルテーションを

実施し、保育者は当面している問題にのみ集中でき、落ち着いて話を進めることができ

た。また、保育者側が来院する、ということ自体に、保育者側の明確な目的意識が見られ

ることから、コンサルテーションがより有意義なものになった可能性も高いと考えられ

る。 

 今回の 2 事例においては、子どもの人物画を中心に据えて子どもの発達を見て、母親

支援を行い、保育者へのコンサルテーションを行った。実際に日々継続的に子どもにかか

わり、母親とコミュニケーションを交わし、母子を支えていくキーパーソンである保育者

が、コンサルテーションを通して、筆者と共に客観的に子どもの人物画をとらえ、節目に

介入の妥当性も検討し、保育の在り方を工夫していった。保育の在り方の工夫は、結果的

に、対象児以外の子どもたちを含んで考えることにもなり、クラス全体の子どもの活性化

にもつながったことで、対象児の発達は、子どもたちとの相互のかかわりによってもより

促進されていったのではないかと考えられる。保育者にとっても、自己の保育を丁寧に振

り返り、自らの成長をもはかる流れとなったのではないだろうか。 

 保育の場面での工夫によって子どもの成長が見られていくと、保育者は母親に子どもの

成長・発達と、家庭での対応について具体的に助言しやすくなった。母親は保育者に、抽

象的な助言ではなく、具体的な助言を求めているため、自分と我が子に合った遊び方を提

示してもらうことによって、保育者への信頼が増し、家庭で何をしたらよいのかがわか

り、実践に結び付けやすかった。保育者の行う子育て支援はそのような実践的なものであ

る必要がある。ただ、その際に母親にも我が子の現状を知る手がかりが重要であり、人物

画はその一つとなり得たと言えるのではないだろうか。 

 発達的な特徴を抱える子どもの発達支援においては、子どもの身体意識の形成を支える

ことがまず必要であり、そのためには日常的な保育の中での身体活動や感覚を豊かに刺激

する体験は非常に重要である。こうした支えと並行して母親の不安に寄り添っていくこと
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によって、母子関係の支援にもつながっていく。つまり、心理職の支援と保育者による日

常の保育は、相乗効果を産み出していくのである。 

 人物画というツールは、保育者の子ども理解に役立ち、心理職と保育者の子どもの状態

像の共有、保育者と母親との子どもの状態像の共有それぞれに役立ち、子育て支援、母子

の関係性への支援に有効的に機能することが明らかとなった。さらに、人物画の活用の意

義を保育者達が知ることによって、保育場面において継続的・長期的に子どもの発達と人

物画を照らし合わせていくことが可能になっていくことも想定される。しかし、牧瀬

（2015）が、4 歳児の事例の考察において、描画を「きく」ことの重要性を明らかに

し、描いた子どもの語りを「きく」ことにより、初めて描画における個々の要素が意味を

超えて、どのように結びついているのかを理解することができる、と述べているように、

子どもの描画をアセスメントとして丁寧に活用していく上では、個別的なかかわりを通じ

て、子どもから出てくる一言二言の言葉であっても、語られることを描画表現と共にしっ

かりときき、受け止めることが重要であろう。語りの発達は、小坂（2016）によると、

典型発達の子どもで 5 歳以上に発達してくるとされ、4 歳児の段階、さらに 5 歳児以上で

あっても、発達の遅れや偏りがある子どもの場合は、じゅうぶんな語りを得ることは難し

いことが多いと考えられる。今回取り上げた Au と Bc の事例においても、じゅうぶんな

語りはなかったが、大切なキーワードが表出された。Au は描画後に、「Au くん（自

分）」と「お友達」と語り、Bc は描画後に、「M ちゃん（妹）」、そして「おいら（自

分）」、「ティラノサウルス」、「恐竜」と語った。単語で発せられたこれらの言葉は、描画

と共に重要な示唆を与えてくれるものとなった。さらに、“語られない”心の声、そして

身体の声にも耳を傾ける、きく側である周囲の大人の柔軟な感性を用いることも、非常に

重要であることもわかった。幼児の発達を考えるとき、むしろ言葉としては語られない世

界が大きく、語られない描画表現の世界にしっかりと心の耳を澄まして受け止めることの

できる大人の存在の意義は大きい。常に、「身体・頭・心」を駆使して多くの子どもたち

にかかわっている保育者こそが、一人一人の子どもの「身体・頭・心」の成長を願って、

子どもの中から出てきた表現を真摯に受け止める時、子どもにとっての日常が、よりバラ

ンスのとれた発達のために有意義なものとなっていくのではないだろうか。今回の事例を

検証していくことにより、保育者へのコンサルテーションにおける、人物画の活用の具体
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的な方法とその意義が実証でき、そして、保育者にとっての今後の描画表現活用の可能性

についても一つの展望を示すことができた。 

 

発達的な特徴を抱える子どもの発達支援においては、子どもの身体意識の形成を支える

ことがまず必要であり、そのためには日常的な保育の中での身体活動や感覚を豊かに刺激

する体験が非常に重要である。こうした支えと並行して母親の不安に寄り添っていくこと

によって、母子関係の支援にもつながっていく。つまり、心理職の支援と保育者による日

常の保育は、相乗効果を産み出していくのである。「子どもの関係性の発展と身体意識の

構築」と「子どもの発達経過を辿りつつ支援の在り方を構築していく」ことが、人物画を

1 つのアセスメントとして用いたことにより、保育の実践とつながっていった。 

 

 

第５節 実践的研究のまとめ 

 

本章第２節から第４節において、「発達障害の子どもの特徴の吟味や支援」、「母子の関

係性の構築への支援」、「保育者へのコンサルテーション」という実践場面での活用につい

て見ていった。第５節においては、【子どもの心理アセスメントとして人物画を用いる上

で重視すべき視点】として掲げている４つの視点を踏まえて実践研究を整理する。 

 

１．子どもの心理アセスメントとは、「発達アセスメント」を核とし、「理解と支援のため

のアセスメント」という側面を持つものであると整理できる。また、アセスメントの目的

は、「発達支援のニーズを把握」、「支援目標、方法を決定」、「発達を確認」、「支援の妥当

性を確認」することである。その中では、「子どもは成長・発達する存在である」ことを

踏まえ、「子どもの発達の経過を辿ること、そして経過を辿りつつ、その都度の状態を見

極めていきながら支援を構築し直していくこと」が重要なポイントとなる。さらに、もう

一つの重要なポイントは、子どもが、取り巻く環境の中で生きているという点、これは、

子どもの関係性の発達を見ていく視点ともいえる。 
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第 2 節、第３節、第 4 節、いずれの実践においても、心理アセスメントを実施し、そ

の一環として人物画を活用した。アセスメントにおいては、「発達支援のニーズを把握」、

「支援目標、方法を決定」、「発達を確認」、「支援の妥当性を確認」することに努めた。そ

して、「子どもは成長・発達する存在である」ことを踏まえ、「子どもの発達の経過を辿る

こと、そして経過を辿りつつ、その都度の状態を見極めていきながら支援を構築し直して

いくこと」を重視し、描出の過程を追った。さらに、子どもだけを見るというアセスメン

トの視点ではなく、周りの環境との関係、特に母親との関係性の発達を中心として見てい

く視点を持って実施した。 

 

２．発達障害の子どもは、外界からの視覚的な刺激を概念化することよりも、視覚的な形

態をそのままに記憶し再生して絵にしている傾向が強い。一方、通常の幼児の描画の技法

は、子どもが対象を見ることによって獲得されていくというよりは、実践的なかかわりを

基盤にした、対象についての概念化のはたらきを通して獲得されるものである。 

 

第 2 節の実践 

第２節の２で論じた事例の Aw くんは、「昭和のおかん」、あるいは「五流サラリーマ

ン」というように、人物画は、何らかの意味付け、視覚的なイメージの世界へ持っていく

ことでのみ、表現することが可能であった。イメージの設定ができたならば、形を整える

こと、形を描くことは何ら困難なことでもなかった。しかし、一番の問題は、彼の中か

ら、生身の自分自身や、現実場面での重要な他者イメージが出てこない点であった。 

 

第 3 節の実践 

第３節として論じた「母子関係へのアプローチと人物画の活用の実際」では、自閉症児

である事例 Bb の描いた描画１，描画２には、やはり「生身の自分の身体感覚の乏しさ」

が表れており、Bb がこだわっていたキャラクターの視覚的にとらえた「形」を再現しよ

うとするものであった。ただし、情意系の育ちを見ていく視点として、このキャラクター

が移行対象に近い存在としての意味合いを含むものであるとも受け止めることができた。

だからこそ、その後の母子の愛着関係の発展を確信して母親にスキンシップや言葉かけ等

の具体的かかわりについて見通しをもって助言をすることができた。 
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第 4 節の実践 

 第 4 節として論じた事例の Au・Bc は、状態像の把握が難しいグレーゾーンであった

が、心理アセスメントの一環として人物画を実施した結果、「視覚的な形態をそのままに

記憶し再生して絵にしている傾向が強い」とは言えなかった。しかし、「実践的なかかわ

りを基盤にした、対象についての概念化」においては、希薄さ、つまり、他者との身体的

な触れ合いをも包含した密度の濃い関係性の構築の不十分さが感じられた。 

 

３． 外の世界とつながれない発達障害の子どもは、まず自分の内側がつながっていない

ことが考えられ、これは受動の相（P.30, 5 行）としても表れる。全身体的感覚の調整の

難しさが大きな要因となると考えられる。円形の表出は、子どもの内側が「つながり」始

めたことの一つの証にもなる。逆に、円形の表出に向かう過程のありようによっては、

「つながり」の難しさが示唆されることになる。円形の描出と、前段階のなぐり描きに見

られる表現は、内側からの形成のはたらき（P.23, 24 行）によってもたらされると言え

る。その形成を規定するものは、社会的関係性の発達側面と、感覚運動的発達側面であ

る。円形以後の描出の過程においても、この両側面の関与を見ていくことが必要である。 

 

第 2 節の実践 

第 2 節の１で取り上げた事例では、一般的な知能検査と人物画描出からアンバランス

な特性が見られた。自己のイメージが不安定であり、落ち着きのない臨床像にもつながっ

ていた。母親がわが子の状態像がつかめず、受け入れ切れないことにより、関係性の構築

の問題もうかがえたため、母子をつなぐための心理的支援を行った。母子の関係性の発展

は、社会的関係性の基盤として重要である。いずれも、家庭での親子のかかわりとして、

身体を用いた遊び、五感を豊かに刺激する遊びを重視することを助言した。感覚統合訓練

などが必要な事例には、心理面接と並行して訓練が定期的に実施された。このように、社

会的関係性の発達側面と、感覚運動的発達側面との両側面の関与によって発達支援を行

い、その成果を確認した。 

2 では、特にアスペルガー障害の事例では、「する・される」、「触れる・触れられる」

という、身体感覚を根源とする体験を安定的に経てきていないことが推測される。こうし
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た「する・される」という能動―受動の二重性の認知から、子どもは自他分化へ向けて一

歩を踏み出していくが、その言わば「触覚的な視」（P.21, 5 行）をじゅうぶんに辿るこ

となくいきなり「視覚」のみにて周囲と出会っている状況が描出に表れていた。全身体的

感覚をこれまでじゅうぶんに働かせることができなかったことによる子どもの困り感、生

きづらさを理解し周囲との関係性の中でゆっくり歩み直していくことができるよう、支援

を構築した。 

 

第 3 節の実践 

情意系と感覚運動系は相対的に独立しながらも、相補的に互いの発達過程を高次化して

いく役割を担っていた。さらに情意系、感覚運動系、音声・言語系の発達と並行して身体

の感覚と活動は段階的に発達した。関係性や認知的側面の発達過程と絡み、それらと表裏

一体をなして身体の問題があり、認識と身体は愛着関係を介して社会および自己に開かれ

ていくことが示された。したがって、自閉症児の発達障害の改善と症状の変容のために

は、情意系にのみ焦点付けしたアプローチでも、感覚運動系のような認知的側面にのみ焦

点付けしたアプローチでも不十分である。両者が車の両輪のように有機的に連動し、さら

に身体像の構築へも目を向けることで一人の子どもの成長・発達を促進していくものとな

る。 

 

第 4 節の実践 

発達的な特徴を抱える子どもの発達支援においては、子どもの身体意識の形成を支える

ことがまず必要であり、そのためには日常的な保育の中での身体活動や感覚を豊かに刺激

する体験が非常に重要である。こうした支えと並行して母親の不安に寄り添っていくこと

によって、母子関係の支援にもつながっていく。つまり、心理職の支援と保育者による日

常の保育は、相乗効果を産み出していくのである。「子どもの関係性の発展と身体意識の

構築」と「子どもの発達経過を辿りつつ支援の在り方を構築していく」ことが、人物画を

1 つのアセスメントとして用いたことにより、保育の実践とつながっていった。 

 

４．子どもの描く頭足類、人物画の、手足は、方向線（P.22, 6 行）であり、触知線

（P.22, 6 行）であり、‘はたらき’（P.22, 10 行）であることを踏まえると、手足がどの
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ように描かれているのか、身体部位がどのように描かれるのか、その描かれようを見てい

くことで、その子どもの自己意識の明確さや、社会に対する働きかけのエネルギーの状態

にも、何らかの示唆が得られる。 

 

第 2 節の実践 

 第 2 節では、まず１に取り上げていたいずれの事例でも、心理職による母子の関係性

への支援と共に、必要な事例には感覚運動系に働きかける感覚統合訓練なども施され、総

合的な支援が構築された。当初の描出では縮こまっていて、不安そうな印象だったり、ア

ンバランスさが目立っていたりしたものも、不安定な情緒面や身体面への着目へのかかわ

りを継続することにより、子どもの自信や身体全体への意識が芽生えていったことが表れ

るように、外にその向かって描出も開かれていった様子が見られた。 

 ２では、特にアスペルガー障害の事例では、年齢が高めであり、キャラクター的な意味

付け、つまり視覚的イメージを描出することが固定的になっていた面がある。アスペルガ

ー障害の特徴として、知的な遅れ、言葉の表出にも遅れが見られにくく、発達的な支援の

必要性があることに早い段階では気づかれないことに要因があろう。キャラクターを「上

手に」描いていたとしても、本来の子ども自身の「触知線」が描出されているのではない

とすれば、その子どもの自己意識の希薄さ、エネルギーの表出のしにくさ、生きづらさを

読み取ることができるのではないだろうか。 

 

第 3 節の実践 

 第 3 節の Bb の事例においては、面接開始当初は、無機質な印象を与え、「直接体験的

な自己」を実感できていないことや、さらに「生身の自分の身体の感覚の乏しさ」「他者

との距離感を適切に持つことの難しさ」が表れていると感じられる描出であった。それ

が、他者に対する意識が増し、模倣や身振り動作が発展し自他の身体の分化が進んだ時期

の描出では、引き続きこだわりのキャラクターを描いたものではあったが、画面いっぱい

に力強く身体全体を広げ笑顔で前を見据える Bb 児の自信を感じさせる表現であった。形

から入ったという印象の強かったキャラクターは無機質なイメージのものから愛嬌の感じ

られる姿に変化し象徴機能の獲得期に移行した。 
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第 4 節の実践 

 第 4 節の事例 Au・Bc 共に、はじめは小さく弱々しく、自分の内側に閉じこもってい

るかの印象の描出が見られた。心理職は、そうした描出から、Au・Bc の不安や生きづら

さを読み取り、母子への直接的な心理的支援と保育者へのコンサルテーションを行った。

保育者は日常の保育の工夫によって身体意識が高まるように直接的な支援を行うと共に、

母子関係への支援を行った。具体的には、親子で一緒に楽しめ、身体意識が高まるような

遊びのアイディアを母に伝えることを通して実施した。こうしたかかわりによって、

Au・Bc の描出は、力強く、外側にエネルギーが向けられている印象を受けるものに変化

した。 

 

以上のように、【子どもの心理アセスメントとして人物画を用いる上で重視すべき視

点】の 4 点を踏まえて人物画を活用することにより、実際の子ども理解に適切に結びつ

けることができた。また、人物画の描出から得た情報により、子どもと、親の支援のニー

ズを把握し、その関係性の変化の経過も辿りながら、情緒的発達面と身体意識確立のため

の支援にも着目することで、発達促進につなげることが可能となった。このことから、仮

説として示していた 2 点の有効性は実証できる。 
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６章 総合的考察 

 子どもの心理アセスメントとしての人物画の有効性とその活用について～人物描出の発

達過程への着目から～ 

 

本研究では、子どもの、視覚的に人物画としてとらえることができる段階の描出だけで

はなく、初期描画、つまりなぐり描きから人物画に至るまでの過程の描出に着目し、その

過程に着目する意義を明確にすることを目的に進めてきた。本章では、1 章から 5 章を整

理し、総合的に考察する。まず第 1 節として、有効性として提示した２つの仮説の実証

について、考察する。第 2 節として、本研究テーマの副題にも掲げている、「人物描出の

発達過程への着目から」について、その意義を述べる。第 1 節、第 2 節を踏まえて、第 3

節では、「心理アセスメントとしての人物描出の見立てと活用に向けて」として、子ども

の初期描画から人物画に至る変化の過程をどのように見て活用することが有効なアセスメ

ントにつながるのか、その視点を提案する。さらに、保育の現場で、子どもの初期描画か

ら人物画に至る過程に着目して活用する方法を提案する。 

 

第１節 二つの仮説の実証について 

 

（１）仮説１の実証について 

仮説１「子どもの最早期からの表現には、＜身体的なものー心的なものー社会的なもの＞

を示唆する表出が見られる。そして、子どもの人物画というものが、子どもにとって、他

の対象物とは明らかに異なる表現であり、なぐり描きから、頭足人、人物画へと進んでい

くその流れから、子どもの身体的なもの、心的なもの、社会的なものを総合的にアセスメ

ントすることができる有効的なツールである。」 

 

４章第 1 節の「幼児の心理的発達となぐり描きの変化の過程」を通して、【外の世界と

つながれない発達障害の子どもは、まず自分の内側がつながっていないことが考えられ、

これは受動の相（P.30, 5 行）としても表れる。全身体的感覚の調整の難しさが大きな要

因となると考えられる。円形の表出は、子どもの内側が「つながり」始めたことの一つの

証にもなる。逆に、円形の表出に向かう過程のありようによっては、「つながり」の難し
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さが示唆されることになる。円形の描出と、前段階のなぐり描きに見られる表現は、内側

からの形成のはたらき（P.23, 24 行）によってもたらされると言える。その形成を規定

するものは、社会的関係性の発達側面と、感覚運動的発達側面である。円形以後の描出の

過程においても、この両側面の関与を見ていくことが必要である。】ことを示した。子ど

もの描出には、発達早期からの、＜身体的なものー心的なものー社会的なもの＞を包含し

た状態像が反映される。その過程を丁寧に多角的に見ていくことにより、子どもの心理ア

セスメントとして有効的に生かされる。 

５章第 3 節で論じた「母子関係へのアプローチと人物画の活用の実際」では、自閉症

児 Bb の事例を取り上げた。Bb の治療過程は、関係性や認知の発達の障害と共身体感

覚、身体図式の問題があったが、他者との関係の深まりによって自己と他者の身体の分離

が生じ、関係性の発展の中で、心と体が社会に開かれ、それは同時に自己の内にも開かれ

ていくことが推測できる過程であった。つまり Bb の、母親との関係性が発展していく過

程は自己の身体を意識し、コントロールが可能になっていく過程でもあり、これを視覚化

させてくれたものが Bb の「人物画」を中心とする一連の描画表現であることを結論付け

た。面接当時の医師の診断で「自閉症」という診断名のついていた Bb は、その自閉症状

がはっきりと表れており、母親が抱えていた「Bb とのかかわりにくさ」に対する戸惑い

も大きかった。そのため、心理的介入、そして Bb の描画表現という視覚的情報は母親に

とっても有用であり、Bb との接点を見い出す道しるべになったと思われる。母親の変化

と Bb の変化はほぼ同じ歩みで進んでいった。 

５章第 3 節の Bb のケースだけでなく、４章第１節の「発達的な遅れや偏り等の疑いの

ある子どもの描画」や、５章第 2 節、第 4 節の中で取り上げた事例なども含め、心理相

談に上がってくるケースは、単に発達アセスメントが必要なケースもあるが、ほとんどは

医師や保健師などのスタッフが心理的介入の必要性を感じたケースで、子ども側の難し

さ・母親側の難しさ等が絡み合い悪循環となっていることが多い。また、発達上の難しさ

を持つ子どもを早期に発見する必要性が重視され、その特徴等の情報が氾濫する風潮の

中、やみくもに母親の不安が駆り立てられる一方で、逆に母子の相互のやりとりといった

原初的体験の不足の問題が置き去りにされてしまいがちな印象がある。個人の障害は関係

性の障害を引き起こし、関係性障害は個人の障害を生む、という考え方を重視すれば、母

子の関係性の状況を限られた時間でとらえ、悪循環の芽を断ち切って良い循環を産み出せ
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るよう対応することが心理職の重要な責務である。「赤ちゃんというものはいない、いる

のは母親と一緒の赤ちゃんである」とウィニコット（Winnicott,D.W., 1964）が表現し

ているように、乳幼児は単独で存在するとみなされるべきではない。乳幼児は母親と共に

あり、まさに身も心も母親のかかわりの中で成長発達していくのである。こうしたことか

ら、乳幼児と親を対象とする心理相談場面では、母子の間の、“デリケートな響き合いの

世界”がどのような状況となっているか、その関係性を少しでも読み取り、ボタンの掛け

違いを修正していくことが重要な役割である。そうした意味から『早期関係性』にポイン

トを置き、「関係性のアセスメント」、「関係性の発達を支える対応」としても、描画を重

視して取り入れてきた。律動的な体験である描出は、小さな子どもが片言を発するのと同

様に、それを受けとめてくれる人の在りようが、その生のリズムにも影響を与えると考え

られる。生き生きとした生の鼓動を、思いのまま発動させる子どもは、ケロッグ

（Kellogg,R., 1969/1986）の言う、自分のスクリブルが刺激となって、さらに「関係づ

ける」ことも相まって、描出の躍動はさらに広がっていくことになるのではないだろう

か。子どもの躍動感は、よちよち歩きをし始めた時も、振り返るとあたたかく見守ってく

れている人がいる安心感を得ている場合とそうでない場合に違いがあるのとも同じであろ

う。中村（1992）は、人間は、能動的であると同時に受動的な存在であるとし、受け手

であるためには、能動的行為者であることと拮抗するだけの多大なエネルギーの保持が必

要となるという。他者の話に耳を傾けるためには、多くの注意資源を注ぎ込まなければな

らない。他者と向き合って他者を受けとめるためには、身体に一定の緊張を漲らせなけれ

ばならない。加藤（2015）も、受動は、「外界への行為的かかわりとはベクトルを異にす

る、外からは見えないが内には多くのエネルギーを抱え込んだ、身体全体の関与する状態

のことなのである」と、受動が能動と共に多大なエネルギーを要するものだと説く。子ど

もがその発達過程で他者を認識し関係性を発展させるということは、受動的にも多くのエ

ネルギーを必要とするが、能動的にも受動的にも律動することにより、柔軟性を備えた人

間として成長発達していくことにつながっていくのである。白い紙の上で、縦横無尽に歩

き回るようにジグザグ線を引いていき、何度となく繰り返される円環運動からしだいに、

まとまりを持った個々の形体が発展してくる。子どもの全身がペンとなったかのように、

紙に生のリズムを刻み込んでいき、さらに、子ども自身がまとまりを持ってきた時にシン

ボルが浮かび上がってくる。そのシンボルである、線も、円環も、円も、子ども自身の表
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出であり、そのような意味でも、人の原型なのだと言えるのではないだろうか。そして、

ここには、単に単独で存在する子どもの姿ではなく、＜身体的なものー心的なものー社会

的なもの＞の関与が表れてくると考えられる。こうした考えにより、４章第 1 節の「発

達的な遅れや偏り等の疑いのある子どもの描画」の事例や、５章第 2 節、第 3 節、第 4

節で取り上げた事例においても、描画を活用して「関係性のアセスメント」、「関係性の発

達を支える対応」を行っていき、支援につなげ、子どもの発達促進をはかることができた

ことから、仮説１が実証できたと考える。 

 

（２）仮説２の実証について 

仮説２「子どもが自己と他者を見出していく、その過程の中では自己と他者、多くの場合

は母親がその他者を担うため、母子の関係性が重要となる。母子の情動によるコミュニケ

ーションが上手く蓄積されていく中で子どもは自己を知るようになる。そして、そのコミ

ュニケーションの在り方としては、感覚的な刺激、発達の状態に合わせた身体を用いた遊

びの活用、身体的な刺激が鍵となる。また、子どもが自己と他者を見出し、身体意識を確

立していく、その過程が、人物画の発達に表れる。」 

４章第 2 節の「幼児の人物画の縦断調査」を通して、【子どもの描く頭足類、人物画

の、手足は、方向線（P.22, 6 行）であり、触知線（P.22, 6 行）であり、‘はたらき’

（P.22, 10 行）であることを踏まえると、手足がどのように描かれているのか、身体部

位がどのように描かれるのか、その描かれようを見ていくことで、その子どもの自己意識

の明確さや、社会に対する働きかけのエネルギーの状態にも、何らかの示唆が得られ

る。】について、その重要性を明らかにした。合わせて、この調査では、3 歳、4 歳、5

歳、という幼児期の、日常を過ごす環境のあり方、体験のあり方によって、短いスパンで

も、描出に変化が表れることを明らかにした。 

５章第 3 節として論じた「母子関係へのアプローチと人物画の活用の実際」では、自

閉症児 Bb の事例の分析を通して、関係性や認知的側面の発達過程が相互に関係し、それ

らと表裏一体をなして身体の問題があり、認識と身体は愛着関係を介して社会および自己

に開かれていくことが示された。したがって、自閉症児の発達障害の改善と症状の変容の

ためには、情意系にのみ焦点付けしたアプローチでも、感覚運動系のような認知的側面に

のみ焦点付けしたアプローチでも不十分である。両者が車の両輪のように有機的に連動
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し、さらに身体像の構築へも目を向けることで一人の子どもの成長・発達を促進していく

ものとなるのである。人物画は両方のアプローチをつなぐ共通言語として、そして身体像

の視覚化として有効的であると結論付けられる。 

 図 6-1 に、発達障害の症状変容のためのアプローチと人物画活用について、図式化し

た。発達障害のある子どもの、理解と支援のための心理アセスメントとして、「関係性の

問題」と、「身体図式・身体感覚の問題」の両方を見ていくことがポイントである。その

ために有効となるのが、問題を視覚化できる人物画を活用したアセスメントである。この

アセスメントは、初めの段階だけでなく、発達経過を見ていく中で活用していくことによ

り、心理職による情意系へのアプローチと、感覚統合訓練などを行うスタッフによる感覚

面・運動面・認知面へのアプローチという、両側面から、「発達支援のニーズを把握」、

「支援目標、方法を決定」、「発達を確認」、「支援の妥当性を確認」という、理解と支援の

ための目的を果たしていくことができる。 

    

 

 関係性の問題         身体図式・身体感覚の問題 

       

        

心理アセスメント 人物画～視覚化～ 

    

     

情意系のアプローチ     運動・感覚・認知的側面へのアプローチ 

≪心理職による支援≫    ≪訓練スタッフによる感覚統合訓練など≫   

 

 

図 6-1  発達障害の症状変容のためのアプローチと人物画活用の図式 

 

また、５章第 4 節として論じた「保育者へのコンサルテーションと人物画の活用の実

際は、Au 児と Bc 児の事例の分析を通して、発達的な特徴を抱える子どもの発達支援に

おいては、子どもの身体意識の形成を支えることがまず必要であり、そのためには日常的

な保育の中での身体活動や感覚を豊かに刺激する体験は非常に重要であることを明らかに

した。また、こうした支えと並行して母親の不安に寄り添っていくことによって、母子関

係の支援にもつなげていく、つまり、心理職の支援と保育者による日常の保育は、相乗効

果を産み出していくということを示した。そして、人物画というツールは、保育者の子ど

も理解に役立ち、心理職と保育者の子どもの状態像の共有、保育者と母親との子どもの状
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態像の共有それぞれに役立ち、子育て支援、母子の関係性への支援に有効的に機能するこ

とが明らかとなった。 

 図 6-2 に、保育者へのコンサルテーションが介在する人物画活用について、図式化し

て示した。発達的な特徴を抱える子どもの理解と支援のためのアセスメントとして、「関

係性の問題」と、「身体図式・身体感覚の問題」の両方を見ていくことがポイントであ

り、そのために有効となるのが、問題を視覚化できる人物画を活用したアセスメントであ

る。このアセスメントにより、心理職は「発達支援のニーズを把握」、「支援目標、方法を

決定」、「発達を確認」、「支援の妥当性を確認」し、人物画から得られた視覚的な情報を母

親と共有し、情意系へのアプローチに活用する。また、心理職が「発達支援のニーズを把

握」、「支援目標、方法を決定」、「発達を確認」、「支援の妥当性を確認」したことを、視覚

情報としての人物画を共有しながら保育者へのコンサルテーションにおいて活かす。これ

を受けて保育者は、日常的なかかわりの中で母親へ情意系のアプローチを実施し、合わせ

て、保育の中に身体的活動を重視して取り入れるなどにより子どもにアプローチをしてい

く。ここでも、経過を追いながら変化を見ていくことが重要となる。 

 

    関係性の問題        身体図式・身体感覚の問題 

       

                         

       心理アセスメント 人物画～視覚化～ 

           

          

 保育者へのコンサルテーション 

                  

 

    情意系のアプローチ     運動・感覚・認知的側面への 

アプローチ 

    ≪母親への支援≫       ≪保育・身体的活動≫ 

      （心理職）          （保育者） 

      （保育者） 

 

  

図 6-2 保育者へのコンサルテーションが介在する人物画活用の図式 

 

 

 ５章第 3 節の事例の Bb、第 4 節の事例 Au 児、Bc 児、彼らの変化の過程は、母親を

中心とした関係性の変化の過程であり、そこに介在したものは、日常の遊びやかかわりの
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中での感覚運動的な体験の積み重ねによる、身体という受容感覚を解きほぐすことであっ

た。人物画を中心に据えた描画には、固く閉ざされたかに見える、視覚的イメージの強い

表現から、自己の中から、柔らかく生まれ出てくる表現に変化する、その過程を見ること

ができた。このことから、仮説２が実証できたと言えるのではないだろうか。 

 

第 2 節 人物描出の発達過程への着目から 

 

人物描出の発達過程への着目に関して、特に【子どもの心理アセスメントとして人物画

を用いる上で重視すべき視点】として掲げている４つの視点のうちの、３として掲げた

「外の世界とつながれない発達障害の子どもは、まず自分の内側がつながっていないこと

が考えられ、これは受動の相（P.30, 5 行）としても表れる、全身体的感覚の働きが大き

な要因となるものだと考えられる。円形の表出は、子どもの内側が「つながり」始めたこ

との一つの証にもなる。逆に、円形の表出に向かう過程のありようによっては、「つなが

り」の難しさが示唆されることになる。」の視点から考察する。 

 ５章第 2 節の２で検討した事例で見てきたように、すでに学童期にある子どもでは、

描出も視覚的イメージが固定化している様子がうかがえた。全身的感覚がより研ぎ澄まさ

れ、活発に働くようになるためには、できれば少しでも発達の早い段階で子どもの状態像

を理解し、支援に結びつけることが重要である。ローエンフェルド（Lowenfeld,V., 

1947/1979）は、決定の時期（13 歳から 17 歳、ローエンフェルド（Lowenfeld,V., 

1947/1979）が示した描画の発達段階の最終段階にあたる）には、子どもの美術表現を視

覚型、触覚型、あるいは中間型の類型にわけることができるとしているが、Aw くん、Ax

くん、Ay くんらは、認知的な特徴が基盤ともなって、一層強固な「視覚型」に入り込ん

でいたのではないだろうか。その臨床像としても、他者との関係性の固さやぎこちなさと

なって表れている印象であった。５章第 3 節の事例 Bb の場合は、治療開始が幼児期であ

り、母子の愛着関係の構築と感覚運動系への働きかけを中心とした治療的介入も比較的効

果があった。「子ども自身がまとまりを持ってきた時にシンボルが浮かび上がってくる。

そのシンボルである、線も、円環も、円も、子ども自身の表出」（P.193, 29 行-P.194, １

行）と示したように、他者を感覚的な面から認知し、自分を認知していく中で、それがシ

ンボルとして浮上して、描出として表れる。子どもの発達的な特徴を見極めながら、実践
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的、具体的にかかわりを継続し、発達を促していくことが必要であり、その過程が子ども

の描出に表れるということを実証してきたが、この支援の構築はできるだけ早期に開始さ

れることが効果的であることは明らかである。 

４章第１節では、「幼児の心理的発達となぐり描きの変化の過程」について論じ、なぐ

り描きに見られる表現は、その内容を丁寧に見て吟味することによって、子どもの早期の

心理的発達をとらえ、具体的なかかわり方の構築につなげていくための一つのアセスメン

トとして有効的なものになり得る可能性が示唆された。そして、「偶然のなぐり描き」、

「意図的ななぐり描き」、「意味付けのなぐり描き」という、「なぐり描き」の段階の見極

め、そして、子ども自身の内側からの形成のはたらきによって表出が進み、円形の発見に

至っていく道筋の見極めは、子どもの自己意識の芽生え、他者との関係性の過程の見極め

でもあると考えられることを示した。これらのことから、人物描出の発達過程へ着目する

ことは、より早期からの子どもの発達をアセスメントする上で有効的であると言える。 

  

第 3 節 心理アセスメントとしての人物画の活用に向けて       

 子どもの初期描画から人物画に至る変化の過程をどのように見て活用することが有効な

アセスメントにつながるのか、その視点を提案する。さらに、保育の現場で、子どもの初

期描画から人物画に至る過程に着目して活用する方法を提案する。 

 

（１）有効的なアセスメントの視点 

 図 6-3 に、アセスメントとしての人物画の、有効的な活用の視点をまとめた。特に幼

児期の子どもを対象としているもので、「人物画アセスメント」と表現しているところ

は、なぐり描きからの、人物描出に至る過程の表現を含んでいる。子どもの理解と支援の

ためのアセスメントとして人物画を有効的に活用する上では、その都度のアセスメントに

おいて、「関係性の側面」と「感覚運動的側面」を、人物画から見ていくことが重要であ

る。その両側面における子どもの発達を確認すること、同時に、日頃の子どもへのアプロ

ーチの妥当性を検討することが必要である。それを通して、目の前の子どもに応じたアプ

ローチを、「関係性の側面」と「感覚運動的側面」から構築し直し、続けていく。子ども

の成長に合わせ、節目節目にアセスメントを行い、子どもの発達を確認し、両側面のアプ

ローチの妥当性も検討し直す。このように、発達の経過をたどりながら、その時、その時
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の子どもの発達を見極めながらアプローチの仕方を吟味する。アプローチの具体的方法

は、図 6-3 の土台部分にまとめている。関係性の側面においては、まず情動水準のコミ

ュニケーションによって、子どもが、重要な他者との愛着関係を発達させる。その次の段

階では、象徴水準のコミュニケーションによって、社会的人間関係の構築へと進んでい

く。そのことを念頭に入れて子どもへのアプローチを深めていくことが必要となる。感覚

運動的側面においては、まず、乳児期から、抱っこを中心とするスキンシップを大切にす

る。成長に合わせながら、触覚刺激を用いたふれあい遊びを通して関係を深め、五感を活

性化させる遊びや身体を意識させる複雑な遊びへと発展させる。さらに幼児期後期へ向け

ては、五感もさらに活性化させると共に、全身を豊かに働かせる様々な運動遊び、外遊び

を重視していく。このように、視点を明確にして人物画アセスメントを活用することによ

り、子どもの日常、子どもを取り巻く環境に丁寧に目を向け、子どもの発達のための適切

な支援を構築していくことが可能になると考える。 

 
  

          感覚運動的側面            感覚運動的側面 

 人物画                 人物画                人物画 

アセスメント              アセスメント             アセスメント 

          関係性の側面             関係性の側面 

 

・発達確認               ・発達確認              ・発達確認 

・支援の妥当性の            ・支援の妥当性の           ・支援の妥当性     

の確認                 確認                 確認 

                                     

 

              発達の過程を見ていく 

 

             ＊「人物画アセスメント」には、なぐり描きからの描出を含む 

ア
プ
ロ
ー
チ 

関係性の側面 情動水準のコミュニケーション〈愛着関係の構築〉 

象徴水準のコミュニケーション〈社会的人間関係の構築〉 

 

感覚運動的 

側面 

抱っこ・スキンシップ➡触覚刺激を用いたふれあい遊び➡五感を活

性化させる遊び・身体を意識させる遊び➡五感をさらに活性化さ

せ、全身を豊かに働かせる様々な運動遊び・外遊び 

図 6-3  アセスメントとしての人物画の、有効的な活用の視点 

 

（２）保育現場での活用について 

保育の現場においては、表現したい欲求につながる身体感覚に基づく実体験の蓄積こそ

が、まず全ての子どもにとって基本的に重要なことである。その上で、特に発達的な特徴

を抱える子どもの発達支援においては、子どもの身体意識の形成を支えることに目を向け

ることが必要である。そのためにも、日常的な保育の中での身体活動や感覚を豊かに刺激
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する体験は非常に重要な意味を持つ。こうした支えと並行して母親支援を行い、母親の不

安に寄り添っていくことによって、母子の関係性の支援にもつなげていくことが大切であ

る。 

 つまり、保育の現場では、子どもの「関係性の問題」と「身体図式・身体感覚の問題」

を理解することが必要であり、その理解のためには、問題が視覚化される、子どもの初期

描画としての「なぐり描きから人物画描出」が活用できる。子どもの状態像の情報が視覚

化されることによって、保育者間での共通理解、保育者と保護者の間での共通理解にも役

に立つ。これは子ども理解の視点である。子ども理解は次のように支援の視点につなげ

る。まず、保育者による子どもへの直接的かかわりとして、子どもの情緒面へ目を向け、

安定をはかる（情意系のアプローチ）と共に、保育を通して身体的活動、身体感覚への刺

激を重視する（運動・感覚・認知的側面へのアプローチ）。次に、子どもへの間接的かか

わりとして、母親の不安に寄り添い支えることで、母子関係への支援を行う（情意系への

アプローチ）と共に、母親に対して、家庭でできる、身体的活動を軸とした親子遊び等の

提案や具体的な遊びの方法の助言を行う（運動・感覚・認知的側面へのアプローチ）。こ

れを有効的に進めていくためには、継続的な支援の中で行っていくこと、そして、心理職

の介入、つまり心理職による保育者へのコンサルテーションも重要な鍵となろう。これら

を図示したものが図 6-4 である。 

 保育の現場においての、子どものアセスメントとしての人物画は、以上のように用いる

ことで保育者達にとって有効的に活用できるものになるのではないだろうか。 
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図 6-4 保育現場における人物画の活用についての図式 
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論文の意義 

本研究においては、発達途上にある子どもを対象とする心理アセスメントは「発達アセ

スメント」であること、そして、それは「人を理解し、人の行動や発達を予測し、その発

達を支援する方法を決定するために行われる測定・評価」であるという前提を重視した。

それはすなわち、「成長の側面」つまり、周りの環境との関係の中で発達しゆく存在とし

ての側面に着目することであった。「成長の側面」を具体的に見ていくための方法とし

て、子どもの自己像、身体意識が人物画に表れるという視点において、各部位が「どのよ

うに」描かれたのか（例えば「脚が棒」なのか「脚が肉付き」なのか等）に関する独自の

指標を作成して、幼児の縦断的調査を行い、現在の幼児の発達過程に見られる傾向を分析

して提示した。その調査では、人物画表現を、幼児期のある時期だけでなく、3 期にまた

がって描出の変化の過程を追うことで、短い幼児期のスパンの中でも、有意な変動が見ら

れた指標と有意な変動が見られなかった指標があり、生活環境や生活の中での体験にどう

目を向けることが大切なのかについて、示唆を得ることができた。また、現代の定型発達

児の描出の過程の傾向を踏まえることで、そこからの逸脱という視点で、描出から、発達

的な問題を抱える子どもへの早期の気づきにつなげていくことも可能となる。さらに、筆

者自身が携わってきた臨床実践から、人物画を活用したアセスメントを縦断的に実施し、

子どもの発達の経過を辿ること、そして経過を辿りつつ、その都度の状態を見極めていき

ながら支援を構築し直していくことを重視した支援が、子どもの成長発達につながったこ

とを示した。具体的には、母子の関係性を中心とする情緒的発達面と、感覚運動的発達面

が、両輪として必要である点を明らかにし、その見極めに人物画アセスメントの活用が有

効であることを実証して提示した。 

人物画に至る前の段階として、なぐり描きにも注目した。そして、なぐり描きに見られ

る表現は、その内容を丁寧に見て吟味することによって、子どもの早期の心理的発達、そ

して問題の徴候をもとらえ、具体的なかかわり、予防的かかわりにもつなげていくための

一つのアセスメントとして有効的なものになり得る可能性を見い出した。子どもは発達・

変化していく存在であるから、そのなぐり描きの段階からの変化の過程に着目することを

通して人物画を活用することこそが、有効的となることを明らかにした。 
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 得られた知見から、保育の現場での、人物画の活用について提案した。保育者による人

物画の有効的な活用が進むならば、子どもを取り巻く環境が、日常的に整えられて行き、

子どもの成長発達が促進されていくことも期待できる。 

 以上が、本研究の意義である。 
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今後の課題 

 子どもの心理アセスメントとして、人物画を有効的に活用していくためには、時代と共

に変化する生活環境・文化の影響を受ける子どもの心と身体の今現在の姿を的確に知るこ

とが必要である。まずは定型発達をしている子どもの状態像を把握することが、遅れや偏

りが生じている子どもへの気づきの前提となる。このことから、本研究においても、「幼

児の人物画の縦断調査」を実施した。結果の分析から、子どもは、はじめ、身体感覚主導

型で描画表現を行うようになるが、次第に、視覚主導型に移行して、自分の身体像の獲得

が不安定になってしまいやすいこと、ここには子どもの生活環境、生活習慣が影響してい

ることが示唆された。環境や習慣に関しては、子どもが身体感覚を豊かに耕す経験を積む

ことが少なくなっていること、様々な人々と直接的に触れ合いながら多様な人間関係を構

築していく経験が少なくなっていること、等が考えられる。しかし、これらについては、

今のところ、明確な調査による数値から明らかにしたものではない。今後、子どもの描出

する人物画の縦断的な調査と共に、生活習慣の調査を合わせて実施し、子どもの生活習

慣、生活環境による影響が、描かれる人物画にどのように表れてくるのか、長期的な視点

で探っていく必要があると考える。また、同時に、人物画から、身体像の不安定さが見ら

れたとして、その身体像の不安定さが、子どもの成長発達にどのような形で表れるのか、

に関しても吟味しなければならないであろう。 

 さらに、これまでの先行研究において提示されていた DAM-IQ における男女差、具体

的には男子の値が女子に比べて低い、という結果においては、本研究で筆者が実施した人

物画の縦断調査においても同様であった。ここには、脳機能の発達の生物学的男女差が関

与していることが考えられる。心理臨床の現場に長年携わり、移り変わる時代の中で子ど

もたちの発達を見つめ、描かれる表現を目にしてきた者として（また、親として息子二

人、娘二人の描画をつぶさに見守ってきた立場としても）、単に「男子の人物画表現は女

子の表現より劣っている」、「男子の方が遅れている」というとらえ方はできないと考えて

いる。「人を描く」テーマにおいて、元来、女子は比較的、全体像より顔面の詳細部分を

念入りに描出する傾向が見られた。一方で男子は、細かい部分は特別こだわらず、動きの

ある全体像を、ざっくり大胆に描く傾向が見られた。動きのある描写によって、横顔の表

現も男子で多く見られた。近年の、身体を豊かに動かす体験の減少は、男子で一層、人物

画表現に反映されてしまっていることも推測される。もう一つには、DAM では、「動
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き」については、唯一「関節」の描出に加点はあるものの、特別に系統立てて入れられた

採点項目がない。反対に顔面などの詳細については、「目」の描き方や比率、「眉やまつ

げ」、「額やあご」、「顔貌のバランス」に至るまで、細かく点数化される。細部へのこだわ

りをあまり持たない男子の表現は、得点には結び付きにくい面があるのではないかとも考

えられる。女子は描く顔面の表情で感情を表し、男子は全身の動きで心の動きを表そうと

する傾向が、幼児期から見られてきた。男子と女子は、生物学的に異なるという前提に立

つならば、同じ尺度で比較すること自体、ナンセンスなのではないだろうか。男子と女

子、それぞれに別の指標で描出を見ていく視点が必要であるように思われる。あるいは、

動的人物画を DAM のような形で作成し、標準化するならば、性差がどのように表れてく

るのか、興味深いところである。この点についても、今後の研究の課題としたい。 
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